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第１章 総論 
 
１．基本的考え方 

統合イノベーション戦略 2021（以下、「統合戦略 2021」という。）は、2021 年 3 月に閣議決定された第６
期科学技術・イノベーション基本計画（以下、「第６期基本計画」という。）の実行計画として位置づけられる
最初の年次戦略となる。第６期基本計画では、目指す社会を「国民の安全・安心を守る持続的で強靭な社会と
一人ひとりの多様な幸せ（well-being）を実現する社会を両立する社会」とし、その達成のため、大目標から
中目標、さらにその達成を目指すプログラム群で構成されている。そして、達成状況を評価するために、それ
ぞれの目標に紐づく指標を掲げている。 

統合戦略 2021 では、その指標の推移をはじめとするエビデンスを踏まえ、その変化の状況を分析すること
により、プログラム群が当初の想定どおり目標達成に向け機能しているか否かを確認し、更なる改善を加え、
また政策として不足がある場合や、より実効性の高い政策案がある場合などには、既存の政策の見直しやこれ
を補う政策を立案する、いわゆる EBPM（Evidence-based Policy Making）を体現し、恒常的に科学技術・イ
ノベーション政策の質の改善を図っていくものとする。 
 
２．国内外の情勢変化 

第６期基本計画では、情報通信技術（ICT）の急激な進化、地球規模で起こるエネルギー・資源・食料等の
制約、そして、国内における少子高齢化や地域経済社会の疲弊等の従来からの課題に加え、特筆すべき新たな
社会の変化として、①米中対立の先鋭化など世界秩序の再編、②激甚化する大規模な自然災害など現実の脅威
となったグローバル・アジェンダ、③ＩＴプラットフォーマーによる国際的な情報独占による自由競争の制約
など情報社会（Society 4.0）の限界の露呈を挙げ、これらの変化を新型コロナウイルス感染症の拡大が加速さ
せていると述べている。 

こうした中で、第６期基本計画策定以後も、ワクチン接種などのポストコロナに向けた取組が進展している
ことに加え、各国間の技術覇権争い、気候変動問題への対策に関して、国内外で大きな進展がみられる。 

 
（１）技術覇権争いの更なる先鋭化 

第６期基本計画では、情勢変化として科学技術・イノベーションが激化する国家間の覇権争いの中核となっ
ていることを掲げたが、その動きがますます加速化している。2021 年３月に開催された中国・全国人民代表
大会では、科学技術の自立自強を国の発展の戦略的柱とし、社会全体の研究開発費を年平均７%以上増やすこ
とを公表した。また、米国は、バイデン大統領の記者会見において、中国との技術競争に関し、量子コンピュ
ータや医療分野などの科学技術関係投資を GDP の 0.7%から２％程度に引き上げると述べている。 

また、世界的にも、AI・量子などの新興技術や、先端半導体製造といった先進基盤技術についてその安全保
障上の重要性が再認識され、米国・中国・欧州等で自国に技術を囲い込むべく多額のイノベーション投資等が
行われており、我が国のイノベーション政策においても経済安全保障を念頭に置いた対応が必要である。特に
半導体については、コロナ禍に対応するためのオンライン化が進む中、世界各国で半導体需要が増大し、2021
年初から自動車用半導体など一部の分野における供給の遅延が発生し、自動車生産に影響を与えるなど、サプ
ライチェーンに影響を与える事態が発生した。バイデン大統領は、2021 年２月に、重要分野のサプライチェ
ーン確保のため、半導体をはじめとする 10 分野について、材料や製造能力などのサプライチェーン上のリス
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ク等に関する具体的な政策勧告等を含んだレポート提出を求める大統領令に署名した 1。欧州委員会は、2021
年３月、2030 年までの欧州連合（EU）のデジタル化目標を示す「デジタル・コンパス」計画を公表し、域内
で次世代半導体の生産を拡大し、EU のシェアを 10％から 20％以上に引き上げる目標などを打ち出した。 
 
（２）気候変動問題への対策の具体的な取組の進展 

第６期基本計画で掲げた気候変動問題への対策も、世界的に進展を見せている。米国は、バイデン大統領就
任後、直ちにパリ協定復帰を決定し、積極的な気候変動対策への取組を表明するとともに、2021 年４月には、
米国主催で、世界の温室効果ガス排出量の約８割を占める 17 カ国・地域を含む約 40 カ国･地域の首脳を招待
して気候サミットを開催し、2021 年 11 月の国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議（COP26）に向け、
2030 年の温室効果化ガス削減目標の強化を各国に訴えた。我が国も同サミットにおいて、菅総理から、「2030
年度において、温室効果ガスを 2013 年度から 46%削減することを目指し、さらに、50%の高みに向け、挑戦
を続ける」旨の表明がなされた。 

また、欧州委員会は、2020 年 12 月、2021 年から７か年の研究開発投資戦略である“Horizon Europe”の全
体予算 955 億ユーロの最低 35%を気候変動対策に投資することを公表し、新型コロナウイルス感染症からの
経済回復をグリーン投資で目指すこととしていたが、2021 年４月、同予算が欧州議会によって正式に承認さ
れた。 

 
３．これまでの取組の評価・課題と重点的に取り組むべき事項 

国内外の情勢が大きく変化する中、科学技術・イノベーション基本法に基づく初の「科学技術・イノベーシ
ョン基本計画」の閣議決定を行い、2030 年を見据えた 2025 年までの中長期的な政策の方向性を示した。 

今後、司令塔機能を強化するとともに、関係府省が一丸となり、『「総合知による社会変革」と「知・人への
投資」の好循環』という基本計画で示した科学技術・イノベーション政策の方向性に沿い、Society 5.0 実現に
向けた取組を加速化させていかなければならない。 
 
（１）国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な社会への変革 
① サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出 
（総論） 

AI 等を含む先端技術を活用したデジタルツイン等のデジタル社会の形成は、Society 5.0 実現のための根幹
をなすものである。デジタル社会の形成に向けて、早期に司令塔と国家戦略を確立し、必要な規制改革を進め
るため、政府はデジタル改革関連法案を提出し、その成立 2も受けてデジタル庁の設立等の準備を本格化させ
ている。その早期の社会実装は、政府の最優先事項の一つとなっており、司令塔として 2021 年９月に設立さ
れるデジタル庁の下、国や準公共分野等の情報システム整備方針の策定の他、アーキテクチャに基づく包括的
データ戦略の取組を着実に実施していく。 

 
 

                                                      
1 2021 年６月８日、「Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth.」が提出。 
2 「デジタル社会形成基本法」、「デジタル庁設置法」、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」、「公的給付の支給等

の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に
関する法律」及び「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」 
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（包括的データ戦略） 
2020 年 12 月のデータ戦略タスクフォース 1 次とりまとめでは、トラスト枠組みの整備、プラットフォーム

の整備やデータの整備といった喫緊に取り組む課題を提示したが、2021 年６月の包括的データ戦略を踏まえ
て、さらに具体的な取り組みを進めていかなければならない。 

この中で、ベース・レジストリ 3の具体のデータの指定、デジタルインフラの整備・拡充、プラットフォー
ムの在り方、トラスト基盤の構築、データに係る人材育成などについては、議論が進展しつつある。 

世界各国においても、データが国の豊かさや国際競争力の基盤であると捉え、データ戦略を策定し強力に推
進している。米国においては、2019 年６月の連邦データ戦略に基づき、データの価値向上やガバナンス体制
の構築を急速に進め、2021 年には連邦政府機関職員のデータスキル向上や機関間連携の拡大等を本格的に進
めていくなど、基盤整備を本格化しつつある。また、これまで民間部門に関しては自由放任的であったが、巨
大 IT 企業によるプライバシー侵害の恐れ、フェイクニュースの拡散と民主主義の脆弱性の露呈、競争上の課
題などが注目を浴びてきており、米国のデジタル戦略も大きな曲がり角にきている。欧州においては、2020 年
２月の欧州データ戦略に基づき、欧州委員会からデータ共有サービス提供者のルール枠組を中心とする「デー
タガバナンス法」案が 2020 年 11 月に公表され、2021 年中には民間保有データの公益利用や、企業同士の適
正なデータ共有を促すための「データ法」案が公表される予定である。2021 年４月には、EU デジタル単一市
場戦略の中核を構成するものとして、リスクベース・アプローチに基づく包括的な AI 規則案が公表されてお
り、安全で信頼できる倫理的な人工知能の開発における世界的なリーダーであるという EU の目標を支持し、
欧州議会が要請する倫理的原則の保護を確保するものであるとされている。 

しかしながら、我が国における自治体のデジタル化、ベース・レジストリの整備、AI やデータ連携に必要
なプラットフォームの社会実装は、米国巨大 IT 企業 GAFA や、ルールとツールの一体的整備・拡大を急速に
進める欧州の GAIA-X プロジェクト等と比較すると、遅れていることを認めざるを得ない。また、インフラ
（SINET4、Beyond 5G5、計算資源等）、国際連携の方向性検討、AI Ready な人材の育成などの取組によるデ
ータ利活用の環境整備が今後重要となる。 

このため、データ活用サービスの根幹となるベース・レジストリについて、2021 年度内の一部先行プロジ
ェクトにおける運用を開始し、2025 年までの実装を目指す。また、官民によるデータ活用サービスを活性化
するために、諸外国とのインターオペラビリティの確保を念頭に、データ連携基盤の技術となるコネクタのそ
の本格稼働や、データ流通を促進・阻害要因を払拭するために考慮すべきルールに関する議論を加速し、プラ
ットフォームを実装し、基盤として確立する。さらに、データ取引市場創設に向けた検討や情報銀行等の社会
実装の着実な推進を図る。 

データ戦略の社会実装における AI の利活用については、AI 戦略との連携を図っていくことが重要である。 
 
（AI 活用に適した次世代社会インフラの開発整備） 

社会を支える人材の育成や、データや AI の活用に適した次世代社会インフラの開発・整備を進め、いつで
も、どこでも、誰でも、データや AI を活用し、これまで実現できなかったようなサービスを次々と創出でき
                                                      
3 公的機関等で登録・公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確

保された社会の基盤となるデータベース 
4 ＳＩＮＥＴ：Science Information NETwork。学術情報ネットワーク。日本全国の大学、研究機関等の学術情報基盤として、国立情報学研究

所（ＮＩＩ）が構築、運用している情報通信ネットワーク。 
5 ５Ｇ、ポスト５Ｇを超える超大容量、超低遅延、超多数同時接続、超低消費電力、超安全・信頼性等の特徴を備える Society 5.0 時代の重要イ

ンフラであり、2030 年代のあらゆる産業・社会生活の基盤として、2030 年頃のサービス開始が見込まれている。 
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る基盤の構築に取り組む必要がある。このため、2020 年度に開始した数理・データサイエンス・AI 教育プロ
グラム認定制度（リテラシーレベル）の運用や周知・広報活動等に取り組むとともに、先端半導体技術の開発・
製造立地推進、次世代データセンターの最適配置の推進及びポスト５G6や Beyond 5G の研究開発、計算資源
の増強等を実施していく AI 関連中核センター群などを拠点とし、AI 戦略に基づく中核研究開発を着実に進め
る。 

 
② 地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進 
（地球温暖化問題への対応） 

SDGs を始めとした地球規模課題への対応として、様々な社会変革を進めていく必要があるとされており、
特に、温室効果ガス排出量を実質ゼロとし、世界のカーボンニュートラルへの貢献を図ることが国家間競争の
中核となる様相が顕在化してきている。 

我が国においては、2020 年 10 月、菅総理により 2050 年までのカーボンニュートラルの実現を目指すとの
宣言がなされ、この実現に向けた取組を加速化させるため、2020 年 12 月に「2050 年カーボンニュートラル
に伴うグリーン成長戦略」をとりまとめ、革新的な技術開発に対する継続的な支援を行う２兆円のグリーンイ
ノベーション基金を創設した。そして、前述のとおり、「我が国は 2030 年度において、温室効果ガスを 2013
年度から 46%削減することを目指し、さらに、50%の高みに向け、挑戦を続ける」旨の表明をしている。2019
年度時点での削減量は 14.0％（2013 年度比）となっているが、上述の野心的な目標の達成に向け、革新的技
術の開発と社会実装を加速化していくとともに、非連続なイノベーションの創出につながる研究開発を推進
していくことが必要である。このため、こうした観点も踏まえつつ、「地球温暖化対策計画」や「エネルギー
基本計画」の見直しを進める。 

特に、我が国の温室効果ガスの 8 割以上を占めるエネルギー分野の取り組みが重要である。徹底した省エネ
を進めるほか、電力部門の脱炭素化は大前提であり、再エネは最大限導入し、火力は CO2 回収を前提とした
利用を最大限追求、原子力については可能な限り依存度を低減しつつ、原子力規制委員会により世界で最も厳
しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には再稼働を進めることとしている。さらに、脱炭素化され
た電力による電力部門以外の脱炭素化を進めることとしている。このように、2050 年カーボンニュートラル
に向けては、多様なエネルギー源の活用の可能性を追求する必要がある。 

 
（多様なエネルギー源の活用） 

多様なエネルギー源の活用のため、「エネルギー基本計画」等を踏まえ、省エネルギー、再生可能エネルギ
ー、原子力、核融合等に関する必要な研究開発や実証、国際協力を進める。その際、省エネルギーについては、
更なる省エネポテンシャルの開拓に向け、分野横断的に革新的な省エネルギー技術の開発・実用化・実証を行
うとともに、住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化や、サプライチェーン全体の輸送効率化に向けた実
証を行う。再生可能エネルギーについては、最大限の導入に向けて、次世代型太陽電池の開発や、「洋上風力
の産業競争力強化に向けた技術開発ロードマップ」を踏まえた浮体式洋上風力等に関する要素技術の開発等
を推進する。実用段階にある脱炭素化の選択肢である原子力については、カーボンニュートラルをはじめとす
る原子力を取り巻く内外の情勢等を踏まえ、安全性の一層の向上に加え、再生可能エネルギーとの共存や水素
製造、熱利用といった多様なニーズにこたえるイノベーションを促進するという観点から、着実に研究開発・
人材育成を推進する。 
                                                      
6 超高速、超低遅延、多数同時接続といった特長を持つ次世代の移動通信システムである５Ｇについて、更に超低遅延や多数同時接続といった

機能が強化された５Ｇ。 
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（脱炭素社会・循環経済・分散型社会への三つの移行による経済社会の再設計（リデザイン）） 

経済と環境の好循環が生み出される社会への変革に向けては、上述のカーボンニュートラルの実現による
「脱炭素社会」に加え、「循環経済」、「分散型社会」への三つの移行を加速させることにより経済社会を再設
計（リデザイン）し、三つの移行を具現化する「地域循環共生圏」（ローカル SDGｓ）を創造していくことが
必要である。脱炭素については、「地域脱炭素ロードマップ」に基づき、脱炭素先行地域を核として全国各地
に波及させる脱炭素ドミノを実現する。また、循環経済・分散型社会への移行については、地域の自然資源も
活用した循環経済の移行に向けて、プラスチック資源循環の加速化として、「プラスチックに係る資源循環の
促進等に関する法律」の適切な執行やバイオプラ等革新的な素材の開発・導入拡大などに取り組み、さらには
「生物多様性国家戦略」の見直しを進める。これらの取組を通じて、2021 年 10 月に開催される生物多様性条
約 COP15 及び 11 月に開催される気候変動枠組条約 COP26 をはじめとする一連の国際会議に向け、国民の
ライフスタイルの転換、社会経済の変革等について議論を深め、国際的な議論や協力をリードしていく。また、
2021 年５月に策定した「みどりの食料システム戦略」に基づき、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の
両立に向けた研究開発を推進する。 

 
③ レジリエントで安全・安心な社会の構築 
（バイオ/サイバー分野などの安全安心上の懸念への対応） 

新型コロナウイルス感染症の拡大、経済安全保障上の懸念の高まりなど、顕在化する脅威への対応は、安全・
安心な社会の構築の上で喫緊の課題である。 

例えば、バイオ分野については、米国では 2001 年炭そ菌テロを契機に、平時から大気中の病原菌を検知す
る ProjectBioWatch、受診データの集積・解析による時間的・空間的な病気等の異常集積の検知する
ProjectBioSense、緊急時のワクチン・治療薬等の開発加速を行う ProjectBioShield といった三つのプロジェク
トが始まり、エボラ出血熱（2013-16）を踏まえて対象をテロのみならず新興感染症等にも拡大した。その結
果、新型コロナウイルス感染症の対策として、米国保健福祉省が主導しつつ、国防総省なども初期から協力し
て、国内外企業に対し、ワクチンの開発、製造、流通への重点投資を行うことにより、ファイザー社、モデル
ナ社などにおける短期間でのワクチン開発を成功させた。我が国においては、2021 年度より感染症にかかる
情報分析・提供のための体制の強化や随時の情報集約及び効果的なリスクコミュニケーションに向けた感染
症に関する分析に資する研究開発に取り組む。 

また、サイバー分野については、サイバー空間の拡大や実空間との融合の進展とともに、新たな技術や手法
等を活用したサイバー攻撃など脅威の複雑化・巧妙化が進み、重要インフラやサプライチェーンなどに対する
攻撃が顕在化するなど、サイバーセキュリティを確保することの重要性が年々高まっている。それに対し、米
国においては、サイバーセキュリティの戦略である「National Cyber Strategy 2018」が策定され、力による平
和、「サイバー抑止力」が強調されている。我が国における「サイバーセキュリティ戦略」（2018 年 7 月閣議
決定）においても、「抑止力の強化」に向けて、「同盟国・有志国とも連携し、脅威に応じて、政治・経済・技
術・法律・外交その他の取り得る全ての有効な手段と能力を活用し、断固たる対応をとる」ことなどを示して
いる。また、2021 年５月１３日に開催されたサイバーセキュリティ戦略本部で討議された次期「サイバーセ
キュリティ戦略」の骨子（案）においても、「サイバー攻撃を検知・調査・分析する能力を引き続き高め、抑
止力を強化する。」とし、対応を進める。 

 
（自然災害への対応） 
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頻発化・激甚化する自然災害に対しては、先端 ICT に加え、人文・社会科学の知見も活用した総合的な防
災力を発揮できるよう、組織を越えた防災情報の相互流通を担う基盤的防災情報流通ネットワーク（SIP４D7）
の都道府県等への展開や地球環境データを蓄積・統合解析するデータ統合・解析システム（DIAS8）の構築・
運用に取り組んできた。SIP4D については、災害時に内閣府防災担当が運用する災害時情報集約支援チーム
（ISUT9）が 2019 年度から現地での情報共有に活用しているが、さらなる迅速な情報共有のための自動連接
に関する技術開発の実証実験に参加した都道府県のうち、15 県が今後の SIP４D との自動連接を既に決定し
ている。引き続き 2023 年度までの全都道府県による SIP４D の自動連接による活用の実現に向け、都道府県
の訓練における実証や説明会の実施等、関係府省とも連携して取り組む。また、収集したフィジカル空間の災
害・被害のデータを使い、サイバー空間でその推移を予測し、災害対応の最適化のための情報を生成・発信す
る防災版サイバーフィジカルシステム（CPS4D10）の研究開発と社会実装に向けた取り組みを引き続き推進す
る。さらに、統合した情報と災害対応の知見等を分析したものを組み合わせ、総合知として活用することによ
り、災害対応支援に資するような研究開発課題（災害対応 DX）を検討する。また、防災研究における中長期
視点からの計画的、戦略的な研究開発及び社会実装に係るマネジメントを行う司令塔体制の整備に着手する。 
 
（インフラ分野の強靭化） 

インフラの建設・維持管理・更新改良等については、国土強靱化に向けた効率的なインフラマネジメントを
実現するため、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP11）第１期で開発された維持管理技術等の社会実
装が進められるとともに、開発された目視点検代替技術等も活用し、国土交通省等において全国約 72 万の橋
梁等の法定点検を実施している。今後は官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM12）において、同法定点検
結果のデータベース化・国土交通データプラットフォームとの連携とともに、新たに判明した課題である不可
視部分の点検・補修技術の開発及びマニュアル化を行い、インフラメンテナンス国民会議等を通じてデータベ
ースの横断的利用や開発された維持管理技術等の社会実装促進を産学官民が一体となって進めていく。また、
インフラ分野の DX 施策や、国土交通データプラットフォームの利用規約を公表し、2022 年度までに国・自
治体・民間が保有する国土・経済活動・自然現象に関するデータと連携したプラットフォームを構築する。内
閣府では、国土交通データプラットフォームを含むすべてのインフラ分野におけるプラットフォームをネッ
トワーク化する連携型インフラデータプラットフォームの構築に向けて、基本コンセプト等の整理等に取り
組んでおり、2021 年度内に課題となっているプラットフォーム参画への合意形成に向けたモデル事業の実施
や運営体制構築準備などに取り組む。 

 
（総合的な安全保障上の取組み） 

総合的な安全保障上の幅広い諸課題に対応し、我が国の平和を保ち、国及び国民の安全・安心を確保するた
めには、科学技術の多義性を踏まえつつ、総合的な安全保障の基盤となる科学技術力を強化する必要があり、
脅威や脅威に対応する技術を「知る」、必要な技術を「育てる」、育てた技術を社会実装し「生かす」、これら
の技術の流出を防ぎ「守る」ための各取組を推進してきた。以下の緊急を要する課題については、順次対応方
針を固め、既存事業との整理等を行いつつ、必要な取組を進める。 
                                                      
7 ＳＩＰ４D：Shared Information Platform for Disaster Management 
8 ＤＩＡＳ：Data Integration and Analysis System 
9 ＩＳＵＴ：Information Support Team 
10 ＣＰＳ４Ｄ：Cyber-Physical Synthesis for Disaster Resilience 
11 ＳＩＰ：Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program 
12 ＰＲＩＳＭ：Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM 
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「知る」ための柱である新たなシンクタンク機能については、2021 年度に立ち上げるとともに、関係府省
庁間等で設定した課題をシンクタンクに提示し調査分析等を行わせ、2023 年度目途に組織を設立すべく、関
係省庁と連携する。また、新たなシンクタンク機能も活用しながら、経済安全保障の確保・強化のため、宇宙、
量子、AI、スーパーコンピューター・半導体、原子力、先端材料、バイオ、海洋等の先端分野における重要技
術について、関係省庁と大学、研究機関、企業等の密接な連携の下、実用化に向けた強力な支援を行う新たな
プロジェクトを創出する。 

さらに、研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクが懸念される中、必要な国際共同研究を進めて
いくためにも、研究インテグリティの確保に関する政府としての対応方針を踏まえ、2021 年度早期に競争的
研究費の関係指針等を改定する。加えて、多様な技術流出の実態に応じて段階的かつ適切な技術流出対策を講
ずべく、情報収集を進めるとともに、同志国との連携や「みなし輸出」管理の見直しを含む安全保障貿易管理
の取組の強化、外為法上の投資審査・事後モニタリングの強化、留学生・外国人研究者の受入れ審査の強化、
特許の公開制度の在り方の検討、重要な技術情報の適切な保全の在り方の検討、政府研究開発事業における安
全保障貿易管理体制の要件化の対象拡大等の取り組むべき諸課題について引き続き順次具体化に取り組み、
適切な対策を実施する。さらに、技術流出の実態及び懸念を把握し未然防止等を図るため、経済安全保障に係
る情報の収集・分析・集約・共有に必要な体制を強化する。 

また、経済安全保障の強化推進のための先端的な重要技術に係る研究開発力強化、サプライチェーン上の重
要技術・物資の生産・供給能力など戦略的な産業基盤の国内確保に向けた中長期的な資金拠出等を確保する枠
組みも含めた支援の在り方を検討し、早期構築を目指す。 

 
④ 価値共創型の新たな産業を創出する基盤となるイノベーション・エコシステムの形成 
（着実に増加するスタートアップと世界との格差） 

社会のニーズを原動力として課題の解決に挑むスタートアップを創出、育成するイノベーション・エコシス
テムの形成については、社会ニーズに基づくスタートアップ創出・成長を支援し、世界へ羽ばたくユニコーン
を我が国から生み出していくため、日本版 SBIR 制度 13の改正や、スタートアップ拠点都市の指定、「スター
トアップ支援機関連携協定（通称 Plus14）」の創設などに取り組んできたところである。こうした中、我が国
のベンチャーキャピタルの投資額は新型コロナウイルス感染症の世界的流行の状況にあっても 2018 年度の
2,778 億円（1,761 件）から 2019 年度の 2,891 億円（1,824 件）へと金額は 4.1%、件数は 3.6%増加し、リー
マンショック後の落ち込みを経て過去最高を記録するなど着実に増加している。しかしながら、投資額につい
て見れば、諸外国（米国は 14 兆 5000 億円、中国は３兆 5000 億円）と比較すると未だ大きく差が開いている
状況にあることなどから、今後は、上述の取組をより効果的に機能させていくことが課題である。 
 
（政府/産業/地域/アカデミアを総動員したイノベーション・エコシステムの形成） 

このため、新たな SBIR 制度に基づくスタートアップからの政府調達の増大、「Plus」におけるスタートア
ップやアントレプレナーなどの人材などへの支援、スタートアップ・エコシステム拠点都市に対する支援策の
議論を活性化し、拠点都市推進協議会ワーキング・グループを中核とした拠点間連携や大学等との連携の強化、
ギャップファンドの強化やレイターステージにおける大規模資金調達の環境整備といった起業支援体制の構
築を積極的に進めるとともに、これらを一本化して「イノベーション・エコシステム形成パッケージ」として

                                                      
13 中小企業等に対する研究開発補助金等の支出機会の増大を図り、その成果の事業化を支援する省庁横断的な制度（ＳＢＩＲ：Small Business 

Innovation Research）。 
14 Plus：Platform for unified support for startups 
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推進する。 
また、イノベーション経営に求められる要件整理や優良企業の選定に向けた取組も進めてきた。引き続き、

企業のイノベーション活動を更に促進していくため、イノベーション経営に挑戦する企業が資本市場から高
く評価されるための環境整備や、企業におけるダイバーシティを高めるなどの企業がグローバルな競争で勝
ち抜いていくとともに新たに生じた社会課題等に応じるための環境整備などに取り組む。 
 
（産学連携の強化） 

産学官が連携して新たな価値共創を促進するため、産学官共同研究の推進や若手研究者と産業界とのマッチ
ングの強化や持続的な産学官連携プロジェクトの組成や事業の高度化の支援等に取り組んできたところであ
る。これにより、大学等における民間企業からの共同研究の受入額は、2013 年度の 452 億円が、2018 年度に
は 884 億円、2019 年度には 961 億円へと２倍以上になるなど、近年順調に推移している。しかしながら、新
型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受け、当面は厳しい状況となることが想定されるため、多様なセ
クター間の連携・融合を更に強固なものとするべく、大学や国研が有する知と社会ニーズとのマッチングの加
速化やオープンイノベーション拠点の整備を強力に進める。 
 
⑤ 次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり 
（スマートシティの全国展開の加速） 

持続的な生活基盤を有する社会を実現するため、都市や地域が抱える課題の解決を図り、また新たな価値を
創出しつづける Society 5.0 を先行的に実現する多様で持続可能かつ居住性の高い都市・地域（スマートシテ
ィ）を全国に展開することを目指す。 

これまで、全国で約 200 のデータ連携が可能となる都市 OS15やサービスの実証・実装支援を進めてきたが、
技術の実装を行った自治体・地域団体は 23 に留まるなど取組の拡張に課題があることから、政府のデジタル
化の方針と連動した各府省のスマートシティ関係事業の実施、各地域でのスマートシティ・スマートローカル
の計画策定を促進するためのサービス開発や API 情報の収集、スマートシティセキュリティガイドライン（第
2.0 版）の策定や普及啓発などに取り組んでいく。 

区域指定に向けた提案受付を行ってきたスーパーシティについては、今後、専門調査会、国家戦略特別区域
諮問会議の審議を経て、公平性・透明性を確保して、区域を指定していく。 

また、全国へのスマートシティ創出事例を展開するため、都市 OS の社会実装や利用の加速、くらし（健康、
子育て）、グリーン化（エネルギー、ゼロカーボン）など各分野での事例発掘・横展開等を行っていく。 
 
（スマートシティの国際展開） 

課題解決先進国としての日本のスマートシティの取組とコンセプトが世界の規範として広く認知され、次世
代に引き継ぐべき社会の実現や SDGｓの達成に貢献するよう、日本におけるスマートシティ構築で得た知見
を世界に拡げるため、G20 Global Smart Cities Alliance を通じて世界の各都市間での共有を推奨するなどの取
組を進めてきた。今後、海外のスマートシティ案件（国際市場）をめぐる国際競争戦略としての国際標準化の
推進、スマートシティカタログを活用した海外広報、Smart JAMP16に基づく ASEAN10 カ国におけるスマー
トシティ案件形成調査の加速等を通じた案件形成の加速化、投融資の促進等に取り組んでいく。 

                                                      
15 都市オペレーティングシステムの略。スマートシティ実現のために、スマートシティを実現しようとする地域が共通的に活用する機能が集

約され、スマートシティで導入する様々な分野のサービスの導入を容易にさせることを実現するＩＴシステムの総称。 
16 ASEAN のスマートシティ展開に関する支援策（Smart JAMP：Smart City supported by Japan ASEAN Mutual Partnership） 
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⑥ 様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用 
（総合知の活用） 

様々な社会課題を解決するため、多様で卓越した研究成果を社会実装し、イノベーションに結びつけるには、
自然科学のみならず人文・社会科学の知見も含めた「総合知」の活用が求められている。2021 年４月に施行
された科学技術・イノベーション基本法の改正においては、科学技術・イノベーション創出の振興に当たり、
あらゆる分野の科学技術に関する知見を総合的に活用して、社会の諸課題への的確な対応が図られるよう留
意されなければならないことが盛り込まれ、また、大学等においては、アカデミアの境界を超えた幅広いステ
ークホルダーとの連携を促進しようとする動きや文理融合による社会課題の解決を模索する動きが活発化し
ており、それらを実際の社会実装にいかにして役立てていくかが問われている。そのため、2021 年度中に、
総合知に関する基本的な考え方やその創出・活用を戦略的に推進する方策を取りまとめるとともに、社会実装
への貢献度合いなどの関連指標についても併せて検討していく。 
 
（次期 SIP に向けた準備とムーンショット型研究開発制度の推進） 

具体的な社会課題解決を目指す戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）などのミッションオリエンテ
ッド型の研究開発プログラムについては、研究開発のみならず、様々な社会制度の改善や、研究開発の初期段
階からの ELSI を促進してきた。SIP 第 1 期では、SIP4D、鍛造シミュレータ、ダイナミックマップ、スマー
トフォンによる路面性状把握システムなど研究開発成果の社会実装を実現してきた。SIP 第２期においても、
自動運転、光量子技術、国家レジリエンスの強化、ＡＩホスピタルによる高度診断・治療システムなど、我が
国が抱える社会的課題の解決や産業競争力の強化のための 12 課題に取り組んでおり、社会実装を目指した研
究開発を実施している。なお、SIP 制度の充実のため、運用指針に基づき 2020 年度に制度中間評価を実施し、
社会実装定義の明確化や研究開発計画立案期間の確保を提言した。一方で、先進的な研究開発の成果を活かし
た社会変革の加速化を図ることが課題として顕在化してきている。このため、次期 SIP について、中期的に取
り組むべき社会課題を見極め、その解決に向けて総合知を活用しながら府省横断的に取り組む技術開発テー
マの調査・検討を進め、2021 年末までに候補を選定する。 

ムーンショット型研究開発制度においては、新型コロナ感染症による公募期間の延長はあったものの、「ム
ーンショット型研究開発制度に係る戦略推進会議」での議論を経て、2020 年 10 月以降、順次、研究開発に着
手し、国内外向けに研究内容を発信するイベントも開催した。今後は、目標達成に向けて研究開発を着実に推
進するとともに、環境、農業、ＡＩ、ロボット、量子、健康医療などの分野において、諸外国との連携強化や
ターゲットの柔軟な変更等を通じて研究開発プロジェクトを抜本的に強化する。総合知を生かして研究開発
を一層効果的に推進するための分野横断的な支援（ELSI 対応／数理科学等）の充実や、欧米等との国際連携
の強化を図る。加えて、研究成果のアウトリーチ／広報活動（SNS 情報発信やアンバサダーの創設等）や、目
標達成に向けた社会実装の担い手となる産業界との連携の充実も図る。さらに、新型コロナウイルス感染症に
よる社会経済情勢の変化を踏まえた未来社会の構築のため、2021 年秋頃に若手研究者等のアイデアを活かし
て新たなムーンショット目標を設定し、2022 年春頃を目途にその達成に向けた研究開発プロジェクトに着手
する。 
 
（国際標準戦略の強化） 

先進的な技術の社会実装を通じて社会課題の解決と国際競争力の強化を図るに際しては、デジタル化の進展
により、サイバー・フィジカル・システム（ＣＰＳ）に基づくプラットフォーム・ビジネスの伸長が著しい。
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このビジネスモデルは、当初からネットワーク上でつながるソリューションと利用者のスケール増大に応じ
たサービスの便益拡大を設計し、成長スピード競争を図るものであり、諸外国では、つながるための国際標準
戦略をグローバルに市場を押さえる国際競争戦略としてビジネスデザインや研究開発の段階から推進してい
る。このような国際標準の戦略的な活用について、欧米や中国等では、グローバル企業の経営トップによる経
営戦略としての主体的な関与や、公的標準機関による民間の標準活用の支援、国際標準機関等の国際的なフォ
ーラムでの影響力確保のための重要ポストの積極的な獲得やロビイングなど、官民一体で推進している一方
で、我が国では官民で取組や意識が総じて遅れている状況にある。このため、我が国として、統合イノベーシ
ョン戦略推進会議に設置した「標準活用推進タスクフォース」における省庁連携での統一的な取組方針の下で、
スマートシティ、Beyond 5G、水素・燃料アンモニア、スマート農業など重要な成長分野における取組強化、
民間の標準戦略への政府系研究開発法人等の連携支援をはじめ、国際標準の戦略的な活用を官民一体で推進
する。 
 
（科学技術外交の推進） 

科学技術外交は、これまで様々な外交機会や国際機関への拠出事業等も活用しながら推進してきたが、昨今
の地政学的変化を踏まえれば、国際的な協調と競争の視点をより強く意識しながら、米国や英国等のように科
学技術外交の戦略的な展開を支える基盤を強化することが課題である。そのため、今後、外務大臣科学技術顧
問や「科学技術外交推進会議」等と関係府省・機関等との間での戦略的連携を強化し、オールジャパンでの科
学技術外交を推進する。 

また、これまで戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）等を通じて、国際共同研究の推進や国際研究拠
点の整備等、国際研究ネットワーク構築強化に向けた取組が着実に展開されてきたが、今後、量子技術やＡＩ、
マテリアル等の先端重要分野における日米間等のより戦略的な二国間・多国間の国際共同研究や、欧州、米国
等の海外ハイレベル大学等と我が国の大学の組織対組織の研究・人材交流の枠組みを戦略的に推進する。さら
に、国際機関への拠出等を通じながら、途上国等の社会課題解決に資する日本の科学技術・イノベーションの
知見の活用や同分野での日本企業の事業創造の促進を目指した実証調査等の取組を展開する。 

研究活動の国際化・オープン化に伴う新たなリスクに対する研究の健全性・公正性（研究インテグリティ）
の自律的確保促進に向けては、政府としての対応方針を決定（2021 年４月統合イノベーション戦略推進会議）
した。今後、研究コミュニティとも連携しつつ、国際動向や国際調和も考慮しながら、競争的研究費事業の共
通的なガイドラインの 2021 年度早期の改定等、研究インテグリティの自律的な確保の支援に資する取組を着
実に実施する。 
 
（２）知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化 
① 多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築 
（博士後期課程学生への支援） 

博士後期課程への進学率の減少（1981 年 18.7％→2000 年 16.7%→2020 年 9.4%）、若手研究者の不安定な
雇用、研究者の研究時間の減少など、若手をはじめとした研究者の置かれている環境の改善という大きな課題
に対して、2020 年 1 月に策定された「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」に基づき、研究者の処
遇向上等に向けた対策の取り組みを進めてきている。特に博士後期課程学生支援については、創発的研究推進
基金に 200 億円を上乗せするなど、新たに 7,800 人規模の支援を予定しており、これらの支援を着実に進めて
いく。また、若手研究者がアカデミアのみならず産業界等の広い領域で活躍できるキャリアパスの展望を描け
るよう、産業界における博士人材の活躍の実態を把握し、課題の所在を明らかにするための調査を 2021 年度
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に実施するとともに、2021 年度から長期有給インターンシップを実施する。あわせて、企業と大学による優
秀な若手研究者の発掘（マッチング）の仕組みの創設等を進める。 
 
（若手研究者の研究環境の改善） 

我が国の研究力向上のためには、若手を中心とした優秀な研究者を確保し、腰を据えて研究に打ち込める環
境を作り出すことが重要である。しかしながら、大学本務教員全体に占める 40 歳未満の割合は約２割まで減
少し（29.5％：2001 年度→22.1％：2019 年度）、40 歳未満国立大学教員の任期付き割合も約６割を超えるま
で上昇（38.8％：2007 年度→64.2％：2017 年度）するなど、若手研究者の不安定な雇用や研究時間の減少な
どの課題が顕在化していることから、若手をはじめとした研究者の研究環境の改善が急務である。そこで、優
秀な若手研究者が、研究に打ち込む時間を十分に確保しながら、独立した研究者となるための挑戦に踏み出せ
る環境の構築に向けて、2021 年度中に人事給与マネジメント改革ガイドラインの追補版を作成する等、組織
全体で若手研究者のポストの確保と、若手の育成活躍を後押しし、持続可能な研究体制を構築する。また、創
発的研究に係る研究資金を最長 10 年間継続して支援する創発的研究支援事業 17を着実に実施するとともに、
科学研究費助成事業（科研費）の新規採択率 30％を目指すなど、若手への重点支援と優れた研究者への切れ
目ない支援を推進する。さらに、大学等の研究力強化に資する研究マネジメントの専門人材を育成し、研究者
が研究に専念できる環境を確保するため、2021 年度中に URA18の認定制度の創設やエンジニアのスキル向上
のための全国的ネットワークなど URA 等の高度な専門職人材が一体となったチーム型研究体制の構築等、研
究環境の改善を推進していく。 
 
（女性研究者の活躍） 

女性研究者の活躍促進については、これまでも出産・育児等のライフイベントと研究を両立するための環境
整備やサポート制度等の充実を進める事業などの取組を進めてきたが、大学本務教員に占める女性の割合は 3
割を下回り（25.9％：2020 年度）、大学教員のうち教授等（学長、副学長、教授）に占める割合も 2 割に届か
ない状況（17.7％：2020 年度）であるなど、研究の多様性の向上の観点からも、女性研究者の活躍を一層加速
させていく必要がある。今後は、これまでの取組を進めつつ、第６期基本計画や第５次男女共同参画基本計画
に基づき、大学等における新規採用・教授等に占める女性割合の促進に向けたさらなる取組を推進し、第 5 次
男女共同参画基本計画の中間年（2023 年）に、フォローアップ及び点検・評価を実施する。 
 
（国際化の推進） 

我が国が卓越性の高い研究を生み出すためには、海外の異なる研究文化・環境の下で研さん・経験を積み、
研究者同士が多様な主体と活発な知的交流を図ることができるよう、海外研さん・海外経験の機会を増やすこ
とが重要である。しかしながら、中長期の海外への研究者の派遣者数は近年減少傾向（7,674 人：2000 年度 
→ 4,291 人：2018 年度）、海外からの研究者の受け入れ者数は横ばい（13,878 人：2000 年度 → 13,172
人：2018 年度）であるなど、世界の研究ネットワークの中で国際頭脳循環の流れに出遅れている状況にある。
この状況を脱却するため、大学等の国際化により国際頭脳循環を促進していくことが喫緊の課題である。その
ため、国際共同研究などの強力な推進を図るとともに、我が国の学生や若手研究者等の海外研さん・海外経験
の拡充、海外のハイレベル大学等と我が国の大学の組織対組織の交流の推進、諸外国からの優秀な研究者の招
へい、外国人研究者等の雇用促進に向けて、そのための支援策と環境整備を含む科学技術の国際展開に関する
                                                      
17 既存の枠組みにとらわれない自由で挑戦的・融合的な研究を、研究者が研究に専念できる研究環境を確保しつつ長期的に支援する事業。 
18 URA：University Research Administrator。リサーチ・アドミニストレーター。 



14 

戦略を 2021 年度に策定し、施策を推進していく。 
 
② 新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進） 
（データ利活用の重要性） 

ビッグデータ等の多様なデータの収集や分析が進展する中、計算機を活用したシミュレーションやＡＩを活
用したデータ駆動型の新たな研究のインパクトがより一層大きくなり、さらに、新型コロナウイルス感染症を
契機として、研究交流のリモート化や、研究設備・機器への遠隔からの接続、データ駆動型研究の拡大など、
世界的に研究活動のＤＸ（研究ＤＸ）の流れが加速している。このため、我が国においても、データプラット
フォーム・ネットワーク・計算資源等の研究基盤や各種ガイドライン等の制度環境の早期整備を進めてきたが、
ポストコロナ時代においてはこれらの徹底的な利活用や更なる高度化が求められる。 
 
（公的資金による研究データの管理・利活用の推進） 

公的資金により得られた研究データの管理・利活用を進めるため、2021 年 4 月に「公的資金による研究デ
ータの管理・利活用に関する基本的な考え方」を策定した。ここでは、2020 年度に本格運用を開始した研究
データ基盤システム（NII Research Data Cloud）19を中核的なプラットフォームとして位置付け、産学官にお
ける幅広い利活用を図るため、2023 年度までに研究データに関する情報（メタデータ）を検索可能な体制を
構築することが課題である。このため、研究データ基盤システムについては、同システムの更なる機能強化を
はかりつつ、持続的な運営体制の確保について具体の方策を 2022 年度までに検討していく。また、大学等の
研究開発を行う機関におけるデータポリシーの策定と機関リポジトリへの研究データの収載を進める。公募
型の研究資金の全ての新規公募分へのメタデータの付与を行う仕組みを 2023 年度までに導入することとして
おり、ムーンショット型研究開発制度に続き、次期 SIP においても同様の仕組みを導入する。さらに、研究デ
ータ基盤システムと分野ごとデータ連携基盤との間の連携の仕組みを 2023 年度中に構築するための検討を進
める。これら研究データの管理・利活用の促進のため、環境・支援体制等の整備の方向性の検討、研究データ
の管理・利活用に関する取組状況の評価体系への導入等を進める。 
 
（研究 DX を支えるインフラ整備とデータ駆動型研究の推進） 

研究 DX を支えるインフラ基盤については、超高速・大容量ネットワーク（SINET）の整備を学術情報基盤
として行ってきた。大学等の知を生かせる我が国の社会基盤インフラとして利活用できる環境整備の方策を
2021 年度までに検討し、次世代学術研究プラットフォームとして最先端の研究・教育環境を提供するため、
研究データ基盤との一体的整備・運用を 2022 年４月より開始するとともに、その高度化や必要な技術の研究
開発を引き続き推進する。また、スパコン計算資源については、2021 年 3 月からスーパーコンピュータ「富
岳」の共用を開始したところであり、成果創出を促進していく。今後は、我が国の将来の計算基盤の在り方が
課題となるため、次世代の計算資源について、2021 年度中に、これまでのスーパーコンピュータに係る評価
や次世代の計算資源の方向性について検討を行い、それを踏まえた調査研究など必要な取組を速やかに実施
する。さらに、様々な分野のプラットフォームを利活用し、新たな方法論による研究開発を進めることが課題
であり、マテリアル、バイオ・ライフサイエンス、地球環境、海洋・防災、数理科学、人文・社会科学等の各
分野において、全国の先端共用設備や大型研究施設も活用したデータ駆動型の研究開発とこれらを支える基
盤・環境整備を推進する。 

                                                      
19 公的資金による研究データの管理・利活用のための中核的なプラットフォームとして 2020 年度に本格運用を開始。 
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③ 大学改革の促進と戦略的経営に向けた機能拡張 
（世界と伍する大学の創出） 

多様な知の結節点であり、最大かつ最先端の知の基盤であるべき大学については、それぞれ大学の個性や達
成すべきミッションが必ずしも明確ではなく、大学の層の厚みが我が国における価値創造に十分に生かされ
ていない面がある。特に国立大学については、2004 年から法人化され、「経営」を実施できるよう環境整備が
進められてきたが、国による管理や大学の経営裁量の小ささ、大学内部における横並びの慣習などにより、法
人化当初に描いていた「競争的環境の中で、活力に富み、個性豊かな魅力ある国立大学」の実現へは道半ばと
なっている。このため、2022 年度から始まる第４期中期目標期間に向けて「国立大学法人の戦略的経営実現
に向けた検討会議」が、国立大学法人が自らの裁量で機能を拡張し社会と常に対話できるよう、規制による事
前管理型から事後チェック型を基本思想とした、国との関係性における新たな枠組み（「自律的契約関係」）を
構築することを 2020 年 12 月に提言し、必要な制度整備が進められている。 
 しかしながら、我が国の研究大学が世界と伍していくためには大学のミッションを見直すとともにその機能、
ガバナンスを根本的に見直す必要がある。このため、世界と伍する研究大学に求められる要件と必要な改革に
ついて、2021 年夏頃を目途に中間とりまとめを行い、新たな法的枠組みについて 2021 年中を目途に結論をと
りまとめ、次期通常国会に提出する。 

また、国立大学法人の第４期中期目標期間に向けて、新たな国立大学法人運営費交付金の配分ルールについ
て、2021 年度中に結論をとりまとめ、大学改革と連動させる。 

 
（大学ファンドによる研究基盤の強化） 

今後、我が国の大学の国際競争力の低下や財政基盤の脆弱化といった現状を打破し、イノベーション・エコ
システムの中核となるべき大学が、社会をけん引する人材の輩出、世界レベルの研究成果の創出、社会変革を
先導する大学発スタートアップの創出といった役割をより一層果たしていく必要がある。そのため、優秀な人
材と豊富な資金が集まる世界トップクラスの研究大学を目指し、10 兆円規模の大学ファンドへの拡充につい
て、2021 年度内に目途を立てる。そして、その運用益を活用することにより、世界に比肩するレベルの研究
開発を行う大学の共用施設やデータ連携基盤の整備、若手人材育成等を長期かつ安定的に支援していく。大学
ファンドの運用に関する基本的な考え方については、2021 年夏頃を目途に策定し、2021 年度中を目途に運用
を開始する。 
 
（地方大学の強化） 

地方大学については、従来から、個々の大学を取り巻く環境を踏まえつつ、魅力的な特色を持つ大学づくり
を目指すべきという政策の方向性であるが、地方大学がその特色や強みを活かして、地域の社会経済の発展に
十分に貢献できているとは言い難い現状がある。そのため、各国公私立大学を取り巻く環境を踏まえ、各大学
の経営方針に基づいた組織の新陳代謝により、それぞれの大学の特徴を一層強くする方向に促し、地域の活性
化や我が国全体の研究力強化に資するよう、2021 年度中に地方大学の強化に向けた地方大学の振興パッケー
ジを策定し、共創拠点としての地方大学を整備するとともに、地域が求める人材育成や地域の課題解決に繋が
る研究開発、強みを生かした多様な研究活動を推進する。 
 
（３）一人ひとりの多様な幸せ（well-being）と課題への挑戦を実現する教育・人材育成 
(変化の萌芽) 
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一人ひとりの多様な幸せを実現する教育・人材育成を進める中で、特に必ずしも一つの解があるわけではな
い現実の社会において、試行錯誤しながら課題に立ち向かう能力と意欲を持った人材を輩出するための環境
を整備する必要があるが、近年、新しい時代の教育に向けた積極的な変化が生まれつつある。 
 
（GIGA スクール構想の実現） 

小中学校では、GIGA スクール構想の実現により、2021 年度から「一人一台端末」の下、ICT を活用した
教育の充実が図られるとともに、約 40 年ぶりに小学校の学級編制の標準の引下げ（40 人→35 人）を 2021 年
度から５年間かけて実現することとなり、一人ひとりに寄り添ったきめ細かな指導・学習活動・機会の充実に
よる「個別最適な学び」と子供たちの多様な個性を最大限に生かす「協働的な学び」の一体的な充実に向けた
環境整備が進み始めている。 

今後は、この整備されつつある ICT 教育環境等をいかに最前線の学校現場が有効に活用し、実効性ある取
組を進めるかが最大の課題である。このため、「一人一台端末」の整備の早期完了やより手厚い ICT 人材の配
置等の学校支援体制の整備を強力に進めるとともに、統合型校務支援システムの導入完了等による教員の負
担軽減を着実に進め、学校が ICT 教育に注力できる環境を整備していく。また、教育データ活用等、教育分
野における DX を進め、データに基づく個別最適な学びと協働的な学びを実現する。 
 
（STEAM 教育/特異な才能の伸長/多様な教職員集団/小学校教科担任制等） 

2020 年度から順次実施されていている新学習指導要領においては、教科等横断的な学びや探究的な学びが
重視されており、特に高等学校においては理数教育や情報教育の充実が掲げられている。また、イノベーショ
ン創出の観点から必要不可欠となる STEAM 教育 20 の充実のためには、学校における授業改善はもとより、
学びを支援するための外部人材・資源の学びへの参画・活用が重要となる。これらの具体策を検討するため、
2021 年度中に CSTI に設置する中央教育審議会の委員の参画を得た有識者会議において、STEAM 教育の充
実に向けた具体策や特異な才能のある子供の能力を伸長するための教育環境の構築について検討を進める。
なお、産業界との連携等を図るため、適宜、産業構造審議会の委員の参画を得る。また、理数教育の強化に向
け、先進的な理数教育を行う高等学校等の支援や、高度理系人材等、専門的な知識・技能を有する多様な人材
が学校現場に参画しやすくなるような教員免許制度の見直し、小学校高学年における教科担任制の推進等の
取組を着実に進めていく。 
 
（リカレント教育の充実） 

働き方の多様化やキャリアパスの複線化、コロナ禍を契機とした「新たな日常」の出現など、リカレント教
育を取り巻く環境が大きく変化する中、希望する者が多様で質の高いリカレント教育を受けることが可能と
なる環境を実現することが、意欲と能力を持つ人材の流動性を高め、社会全体としての「知」の循環を促進し、
新たな価値の創造につなげるための大きな鍵となる。この点、一部の大学において、MOOC21の活用などを含
め、教育・人材育成の多様化が進み始めているものの、現状では、一度社会人になった後に大学等で学習した
ことがある人の割合が全体の 1/3 にとどまるなど、リカレント教育が十分に進んでいるとは言えない状況に
ある。そこで、まずは、学び続けることを社会や企業が促進する環境・文化の醸成等を大前提として、リカレ
ント教育を「受ける側」とリカレント教育の場を「提供する側」との、双方の環境整備を同時に進めていく必
要がある。今後、教育訓練休暇制度の活用促進や、企業における従業員のリカレント教育の導入を促進するた
                                                      
20 Science,Technology,Engineering,Arts,Mathematics 等の各教科等での学習を実社会での課題解決に生かしていくための教科等横断的な教育 
21 Massive Open Online Courses（大規模オンライン講座） 
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めの取組について検討するため、関係省庁による検討の場を新たに設置し、「受ける側」の環境整備に向けた
具体策の検討を進めるとともに、大学・高等専門学校における多様なカリキュラム、プログラムの提供に向け
た取組を進め、「提供する側」の環境整備も併せて進めていく。 

 
（４）官民連携による分野別戦略の推進 

これまでに策定した AI 技術、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアルの「基盤技術分野」や、環境エ
ネルギー、安全・安心、健康・医療、宇宙、海洋、食料・農林水産業の「応用分野」に関する分野別戦略に基
づき、官民が連携して社会実装、研究開発や人材育成などを着実に実施する。また、分野別戦略は、機動的に
策定、見直し等を行う。 

なお、環境エネルギー分野については（１）②を、安全・安心分野については（１）③を参照のこと。 
 

（戦略的に取り組むべき基盤技術） 
① AI 戦略 

「AI 戦略 2019」22及びそのフォローアップに基づき、府省が連携して各施策を着実に推進してきた。また、
フォローアップを踏まえ、「AI 戦略 2021」23に基づき、以下の取組等を推進する。さらに、DX の進展や国際
動向等を踏まえ、AI の社会実装の更なる促進等を目指した新しい AI 戦略を 2021 年内目途に策定する。 

• 「数理・データサイエンス・AI 認定制度」の認定プログラムを受講し、AI 等に関する基礎的な能力を習
得した人材が多く排出されることを産業界が支援するための取組、更なるデジタル人材の育成に向けて検
討する場を設置し、具体施策の検討開始や、政府職員に対する AI 等に関する教育の試行的実施など、教
育改革に取り組む。 

• 深層学習の理論体系や知識融合型 AI 技術、2025 年日本国際博覧会での利用を目指す多言語同時通訳等
の研究開発を行う。また、説明可能な AI 等の研究開発等について、AI 関連中核センター群の連携方策を
検討し、2021 年度中に具体的な取組を開始する。 

• 「包括的データ戦略」に基づく、ベース・レジストリ、分野ごとのデータ交換基盤、包括的なトラスト基
盤の整備等の促進や、分野間データ連携基盤の連携拡大など、データ利活用環境の構築や整備されたデー
タを活用した AI サービスの社会実装を推進する。 
 

② バイオテクノロジー 
2030 年に世界最先端のバイオエコノミーを実現するため、「バイオ戦略 201924」及び「バイオ戦略 202025」

に基づき、府省が連携して各施策を着実に推進してきた。特に、2021 年夏までに第一弾となる地域バイオコ
ミュニティを認定できるよう審査等を行っており、引き続き、市場領域の拡大に向けて、バイオファースト発
想が根付き、ヒト・モノ・カネの好循環が持続し、バイオによる持続可能で強靱な循環型コミュニティ・健康
的に暮らせるコミュニティが日本全国に定着している姿を目指すことが必要となっている。このため、これま
での戦略をブラッシュアップして策定する「バイオ戦略フォローアップ 26」に基づき、特に以下の取組を推進

                                                      
22 2019 年６月 11 日統合イノベーション戦略推進会議決定 
23 2021 年６月 11 日統合イノベーション戦略推進会議決定（P） 
24 2019 年 6 月 11 日統合イノベーション戦略推進会議決定 
25 基盤的施策：2020 年６月 26 日統合イノベーション戦略推進会議決定、市場領域施策確定版：2021 年 1 月 19 日統合イノベーション戦略推

進会議決定 
26 2021 年 6 月 11 日統合イノベーション戦略推進会議決定（P） 
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する。 
• 地域バイオコミュニティの公募・認定状況も踏まえ、2021 年度末までに東京圏と関西圏のグローバルバ

イオコミュニティを公募・認定することで、我が国として最適なバイオコミュニティの全体像を描くとと
もに、バイオデータの連携や利活用を促進し、市場領域の拡大を加速させる。 

• 3 大バイオバンクである東北メディカル・メガバンク（TMM）計画、バイオバンク・ジャパン（BBJ）及
びナショナルセンター・バイオバンクネットワーク（NCBN）の成果を連携・発展させ、大規模ゲノム・
データ基盤の構築を推進する。 

 
③ 量子技術 

カーボンニュートラル対応への世界的機運が急速に上昇していることや、人々の行動変容を促すリアルタイ
ムデータの活用高度化が進む中、セキュア且つエコなデータ活用技術が鍵となっている。このため、中核技術
である量子技術の開発競争が熾烈化していることを踏まえ、「量子技術イノベーション戦略」27に基づき、以下
の取組を強力に推進しているところ、昨今の経済安全保障上の懸念の高まりやカーボンニュートラル等の環
境変化に対応すべく、戦略の見直しを含め、取組みの抜本的強化を検討する。 

• 量子コンピュータの社会実装に向け、量子コンピュータ、量子 AI 等の研究開発を進めるとともに、量子
計測・センシングシステムの実現を目指し、固体量子センサの高度制御、量子生命技術等の研究開発を推
進する。 

• グローバルな量子暗号通信網の構築に向け、様々な方式による量子暗号通信の長距離化やネットワーク化
等を実現するための研究開発、実証等を推進する。 

• また、量子技術を支える優れた若手研究者・技術者や、早期から量子技術を使いこなす「量子ネイティブ」
を戦略的に育成する。このため、2020 年度に光・量子飛躍フラッシングプログラム（Q-LEAP）人材育成
プログラムを開始し、2021 年度から科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創出事業
等を着実に推進する。 

• 2025 年度までに量子技術イノベーション拠点を国内５拠点以上、整備・形成する目標に対し、2020 年度
までに 8 拠点を設置した。国際競争力の確保・強化に向け、各拠点の研究開発等を本格化するとともに、
量子技術イノベーション拠点推進会議（2021 年 4 月設置）により、拠点間連携を深め、国際連携等を推
進する。 

• 2021 年 4 月の日米首脳共同声明に基づき、量子技術分野における共同研究や研究者交流を強化する。 
• 量子技術の現産業への応用及び新産業の創出のため、量子技術イノベーション協議会（仮称）を産業界主

体に本年内に設立する。 
 
④ マテリアル 

2021 年４月に決定した「マテリアル革新力強化戦略」28に基づき、以下の取組を強力に推進する。 
• マテリアル分野では、データや AI を活用した研究開発の効率化・高速化・高度化が急務となっており、

良質な実データ、高度な研究施設・設備・人材といった我が国の強みを活かし、公開論文データに加え未
利用データの共有・活用を進め、他分野のロールモデルとしてデータ駆動型研究を推進する必要が生じて
いる。そのため、マテリアル分野のデータ駆動型研究の推進に向け、良質なデータを取得可能な共用施設・
設備や、これらから創出されるデータを集約・蓄積・利活用するためのデータ基盤の整備、AI 解析機能

                                                      
27 2020 年１月 21 日統合イノベーション戦略推進会議決定 
28 2021 年４月 27 日統合イノベーション戦略推進会議決定 



19 

の実装等を進める。 
• 脱炭素や資源制約克服等の観点から、データ駆動型研究を活用し重点的に取り組む技術課題を具体化し、

研究開発を推進する。 
• マテリアル分野の競争力の源泉である製造プロセスについて、高信頼性ファインセラミックスや機能性化

学品等のデータ取得基盤技術等の開発・整備に取り組むとともに、プロセスデータベースの構築・活用を
進める。 

 
（戦略的に取り組むべき応用分野） 
⑤ 健康・医療 

2020 年３月に策定した第２期の「健康・医療戦略 29」及び「医療分野研究開発推進計画 30」に基づき、以下
の取組みを強力に推進する。また、国内のワクチン開発・生産体制の強化のため、「ワクチン開発・生産体制
強化戦略 31」を着実に推進する。 

• 医療分野の研究開発の推進として、他の資金配分機関、インハウス研究機関、民間企業とも連携しつつ、
AMED32による支援を中核として、医療分野の基礎から実用化まで一貫した研究開発を一体的に推進する
とともに、ムーンショット型研究開発制度において、挑戦的な研究開発を推進し、先端技術の速やかな社
会実装を加速する。 

• 医療分野の研究開発の環境整備として、橋渡し研究支援拠点や臨床研究中核病院における体制や仕組みの
整備、生物統計家などの専門人材及びレギュラトリーサイエンスの専門家の育成・確保、研究開発におけ
るレギュラトリーサイエンスの普及・充実等を推進する。 

• AMED が支援した研究開発から得られたデータの利活用プラットフォームとして、産学の研究開発にお
いて品質管理されたデータを安全・安心かつ効率的に利活用するための仕組みについて検討し、早期の運
用開始を目指す。 

• 「全ゲノム解析等実行計画」を着実に推進し、治療法のない患者に新たな個別化医療を提供するべく、産
官学の関係者が幅広く分析・活用できる体制整備を進める。 

• 新産業創出として、公的保険外のヘルスケア産業の促進等のための健康経営の推進、地域・職域連携の推
進、個人の健康づくりへの取組促進などを行う。 

• UHC の達成への貢献を視野に、アジア健康構想 33及びアフリカ健康構想 34の下、各国の自律的な産業振
興と裾野の広い健康・医療分野への貢献を目指し、我が国の健康・医療関連産業の国際展開を推進する。 

 
⑥ 宇宙 

「宇宙基本計画 35」及び工程表に基づき、着実に取組を推進する。特に宇宙を巡る国際様相がますます激し
さを増す中、安全保障等の観点も含め、我が国の宇宙活動の自立性を維持・強化するとともに、カーボンニュ
ートラルや災害対策・国土強靱化等の将来を見据えたニーズへの対応を強化することの重要性が増している。

                                                      
29 2020 年 3 月 27 日閣議決定 
30 2020 年 3 月 27 日健康・医療戦略推進本部決定 
31 2021 年 6 月１日閣議決定 
32 ＡＭＥＤ：Japan Agency for Medical Research and Development。国立研究開発法人日本医療研究開発機構。 
33 アジア健康構想に向けた基本方針（2016 年７月 29 日健康・医療戦略推進本部決定、2018 年７月 25 日改訂） 
34 アフリカ健康構想に向けた基本方針（2019 年６月 20 日健康・医療戦略推進本部決定） 
35 2020 年 6 月 30 日閣議決定 
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こうした観点から小型衛星コンステレーションの構築、産官学連携での基盤技術開発・実証（宇宙コンピュー
ティング、光通信、量子暗号通信、衛星コンステレーションに必要な基盤技術、デジタル化、先進的なセンサ
等）、災害対応等のニーズを踏まえた衛星開発、宇宙太陽光発電の研究開発、H3 ロケット等の基幹ロケット開
発や革新的将来宇宙輸送システムの研究開発、アルテミス計画や火星衛星探査計画（ＭＭＸ）、人材育成等の
推進、宇宙空間の安定的利用の確保のための宇宙システム全体の機能保証 36強化をはじめ、一層の宇宙政策の
強化に取り組む。 

 
⑦ 海洋 

「海洋基本計画」に基づき、以下の取組みを強力に推進する。 
• 海洋プラスチックごみ対策、海洋資源調査技術の開発・実証、2020 年 12 月に策定された洋上風力産業

ビジョン（第１次）等も踏まえた洋上風力発電の導入促進、国際海運分野における気候変動対策への貢
献として船舶における低・脱炭素化技術の開発・実用化の推進や環境性能の高い新造船の普及を促進す
るための国際ルール策定などに取り組む。 

• 観測データの空白域となっている北極域の観測・研究を進めるため、2026 年頃までに北極域研究船を
確実に建造するとともに、2021 年５月に第３回北極科学大臣会合で採択された共同声明を踏まえ、各
国との国際連携・協力等を通じた観測・研究や研究人材の育成に取り組む。 

• MDA37の能力強化の一環として、我が国の広大な排他的経済水域を最大限利用するための海洋観測技
術の高度化・効率化に取り組むとともに、海洋データの共有・活用に向けて、先進的な情報共有システ
ムの更なる活用を見据えた機能強化を実施し、「海洋状況表示システム」については、2022 年度までに
海のデータ連携を着実に進める環境整備を行う。 

 
⑧ 食料・農林水産業 

我が国の食料・農林水産業は、気候変動やこれに伴う大規模自然災害、生産者の高齢化や減少等の生産基盤
の脆弱化、新型コロナを契機とした生産・消費の変化への対応など厳しい課題に直面している。一方、様々な
産業で、SDGs や環境への対応が重視されるようになり、我が国の食料・農林水産業においても的確に対応し
ていく必要があること、また、国際的な議論の中で、我が国としてもアジアモンスーン地域の立場から、新し
い食料システムを提案していく必要があることから、農林水産業や地域の将来も見据えた持続可能な食料シ
ステムの構築が急務の課題となっている。 

このような状況の下、2021 年５月には、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーション
で実現するための新たな政策方針として、「みどりの食料システム戦略」を策定した。 

同戦略では、調達から消費のサプライチェーン全体について、①温室効果ガスの削減、②化学農薬・化学肥
料の使用量の低減、③労力軽減・生産性向上、④地域資源の最大活用の観点から目指す姿として、技術開発目
標及び社会実装目標を設定しており、これらの目標の実現に向けて、調達から生産、加工・流通、消費におけ
る関係者の意欲的な取組を引き出すとともに、革新的な技術・生産体系の開発と社会実装に取り組む。 
 
（５）知と価値の創出のための資金循環の活性化 

                                                      
36 機能保証とは、宇宙に係る脅威・リスクが顕在化した状況においても、脅威・リスクの探知・回避、システム自体の抗たん性強化、早期の

機能回復等により、継続的かつ安定的に当該システムの目的を達成する能力の保証をいう。 
37 ＭＤＡ：Maritime Domain Awareness。海洋状況把握。 
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（科学技術イノベーション投資の充実） 
第５期基本計画期間中においては、政府の研究開発投資として約 26.1 兆円（グリーンイノベーション基金

事業及び 10 兆円規模の大学ファンドを含む場合：約 28.6 兆円）を確保した。また、官民の研究開発投資につ
いては、2019 年度に 19.6 兆円（対 GDP 比で 3.50%）38となった。しかしながら、諸外国においても科学技
術・イノベーションに対する投資を大幅に増やしており、我が国が、諸外国との熾烈な国家間競争を勝ち抜く
ためには、大胆な規模の政府研究開発投資を確保し、これを呼び水としつつ官民の研究開発投資を拡大してい
くことが重要である。 

第６期基本計画期間中においては、EBPM の徹底などによる科学技術・イノベーション政策の恒常的な質
の向上及び財政の持続可能性に十分留意しつつ政府の科学技術関係予算を着実に拡充させていく。今後５年
間で政府の研究開発投資 30 兆円、官民の研究開発投資 120 兆円の投資目標の達成に向けて取り組み、国際的
な研究開発競争をリードする。 

 
（政府事業のイノベーション化の推進と民間投資の誘発） 
さらに、Society 5.0 の実現に向け、科学技術・イノベーションの成果の社会実装を加速させるよう、政府事業
をはじめとする官民のあらゆる投資のイノベーション化を促進していく。このため、幅広い分野の政府事業の
イノベーション化を推進するとともに、研究開発税制の適用の促進、ESG 投融資・インパクトファイナンス
の推進などの民間投資の誘発を図るための必要な措置を講じていく。 
 
（６）総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能の強化 
① 「総合知」を活用する機能の強化と未来に向けた政策の立案・情報発信 

人文・社会科学の知と自然科学の知の融合による人間や社会の総合的理解と課題解決に貢献する「総合知」
に関して、基本的な考え方やその創出・活用を戦略的に推進する方策を 2021 年度中に取りまとめる。 

また、科学技術・イノベーション政策の立案にあたっては、社会との多層的な科学技術コミュニケーション
や多様なセクターへの情報発信を通じて国民からの理解・関心を高めていくことが重要であり、内閣府におい
ても、科学技術・イノベーション政策に関する SNS を用いた情報発信を 2021 年３月から開始しており、多様
なメディアを通じた情報発信を継続・充実していく。 

さらに、社会においてトランス・サイエンス 39が重視されていることを踏まえ、各ステークホルダーによる
トランス・サイエンス的構造を持つ問題へ対処法を考えていく取組をフォローしていく。 

 
② エビデンスシステム（e-CSTI）の活用による政策立案機能強化と政策の実効性の確保 

効果的な科学技術・イノベーション政策の立案のため、e-CSTI40の分析機能の更なる高度化に努めるととも
に、関係府省や国立大学・研究開発法人等の関係機関に対する分析機能の共有を推進してきた。 

今後、公的研究資金や論文、大学の財務等の連結データを日本語論文、プレプリント等の文献情報にも捕捉
範囲を拡大することに伴い、研究生産性に大きな影響を与える要素の抽出・分析作業がますますビックデータ
化し複雑化してくることへの対応が必要となる。このため、AI 技術を活用することにより研究資金と研究成
果の関係性分析の高度化を進める。あわせて、これまで詳細な分析を行うことができてこなかった分野におけ
                                                      
38 総務省統計局「2020 年（令和２年）科学技術研究調査結果」 
39 科学に問うことはできるが、科学だけでは答えることができない問題。 
40 科学技術・イノベーション関連データ（インプット（資金・人材等動向）、アクティビティ（大学・研究開発法人等の活動)、アウトプット

（論文・特許等）及びアウトカム（経済・社会等動向）のデータ）を蓄積し、政策立案者及び法人運営者が簡易に分析可能なシステム。 
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る分析機能を拡充することにより、研究者移動に係る政策分析、産業界の人材育成ニーズと大学が提供する教
育内容の関係性分析、産学連携活動の更なる活性化のための萌芽的研究シーズの見える化等、多様な観点から
の分析を可能とする機能の強化を着実に進める。 

さらに、関係府省における EBPM 実施を促進するため、e-CSTI データの円滑な利用を図ることができるよ
うなスキームを構築する。 

 
③ 第６期基本計画に連動した政策評価の実施と統合戦略の策定 

第 6 期基本計画ではその進捗をモニタリングするための指標を設定した。また、基本計画の評価・分析・モ
ニタリングを実施する上での視点等については、2021 年 2 月に開催した評価専門調査会において整理した。
今後、これらに基づき、基本計画の主要指標及び参考指標のモニタリングを行い、基本計画の進捗状況を把握
するとともに、進捗に関する評価・分析手法の開発を行い、評価結果を統合戦略の策定へ反映していく。 
 
④ 司令塔機能の実効性確保 

2021 年４月、内閣府に科学技術・イノベーション推進事務局が設置されたところであり、統合イノベーシ
ョン戦略推進会議等を通じて関係司令塔会議や関係府省庁との連携を強化していく。今後、科学技術・イノベ
ーション推進事務局による司令塔機能の強化の状況を踏まえ、必要に応じて、司令塔機能やその体制について
見直しを図る。 

また、日本学術会議において、「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」（2021 年４月 22 日）が報告
されたところである。日本学術会議の在り方について、産業界や学識経験者など外部の視点も取り入れるこ
とは重要であり、その一環として、まずは内閣府に設置されている総合科学技術・イノベーション会議有識
者議員懇談会において「日本学術会議の在り方に関する政策討議」を行い、議論を深めていく。 
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第２章 Society 5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーション政策 
 
１．国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な社会への変革 
 
（１）サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

Society 5.0 の実現に向け、サイバー空間とフィジカル空間を融合し、新たな価値を創出することが可能と
なるよう、質の高い多種多様なデータによるデジタルツインをサイバー空間に構築し、それを基にＡＩを積
極的に用いながらフィジカル空間を変化させ、その結果をサイバー空間へ再現するという、常に変化し続け
るダイナミックな好循環を生み出す社会へと変革することを目指す。 

このため、デジタル社会を実現する司令塔と国家戦略の下、必要な規制の見直しを図りつつ、この新たな
社会システム基盤を構築、徹底的に活用し、グローバルな課題と国内のシステム改革に挑むことで、国民の
安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会を実現する。また、戦略からインフラや人材に至る全体的なア
ーキテクチャに基づく合理的なサイバー空間の構築と、その活用を前提としたフィジカル空間における業
務改革や産業構造の不断の変革が必要である。 

このような社会を支えるのは、人材と社会インフラである。「数理・データサイエンス・ＡＩ」に関する
素養を備え、社会のあらゆる分野で活躍する人材を大量に育成する。また、全国津々浦々まで次世代のイン
フラが整備された環境において、データやＡＩを活用する技術を実装する。これらを通じて、いつでも、ど
こでも、誰でも、データやＡＩを活用し、これまで実現できなかったようなサービスを次々と創出できる基
盤を構築する。 

また、行政機関が「データホルダー・プラットフォーム」としての役割を担い、ベース・レジストリ の
整備や、行政サービスに関連したデータの標準化と民間への開放を進めるとともに、教育、医療、防災等の
分野に関しては、国が整備する安全・安心で信頼できるデータプラットフォームを官・民が一体となって活
用することで、あらゆるモノやサービスに関する多種多様なデータを基にしたデジタルツインをサイバー
空間に構築する。 

さらに、信頼性のあるデータ流通環境の整備、セキュリティやプライバシーの確保、公正なルール等の整
備を図ることで、企業によるデータの相互提供・活用、様々な分野で開発・提供される国民の利便性と安全
な暮らしを支える利便性の高いサービスを活性化するとともに、データやＡＩの社会実装に伴う負の面や
倫理的課題等にも対応し、多様な人々の社会参画が促され、国内外の社会の発展が加速する。 

こうした変化に呼応し、あらゆる分野のあらゆる業務でデータ活用を前提とした業務変革・デジタル化の
徹底が進み、産業構造の変革と国際産業競争力が向上し、データ活用に関する国民の社会受容、企業の協調
意識が高まり、国境を越えてデータの活用がより一層進むといった好循環が生まれる。 

このような社会を実現することで、持続可能で安全・安心な社会の構築や、様々な社会課題の解決に向け
た取組を支援するとともに、世界に先駆けて Society 5.0 を実現する我が国の姿を世界へ発信する。 
 
【目標】 
・ 「データ戦略」を完遂し、サイバー空間とフィジカル空間とがダイナミックな好循環を生み出す社会へ

と変革させ、いつでも、どこでも、誰でも、安心してデータやＡＩを活用して新たな価値を創出できる
ようになる。 
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【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ スタートアップや研究者を含めた誰もが、分野間でデータを連携・接続できる環境を整備 

防災：全都道府県 
スマートシティ：100 程度の地方公共団体・地域（スタートアップ・エコシステム拠点都市を含む） 

 
【現状データ】（参考指標） 
・ 行政サービス関連データのオープン化状況（オープンデータ種類）：27,635 件 41 
・ ＤＸに取り組む企業の割合：ユーザー企業 41.5%、ＩＴ企業 33.8%(2020 年)42  
・ ＩＣＴ市場規模：99.1 兆円（2018 年）43 
・ ＩＭＤデジタル競争力ランキング：27 位/63 カ国中（2020 年） 
・ 分野間データ連携基盤で検索可能なカタログセット数：52,797（うち、民 5,535）44 
・ 上記カタログセットを提供するサイト数：35 サイト（うち、民 1）45 
・ 研究データ基盤システムに収載された公的資金による研究データの公開メタデータ（機関、プログラムご

となど）46 
・ 通信網の整備状況：５Ｇ基盤展開率 47（2020 年３月末時点指標なし）、光ファイバ未整備世帯数 53 万世

帯 48（2020 年３月末時点） 
・ Society 5.0 の認知度、サービスへの期待・不安：認知度 12.9%（2019 年）49 
・ 数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度の認定教育プログラム数 

情報通信分野の研究開発費：23,624 億円（2019 年度）50 
 
① サイバー空間を構築するための戦略、組織 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

○「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方
針」の下、デジタル社会の形成に関する司令塔
として、強力な総合調整機能（勧告権等）を有
するとともに、企画立案や、国、地方公共団体、
準公共部門等の情報システム 51の統括・監理を
行い、重要なシステムについては自ら整備する
デジタル庁を、2021 年中に発足させる。【 Ｉ
Ｔ52】            

・今通常国会において、本年
９月のデジタル庁設立に係
る関連法が成立。 

・デジタル庁設置法に基づき、2021 年
9 月のデジタル庁の設立。【ＩＴ】 

〇デジタル社会の形成を促進する観点からの規
制の見直しを図る。【ＩＴ、規制、関係府省】 

・押印を求める行政手続の見直
しを進め、全体の９９．２％

・デジタル社会の形成に資する規制の
見直しを図る。【ＩＴ、規制、関係府

                                                      
41 Data.go.jp より。2020 年 11 月 27 日時点。 
42 ＩＰＡ「ＩＴ人材白書 2020」 
43 総務省「令和 2 年版 情報通信白書」 
44 2020 年 10 月時点 
45 2020 年 10 月時点 
46 第２章２.(2)において、公的資金により得られた研究データについて、2023 年度までに体系的なメタデータの付与を進め、同年度以降、研

究データ基盤システム上でこれらのメタデータを検索可能な体制を構築することとされている。 
47 全国を 10km 四方で総数約 4,500 に区切ったメッシュに占める 5G 高度特定基地局が開設されたメッシュ数の割合。 
48 2020 年３月末時点。総務省調査。 
49 「第５期科学技術基本計画レビュー」（2020 年８月） 
50 総務省「2020 年科学技術研究調査結果」（2020 年 12 月） 
51 地方公共団体及び準公共部門等については国の補助金が交付されるシステムに限る。 
52 2021 年のデジタル庁発足以降は、デジタル庁が業務を担当する。以下同じ。 
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                （１５，４９３種類）は、押
印義務を廃止する予定。その
うち１５，１８８種類、全体
の９７．３％は、２０２０年
度末までに、押印義務を廃止
するための政省令の改正等
の必要な措置を完了。残りの
３０５種類は、２０２１年度
以降に速やかに廃止する予
定。 

省】 

○データに関する行政機関や民間などの各プレ
ーヤーの行動理念を明確化するとともに、サイ
バー空間を構築し、データを活用した新たなビ
ジネスや行政サービスを創出するためのデー
タ戦略について、2020 年末の「第 1 次とりま
とめ」の策定をはじめとして、2021 年度から
関係府省の取組進捗状況を確認し、不断の見直
し、具体化を行う。【ＩＴ、科技】 

・2020 年末に「データ戦略（第
1 次とりまとめ）」を策定する
とともに、包括的データ戦略
（案）を 2021 年６月に取り
まとめ。 

・包括的データ戦略（案）の 2021 年 6
月取りまとめ及びそれに基づく各種
施策の推進。【ＩＴ、科技】 

 
② データプラットフォームの整備と利便性の高いデータ活用サービスの提供 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

○データ活用サービスの根幹となるベース・レ
ジストリ（個人、法人、住所、土地、事業所
等）について、そのデータホルダーの関係府
省とＩＴ本部が連携し、2021 年 6 月までに整
備等の方向性の検討を行い、2021 年度内に一
部先行プロジェクトについて運用を開始する
とともに、データ標準の整備を順次実施す
る。【ＩＴ、関係府省】     

・2021 年５月末にベース・レ
ジストリの指定 

 

・ベース・レジストリについて、2021 年
度内の一部先行プロジェクトの運用
開始。【ＩＴ、関係府省】 

〇地方においても都市においても、国民一人ひ
とりが同じレベルの細やかな行政サービスを
享受し、また、オンラインで手続を行うこと
を可能とする。このため、政府情報システム
について、標準化や統一化により相互の連携
を確保しながら統合・一体化を促進し、民間
システムとの連携を容易にしつつ、ユーザー
視点での行政サービスの改革と業務システム
の改革を一体的に進めることで、国民・事業
者の更なる利便性向上と運用経費等削減
（2025 年度までに 3 割削減（対 2020 年度））
を図る。また、地方公共団体の 17 業務に係る
情報システム 53を対象に、標準化・共通化を
進め、2025 年度までに基準（標準仕様）に適
合した情報システムへの移行を目指す。標準
化・クラウド化の効果を踏まえ、地方公共団
体の情報システムの運用経費等については、
標準準拠システムへの移行完了予定後の 2026
年度までに 2018 年度比で少なくとも 3 割の
削減を目指すこととする。【ＩＴ、総】 

・2025 年度までに基準に適合
した情報システムへの移行
を目指し、各種取組を推進
中。 

・デジタル庁設置法に基づき、2021 年
9 月のデジタル庁の設立及び 2025 年
度までに基準に適合した情報システ
ムへの移行を目指した各種取組の推
進。【ＩＴ、総】 

〇教育、医療、防災等の分野において、官民が
一体となって活用でき、民間サービス創出の
促進に資するデータプラットフォームを、デ
ータ戦略のタイムラインに従い、2025 年まで

・健康・医療・介護、教育、
防災等を始めとして分野内
のプラットフォームのある
べき姿について分野毎に検

・包括的データ戦略（案）の 6 月取りま
とめ及びそれに基づく各種施策の推
進。【ＩＴ、科技、防災、文、厚、国、
関係府省】 

                                                      
53 国民生活に直接関係する事務に係る情報システムで、相互に連携が必要なシステム（住民基本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住

民税、法人住民税、軽自動車税、国民健康保険、国民年金、障害者福祉、後期高齢者医療、介護保険、児童手当、生活保護、健康管理、就
学、児童扶養手当、子ども・子育て支援の 17 業務）。 
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に構築し、運用を開始するとともに、その
際、データプラットフォームの整備及び利活
用状況について測定可能な指標が策定・運用
されている状態となることを目指す。【ＩＴ、
科技、防災、文、厚、国、関係府省】 

討中。 

〇民間サービスについて、協調領域におけるデー
タ共有プラットフォームを早期に構築するた
め、2021 年度までにモデルケース創出に取り
組むとともに、日本の産業競争力の強化及び安
全・安心なデータ流通を実現するため、異なる
事業・分野間で個別に整備されたシステムやデ
ータをつなぐための標準を含むアーキテクチ
ャについて、2022 年度までにＩＰＡ54において
整備・検討し、複数の分野での結論を得る。【経】 

・事業計画に基づき、着実に進
展。 

・2021 年度中の民間の協調領域におけ
るデータ共有プラットフォームに関
するモデルケース創出【経】 

・2022 年度までの結論を目途に、異な
る事業・分野間のシステムやデータを
つなぐためのアーキテクチャについ
て、検討を実施。【経】 

○分野を越えたデータ流通・利活用に関する課題
や、関係機関が抱える共通的な課題に対し、技
術面、制度面、人材面から産学官の英知を結集
して解決に取り組み、持続可能な「データ・エ
コシステム」を構築するため、ＤＳＡ55を中核
とした、分野間データ連携の仕組みを 2023 年
中に構築し、内閣府が実施する研究開発課題
（ＳＩＰ等）で構築する分野ごとのデータ基
盤、スマートシティ及びスーパーシティのデー
タ連携基盤並びに研究データ基盤システムの
相互接続を進め、ＤＳＡやスマートシティ官民
連携プラットフォーム 56を通じて周知啓発な
どに取り組む。さらに、行政機関の「データホ
ルダー・プラットフォーム」としての役割の拡
大やデータの国際的流通の増大、データやＡＩ
を使用したサービスの進展等に合わせ、より高
度なデータ利活用を実現する方策について検
討する。【ＩＴ、科技、防災、警、金融、総、
文、厚、農、経、国、環】    

・2020 年 12 月の DSA の立上
げ、コネクタの開発・V1.0 の
公開（2020 年 9 月）等を実
施。 

・2021 年 6 月取りまとめに向
け、データ戦略 TF を再開。 

・スーパーシティ型国家戦略特
別区域の指定に関する公募
を締め切り、区域指定に向け
た調査・検討作業を開始。 

・より先進的なスマートシティ
の事例創出のため、関係府省
のスマートシティ事業の合
同審査会を開催。 

 

・コネクタのバージョンアップ及びコ
ネクタの SIP 内外のデータ基盤にお
ける実装に向けた取組の着実な実施。
【科技】 

・包括的データ戦略（案）の 6 月取りま
とめ及びそれに基づく各種施策の推
進。【ＩＴ、科技、防災、警、金融、総、
文、厚、農、経、国、環】 

・スーパーシティ事業を通じてデータ
連携基盤の構築や先端的サービスの
実装。【地創、関係府省】 

・合同審査会で選定されたスマートシ
ティ事例等の情報発信。【科技、関係
府省】 

 
③ データガバナンスルールなどの信頼性のあるデータ流通環境の構築 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇データ流通を促進するための環境整備（情報
銀行、データ取引市場等）の現状・課題やそ
のルール等について、2021 年度内に検討を行
い、結論を得る。【ＩＴ、知財、科技、個人、
総、経】           

・データ流通を促進するため
の環境整備の現状・課題や
そのルール等を検討中。 

・包括的データ戦略（案）の 6 月取りま
とめ及びそれに基づく各種施策の推
進。【ＩＴ、知財、科技、個人、総、経】 

〇民間保有データの活用推進のため、データを提
供する側の国民や企業の不安解消、データを提
供する先の組織・団体の信頼性向上等、民間保
有データの取扱ルールの在り方を 2021 年度内
に検討する。【ＩＴ、知財、個人、関係府省】 

                 

・3 月 31 日開催のデータ戦略
TF にて民間保有データの取
扱ルールの在り方について
報告。 

・包括的データ戦略（案）の 6 月取りま
とめ及びそれに基づく各種施策の推
進。【ＩＴ、知財、個人、関係府省】 

・引き続き、民間保有データの取扱ルー
ルの在り方を 2021 年度内に検討。 

【ＩＴ、知財、個人、関係府省】 
○データ社会全体を支える本人認証やデータの

真正性確保など、各種トラストサービスの検討
について、2021 年度中に解決の方向性を示し、

・データのトラストの枠組みの
検討のため、その論点整理を
行うにあたりデータ戦略タ

・2021 年度中に解決の方向性を示し、
2025 年度までに可能なものから順
次、整備。【ＩＴ、総、経】 

                                                      
54 情報処理推進機構 
55 ＤＳＡ： Data Society Alliance。（一社）データ社会推進協議会。2020 年 12 月に設立。2020 年 7 月の新団体設立準備協議会の発足以降、

「dataex.jp（仮称）」と称していたもの。今後、「DATA-EX」という名称でデータ連携に係る機能等を提供していく予定。 
56 「統合イノベーション戦略 2019」（2019 年 6 月閣議決定）に基づき、スマートシティの取組を官民連携で加速することを目的に 2019 年 8

月設立。 
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2025 年度までに可能なものから順次、整備し
ていく。【ＩＴ、総、経】 

                 

スクフォースの下にワーキ
ングチームを設置し検討を
進めていく予定。 

 
④ デジタル社会に対応した次世代インフラやデータ・ＡＩ利活用技術の整備・研究開発 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

○国土全体に網の目のように張り巡らされた、省
電力、高信頼、低遅延などの面でデータやＡＩ
の活用に適した次世代社会インフラを実現す
る。このため、５Ｇ/光ファイバの整備を進め、
５Ｇについては、2023 年度末には 98％の地域
をカバーし、光ファイバについては、2021 年
度末には未整備世帯数が約 17 万世帯に減少す
ると見込まれる。さらに、宇宙システム（測位・
通信・観測等）、地理空間（Ｇ空間）情報、Ｓ
Ｉ Ｎ Ｅ Ｔ 、 Ｈ Ｐ Ｃ （ High-Performance 
Computing）を含む次世代コンピューティング
技術のソフト・ハード面での開発・整備、量子
技術、半導体、ポスト５G や Beyond 5G の研
究開発に取り組む。【地理空間、宇宙、総、文、
経】           

・それぞれの事業計画に基づ
き事業が進展。 

・半導体及びポスト５Ｇにつ
いては、国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総
合開発機構（ＮＥＤＯ）に
基金を造成し、研究開発を
実施。 

・引き続き、当初の目標に沿って事業を
着実に実施。【地理空間、宇宙、総、
文、経】 

・半導体・デジタル産業戦略に基づき、
先端半導体技術の開発・製造立地推進
や次世代データセンターの最適配置
の推進、アカデミアの先端技術拠点等
の整備、当該産業に資する基礎研究か
ら社会実装までを加速。【経、文、総、
科技】 

〇ポスト５Ｇシステムや当該システムで用いら
れる半導体の開発とともに、Beyond 5G の実
現に向け、2025 年頃から順次要素技術を確立
するため、研究開発基金の活用などにより、官
民の英知を結集した研究開発を促進する。【総、
経】             

・ポスト５Ｇ及び半導体につい
ては、国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発
機構（ＮＥＤＯ）に基金を造
成し、研究開発を実施。 

・Beyond 5G 研究開発を促進す
る基金を造成するための予
算及び法改正が成立。 

・事業を実施する国立研究開発
法 人 情 報 通 信 研 究 機 構
（NICT）において、一部課題
の研究開発を開始。 

・2020 年 12 月に産学官の主要
プ レ イ ヤ ー が 結 集 し た
「Beyond 5G 新経営戦略セ
ンター」を設立し、セミナー
の開催や、センターで取り組
むべき活動等に関する提案
公募を実施。 

・2025 年頃からの順次要素技術の確立
に向け、研究開発基金や電波利用料の
活用などにより、官民による研究開発
を促進。【総、経】 

・「Beyond 5G 新経営戦略センター」を
核として、提案公募の結果を踏まえた
セミナーの開催や各種情報提供の強
化などの知的財産権の取得や国際標
準化に向けた取組を本格的に推進。
【総】 

・国際標準化活動を研究開発の初期段
階から推進するため、戦略的パートナ
ーである国・地域との国際共同研究を
実施。【総】 

〇次世代インフラやデータ、ＡＩを徹底的に活用
し、一人ひとりに寄り添ったサービスを提供す
るため、「ＡＩ戦略 2019」に定める中核基盤研
究開発に取り組む。【科技、総、文、経】 

               

・AI 関連中核センター群にお
ける計算資源の増強等を実
施。 

・戦略に基づく基盤的・総合的
な研究開発を実施し、以下の
ような成果を得ている。 
－深層学習の理論として、大

域的最適化が可能であるこ
と、高次元でも予測性能が
高いこと、可逆ニューラル
ネットワークモデルが万能
な近似力をもつこと等を数
学的に証明 

－多言語翻訳技術に深層学習
を導入し、短文逐次翻訳に
おける実用レベルの精度を
実現。NICT から技術移転
した民間翻訳サービスの実

・「AI 戦略 2021」に基づき、中核研究開
発の更なる推進。【科技、総、文、経】 
－深層学習の理論体系の確立をはじ

めとした世界最先端の研究の実施 
－2025 年の日本国際博覧会における

利用を目指した文脈や話者の意図
を捉えた多言語同時通訳の研究開
発を実施 

－産業構造を革新する挑戦的な知識
融合型 AI 技術の開発の実施 

－説明可能な AI 等の研究開発や人文
社会系の研究者を加えた「総合知」
としての倫理的な検討等につい
て、AI 関連中核センター群の連携
方策を検討し、2021 年度中に具体
的な取組を開始 
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用化・普及が進展。また、
多言語同時通訳の実現に向
けた研究開発を開始。 

－量子物理学の理論に基づ
き、計算の中身を物理化学
的に解釈可能な新たな深層
学習技術を開発し、これに
波動関数の理論を導入する
ことで、未知化合物に対す
る物性外挿予測精度を大幅
に向上することに成功 

 
⑤ デジタル社会を担う人材育成 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇デジタル社会を担う人材が輩出・採用され、社
会で活躍できるよう、産学官が連携し、デジタ
ル社会の基盤となるような知識・能力を教育す
る体制を更に充実させるため、2021 年度より、
大学と政府や産業界等との対話を加速し、統計
学の専門教員の早期育成体制整備、数理・デー
タサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度の
普及方策や、インターンシップ、ＰＢＬ57等も
活用した学修成果を重視する教育の推進を通
じて、雇用・採用の在り方と高等教育が提供す
る学びのマッチングについて、共通認識を醸成
する。【ＩＴ、内閣人事局、人、文、経】 

・数理・データサイエンス・
AI 教育プログラム認定制度
（リテラシーレベル）の
2020 年度内の開始等、スケ
ジュールに沿って進捗。 

・博士後期課程における長期有
給インターンシップ実施に
向けた委員会を文科省・経団
連で共同運営。 

・情報技術の高度化に対応する
ため、産学連携による課題解
決型学習（ＰＢＬ）等の実践
的な情報技術人材育成を推
進するとともに情報技術を
活用した授業改善を推進す
ることで、大学等における
Society 5.0 に向けた教育を
強化。 

・産官学連携による実践的な
教育ネットワークを構築
し、様々な分野へデータサ
イエンスの応用展開を図
り、データから価値を創出
し、ビジネス課題に答えを
出す人材を育成。 

・ 統計エキスパート人材育成
プロジェクトを 2021 年度よ
り開始。 

・数理・データサイエンス・AI 教育プロ
グラム認定制度の着実な運用及び周
知・広報活動の充実。【ＩＴ、内閣人事
局、人、文、経】 

・「統計エキスパート人材育成プロジェ
クト」の着実な実施。【文】 

・「ジョブ型研究インターンシップ推進
委員会」の検討を踏まえ、「ジョブ型
研究インターンシップ推進事業」を通
じて、博士後期課程における長期有給
インターンシップを 2021 年度より実
施。【文】 

・デジタル人材の育成のため、数理・デ
ータサイエンス・AI のモデルカリキ
ュラムを踏まえた教材等を全国の大
学及び高等専門学校に展開し、リテラ
シーレベルに加え、文理を問わず自ら
の専門分野へ応用する基礎力の習得
を進めるとともに、教えられるトップ
人材層育成に向けた国際競争力のあ
る分野横断型の博士課程教育プログ
ラムの創設、人社系大学院教育におけ
るダブルメジャーを促進。【文、経】 

・政府職員に対するＡＩ等に関する教
育の試行的実施【科技】 

 
⑥ デジタル社会の在り方に関する国際社会への貢献 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇データ流通に関するグローバルな枠組みを構
築するため、データ品質、プライバシー、セキ
ュリティ、インフラ等の相互信頼やルール、標
準等、国際的なデータ流通を促進する上での課
題について、2021 年度までに方向性を示し、
解決に向けた方策を実行する。【内閣官房、Ｉ
Ｔ、知財、個人、総、外、経】  

・2021 年 6 月取りまとめに向
け、関係省庁と連携し検討
中。 

・包括的データ戦略（案）の 6 月取りま
とめ及びそれに基づく各種施策の推
進。【内閣官房、ＩＴ、知財、個人、総、
外、経】 

 

〇デジタル社会の在り方等に関する国際的な対
話を促進するため、上記の取組を通じて得られ

・関連する国際会議等につい
て、関係省庁が連携のもと、

・2023 年のＧ７やＩＧＦ等の日本開催
に向け、引き続き関係府省庁連携によ

                                                      
57 ＰＢＬ：Problem Based Learning。問題解決型授業。 
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たグッドプラクティス等の成果をＯＥＣＤ等
の国際場裡に提供するとともに、2023 年に日
本が開催国を務めるＧ７58やＩＧＦ59等におけ
る成果に反映することを通じて、国際的な議論
を牽引する。【ＩＴ、科技、総、外、経】 

対処中。 る関連の国際会議等へ対応の実施。
【ＩＴ、科技、総、外、経】 

〇2025 年に開催される大阪・関西万博において、
「2025 年に開催される国際博覧会（大阪・関
西万博）の準備及び運営に関する施策の推進を
図るための基本方針 60」を踏まえ、データやＡ
Ｉを活用して Society 5.0 を体現する。これに
より、広く国内外に我が国の実装力をアピール
し、海外からの投資を呼び込む。【万博、科技、
総、経】          

・関係府省庁と連携し、基本方
針等を踏まえた取組を検討中。 
・基本方針に位置づけされた大
阪・関西万博での「AI による高
度な多言語同時通訳等のサー
ビスを実装」や「会場内外にお
ける多言語対応の強化」等の実
現に向けた研究開発を 2020 年
度から実施。【総】 

・基本方針等を踏まえた取組の具体化
について検討を推進。【万博、科技、
総、経】 

・基本方針に位置づけられた取組の実
現に向け、2025 年には AI による同時
通訳等を実現するため、対応言語の拡
大や更なる翻訳精度の向上等の研究
開発、万博を見据えたフィールド実証
等を 2021 年度に実施。【総】 

 
⑦ 新たな政策的課題 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇デジタル化を巡る社会状況の変化が激しい
中、国境を越えたデータ活用促進方策、官民
におけるデジタルツイン構築の促進方策、世
界の高度人材を日本へ引き付ける方策や社会
受容を政策へ反映する方策などについて、エ
ビデンスを用いながら常に状況に応じて計画
を見直すため、2023 年度までを目途に、政策
の評価、見直しを行い、新たに講ずべき政策
を検討する。【ＩＴ、科技】   

・2020 年末に「データ戦略
（第 1 次とりまとめ）」を策
定。 

・2021 年 6 月取りまとめに向
け、データ戦略 TF を再
開。 

・包括的データ戦略（案）の 6 月取りま
とめ及びそれに基づく各種施策の推
進。【ＩＴ、科技】 

  

                                                      
58 2023 年に日本で開催予定のＧ７サミット。 
59 ＩＧＦ： Internet Governance Forum。2023 年に日本で開催予定の国連インターネットガバナンスフォーラム。 
60 2020 年 12 月 21 日閣議決定 



30 

（２）地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、2050 年カーボンニュートラルを実現す
る。また、健全で効率的な廃棄物処理及び資源の高度な循環利用による循環経済を実現する。これらの実
現に向けた対応が、グリーン産業の発展を通じた経済成長へとつながることで、世界をリードし、経済と
環境の好循環が生み出されるような社会を目指す。 

そのためには、国民のライフスタイル、産業構造や経済社会全般の変革及び社会的な課題の解決を目指
すための「脱炭素社会」、「循環経済」、「分散型社会」への三つの移行による経済社会の再設計（リデザイ
ン）とともに、非連続なイノベーションが不可欠であり、高い目標とビジョンを掲げ、それに向かって産
学官が一体となって、まずは 2030 年に向けて総力を挙げて幅広く取り組むことが必要である。 

こうした観点から、カーボンニュートラルの実現に向けては、グリーンイノベーション戦略推進会議な
どの議論をもとに、省エネルギーの徹底、電化の促進と電力の脱炭素化（再生可能エネルギーの最大限の
導入に向けた技術の加速度的普及、安全最優先での原子力利用）を進めるとともに、次世代型太陽電池、
ＣＣＵＳ /カーボンリサイクル、水素等の革新的イノベーションを強力に推進する。その際、技術導入、
社会実装を促すべく、国民のライフスタイルの脱炭素化の促進、ゼロカーボンシティの実現・拡大と国民
理解の醸成を図るとともに、必要な制度・基準などの仕組みも検討する。 

加えて、こうした我が国の取組について、積極的な国際発信を行い、日本のプレゼンス向上を図ること
で、世界各国の研究機関の英知を結集し、国際共同研究の推進、サプライチェーン等の構築を目指すとと
もに、エネルギー・環境関連事業への投資の国内への取り込みや企業活動の積極的な見える化を促進す
る。 

また、循環経済の実現に向けて、廃棄物の処理・適正管理に加え、代替素材の開発などのイノベーション
を促進していくべく、製品の長寿命化や資源の長期的保全・維持、廃棄物の発生の最小化などを進める。ま
た、各地域が自然資源や生態系サービス等の地域資源を生かして自立・分散型の社会を形成し、地域の特性
に応じて補完し、支え合う「地域循環共生圏」を創造しつつ、持続可能な地域づくりや国民のライフスタイ
ルの転換を促進する。 
 
【目標】 
・ 地球規模課題が深刻化する中で、我が国の温室効果ガス排出量を 2050 年までに実質ゼロとし、世界の

カーボンニュートラルを牽引するとともに、循環経済への移行を進めることで、気候変動をはじめとす
る環境問題の克服に貢献し、ＳＤＧｓを踏まえた持続可能性が確保される。 

 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 我が国の温室効果ガス排出量：実質ゼロ（2050 年） 
・ 資源生産性：約 49 万円/トン（2025 年度） 
・ 循環型社会ビジネスの市場規模： 2000 年度の約 2 倍（2025 年度） 
 

 
【現状データ】（参考指標） 
・ 革新的環境イノベーション戦略（イノベーション・アクションプラン、アクセラレーションプラン、ゼロ
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エミッション・イニシアティブズ）61の進捗状況 
・ ゼロカーボンシティ数：396 地方公共団体（2021 年６月１日） 
・ 環境分野の研究開発費：12,894 億円（2019 年度）62 
・ エネルギー分野の研究開発費：11,654 億円（2019 年度）63 
・ RE100 加盟企業数 64（日本）：54 社 （2021 年５月 17 日）65 
・ 温室効果ガス排出量：12 億 1200 万トン（2019 年度（確報値））66 
・ 日本における平均気温上昇度：100 年あたり 1.26℃（1898 年から 2020 年の間）67 
・ 資源生産性：約 42.3 万円/トン（2018 年度）68 
・ 循環型社会ビジネスの市場規模：約 40 兆円（2000 年度）69 
 
① 革新的環境イノベーション技術の研究開発・低コスト化の促進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇「革新的環境イノベーション戦略」につい
て、グローバルな状況を踏まえ、イノベー
ション・ダッシュボード、アクセラレーシ
ョンプラン、東京ビヨンド・ゼロ・ウィー
クを適時適切に見直し、産学官が一体とな
って着実に推進する。また、カーボンニュ
ートラルを目指す上で不可欠な分野につい
て、①年限を明確化した目標、②研究開
発・実証、③規制改革や標準化などの制度
整備、④国際連携などを盛り込んだ
「2050 年カーボンニュートラルに伴うグ
リーン成長戦略 70」を踏まえて、革新的な
技術開発に対する継続的な支援を行う基金
事業等を活用し、革新的技術の社会実装を
推進する。【科技、総、文、農、経、国、
環】       

・2020 年１月に策定された
「革新的環境イノベーショ
ン戦略」に基づき、グリー
ンイノベーション戦略推進
会議を開催し、戦略が着実
に実行され最大限の成果を
生み出すことを目的とし
て、有識者や専門家による
意見交換・情報共有を実
施。 

・2050 年カーボンニュートラ
ル目標に向けて、2020 年度
第３次補正予算において２
兆円の「グリーンイノベー
ション基金」を措置。 

・関係府省との連携を図って、グリーンイ
ノベーション戦略推進会議を開催し、イ
ノベーション・ダッシュボード等の見直
しを検討し、随時公表。 

【科技、総、文、農、経、国、環】 
・「グリーンイノベーション基金」について

は、2021 年 3 月に決定した基金事業の基
本方針に基づいて、支援対象とするプロ
ジェクトを選定し、取組を推進。【科技、
総、文、農、経、国、環】 

・関係省庁と連携し、革新的技術シーズ創
出につながる基礎基盤的研究開発を加
速。【文】 

・グリーン成長戦略等の我が国の先進的な
基本戦略を国際会議等で国外にも積極的
に紹介。【外】 

〇都市間・分野間のデータの相互接続性やシ
ステムの拡張性が保たれるよう「スマート
シティリファレンスアーキテクチャ」を参

・2020 年度の各府省のスマー
トシティ関連事業におい
て、「リファレンスアーキテ

・2020 年度に開催の「スーパーシティ／ス
マートシティにおけるデータ連携等に関
する検討会」で検討されたデータ連携基

                                                      
61 革新的環境イノベーション戦略（2020 年１月 21 日統合イノベーション戦略推進会議決定）は、①16 の技術課題について、具体的なコスト

目標等を明記した「イノベーション・アクションプラン」、②これらを実現するための、研究体制や投資促進策を示した「アクセラレーショ
ンプラン」、③社会実装に向けて、グローバルリーダーとともに発信し共創していく「ゼロエミッション・イニシアティブズ(東京ビヨン
ド・ゼロ・ウィーク)」から構成。「イノベーション・アクションプラン」の検討は「イノベーション・ダッシュボード」として随時公表。 

62 総務省「2020 年科学技術研究調査結果」（2020 年 12 月） 
63 総務省「2020 年科学技術研究調査結果」（2020 年 12 月） 
64 使用電力を 100%再生可能エネルギーにする事を目標に掲げて取り組んでいる企業。 
65 RE100 ホームページ（http://there100.org/）より作成。 
66 2019 年度の温室効果ガス排出量（確報値）について（2021 年 4 月 13 日環境省発表） 
67 気象庁「気候変動監視レポート 2020」（2021 年） 
 URL: https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html 
68 資源生産性＝ＧＤＰ / 天然資源等投入量。 

天然資源等投入量とは国産・輸入天然資源及び輸入製品の合計量（ＤＭＩ:Direct Material Input）を指し、資源生産性は一定量当たりの天然
資源等投入量から生み出される実質国内総生産（実質ＧＤＰ）を算出することによって、各産業がより少ない天然資源で生産活動を向上さ
せているかや人々の生活がいかに物を有効に使っているかなどより少ない天然資源でどれだけ大きな豊かさを生み出しているかを総合的に
表す指標。なお、国際比較の際には、産業構造の違い等にも留意が必要。 

69 環境省「令和元年度 環境産業の市場規模・雇用規模等に関する報告書」（2020 年 7 月 20 日公表）より算出（参考：第四次循環型社会形成
推進基本計画（2018 年 6 月）） 

70 2020 年 12 月 25 日成長戦略会議にて公表。 
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照しつつ各地域における都市ＯＳ（データ
連携基盤）の実装を加速化する。また、ゼ
ロカーボンシティを表明した地方公共団体
等において、多種多様なビッグデータを用
いた気候変動対策が行われるよう、ゼロカ
ーボンシティの取組の進展に資する支援を
2021 年度から開始する。【科技、総、文、
農、経、国、環】 

クチャ」を参照することを
必須化。採択地域は当該ア
ーキテクチャに準じたスマ
ートシティ構築を推進。 

盤の在り方等を参照しつつ、「スマートシ
ティ・ガイドブック」を活用し、全国の地
方公共団体や地域における都市 OS 実装、
スマートシティ化を推進。【科技、総、文、
農、経、国、環】 

・ゼロカーボンシティを表明した地方公共
団体等において、多種多様なビッグデー
タを用いた気候変動対策が行われるよ
う、ゼロカーボンシティの取組の進展に
資する支援を実施。  

【環】 
〇ムーンショット型研究開発制度の 2050 年

目標（「地球環境再生に向けた持続可能な資
源循環を実現」及び「未利用の生物機能等
のフル活用により、地球規模でムリ・ムダ
のない持続的な食料供給産業を創出」）の達
成に向け、必要な研究開発を加速するとと
もに、社会実装に向けた道筋を明確化する。
【科技、農、経】 

・2020 年にプロジェクトマネ
ージャーを採択し、目標達
成に向けて研究開発を推進
中。 

・目標の達成に向けて、研究開発プロジェ
クトを強力に推進。【科技、農、経】 

・カーボンニュートラル社会の実現等に一
層貢献していくため、研究開発プロジェ
クトを抜本的に強化。【科技、農、経】 

〇国際社会と協働しつつ、産総研ゼロエミッ
ション国際共同研究センター、次世代エネ
ルギー基盤研究拠点、東京湾岸イノベーシ
ョンエリア等の「革新的グローバル研究拠
点」の機能を強化し、国内外の人材や知の
交流を活性化する。【文、経】     

・2020 年 1 月に産総研ゼロエ
ミッション国際共同開発セ
ンターを設置し、2020 年 12
月時点で 45 件の海外連携体
制を構築。 

・東京湾岸ゼロエミッション
イノベーション協議会を設
立。2021 年１月末時点で１
２２者が参画、会員の最先
端の実証活動などを紹介す
るセミナー等を開催。 

・産総研ゼロエミッション国際共同研究セ
ンターを中核として、具体的な国際共同
研究を推進。【経】 

・2021 年 10 月に第 3 回目となる RD20 を
開催予定。【経】 

・クリーンエネルギー分野における革新的
技術の国際共同研究開発事業を 2021 年
度も継続。【経】 

○2050 年カーボンニュートラルの実現や、
国際的なルールメイキングへの積極的関与
も含めた「みどりの食料システム戦略」を
2021 年５月までに策定する。同戦略にお
いて、新たな農林水産政策の展開を検討
し、2050 年に目指す姿を示した上で、食
料・農林水産業の生産力向上と持続性の両
立をイノベーションで実現する。【農、関
係府省】 

・2020 年 12 月に「みどりの
食料システム戦略策定に当
たっての考え方」を公表。 

・2021 年 1 月から生産者・団
体・企業等との意見交換を
開始、３月に中間取りまと
めを公表。５月に戦略を策
定。 

・「みどりの食料システム戦略」に基づき、
調達から消費のサプライチェーン全体に
ついて、①温室効果ガスの削減、②化学農
薬・化学肥料の使用量の低減、③労力軽
減・生産性向上、④地域資源の最大活用の
観点から目指す姿として、技術開発目標
及び社会実装目標を設定。【農、関係府省】 

・従来の施策の延長ではない形で、サプラ
イチェーンの各段階における生産力と持
続性の大幅な向上をイノベーションによ
り実現。【農、関係府省】 

・同戦略に掲げられた革新的な技術・生産
体系の社会実装や、持続可能な各段階の
取組を後押しする観点から、補助・投融
資・税・制度等の政策誘導の手法の段階的
見直しを検討。【農、関係府省】 

・同戦略について、アジアモンスーン地域
の持続的な食料システムの取組モデルと
して、2021 年９月開催予定の国連食料シ
ステムサミット等において、我が国から
打ち出し、国際ルールメイキングに参画。
【農、関係府省】 

○循環経済への移行に向けて、環境配慮型の
設計推進、使用済製品の選別効率化等の高
度リサイクル基盤技術開発、海洋生分解性
プラスチック等環境負荷の低い革新素材の
研究開発やイノベーション推進のための投
資等を推進する。【文、経、環】  

・NEDO にて 2020 年 8 月よ
り、高度リサイクル基盤技
術開発及び海洋生分解性プ
ラスチック等環境負荷の低
い革新素材の研究開発を推
進中。 

・JSA にて海洋生分解性プラ

・海洋性分解性プラスチック開発・導入普
及に向けて、将来的に求められる用途や
需要にこたえるための新たな技術・素材
の開発、そして海洋生分解性プラスチッ
クの国際標準提案を目指し、検討を継続。
【経】 

・プラスチックの資源効率や資源価値を高
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スチックに係る技術評価手
法の国際標準化を実施し、
海洋生分解性プラスチック
等環境負荷の低い革新素材
のイノベーションを推進
中。 

めるための技術の実用化に向けて推進。
【経】 

・「海洋プラスチックごみ対策アクション
プラン」等の方針を踏まえ、調査研究を通
じた科学的知見の集積及び途上国等の廃
棄物処理や 3R 等の能力向上等に関する
国際連携を推進。【環】 

・「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の
実現のための「マリーン・イニシアティ
ブ」の着実な実施のため、途上国における
海洋への流出調査・実証の支援事業等を
実施。【外】 

○気候変動は生物多様性劣化の要因である一
方、生物多様性の基盤となる森林生態系等
はＣＯ2 吸収源となるなど、相互に緊密に関
係・関連していることから、生物多様性保
全と気候変動対策のシナジーによるカーボ
ンニュートラルの実現に向けての研究開発
を行い、吸収源や気候変動への適応におけ
る生態系機能の活用等を図る。【農、国、環】  

・気候変動への適応における
生態系機能の活用を図るた
め、自然生態系を基盤とす
る防災・減災についての調
査研究を実施。 

・地方公共団体等が自然生態系を基盤とす
る防災・減災に取り組む際に参考となる
手引きの取りまとめに向け、調査研究を
推進。【環】 

〇社会インフラ設備の省エネ化・ゼロエミッ
ション化に向けた取組や建設現場における
省エネ化に向けた革新的な技術開発を推進
するとともに、自然環境が有する多様な機
能を活用し、ＣＯ2 吸収源対策にも資する
「グリーンインフラ」の社会実装を推進す
る。【国、環】 

            

・2020 年 3 月に設立した「グ
リーンインフラ官民連携プ
ラットフォーム」(1 月末時
点の会員数：1012 者)にお
いて、グリーンインフラの
社会的な普及、技術に関す
る調査・研究、資金調達手
法の検討等を実施。 

・グリーンインフラの導入を
目指す地方公共団体や民間
事業者を対象に、技術的・
財政的支援を実施。 

・グリーンインフラ官民連携プラットフォ
ームにおいて検討等を進めるとともに、
地方自治体などへの技術的、財政的支援
を行い、グリーンインフラの社会実装を
推進。【国、環】 

○高精度な気候変動予測情報の創出や、気候
変動課題の解決に貢献するため温室効果ガ
ス等の観測データや予測情報などの地球環
境ビッグデータの蓄積・利活用を推進する。
【文、環】 

            

・ニーズ等を踏まえた気候変
動予測情報の高精度化を推
進。 

・データ統合・解析システム
（DIAS)を活用し、観測デ
ータや予測情報などの地球
環境ビッグデータを継続的
に蓄積。また、利活用を拡
大するための利用環境の強
化等を推進。 

・気候変動シミュレーション・モデル技術
の高度化（観測データとの融合研究等）を
通じて、気候変動メカニズムの解明や、ニ
ーズ等を踏まえた予測情報の高精度化を
実施。【文、環】 

・2021 年度より、温暖化の現象解明と予測
精度の向上に寄与し、グローバルストッ
クテイク等の政策的ニーズに応えられる
よう、観測及びモデル研究を総合的に展
開し、①都市・ 国・地域・全球での空間
的なマルチスケールと、②観測から収支
評価までのスピーディさを満たす監視シ
ステムを構築。【環】 

・2023 年以降のグローバルストックテイク
に着実に情報提供が行える、科学的に高
いレベルにある監視体制を確立し継承す
るための基礎を確立。【環】 

・地球環境ビッグデータの長期的・継続的
な取得のため、多様な観測手段や広範分
野の研究能力を結集するとともに、GEO
等の国際枠組み活用しつつ、継続的に地
球観測衛星等の観測技術を高度化し観測
を実施。【文、関係府省】 

・これまでの DIAS の成果を発展させて、
さらに防災・減災、気候変動等の地球規模
課題に解決できる情報基盤として長期
的・安定的運用を確立するとともに、国、
企業、地方自治体等の意思決定に貢献す
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る地球環境データプラットフォームとし
て利用拡大等を推進。【文】 

 
② 多様なエネルギー源の活用等のための研究開発・実証等の推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇現在見直しに向けた議論が進められて
いる「エネルギー基本計画」等を踏ま
え、省エネルギー、再生可能エネルギ
ー、原子力、核融合等に関する必要な
研究開発や実証、国際協力を進める。
【文、経】 

・第５次エネルギー基本計画等を
踏まえ、以下の取組を推進。 

・省エネルギーについては、住
宅・建築物のネット・ゼロ・エ
ネルギー化及び次世代建材の実
証支援、トラック事業者と荷主
等の連携による輸送効率化や内
航船における技術実証支援等を
実施。 

・再生可能エネルギーについて
は、立地制約克服や低コスト
化、高効率化に向けた太陽光発
電、洋上風力発電などに関する
研究開発、系統制約の克服・配
電系統の安定化に向けた日本版
コネクト＆マネージの実証等を
実施。 

・原子力については、軽水炉の安
全性向上技術の開発支援に加
え、高速炉、小型モジュール
炉、高温ガス炉等の革新的原子
力技術の開発支援及び原子力分
野の人材育成を実施。 

・研究開発及び人材育成の基盤と
なる、もんじゅサイトに新たに
設置する試験研究炉について、
2020 年に概念設計に着手。 

・なお、2020 年 10 月から総合資
源エネルギー調査会において、
エネルギー基本計画の見直しに
向けた議論を開始。 

・また、脱炭素社会向けた政策的
要請の高まりや ITER 計画の順
調な進捗を受け、2020 年 11 月
以降、米国、英国が核融合発電
を含む独自計画を立て続けに発
表。 

・エネルギー基本計画の見直しに向けた議
論を継続。【経】 

・省エネルギーについては、更なる省エネ
ポテンシャルの開拓に向け、分野横断的
に革新的な省エネルギー技術の開発・実
用化・実証を行う。併せて、住宅・建築物
のネット・ゼロ・エネルギー化や、サプラ
イチェーン全体の輸送効率化に向けた実
証を行う。【経】 

・再生可能エネルギーについては、グリー
ンイノベーション基金の活用も検討しつ
つ、ペロブスカイトをはじめとした次世
代型太陽電池の開発や、「洋上風力の産業
競争力強化に向けた技術開発ロードマッ
プ」を踏まえた浮体式洋上風力等に関す
る要素技術の開発等を推進。【経】 

・原子力については、軽水炉の安全性向上
技術に加え、高速炉、小型モジュール炉、
高温ガス炉等の革新的原子力技術等に係
る研究開発や原子力分野における人材育
成を進めるとともに、もんじゅサイトに
新たに設置する試験研究炉について、概
念設計の進捗に応じて詳細設計を検討。
【文、経】 

・核融合については、2025 年運転開始を目
指す ITER 計画の中で、核融合発電実現
のための鍵となる我が国担当の主要機器
の開発を行うとともに、BA 活動におい
て、先進超伝導トカマク装置 JT-60SA や
炉材料・機能材料開発等を通じ、核融合発
電（原型炉）に向けた研究開発を推進。
【文】 

 

 
③ 経済社会の再設計（リデザイン）の推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇産業創造や経済社会の変革、社会的な
課題の解決を目指して、「脱炭素社
会」、「循環経済」、「分散型社会」への
三つの移行による経済社会の再設計
（リデザイン）に向けた具体的な取組
を進める。その際、グローバルな視点
とともに社会実装を意識した「地域」
の視点も重要であることから、地域の
脱炭素化に向けた取組を支える分野横
断的な研究開発を推進するとともに、
三つの移行を統合的に具現化する「地

・2050 年カーボンニュートラル
宣言を踏まえ、「脱炭素社会」、
「循環経済」、「分散型社会」へ
の三つの移行による経済社会の
再設計（リデザイン）に向けた
具体的な施策や、「地域循環共
生圏（ローカル SDGs）」の創
造に向けた施策を実施。 

・地域の脱炭素化に向けた研究開
発を進めるとともに、2020 年
12 月からの「国・地方脱炭素実

・2050 年カーボンニュートラル宣言を踏ま
え、「脱炭素社会」、「循環経済」、「分散型
社会」への「３つの移行」を加速させ、持
続可能で強靱な経済社会への「リデザイ
ン（再設計）」を強力に進めていく。また、
３つの移行を具現化する「地域循環共生
圏」ローカル SDGs の創造を、社会の変
化やニーズを梃子に進化。【文、経、環】 

・国・地方脱炭素実現会議において策定さ
れた「地域脱炭素ロードマップ」（2021 年
６月）に基づき、地域に新たな産業・雇用
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域循環共生圏（ローカルＳＤＧｓ）」の
創造を目指す。【文、経、環】 

 

現会議」では、地域の取組と国
民のライフスタイルに密接に関
わる主要分野において、地域脱
炭素ロードマップを策定（2021
年６月）。 

を生み出し、また、地域の魅力を向上させ
ることを通じて地方創生に貢献する地域
における脱炭素への取組を、特に今後５
年間で集中して後押しし、少なくとも
100 か所の脱炭素先行地域で、2025 年度
までに、脱炭素に向かう地域特性等に応
じた先行的な取組実施の道筋をつけ、
2030 年度までに、地域と暮らしに密接に
関わる分野の温室効果ガスの削減に取り
組み、民生部門（家庭部門及び業務その他
部門）の電力消費に伴う CO2 排出につい
ては実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利
用等も含めてそのほかの温室効果ガス排
出削減についても、我が国全体の 2030 年
度目標と整合する削減を地域特性に応じ
て実現。【地創、総、農、経、国、環】 

・脱炭素化に向けた地域変革を促すための
人文・社会科学から自然科学までの分野
横断的な研究開発を推進するとともに、
各地域において大学等が「知の拠点」とし
ての機能を強化するための大学等間ネッ
トワークを構築・運営。【文、経、環】 

 
○2021 年 11 月のＣＯＰ26 に向け、見直

しの議論が進められている「地球温暖
化対策計画」を踏まえ、技術開発の一
層の加速化や社会実装、ライフスタイ
ル・ワークスタイルの変革等の地球温
暖化対策を大胆に実行する。【経、環】     

・地球温暖化対策計画の見直しを
含めた我が国の気候変動対策に
ついて、中央環境審議会・産業
構造審議会の合同会合において
審議中。 

 

・太陽光や風力等の変動性再エネの主力電
源化に向けた需要側の運転制御可能な省
CO2 型需要側設備等の導入や、オンサイ
ト PPA モデル等の新手法による再エネ・
蓄電池導入等を支援することで、再エネ
の価格低減を図りつつ、地域の再エネ主
力化とレジリエンス強化を同時に推進。
【環】 

・再エネの中でも高い導入ポテンシャルを
有する浮体式洋上風力発電施設の普及・
拡大を推し進めるとともに、地域振興策
の一環として、エネルギーの地産地消を
目指す地域における洋上風力発電を核と
した脱炭素化ビジネスを支援。【環】 

・再エネ等由来水素のコスト低減及び環境
価値の顕在化に向けた取組を進めつつ、
全国各地で地域脱炭素化水素サプライチ
ェーンの普及を推進。【環】 

・2030 年以降の本格的な社会実装に向けて
ＣＣＵＳ／カーボンリサイクルに関する
実証や研究開発等を実施し、2023 年まで
に最初の商用化規模のＣＣＵ技術の確立
に向けて取り組みを推進。【経、環】 

・コロナ禍に対応しつつ脱炭素社会形成を
目指すために、ポストコロナ時代の新し
いライフスタイルやデジタル分野の脱炭
素化のため、AI 技術等の活用による DX
による社会最適化（Green By デジタル）、
グリーンデータセンターの形成促進、多
種多様な電気機器（サーバー、LED 等）
に組み込まれている各種デバイスを高品
質窒化ガリウム（GaN)等の次世代半導体
により高効率化し、徹底したエネルギー
消費量の削減を実現する等の省エネ技術
に関する技術開発・実証及び社会実装を
推進。【総、文、環】 



36 

○ライフスタイルを脱炭素化するための
技術の普及を促すため、「国・地方脱炭
素実現会議」等における議論を踏まえ
つつ、住まい・移動のトータルマネジメ
ント（ＺＥＨ71・ＺＥＢ72、需要側の機
器（家電、給湯等）、地域の再生可能エ
ネルギー、動く蓄電池となるＥＶ73・Ｆ
ＣＶ74等の組み合わせを実用化）、ナッ
ジ 75やシェアリングを通じた行動変容、
デジタル技術を用いたＣＯ2 削減のクレ
ジット化等を促す技術開発・実証、導入
支援、制度構築等に取り組むことで、ラ
イフスタイルの転換を促し、脱炭素の
プロシューマー76を拡大する。【環、関
係府省】 

        

・2020 年 12 月 25 日に第１回、
2021 年４月 20 日に第２回、６
月９日に第３回 国・地方脱炭
素実現会議を開催し、地域にお
ける 2050 年脱炭素社会の実現
に向けて、特に地域の取組と密
接に関わる「暮らし」「社会」
分野を中心に、国民・生活者目
線での 2050 年脱炭素社会実現
に向けたロードマップ及びそれ
を実現するための関係府省・自
治体等の連携の在り方等につい
て議論。 

・自然・人文・社会科学すべてに
またがる行動科学の学際性（総
合知）を活かし、AI/IoT 等の
先端技術との融合（BI-Tech）
によりエネルギーの使用実態や
環境配慮行動の実施状況等に関
するデータを収集・解析し、一
人ひとりの属性情報や価値観等
に即した働きかけを通じて、脱
炭素に向けた無理のない行動変
容を促進するための実証事業を
実施中。 

・ブロックチェーン技術を活用し
た環境価値の個人または企業の
取引について、取引価格の固定
や変動に伴って、また、属性情
報の表示の有無により売り手と
買い手の購買行動がどのように
変容するかの実証を実施中。 

・ナッジ等の行動科学の知見を活用し、国
民一人ひとりの脱炭素への関心に応じた
働きかけを通じて意識変革や行動変容を
促すとともに、脱炭素型のライフスタイ
ルへの転換を後押しする。環境配慮行動
の履歴の見える化や製品・サービスの環
境配慮・負荷の見える化等による行動変
容 や 消 費 者 選 好 に 関 す る 実 証 実 験 を
2021 年度より実施。【環】 

・住宅・建築物における省エネルギー性能
の向上やネット・ゼロ・エネルギー化
（ZEH・ZEB）の支援により、家庭・業務
部門における脱炭素化を推進。【環】 

○廃棄物の排出削減やリサイクル処理に
係るプロセスの高度化・効率化、製品
のバイオマス化等を通じた資源循環を
行うとともに、焼却せざるを得ない廃
棄物のエネルギー回収、処理によって
発生した温室効果ガスの分離・貯留・
有効利用を目指すことにより、「循環経
済」への移行を加速化する。【経、環】 

           

・プラスチック代替素材への転換
及びリサイクルプロセスの構
築・省 CO2 化に対する支援を実
施。 

・資源循環の促進に関するデジタル技術の
適用可能性について実証を実施し、革新
的なビジネスの創生に向けた取組を進め
るとともに、プラスチック代替素材への
転換・社会実装、省 CO2 型設備の導入支
援及び廃棄物処理施設からの熱回収施設
等の整備への支援を行い、廃棄物エネル
ギーの有効活用を推進。【環】 

・地方公共団体の指定ごみ袋へのバイオマ
スプラスチック等の導入に向けたガイド
ラインを作成し、バイオマス化を推進。
【環】 

・海洋プラスチックごみ問題解決に向け
て、その分布実態と 2023 年頃に向けた世
界的なデータ集約、生物・生態系影響の調
査研究を推進。【環】 

○「分散型社会」を構成する生物多様性
への対応については、絶滅危惧種の保

・国内希少野生動植物種の保護増
殖技術等の検討を進めている

・国内希少野生動植物種の保護増殖技術等
の検討を継続するとともに、第 5 次レッ

                                                      
71 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 
72 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル 
73 電気自動車 
74 燃料電池自動車 
75 nudge：そっと後押しする 
76 未来学者アルビン・トフラーが 1980 年に発表した著書「第三の波」の中で示した概念で、生産者 (producer) と消費者 (consumer) とを

組み合わせた造語で、生産活動を行う消費者。 
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護や侵略的外来種の防除に関する技
術、二次的自然を含む生態系のモニタ
リングや維持・回復技術、遺伝資源を
含む生態系サービスと自然資本の経
済・社会的価値の評価技術及び持続可
能な管理・利用技術等の研究開発を推
進し、「自然との共生」を実現する。
【環】 

他、第 5 次レッドリストの公表
に向けて絶滅危惧種の生息・生
育状況の調査等を実施するとと
もに、侵略的外来種の防除技術
の開発を実施。 

・モニタリングサイト 1000（重
要生態系監視地域モニタリング
推進事業）において、全国に約
1,000 か所の調査サイトを設置
し、全国の様々な生態系タイプ
（高山帯、森林・草原、里地、
湖沼・湿原、砂浜、沿岸域、サ
ンゴ礁、小島嶼）で、その状態
を定量的かつ長期的にモニタリ
ングを着実に実施した。定量的
かつ長期的なデータが充実する
ことで、気候変動影響評価報告
書に引用されるなど、生物多様
性保全施策に関する計画・評価
に活用。 

・海洋の生物多様性の保全に資す
るため、自然環境保全法に基づ
く沖合海底自然環境保全地域制
度を創設した。保護区の一部に
おいて環境調査を実施し、順応
的管理を行うための基礎データ
を取得。 

・我が国の有する自然資本の経
済・社会的価値の評価及び持続
可能な管理・利用技術等に関す
る研究開発の方針を構築中。 

・国立公園の循環型保全に対する
共創型管理モデルの構築に向け
研究開発を実施。 

ドリストの公表に向けて絶滅危惧種の生
息・生育状況の調査等の実施を推進。【環】 

・ヒアリ等の侵略的外来種の非意図的侵入
防止に関して、新規技術の開発や活用等
により、国内の水際対策や防除を強化す
るとともに、2021 年開催の生物多様性条
約 COP15 において国際連携強化を促進。
【環】 

・2021 年度末に策定予定の次期生物多様性
国家戦略の内容に基づき、全国を対象と
して適切に生態系を把握する調査モニタ
リングを定量的かつ長期的に実施。【環】 

・企業活動における自然資本への影響を定
量的に評価する手法の開発及び自然資本
の持続的な管理・利用技術に関する研究
開発の方針を構築。【環】 

・沖合海底自然環境保全地域を適切に指
定・管理するための基礎調査を継続する
とともに、保護区内の環境変化を把握す
るためのモニタリング調査を継続的に実
施。【環】 

・国立公園の循環型保全に対する共創型管
理モデルを構築・提案。【環】 

 

 
④ 国民の行動変容の喚起 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇人文・社会科学と自然科学の融合によ

る「総合知」を活用して、カーボンニ
ュートラルの実現に向けた国民一人ひ
とりの取組の重要性に係る国民理解の
醸成や脱炭素型への行動変容の促進を
図る。とりわけ、BI-Tech（行動科学
の知見と先端技術の融合）77を活用し
た製品・サービス・ライフスタイルの
マーケット拡大を 2022 年度末までに
目指すとともに、個人のＣＯ2 削減のク
レジットを低コストで自由に取引でき
るブロックチェーン技術を用いたプラ
ットフォームの構築を図る。あわせ
て、こうした我が国の取組等について
国内外への発信を精力的に実施する。
【科技、経、環】 

             

・AI/IoT 等の先端技術との融合
（BI-Tech）によりエネルギー
の使用実態や環境配慮行動の実
施状況等に関するデータを収
集・解析し、脱炭素に向けた無
理のない行動変容を促進するた
めの実証事業を実施中。 

・省エネナッジについて、2 年間
の継続した省エネレポートの送
付により、平均 2％の統計学的
に有意で継続した省エネ・省
CO2 効果を確認。また、効果の
持続性の検証により、送付停止
後半年が経過した時点において
も省エネ・省 CO2 効果が持続し
ていることを確認。 

・エコドライブナッジについて、
メッセージの違いにより最大

・総合知の活用や BI-Tech の実践を通じた
製品・サービス・ライフスタイルのマーケ
ット拡大を 2022 年度末までに目指すと
ともに、成果を順次とりまとめ、日本版ナ
ッジ・ユニット連絡会議等において報告・
公表。また、諸外国のナッジ・ユニット等
とも情報共有や連携を図り、国際協調の
下、行動に起因する社会課題の解決に向
けた我が国国民の意識変革や行動変容を
推進。【環】 

・スマートスピーカーを通じた節電ナッジ
について、電気使用量の抑制等省エネ・省
CO2 効果を 2021 年度に検証。【環】 

・最速で 2022 年度中の運用開始を目指し
て、Ｊ－クレジット制度の電子化に向け
た検討を継続し、次期登録簿システムの
構築等を推進。【環】 

                                                      
77 BI-Tech ：Behavioral Insights x Technology。ナッジ等の行動科学の知見（行動インサイト）に基づき、個人/世帯のエネルギー使用実態や

属性情報等のビッグデータをＩｏＴ技術で収集し、ＡＩ技術で解析してパーソナライズしたメッセージにより行動変容を促す。 
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14.5％の統計学的に有意な省エ
ネ・省 CO2 効果を確認し、実証
を終了。 

・省エネナッジ等の BI-Tech につ
いて、その実証事業に参画した
事業者が自らの製品・サービス
に取り入れることで成果の社会
実装が進行中。 

・ブロックチェーン技術を活用し
た環境価値の個人または企業の
取引について、売り手と買い手
の購買行動がどのように変容す
るかの実証を実施中。 

・Ｊ－クレジット制度に関する企
業・プロバイダー・地域金融機
関・自治体等へのヒアリングや
アンケートの結果を踏まえなが
ら、デジタル技術に知見のある
事業者等から成るワーキンググ
ループを開催し、現行のＪ－ク
レジット制度の課題等について
の検討結果をとりまとめ公表。 
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（３）レジリエントで安全・安心な社会の構築 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

頻発化・激甚化する自然災害に対し、先端ＩＣＴに加え、人文・社会科学の知見も活用した総合的な防災
力の発揮により、適切な避難行動等による逃げ遅れ被害の最小化、市民生活や経済の早期の復旧・復興が図
られるレジリエントな社会を構築する。これに加えて、必要なインフラの建設・維持管理・更新改良等を効
率的に実施することにより、機能や健全性を確保し、事故や災害のリスクを低減するなど、国土強靱化に係
る科学技術・イノベーションを活用した総合的な取組を推進する。 

さらに、多様化・高度化しつつ刻々と変化を続けるサイバー空間等の新たな領域における攻撃や、新たな
生物学的な脅威から、国民生活及び経済社会の安全・安心を確保する。 

世界的規模での地政学的な環境変化が起き、覇権争いの中核が科学技術・イノベーションとなっている現
況下にあって、科学技術・イノベーションが国家の在り様に与える影響はますます増大するとの認識の下、
産学官が連携し、分野横断的に先端技術の研究開発を推進し、安全・安心で強靱な社会の構築に貢献すると
ともに、国力の根源である重要な情報を守り切る。 

このような、レジリエントで安全・安心な社会を目指すため、様々な脅威に対する総合的な安全保障の実
現を通して、我が国の平和を保ち、国及び国民の安全・安心を確保するために、関係府省庁、産学官が連携
して我が国の高い技術力を結集するとともに、「知る」「育てる」「生かす」「守る」の視点が重要である。す
なわち、「『安全・安心』の実現に向けた科学技術・イノベーションの方向性」78に基づき、いかなる脅威
があるのか、あるいは脅威に対応できる技術を「知る」とともに、必要な技術をどのように「育てる」のか、
育てた技術をどのように社会実装し「生かす」のかを検討し、また、それらの技術について流出を防ぐ「守
る」取組を進める。具体的には、我が国が育てるべき重要技術分野の明確化及び重要技術への重点的な資源
配分を実施するとともに、我が国の技術的優越を確保・維持する観点や、研究開発成果の大量破壊兵器等へ
の転用防止といった観点から、適切な技術流出対策等を着実に実施する。これらにより、我が国にとっての
重要技術を守るとともに、我が国の研究セキュリティを確保し、総合的な安全保障を実現する。 

 
【目標】 
・ 頻発化・激甚化する自然災害、新たな生物学的脅威などの国民生活及び経済社会への様々な脅威に関す

る社会的な不安を低減・払拭し、国民の安全・安心を確保する。 
 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 基盤的防災情報流通ネットワークＳＩＰ４D（Shared Information Platform for Disaster Management）

を活用した災害対応が可能な都道府県数：全都道府県（2023 年） 
・ 防災チャットボット 79の運用地方公共団体数：100 以上（2023 年） 
・ 2025 年度目途に府省庁及び主要な地方公共団体・民間企業のインフラデータプラットフォーム間の連

携及び主要他分野とのデータ連携を完了 
・ 2021 年度にサイバーセキュリティ情報を国内で収集・生成・提供するためのシステム基盤を構築、産

学への開放を実施 
・ 生物学的脅威に対する対応力強化：2021 年度より感染症に係る情報集約・分析・提供のためのシステ

                                                      
78 2020 年 1 月 21 日統合イノベーション戦略推進会議決定 
79 災害時に、ＳＮＳ上で、ＡＩを活用して人間に代わって自動的に被災者と対話するシステム。ＳＩＰ（第２期）研究開発課題「国家レジリ

エンス（防災・減災）の強化」（2018 年度～2022 年度）において研究開発を実施。 
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ムを強化し、随時情報集約を実施。2022 年度より、研究者の分析に基づくリスクコミュニケーション
のための情報を提供 

・ 新たなシンクタンク機能：2021 年度より立ち上げ、2023 年度を目途に組織設立 
 
【現状データ】（参考指標） 
・ 自然災害による死者・行方不明者数：107 人（2020 年）80 
・ 自然災害による施設関係等被害額：約 0.9 兆円（2019 年）81 
・ 短時間強雨（50mm/h 以上）の年間発生回数：約 334 回/年（2011～2020 年平均）82 
・ 建設後 50 年以上経過するインフラの割合：（例）道路橋：約 63％（2033 年）83 
・ サイバー攻撃件数：（例）ランサムウェア：約 6,113 万件（2019 年）84 
・ 感染症発生動向調査における感染症患者の報告件数（例）結核：21,672 件（2019 年）85 
 
① 頻発化、激甚化する自然災害への対応 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇国際的な枠組みを踏まえた地震・津波等に係る

取組も含め、自然災害に対する予防、観測・予
測、応急対応、復旧・復興の各プロセスにおい
て、気候変動も考慮した対策水準の高度化に向
けた研究開発や、それに必要な観測体制の強化
や研究施設の整備等を進め、特に先端ＩＣＴ等
を活用したレジリエンスの強化を重点的に実
施する。組織を越えた防災情報の相互流通を担
うＳＩＰ４Ｄを核とした情報共有システムの
都道府県・市町村への展開を図るとともに、地
域の防災力の強化に取り組むほか、データ統
合・解析システム（ＤＩＡＳ）を活用した地球
環境ビッグデータの利用による災害対応に関
する様々な場面での意思決定の支援や、地理空
間情報を高度に活用した取組を関係府省間で
連携させる統合型 G 空間防災・減災システム
の構築を推進する。さらに、産官学民による災
害対応の更なる最適化支援及び自助・共助・公
助の取組に資する国民一人ひとりとのリスク
コミュニケーションのための情報システムを
充実するなど、災害対応のＤＸ化を推進する。
そのため、ＳＩＰ４Ｄについて、2021 年度よ
り都道府県災害情報システムとの連接を順次
実施する。また、防災チャットボットについて、
2023 年度より市町村及び住民との情報共有の
ためのシステムの一部を稼働するとともに、更
なるシステムの充実に取り組む。【 科 技 、 防
災、関係府省、関係地方公共団体】 

 

・ＳＩＰ４Ｄと都道府県災害
情報システムを自動連接し
て、地域の災害情報のＳＩ
Ｐ４Ｄによる迅速な情報共
有をするため、システム間
の自動連接に関する技術開
発と実証を実施。 

・防災チャットボットについ
ては、プロトタイプを構築
し、市町村等での実証実験
等を実施。 

・地球環境データを蓄積・統
合解析するデータ統合・解
析システム（DIAS）の構
築・運用により、洪水予測
やリアルタイム浸水予測シ
ステム等の構築に取り組
み、防災・減災等の地球規
模課題の解決に資する研究
開発を推進。 

・地理空間情報の活用推進に
関する行動計画である「Ｇ
空間行動プラン 2020」の中
に統合型Ｇ空間防災・減災
システムの構築に向けた取
組方針等を示し、地理空間
情報活用推進会議にて決
定。 

・次期気象衛星に関して、国

・ＳＩＰ４Ｄと各都道府県の災害情報
システムとの自動連接については、関
係府省と連携しプロモーション活動
や相談窓口の設置、支援施策メニュー
に係る情報提供等の取組を推進。【科
技、防災】 

・防災チャットボットについては、2023
年度の市町村及び住民との情報共有
のためのシステムの一部稼働に向け、
システムの機能向上を推進。【科技、
防災、IT、総】 

・防災対策のエビデンスデータとなる
気候変動候予測データの高精度化を
推進するとともに、DIAS については
これまでの成果・実績を活かしつつ、
長期的・安定的運用の下で、DIAS を
活用した地球環境ビッグデータの利
活用を更に拡大・展開させ、防災・減
災対策等の地球環境全体のデータプ
ラットフォーム（ハブ）の実現に向け
た取組を実施。【文、国】 

・「Ｇ空間行動プラン 2020」の中で示さ
れた統合型Ｇ空間防災・減災システム
の構築に向けた取組方針等に沿って
事業を着実に実施。【地理空間、関係
府省】 

・高密度観測等の最新技術を取り入れ
た次期気象衛星（2023 年度をめどに
製造に着手）を核とした観測網を構

                                                      
80 内閣府「令和３年版 防災白書」 
81 内閣府「令和３年版 防災白書」 
82 気象庁「気候変動監視レポート 2020」（2021 年）、 
 URL: https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html 
83 国土交通省「令和２年版 国土交通白書」 
84ＩＰＡ「情報セキュリティ白書 2020」 
85 国立感染症研究所「感染症発生動向調査」（2019 年）、 

URL: https://www.niid.go.jp/niid/ja/ydata/10064-ydata2019.html 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/ydata/10064-ydata2019.html
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内外の技術動向調査を行う
とともに、宇宙開発利用加
速化戦略プログラムを活用
した技術開発を開始。 

築。また、宇宙開発利用加速化戦略プ
ログラムにより、関係省庁との連携の
下、次期気象衛星を活用した宇宙環境
モニタリングの技術開発を推進。【国】 

・産官学民の共創により、DX 化で統合
した情報と災害対応の知見や経験を
社会科学的手法で分析したものを組
み合わせ、総合知として活用すること
により災害対応支援に資するような
研究開発課題を検討。【文】 

〇情報共有システムに係る研究基盤を構築する
とともに、人文・社会科学の知見も活用した防
災対策水準の評価や避難者の行動心理分析、防
災における社会的要請や課題の分析、防災技術
のベンチマーキングなどを踏まえた、防災研究
の全体俯瞰に基づく効率的・効果的な研究開発
投資及び社会実装の取組を実施する。【科技、
防災、関係府省、関係地方公共団体】 

            

・防災研究についての全体俯
瞰の調査を行った結果、中
長期視点からの計画的、戦
略的な研究開発投資及び防
災研究における司令塔機能
によるマネジメント体制の
構築の必要性を認識。関係
府省との検討を開始。 

・防災研究についての全体俯瞰の調査
を踏まえ、政府関係部局及び有識者に
よる検討会を各々立ち上げ、研究開発
及び社会実装に係るマネジメント体
制整備に着手するとともに、今後の防
災研究の方向性や、新たな防災分野の
研究開発課題の検討を実施。具体的に
は、現状の防災対策の水準の評価や課
題分析、技術シーズの開発可能性の検
討等を踏まえ、2022 年度までに新た
な研究開発課題を検討。【科技、防災、
関係府省】 

 
② デジタル化等による効率的なインフラマネジメント 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇国土強靱化に向けた効率的なインフラマネジ

メントを実現するため、公共工事における先
端技術の実装を進めるとともに、各管理者に
おけるインフラデータのデジタル化・３Ｄ化
を順次実施し、それらのデータを利活用する
ためのルール及びプラットフォームを整備す
る。【科技、国、関係府省】    

              

・PRISM 公募により、公共事
業における先端技術につい
て、2020 年度計 38 件を試
行中。 

・国土交通省インフラ分野の
DX 推進本部を計３回開催
し、ロードマップを含む DX
施策を 2021 年２月に公表。 

・国土交通データプラットフ
ォームの利用規約を 2020 年
３月に公表。 

・2022 年度までに国・自治体・民間が
保有する国土・経済活動・自然現象に
関するデータと連携したプラットフ
ォームを構築。【国】 

〇インフラ分野での連携型データプラットフォ
ームの構築に向け、2021 年度までに府省庁及
び主要な地方公共団体・民間企業のデータプラ
ットフォーム間の連携のための環境を整備し、
以降、インフラ管理者間の連携を進めるととも
に、国土強靱化その他の付加価値創出に向け、
防災分野、都市分野、産業分野等とのデータ連
携を実施する。【科技、関係府省】 

・2020 年度までにデータ連携
検討会を６回実施、連携型
インフラデータプラットフ
ォームの構築に向け、基本
コンセプト・連携の枠組
み・工程表について整理。 

・2021 年度内に連携型インフラデータ
プラットフォームの構築に向けた基
本的枠組みの検討、モデル事業の実
施。【科技、関係府省】 

・2021 年度内に関係機関参画による連
携型インフラデータプラットフォー
ムの運営体制構築準備。【科技、関係
府省】 

 
③ 攻撃が多様化・高度化するサイバー空間におけるセキュリティの確保 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇サイバー攻撃が多様化・高度化するなど、非

連続な情勢変化が生じる中にあって、そのよ
うな変化に追従・適応する能力が必要とな
る。その観点を踏まえ、攻撃に対する観測・
予測・分析・対処・情報共有等のための研究
開発や体制構築を実施する。具体的には、サ
イバーセキュリティ情報を国内で収集・生
成・提供するためのシステム基盤を 2021 年
度までに構築し、産学への開放を進める。加
えて、量子コンピュータ時代に対応した高度
な暗号技術等の開発、サプライチェーンリス

・サイバー空間の拡大や実空
間との融合の進展ととも
に、新たな技術や手法等を
活用したサイバー攻撃や、
組織犯罪や国家の関与が疑
われる攻撃など、脅威の複
雑化・巧妙化が進んでお
り、現に国外では、重要イ
ンフラやサプライチェーン
等に対する攻撃を認識。 

・2021 年度より、サイバーセキュリテ
ィ統合知的・人材育成基盤（通称
CYNEX)の構築・運用を開始。【総】 

・2021 年度より、安全な無線通信サー
ビスのための新世代暗号技術に関す
る研究開発を開始。【総】 

・サプライチェーンリスクへ対応する
ための技術検証等に関しては、関係省
庁において、検証体制の構築やハード
ウェアチップ等の検証技術調査、検証
基盤構築（Proven in Japan）の推進等
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クへ対応するための脆弱性や不正機能の検知
といった技術検証等を推進する。【内閣官房、
科技、総、経、関係府省】  

のほか、「戦略的イノベーション創造
プログラム（SIP）」の下で、サイバー・
フィジカル・セキュリティ対策基盤の
構築に向けて、2020 年度より実証実
験に着手。【内閣官房、科技、総、経、
関係府省】 

 
④ 新たな生物学的な脅威への対応 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇新たな生物学的な脅威に対して、発生の早期

探知、流行状況の把握と予測、予防・制御や
国民とのリスクコミュニケーション等に係る
研究開発を推進する。具体的には、2021 年度
より感染症に係る情報集約・分析・提供のた
めのシステムを強化し、随時情報集約を実施
する。また、2022 年度より、研究者の分析に
基づくリスクコミュニケーションのための情
報を提供する。【内閣官房、科技、厚、関係府
省】             

・今般の新型コロナウイルス
感染症の世界的流行によ
り、感染症に対する社会シ
ステムの脆弱性が顕在化。 

・グローバル化の進む社会に
おいては、ヒト・モノの国
境を越えた移動により感染
症が短期間に国境を越えて
拡大するリスクが存在して
おり、今後も新たな生物学
的な脅威が発生し、国民の
生命や経済社会に大きな打
撃を与えるリスクが存在。 

・2021 年度より感染症に係る情報集約・
分析・提供のための体制を強化し、随
時情報集約を実施する。また、効果的
なリスクコミュニケーションに向け
た感染症に関する分析に資する研究
を推進。【厚】 

 
⑤ 宇宙・海洋分野等の安全・安心への脅威への対応 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇宇宙分野や海洋分野を含むその他の安全・安心

への脅威に対し、国際的な連携体制を確保しつ
つ、先端的な基盤技術の研究開発や、それぞれ
の課題に対応した研究開発と社会実装を実施
する。【内閣官房、科技、宇宙、海洋、外、文、
経、防、関係府省】     

・海洋観測については、研究船
やフロート、ブイ等による観
測 を 展 開 す る と と も に 、
AUV 86等をはじめとした無
人観測技術開発を推進。 

・宇宙空間は国民生活や経済社
会活動、さらに安全保障の基
盤として重要な役割を果たし
ている。宇宙を巡る国際競争
が激化する中、対衛星兵器や
サイバー攻撃等の宇宙システ
ムに対する脅威・リスクが顕
在化するとともに、極超音速
滑空弾等の新たな脅威への対
応など、安全保障における宇
宙の役割がますます高まって
いる。また、デブリの増加等
により、宇宙空間の更なる混
雑化が見込まれており、その
持続的かつ安定的な利用を妨
げるリスクへの対処が喫緊の
課題。 

・MDA の能力を強化し、我が国の広大
な排他的経済水域を最大限利用する
ためには、海洋観測技術の高度化・効
率化が不可欠である。船舶等による有
人観測に加え、AUV や海底光ファイ
バケーブル等を活用した無人観測に
より、海洋をより広く、詳細かつ効率
的に観測することを可能とする技術
を開発。【文】 (再掲) 

・準天頂衛星システム、情報収集衛星、
SSA 衛星等の宇宙システムの着実な
整備を推進するとともに、ミサイル防
衛のための衛星コンステレーション
についての検討、軌道利用に関するル
ール整備、サイバーセキュリティ対策
を含めた宇宙システム全体の機能保
証の強化等に取り組む。【宇宙、関係
省庁】 

 
⑥ 安全・安心確保のための「知る」「育てる」「生かす」「守る」取組 

安全・安心の実現のための重要な諸課題に対応し、科学技術の多義性を踏まえつつ、総合的な安全保障の基
盤となる科学技術力を強化するため、分野横断的な取組を実施する。緊急を要する課題については、順次、対
応方針を固め、既存事業との整理等を行いつつ、必要な取組を進める。 

 
                                                      
86 ＡＵＶ：Autonomous Underwater Vehicle。自律型無人探査機。 
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基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇国民生活、社会経済に対する脅威の動向の

監視・観測・予測・分析、国内外の研究開
発動向把握や人文・社会科学の知見も踏ま
えた課題分析を行う取組を充実するため、
安全・安心に関する新たなシンクタンク機
能の体制を構築し、今後の安全・安心に係
る科学技術戦略や重点的に開発すべき重要
技術等の政策提言を行う。そのため、
2021 年度より新たなシンクタンク機能を
立ち上げ、2023 年度を目途に組織を設立
し、政策提言を実施する。【内閣官房、科
技、関係府省】   

・2020 年 3 月 9 日にイノベー
ション政策強化・推進のた
めの有識者会議「安全・安
心」の下にシンクタンク機
能検討ワーキンググループ
を立ち上げ、シンクタンク
機能の体制等について検討
を実施。 

・2021 年４月２７日に統合イ
ノベーション戦略推進会議
において「国及び国民の安
全・安心の確保に向けた科
学技術の活用に必要なシン
クタンク機能に関する検討
結果報告書」を公表。 

・統合イノベーション戦略推進会議で公表
された検討結果報告書を踏まえ、シンク
タンク機能を今年度に立ち上げ、政府か
らの課題設定に基づき、科学技術に係る
高度な知見に基づく調査・分析等を行い、
重点的に開発すべき重要技術等に関する
政策に資する提言を実施。 

・新たなシンクタンク機能を立ち上げる中
で得られた知見を踏まえつつ、2023 年度
を目途に組織を設立すべく、関係府省庁
と連携。 

 

〇新たなシンクタンク機能からの政策提言を
踏まえながら、必要に応じ研究開発プログ
ラムやファンディング等と連動させて重点
的な研究開発につなげる仕組みを構築す
る。明確な社会実装の目標設定を含む研究
開発プログラムのマネジメントを実施す
る。【内閣官房、科技、関係府省】     

・重要な技術分野の明確化に
ついては新たなシンクタン
ク機能からの提言が重要な
役割を担うところ、シンク
タンク機能の早期立ち上げ
の必要性を認識。 

 

・経済安全保障の強化推進のため、シンク
タンク機能も活用しながら、宇宙、量子、
AI、スーパーコンピューター・半導体、原
子力、先端材料、バイオ、海洋等の分野に
おける先端的な重要技術について、関係
省庁、研究機関、企業、専門家等の密接な
連携のもと官民の力を結集して、実用化
に向けた強力な支援を行う新たなプロジ
ェクトを創出する。併せて、重要な技術情
報を保全しつつ共有・活用を図る仕組み
を検討・整備する。 

・上記記載の分野等も含め、安全・安心を確
保するために重要な技術分野に予算、人
材等を重点配分し、研究開発を効果的・効
率的に推進。 

〇研究活動の国際化、オープン化に伴い、利
益相反、責務相反、科学技術情報等の流出
等の懸念が顕在化しつつある状況を踏ま
え、基礎研究と応用開発の違いに配慮しつ
つ、また、国際共同研究の重要性も考慮に
入れながら、政府としての対応方針を検討
し、2021 年に競争的研究費の公募や外国
企業との連携に係る指針等必要となるガイ
ドライン等の整備を進める。特に研究者が
有すべき研究の健全性・公正性（研究イン
テグリティ）の自律的確保を支援すべく、
国内外の研究コミュニティとも連携して、
2021 年早期に、政府としての対応の方向
性を定める。これらのガイドライン等につ
いては、各研究機関や研究資金配分機関等
の取組状況を踏まえ、必要に応じて見直
す。【科技、文、経、関係府省】 

・研究活動の国際化、オープ
ン化に伴い、利益相反・責
務相反、科学技術情報の流
出等の懸念が顕在化しつつ
ある状況を踏まえ、内閣府
委託調査事業の一環とし
て、「研究インテグリティに
関する検討会」を開催し、
国内外における動向の調査
分析、有識者ヒアリング、
検討会における議論等を通
じ、国の研究者や研究組織
等が確保すべき研究インテ
グリティとそのための取組
の在り方を整理。 

・統合イノベーション戦略推進会議におい
て決定された「研究インテグリティの確
保に係る対応方針」を踏まえ、各府省で着
実に取組を推進。特に、競争的研究費事業
の共通的なガイドラインについては、
2021 年の出来るだけ早期に改定を実施。
また、各大学・研究機関等に周知・連絡を
実施。 

 
 

〇我が国の技術的優越を確保・維持するため、
重要技術の明確化、重視する技術分野への
重点的な資源配分、適切な技術流出対策等
を実施する。国際的な技術流出問題の顕在
化といった状況を踏まえ、グローバルに知
の交流促進を図り、研究力、イノベーショ
ン力の強化を進めることと、総合的な安全
保障を確保することを両立しつつ、多様な
技術流出の実態に応じて段階的かつ適切な
技術流出対策を講ずべく、情報収集を進め
るとともに、制度面も含めた枠組み・体制

・我が国の安全保障をめぐる
環境が一層厳しさを増して
いる中、科学技術・イノベ
ーションにおける覇権争い
が激化。 

・このような背景の下重要技
術の明確化、重視する技術
分野への重点的な資源配
分、適切な技術流出対策等
について関係省庁による検
討を実施。 

・経済安全保障の強化推進のため、シンク
タンク機能も活用しながら、宇宙、量子、
AI、スーパーコンピューター・半導体、原
子力、先端材料、バイオ、海洋等の分野に
おける先端的な重要技術について、関係
省庁、研究機関、企業、専門家等の密接な
連携のもと官民の力を結集して、実用化
に向けた強力な支援を行う新たなプロジ
ェクトを創出する。併せて、重要な技術情
報を保全しつつ共有・活用を図る仕組み
を検討・整備する。（再掲）。 
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の構築について検討を進める。【内閣官房、
科技、関係府省】    

・安全保障貿易管理の在り方
についても経済産業省を中
心に関係各府省による検討
を実施。 

・技術流出対策を始めとする
経済安全保障に係る情報収
集・分析・集約・共有に必
要な体制を強化。 

・信頼性の高い研究・事業環
境を自発的に構築すること
は、国際的な先端研究ネッ
トワークに参加し、多様な
人材によるイノベーション
を創出し続けるための前提
条件であり、大学・研究機
関・中小企業を含む企業等
が法令を遵守し、留学生・
外国人研究者等の受入れや
共同研究等における技術流
出の未然防止、リスク低減
のための措置に取り組むこ
とが重要。 

・科学技術・産業競争力を最先端レベルで
維持するとともに、国際共同研究を円滑
に推進し、我が国の技術的優位性を確保・
維持する観点も踏まえ、重要な技術情報
を保全しつつ共有・活用を図る仕組みを
整備する。 

・特許の公開制度について、各国の特許制
度の在り方も念頭に置いた上で、イノベ
ーションの促進と両立させつつ、安全保
障の観点から非公開化を行うための所要
の措置を講ずるべく検討を進める。 

・技術流出防止のより実効的な水際管理を
図るため、関係府省庁の連携による出入
国管理やビザ発給の在り方の検討を含
め、留学生・研究者等の受入れの審査強化
に取り組み、そのためのＩＴ環境を含め
た体制の整備等を推進。 

・大学・研究機関・企業等における機微な技
術情報へのアクセス管理、管理部門の充
実や内部管理規定の策定など内部管理体
制が一層強化されるよう、産学官による
取組を推進。政府として、当該実現に向け
て必要な意識啓発と制度面を含めた対応
を一層充実させ、実効性を向上させつつ、
大学・研究機関・企業等の負担軽減のため
の取組みを実施。 

・安全保障貿易管理の面等から適切に技術
を管理すべき政府研究開発事業を精査
し、事業の特性を踏まえつつ、安全保障貿
易管理の要件化等の対象事業の選定をし
た上で資金配分先の安全保障貿易管理体
制の構築を求めるとともに、一層の技術
流出防止に向けて対象事業を継続的に拡
大する。また、研究開発主体が必要な技術
管理を行うよう、対象事業を執行する執
行機関は、適切に対象事業を運営。 

・外為法上の投資審査・事後モニタリング
について、関係省庁の連携強化を進めつ
つ、執行体制の強化を図るとともに、指
定業種の在り方に係る検討を行う。既存
の国際輸出管理レジームを補完する新た
な安全保障貿易管理の枠組みの早期の実
現を目指す。外為法上のいわゆる「みな
し輸出」の管理強化について、2022 年
度までに実施。  

・技術流出の実態及び懸念を把握し未然防
止等を図るため、経済安全保障に係る情
報の収集・分析・集約・共有に必要な体制
を強化するほか、技術窃取・サイバー攻撃
等事案の実態解明・取締りを行うための
体制を拡充する。また、企業統治等におい
て経済安全保障が重要な一要素に位置付
けられる環境を醸成するため、官民連携
を強化する枠組みの構築を目指す。 
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（４）価値共創型の新たな産業を創出する基盤となるイノベーション・エコシステムの形成 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

社会のニーズを原動力として課題の解決に挑むスタートアップを次々と生み出し、企業、大学、公的研究
機関等が多様性を確保しつつ相互に連携して価値を共創する新たな産業基盤が構築された社会を目指す。 

このため、都市や地域、社会のニーズを踏まえた大学・国立研究開発法人等の研究開発成果が、スタート
アップや事業会社等とのオープンイノベーションを通して事業化され、新たな付加価値を継続的に創出す
るサイクル（好循環）を形成する。このサイクルが、社会ニーズを駆動力として活発に機能することにより、
世界で通用する製品・サービスを創出する。さらに、事業の成功を通じて得られた資金や、経験を通じて得
られた知見が、人材の育成や事業会社・大学・国立研究開発法人等の共同研究を加速させる。こうして、大
学や国立研究開発法人、事業会社、地方公共団体等が密接につながり、イノベーションを創出するスタート
アップが次々と生まれ、大きく育つエコシステムが形成される。 

このような流れが切れ目なくつながるシステムが都市や地域を核に形成されることによって、社会課題
の解決・社会変革を導くイノベーションが連続的、相互連鎖的に創出される。加えて、スタートアップの世
界展開、世界からの投資の呼び込みの拡大につながる。 

こうしたエコシステムの実現に向け、ニーズプル型のイノベーションの創出を強力に進めるとともに、ス
タートアップ及び事業会社のイノベーション活動が促進されるよう、制度面、政策面での環境整備を進め
る。さらに、大学・国立研究開発法人等の「知」が社会ニーズに生かされるよう、産学官連携による新たな
価値共創の推進やスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成を進めるとともに、エコシステムを支える
人材育成に取り組む。 
 
【目標】 
・ 大学や研究開発法人、事業会社、地方公共団体等が密接につながり、社会課題の解決や社会変革へ挑戦

するスタートアップが次々と生まれるエコシステムが形成され、新たな価値が連続的に創出される。 
 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ ＳＢＩＲ制度 87に基づくスタートアップ等への支出目標：570 億円（2025 年度）88 
・ 官公需法に基づく創業 10 年未満の新規事業者向け契約目標：３％（2025 年度）89 
・ 実践的なアントレプレナーシップ教育プログラムの受講者数：1,200 名（2025 年度）90 
・ 大学等及び国立研究開発法人における民間企業からの共同研究の受入額：2025 年度までに、対 2018 年

度比で約７割増加（2025 年度）91 
・ 分野間でデータを連携・接続する事例を有するスタートアップ・エコシステム拠点都市数の割合：100%

（2025 年） 
・ 企業価値又は時価総額が 10 億ドル以上となる、未上場ベンチャー企業（ユニコーン）又は上場ベンチ

                                                      
87 中小企業等に対する研究開発補助金等の支出機会の増大を図り、その成果の事業化を支援する省庁横断的な制度（ＳＢＩＲ：Small Business 

Innovation Research）。 
88 2020 年度目標、約 463 億円 
89 2019 年度実績、1.06％ 
90 2020 年見込み、約 600 名 
91 2018 年見込み、約 882 億円。共同研究の受入額の第６期基本計画期間の前半における状況（新型コロナウイルス感染症の影響からの回復の

状況など）を踏まえつつ、必要に応じ数値目標の見直しも検討する。 
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ャー企業 92創出数：50 社（2025 年度）93 
 

【現状データ】（参考指標） 
・ 大学等スタートアップ創業数：大学等発 204 社(2019 年度設立)、研究開発型法人発 13 社（2018 年度設

立）94 
・ ＶＣ等による投資額・投資件数：年間ＶＣ等投資額 2,891 億円/1,824 件（2019 年度）95 
・ 国境を越えた商標出願と特許出願：主要国のうち、単位人口当たりで商標出願数よりも特許出願数が相対

的に多い国は日本のみ 96 
・ 研究者の部門間の流動性：企業から大学等へ転入した研究者数 1,150 人、大学等から企業へ転入した研究

者数 218 人(2019 年度)97 
 
① 社会ニーズに基づくスタートアップ創出・成長の支援 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇政府による、ニーズプル型のイノベーシ

ョンの創出を進めるため、2021 年 4 月
に施行される新たな日本版ＳＢＩＲ制度
を、関係府省が連携して推進する。本制
度に基づく研究開発制度を 2021 年度か
ら導入し、政府の支出目標を設定すると
ともに、本制度を活用して開発された製
品等を調達し、初期需要を創出すること
により、スタートアップの創出、成長を
強力に支援する。【科技、関係府省】 

                      

・第６期基本計画において、2025
年度において達成を目指す支出目
標（570 億円）を設定。 

・2021 年度の支出目標（約 537 億
円）の設定等に係る「令和３年度
特定新技術補助金等の支出の目標
等に関する方針」を 2021 年 6 月
に閣議決定。 

・指定補助金等の実施について必要
な事項を定める「指定補助金等の
交付等に関する指針」を 2021 年
6 月に閣議決定。 

・新制度の効果的・効率的な運用に
向けた各省連携体制について検
討。 

・2021 年度の支出目標の達成に向けて、
関係府省と連携する。その際、旧制度
について挙げられた課題を踏まえた
新制度の適切な KPI を設定し、内閣
府を中心に、関連事業の実施状況の的
確な把握や評価を実施。【科技、関係
府省】 

・「指定補助金等の交付等に関する指
針」に基づき実施する指定補助金等に
おいて、政策課題や公共調達ニーズを
踏まえた具体的な研究開発課題を提
示し、関係する研究開発を支援すると
ともに、研究開発が成功した際には、
試験的な導入や政府調達等につなげ
る仕組みを各省連携により構築する
とともに、政府調達を増大するための
措置を実施。【科技、関係府省】 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市への支援や新しい日本版 SBIR 制度
の促進、「Plus」における支援、アント
レプレナーシップ教育の促進等を一
体化して、「イノベーション・エコシ
ステム形成パッケージ」として推進。
【科技、関係府省】 

 
〇社会課題の解決や市場のゲームチェンジ

をもたらすスタートアップの創出及び効
果的な支援を実現するため、大学・国立研
究開発法人等発ベンチャー創出を促進す
る環境整備、ベンチャーキャピタルのフ
ァンド組成の下支えや、研究資金配分機

・成長性を秘めた研究開発型スター
トアップに対して、支援人材、ベ
ンチャーキャピタル、研究機関、
事業会社等の協力を得ることを条
件に、実用化開発等に係る研究開
発費用等の支援を実施。 

・社会課題の解決や市場のゲームチェ
ンジをもたらすスタートアップの創
出及び効果的な支援を実現するため、
大学・国立研究開発法人等発ベンチャ
ー創出を促進する環境整備、ベンチャ
ーキャピタルのファンド組成の下支

                                                      
92 2018 年度当初時点で、創業していない又は創業 10 年未満の企業を対象。 
93 2018 年度から 2025 年度までの目標として、令和２年度革新的事業活動に関する実行計画（2020 年７月 17 日）において設定。2019 年度末

時点、16 社。 
94 文科省、内閣府による調査 
95 一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（ＶＥＣ）「ベンチャー白書 2020」 
96 文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標 2020」（調査資料-295、2020 年８月） 
97 総務省「2020 年科学技術研究調査結果」（2020 年 12 月） 



47 

関等による大規模な資金支援（Gap Fund
供給）を実施する。【文、経】 

              

・成長性のある大学等発ベンチャー
の創出力の強化に向けて、民間の
事業化ノウハウを活用しつつ、大
学等の革新的技術の研究開発支援
と事業化を一体的に実施。また、
スタートアップ・エコシステム拠
点都市において自治体・産業界と
連携し、大学等における実践的な
アントレプレナーシップ教育と大
学等発ベンチャー創出の総合的な
環境整備に係る支援を 2021 年 3
月より開始。 

えや、研究資金配分機関等による大規
模な資金支援（ギャップファンド供
給）を実施。【文、経】 

・成長性のある大学等発ベンチャーの
創出力の強化に向けて、民間の事業化
ノウハウを活用しつつ、ポテンシャル
の高い大学等の革新的技術の研究開
発支援と事業化を一体的に実施。ま
た、スタートアップ・エコシステム拠
点都市において自治体・産業界と連携
し、大学等における実践的なアントレ
プレナーシップ教育とギャップファ
ンド及び起業支援体制構築に向け支
援。【文、経】 

・研究開発型スタートアップのレイタ
ーステージにおける大規模資金調達
の環境整備について関係機関とその
方策を検討。【科技、金融、経】 

 
〇スタートアップが大企業と共同研究等を

通じて連携する際に、オープンイノベー
ションの促進と公正かつ自由な競争環境
の確保の観点から適正な契約がされるよ
う、各契約における問題事例やその具体
的改善の方向性や、独占禁止法上の考え
方を整理したガイドラインを策定する。
【公取、経】     

・公正取引委員会は 2020 年 11 月
に「スタートアップの取引慣行に
関する実態調査報告書」（最終報
告）を公表。 

・2021 年 3 月に「スタートアップ
との事業連携に関する指針」を公
表。 

・適正な契約がされるよう、策定した
「スタートアップとの事業連携に関
する指針」を周知。【公取、経】 

〇大学等発スタートアップやその連携先企
業について、適切な協力関係が構築でき
ているか、継続的な実態把握を行う。【科
技、経】 

・スタートアップ・エコシステム拠
点都市推進協議会ワーキンググル
ープにおいて実態把握、検討。 

・大学等発スタートアップやその連携
先企業の協力関係の実態把握を行う。
【科技、経】 

〇スタートアップの経営課題を踏まえた経
営人材の要件を整理すること等を通じ
て、経営人材の不足により成長を阻害さ
れている有望なスタートアップに経営人
材候補者が転職することが容易となる環
境を創出する。【経】 

                 

・2021 年 1 月にスタートアップの
経営人材についてヒアリングやア
ンケート調査を実施。 

・スタートアップの成長に寄与する人
材を効率的・効果的にマッチングする
好連携の創出を支援し、またその中で
得られた知見や事例を成果として取
りまとめて公表することで、民間市場
で広く成果が活用され、スタートアッ
プへの人材流動の大規模化かつ加速
化を目指す【経】 

〇スタートアップ支援を行う政府関係機関
が連携し、技術シーズを生かして事業化
等に取り組むスタートアップや、創業を
目指す研究者・アントレプレナーなどの
人材を継続的に支援する。【経、関係府省】       

・スタートアップへの効率的・効果
的な支援を実施するため、2020
年 7 月に、政府系の 9 機関におい
て、「スタートアップ支援機関連
携協定（通称 Plus）」を創設し、
2020 年 11 月にワンストップ窓口
を開設。 

・「Plus」において、技術シーズを生かし
て事業化等に取り組むスタートアッ
プや、創業を目指す研究者・アントレ
プレナーなどの人材への効率的・効果
的な支援を実施。【経、関係府省】 

 
② 企業のイノベーション活動の促進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇イノベーション経営 98に挑戦する企業が

資 本 市 場 等 か ら 評 価 さ れ る よ う 、
ISO56002:201999や「日本企業における価

・イノベーション経営に求められる
要件整理及び優良企業の選定に向
けた企業ヒアリング等を実施。 

・研究開発に係るファンディングにお
いて、当該行動指針や産学官連携ガイ
ドライン等を踏まえた企業の取組状

                                                      
98 組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、イノベーションをおこしやすくするための経営。ただし、イノベーションを創出する活動に対

して、必要なリソース（予算・人等）を配置し、事業化するための体制が構築されていることが前提となる。 
99 イノベーション・マネジメントシステムに関する国際規格(2019 年 7 月) 
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値創造マネジメントに関する行動指針
100」等を踏まえた銘柄化の制度設計を実
施する。また、研究開発に係るファンディ
ングにおいて、当該行動指針や産学官連
携ガイドライン 101等を踏まえた企業の取
組状況を勘案した審査を順次実施する。
【経】 

                 

・2021 年 3 月の「産学融合先導モ
デル拠点創出プログラム」の採択
において、「産学官連携ガイドラ
イン」の実行状況を審査の参考と
した。 

況を勘案した審査を実施するために
検討。【経】 

○欧米企業での社外人材が活躍するダイバ
ーシティの状況や、世界各国・企業の取
組、2020 年度に実施した過去の研究開発
事業の分析結果等を踏まえ、研究開発事
業について、リニア型ではなく、新たに生
じた社会課題等に応じて柔軟に研究開発
を進める新たな政策手法の構築を図る。
【経】         

・2020 年 11 月及び 2021 年 4 月開
催の「産業構造審議会産業技術分
科会研究開発・イノベーション小
委員会」において、今後の国の研
究開発プロジェクトのあり方につ
いて議論を実施。 

・過去の研究開発事業の調査分析に
ついては、2021 年 3 月目途に委
託事業として報告書をとりまとめ
た。 

・産業構造審議会産業技術分科会研究
開発・イノベーション小委員会におけ
る意見を踏まえ、具体的な取組を実
施。【経】 

〇オープンでアジャイルなイノベーション
の創出に不可欠なオープンソースソフト
ウエア（ＯＳＳ102）に関する経営上の重
要性（価値・リスク）の理解促進と、ＯＳ
Ｓの活用に対する意識向上に向けた普及
啓発 103を実施する。【知財】 

                

・OSS の必要性・価値・リスクを
示すためのプロモーション資料
を、経営者・知財関係者等が集う
イベント（特許庁が実施する巡回
特許庁等）で配布。また、企業関
係者が集う日本知的財産協会主催
の研修会（2021 年 3 月実施）で
解説・パネルディスカッションを
実施するなど OSS の理解促進、
普及啓発に係る取組を実施。 

・ＯＳＳに関する経営上の重要性（価
値・リスク）の理解促進と、ＯＳＳの
活用に対する意識向上に向けた普及
啓発を引き続き実施。【知財】 

〇企業における研究開発期間などの詳細な
研究開発動向を把握するための統計整備
の方法について、2024 年度までに検討
し、結論を得る。【科技、総、経】       

・企業における研究開発期間などの
詳細な研究開発動向を把握するた
めの統計整備の方法について、外
部有識者及び関係府省を交えて検
討。 

・企業における研究開発期間などの詳
細な研究開発動向を把握するための
統計整備の方法について検討。【科技、
総、経】 

 
③ 産学官連携による新たな価値共創の推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇大学・国立研究開発法人等が有するイノ

ベーションの源泉である知と社会ニーズ
とのマッチングを加速化するため、産学
官共同研究の推進や、若手研究者と産業
界とのマッチングを強化する。【科技、文、
経】     

・2020 年 6 月に「官民による若手
研究者発掘支援事業」を開始。 

・「研究成果最適展開支援プログラ
ム（A-STEP）」において、2020
年度の採択課題を秋頃に決定し、
産学連携に取り組む研究者を支
援。 

・令和２年度第３次補正において
With/Post コロナにおける社会変
革への寄与が期待される研究開発
を 2021 年 3 月に採択し、支援。 

・「官民による若手研究者発掘支援事
業」等において、引き続き産学官共同
研究の推進や、若手研究者と産業界と
のマッチングを強化し、大学・国立研
究開発法人等が有するイノベーショ
ンの源泉である知と社会ニーズとの
マッチングを加速化。【科技、文、経】 

〇2020 年 6 月に産学官連携ガイドライン
において取りまとめた、大学等・産業界
における課題と処方箋について、大学

・「官民による若手研究者発掘支援
事業」（2020 年 11 月）、「産学融
合先導モデル拠点創出プログラ

・人材、知、資金の好循環をもたらす産
学官連携を推進するための研究開発
事業において、産学官連携ガイドライ

                                                      
100 2019 年 10 月４日経済産業省及びイノベーション 100 委員会 
101 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】（2020 年 6 月） 
102 ＯＳＳ：Open Source Software。ソフトウェアの作成者がソースコードを無償で公開し、利用や改変、再配布が所定の条件の下に許可され

ているもの。 
103 「デジタル化、ＩｏＴ化時代におけるオープンソースソフトウェアに係る知財リスク等に関する調査研究」（2020 年４月、特許庁）取りま

とめ結果等を活用。 
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等・産業界等への周知を通して産学官連
携における新たな価値創造を推進すると
ともに、人材、知、資金の好循環をもた
らす産学官連携を推進するための研究開
発事業において、産学官連携ガイドライ
ンを踏まえた大学等や企業の取組の状況
を勘案した審査を推進する。【科技、
文、経】 

ム」（2021 年 3 月）、「共創の場形
成支援プログラム」の採択におい
て、「産学官連携ガイドライン」
の実行状況を審査の参考とした。 

ンを踏まえた大学等や企業の取組の
状況を勘案した審査を推進すべく、必
要な措置を検討。【科技、文、経】 

〇持続的な産学官連携プロジェクトの組成
や事業の高度化を支援するマネジメント
体制の構築、多様なステークホルダーに
よる共創の場となるオープンイノベーシ
ョン拠点の整備等を推進し、大学、国立
研究開発法人、研究機関、企業等の連携
を後押しする。【科技、文、経】            

・2020 年 9 月に「産学融合先導モ
デル拠点創出プログラム」におい
て 2 エリア、5 つの F/S 調査事業
を採択・支援。 

・「共創の場形成支援プログラム」
を 2020 年度より開始し、同年 12
月に 18 拠点を採択・支援。 

・持続的な産学官連携プロジェクトの
組成や事業の高度化を支援するマネ
ジメント体制の構築や、多様なステー
クホルダーによる共創の場となるオ
ープンイノベーション拠点の整備等
を推進し、大学、国立研究開発法人、
研究機関、企業等の連携を後押しす
る。【科技、文、経】 

・「共創の場形成支援プログラム」にお
いて、2021 年度より「地域共創分野」
を新設し、持続的な地域産学官共創シ
ステムの構築を支援。【文】 

 
④ 世界に比肩するスタートアップ・エコシステム拠点の形成 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇スタートアップ・エコシステム拠点都市

の独自の取組を後押しし、世界に比肩す
る自律的なスタートアップ・エコシステ
ムを形成する。このため、拠点都市に対
し、大学等におけるスタートアップ創出
の活性化、海外市場への参入も視野に入
れたアクセラレータ機能や Gap Fund の
強化、分野間でデータを連携する基盤へ
の接続に関する周知啓発、スマートシテ
ィ事業との連携等の官民による集中的な
支援を行う。【科技、文、経】       

・スタートアップ・エコシステム拠
点都市のスタートアップを対象
に、海外トップアクセラレータに
よるアクセラレーションプログラ
ムを実施。 

・スタートアップ・エコシステム拠
点都市において自治体・産業界と
連携し、大学等における実践的な
アントレプレナーシップ教育と大
学等発ベンチャー創出の総合的な
環境整備に係る支援を 2021 年 3
月より開始。 

・引き続き拠点都市に対して、大学等に
おけるスタートアップ創出の活性化、
海外市場への参入も視野に入れたア
クセラレータ機能やギャップファン
ドの強化、分野間でデータを連携する
基盤への接続に関する周知啓発、スマ
ートシティ事業との連携等の官民に
よる集中的な支援を実施。【科技、文、
経】 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市推進協議会ワーキング・グループを
設置し、拠点に対する支援策、拠点間
連携、大学等との連携の強化に向けて
議論を活性化。【科技、文、経】 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市において自治体・産業界と連携し、
大学等における実践的なアントレプ
レナーシップ教育の推進及びギャッ
プファンドの強化等、起業支援体制構
築に向けた支援を実施。【科技、文、
経】 

 
⑤ 挑戦する人材の輩出 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇挑戦を是とする意識を持った人材の育成

を図るため、2025 年度までに、スター
トアップ・エコシステム拠点のコンソー
シアムに参画する全大学で、オンライン
を含むアントレプレナーシッププログラ
ムを実施する。また、その事例を集約
し、同年度までに、全国に展開する。
【文】         

・スタートアップ・エコシステム拠
点都市において自治体・産業界と
連携し、大学等における実践的な
アントレプレナーシップ教育と大
学等発ベンチャー創出の総合的な
環境整備に係る支援を 2021 年 3
月より開始。 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市において自治体・産業界と連携し、
大学等における実践的なアントレプ
レナーシップ教育とギャップファン
ド及び起業支援体制構築に向けた支
援を実施。【文】 

〇イノベーションの創出に関わるマネジメ
ント人材をはじめとした多様なイノベー

・2020 年 7 月から 2021 年 3 月に
かけて「産学イノベーション人材

・イノベーション人材育成環境の整備
に関する実態調査やベストプラクテ
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ション人材の層の厚みを増すとともに、
人材流動性を高めることで質の向上を図
るため、イノベーション人材の育成と活
躍の場を創出する。そのため、これまで
の人材育成に関する議論の蓄積も踏ま
え、2023 年度までにイノベーション人
材育成環境の整備に関する実態調査やベ
ストプラクティスの周知等に取り組む。
【経】 

循環育成研究会」を設置し、イノ
ベーション人材育成環境の整備に
関しての議論を実施。 

ィスの周知等を実施。【経】 

〇大学・国立研究開発法人等と企業の間の
人材交流を促し、イノベーション人材が
適材適所で働き、イノベーションの創出
の効率性を高める観点から、「クロスア
ポイントメント制度の基本的枠組みと留
意点（追補版）」を 2023 年度までに広く
産学関係者に普及するとともに、「官民
による若手研究者発掘支援事業」などを
活用して、産学の人材マッチング等を図
る。【経】           

・2020 年 6 月に経済産業省と文部
科学省が合同で「クロスアポイン
トメント制度の基本的枠組と留意
点【追補版】」を作成。 

・同時期に両省で作成した「産学官
連携による共同研究強化のための
ガイドライン【追補版】」と合わ
せて経済界・大学等に資料配布を
実施。 

・同ガイドライン普及のためのプロ
モーションの一環で 2021 年 2 月
に開催した応用編セミナー「人材
の好循環」の中で、本追補版の内
容を取り上げるなど、関係者への
周知。 

・「クロスアポイントメント制度の基本
的枠組みと留意点（追補版）」の産学
関係者への普及を図る。 

・「官民による若手研究者発掘支援事
業」などを活用して、産学の人材マッ
チング等を図る。【経】 

 
⑥ 国内において保持する必要性の高い重要技術に関する研究開発の継続・技術の承継 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇コロナ禍等の環境変化に伴い事業会社の

研究開発や技術の継続・承継が困難にな
った場合に、国内において保持する必要
性の高い重要技術については、将来の橋
渡しを見据え国立研究開発法人で研究リ
ソースを含め引き継ぐ等の枠組みの構築
等に向けた取組を進める。【経】            

・国内において保持する必要性の高
い重要技術について、企業等での
研究継続が困難となった等の問題
が生じた場合、将来的に国内企業
等へ当該技術が橋渡しされること
を想定した上で、産総研におい
て、可能な範囲で、様々な受入制
度を活用し、関係研究者の一時的
雇用や当該研究の一定期間引継・
継続等のサポートをしていくこと
を産総研において確認済み。 

・コロナ禍等環境変化に伴い事業会社
の研究開発や技術の継続・承継が困難
になった場合に、国内において保持す
る必要性の高い重要技術については、
産総研において、可能な範囲で、様々
な受入制度を活用し、関係研究者の一
時的雇用や当該研究の一定期間引継・
継続等のサポートを実施。【経】  
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（５）次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり（スマートシティの展開） 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

都市や地域における課題解決を図り、また、地域の可能性を発揮しつつ新たな価値を創出し続けることが
できる、多様で持続可能な都市や地域が全国各地に生まれることで、新しい日常におけるリモート・リアル
の新しい暮らし・働きの場を提供するとともに、地域間の格差を解消し、自然災害や感染症等の様々な脅威
への対応により安全・安心を実現し、住民や就業者、観光客等、あらゆるステークホルダーにとって、人間
としての活力を最大限発揮できるような持続的な生活基盤を有する社会を目指す。 

このため、スーパーシティにおけるデータ連携基盤の構築を起点とし、広域連携・多核連携の核となるス
マートシティを強力に展開・実装することにより、分野・企業横断のデータ連携、他都市・地域への展開・
連携を可能とする共通的なシステムの導入、セキュリティ確保がなされ、創業しやすい環境を創出する。政
府の取組だけでなく地域や民間主導の取組においても、スマートシティのリファレンスアーキテクチャの
活用やスマートシティ官民連携プラットフォームを通じた知見の利活用が行われ、新技術を活用したイン
フラ管理手法や次世代のモビリティサービスの導入が進み、様々な分野のオープンデータを活用した都市
活動の全体最適化が実現する。 

そこでは、市民が参画したまちづくりが進み、取組を先導する人材との協働により地域に根差した活動が
活性化することで、多くの産業が生まれ、成功体験が次なる挑戦を続々と誘発し、産学官連携等を通じて地
域の知が社会へと還元される取組が活性化する。また、人中心のコンパクトなまちづくりやスマートローカ
ルを目指す地域づくりなど、それぞれの都市・地域の持つ特色や活動を生かし育てつつ社会的・経済的・環
境的な課題の解決に取り組む多様な都市・地域像の具体化を進める。これにより、住民満足度の向上、産業
の活性化、グリーン化・資源利用の最適化・自然との共生の実現など社会的価値、経済的価値、環境的価値
等を高める多様で持続可能な都市や地域が各地に形成される。さらに、先端的サービスを提供する都市や、
里山里海など自然と共生する地域など、都市・地域が持つ社会的・自然的な資源に応じて様々な形で実現す
るスマートシティが、相互に連携し、支え合うネットワークを形成するとともに、相互に好循環を生み出す
ダイナミックなメカニズムとなって、Society5.0 の実現につながっていく。 

また、課題解決先進国としての日本のスマートシティの取組とそのコンセプトが、世界の規範として広く
認知されることで、世界各国のスマートシティと価値観の共有が進み、次世代に引き継ぐべき脱炭素社会・
地域循環共生圏等の実現や、ＳＤＧｓの達成に貢献する。 

2025 年大阪・関西万博においては、新型コロナウイルス感染症克服後の社会の在り方を提示する、「いの
ち輝く未来社会のデザイン」を具現化した Society 5.0 の姿を世界に対して発信する。 
 
【目標】 
・ 全国で展開される Society 5.0 を具現化したスマートシティで、市民をはじめとする多様なステークホ

ルダーが参加して地域の課題が解決され、社会的価値、経済的価値、環境的価値等を高める多様で持続
可能な都市や地域が各地に形成されるとともに、日本のコンセプトが世界へ発信される。 

 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ スマートシティの実装数（技術の実装や分野間でデータを連携・接続する地方公共団体・地域団体数）：

100 程度（2025 年） 
・ スマートシティに取り組む地方公共団体及び民間企業・地域団体の数（スマートシティ官民連携プラッ

トフォームの会員・オブザーバ数）： 1,000 団体以上（2025 年） 
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・ 海外での先進的なデジタル技術・システム（スマートシティをはじめ複数分野にまたがる情報基盤、高
度ＩＣＴ、ＡＩ等）の獲得・活用に係る案件形成などに向けた支援件数：26 件（2025 年）104 

 
【現状データ】（参考指標） 
・ 都市ＯＳ（データ連携基盤）上で構築されたサービスの種類数：（2021 年度からの計測に努める） 
・ 都市ＯＳ（データ連携基盤）を活用してサービスを提供するユーザー数：（2021 年度からの計測に努める） 
・ 政府スマートシティ関連事業に基づき技術の実装がされている地域：23 
・ スマートシティの連携事例数 
・ 大学等における地域貢献・社会課題解決に関する普及促進活動数 
・ スマートシティの構築を先導する人材数 
 
① データの利活用を円滑にする基盤整備・データ連携可能な都市 OS の展開 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇政府の資金が関与するスマートシティ関係事
業における、地方公共団体等による都市ＯＳ
（データ連携基盤）の整備及びサービス開発に
際し、スマートシティのリファレンスアーキテ
クチャを参照したデータ連携可能な都市ＯＳ
（データ連携基盤）の導入及びサービス開発を
進める。また、他の地域で構築された都市ＯＳ
（データ連携基盤）等との接続を促し、データ
連携のためのＡＰＩの公開を求める。【地創、
科技、総、経、国】       

・政府事業で構築したスマー
トシティにおける公開 API
のカタログサイトを作成・
公開。 

・データ連携可能な都市ＯＳ（データ連
携基盤）の導入及びサービス開発を進
める。(2025 年度までに 100 地域)【地
創、科技、総、経、国】 

・スマートシティ・スーパーシティ構築
に資する API 情報の収集。(2021 年
度)【 科技、地創、総、経、国】 

〇各府省のスマートシティ関係事業の実施を通
じて、地域の横展開ができるような相互運用
性を有したサービスの開発を 2025 年までに
行うとともに、先導的地域において開発され
たサービスを他地域に展開できるよう、基
盤・サービスの関係性を整理する。【地創、科
技、総、経、国】      

・各府省のスマートシティ関
連事業の実施に際して政府
による共通方針であるリフ
ァレンスアーキテクチャを
参照することで相互運用性
を確保。 

・「スーパーシティ／スマート
シティにおけるデータ連携
等に関する検討会」を開催
し、スマートシティ・スー
パーシティにおけるデータ
連携の方針を明確化。 

・各府省のスマートシティ関連事業に
採択された地域におけるサービスの
情報の集約・一元化。（随時）【地創、
科技、総、経、国】 

・スマートシティ・ガイドブックに新た
なスマートシティ・スマートローカル
の構築事例を追加することで、先導的
な事例をタイムリーに共有。（随時）
【科技、地創、総、経、国】 

〇2020 年作成のスマートシティのセキュリティ
ガイドラインの随時の改訂、国内展開を進
め、スマートシティ構築におけるセキュリテ
ィの担保を支援する。【総、経】 

・スマートシティセキュリテ
ィガイドライン（第 2.0
版）に向けた改定及びその
普及啓発のためのガイドブ
ックの作成作業中。 

 

・スマートシティセキュリティガイド
ライン（第 2.0 版）を策定するととも
に、スマートシティ官民連携プラット
フォーム配下の「スマートシティのセ
キュリティ・セーフティ分科会」の場
等を通じ、本ガイドラインの普及啓発
を図る。【総】 

 
② スーパーシティを連携の核とした全国へのスマートシティ創出事例の展開 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇2020 年の国家戦略特別区域法の改正及び国家
戦略特区基本方針の見直しに基づき、2021 年
に、区域指定を行う。指定されたスーパーシ

・地方公共団体に対し、特区
として指定すべき区域、実
施する先端的サービス、規

・大胆な規制改革と複数分野のデータ
連携による先端的なサービスの提供
により、未来の生活を先行実現するス

                                                      
104「ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク(ＡＳＣＮ)」の下、民間企業・諸外国との連携を通じたプロジェクトの推進を目指しているＡ

ＳＥＡＮ10 ヵ国の 26 都市を対象として、案件形成等に向けた支援を実施することを目標とする。 
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ティを、地域の課題を最先端技術で解決する
「まるごと未来都市」と位置づけ、先進的な
サービスの実装を行う。【地創】  

制改革等に関し、幅広く提
案を受付（2021 年 4 月 16
日締切）。 

ーパーシティ構想を強力に推進。今
後、専門調査会、国家戦略特別区域諮
問会議の審議を経て、公平性・透明性
を確保して、区域を指定。【地創】 

〇2025 年度までに、スーパーシティ、スマート
シティの事例を集約し、スマートシティ官民連
携プラットフォーム等を通じて事例や取組の
進展状況等の把握・情報共有を図り、全国各地
のスマートシティ関連事業の連携を進めると
ともに、地域や民間主導の取組を促進する。特
に政令指定都市や中核市等では、先行事例を参
考に実装を進め、都市どうしの多核連携や、周
辺地域との広域連携を図る。【地創、科技、総、
経、国】          

・政令指定都市や中核市等を
中心に、全国の地方公共団
体において、スマートシテ
ィの取組を推進するための
ワーキンググループを設
置。 

・全国の地方公共団体において、スマー
トシティの取組を加速化するための
推進策を検討。【地創、科技、総、経、
国】 

〇2020 年度中を目途に作成した地方公共団体や
地域においてスマートシティを進めるための
手引書（スマートシティ・ガイドブック）に
基づきリファレンスアーキテクチャ、ＡＰ
Ｉ、サービスなどの促進と、事例の共有を進
め、取組の意義や進め方、定義等の普及展開
を行う。【地創、科技、総、経、国】 

・スマートシティ・ガイドブ
ックに基づくスマートシテ
ィの取組の普及促進。 

・全国各地のスマートシティ・スマート
ローカルの取組事例を収集し、スマー
トシティ・ガイドブックに新たな先導
的な事例を掲載することで、更なる全
国への普及を促進。【地創、科技、総、
経、国】 

○スマートシティの計画的な実装・普及に向け
て、政府内の推進体制を強化し、共通の方針に
基づき各府省事業を一体的に実施するととも
に、デジタル・ガバメント実現やデータ連携基
盤整備に向けた政府全体の取組との一層の連
携を図る。これにより、国全体の最大のプラッ
トフォームたる行政機関が、民間に対してもオ
ープン化・標準化されたＡＰＩで連動できるオ
ープンなシステムを構築することを前提に、デ
ータ戦略に基づき構築されるベース・レジスト
リを活用するなど、国や地方公共団体のオープ
ンデータを活用した地方発スタートアップの
創出の促進、地域の課題の解決等の官民が連携
した取組につなげる。【科技、関係省庁】 

・2020 年 12 月公開「データ
戦略 TF 一次取りまとめ」
においてデータ連携基盤の
構築に際してリファレンス
アーキテクチャの活用方針
が明記。 

・「スーパーシティ／スマート
シティにおけるデータ連携
等に関する検討会」におい
て、スーパーシティの標準
データモデルの検討。 

・分野間データ連携基盤技術のスマー
トシティ分野での適用事例の創出。 

・オープンイノベーションチャレンジ
等におけるスマートシティに関する
新たな取組の創出。【科技、関係省庁】 

〇スマートシティによる、住民満足度の向上、産
業の活性化、グリーン化・資源利用の最適化・
自然との共生の実現など社会的価値、経済的価
値、環境的価値等を高める多様で持続可能な都
市や地域の形成について、評価指標の追加を
2021 年までに検討するとともに、随時見直し
とその調査分析等の評価を行う。また、数理応
用による全体最適モデルの研究開発や分析評
価手法の検討など様々な分野の知見を活用し、
先端的サービスを提供する都市や、里山など自
然と共生する地域など、脱炭素社会・地域循環
共生圏等や Society 5.0 の実現に向けて、今後
目指すべきスマートシティの将来像の具体化
につなげる。【社シス、地創、科技、総、経、
国】            

・スマートシティの評価指標
に関する情報収集に着手。 

・国内各都市のスマートシティへの取
組を推進するため、スマートシティの
評価指標の検討・導入に向けた課題の
整理。【社シス、地創、科技、総、経、
国】 

 
③ 国際展開 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇G20 グローバル・スマートシティ・アライア
ンスの場において、「自由で開かれたスマート
シティ」とのコンセプトの下、普及・広報活
動を行い、世界の都市との協力を推進する。
【科技、経】        

・G20 グローバル・スマート
シティ・アライアンスに参
画する主要な都市同士で、
共有すべき５つのポリシー
の策定やテクノロジーガバ

・G20 グローバル・スマートシティ・ア
ライアンスにおける更なる都市の参
画と、他都市への情報公開、展開の強
化。【科技、経】  
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ナンスの実現、都市間のガ
バナンスギャップの解消に
向けた議論を実施。 

〇2021 年までに、国際的な枠組みを活用しなが
ら官民が連携して情報発信を行う体制を構築
し、日本のスマートシティのコンセプトを発信
するとともに、日本の都市インフラ整備の経験
やデータ管理のノウハウを、官民が連携して、
アジアを中心とした海外に展開する。【内閣官
房、科技、総、外、経、国】   

・スマートシティカタログを
作成・公表（2020 年 10
月）。国際会議や研修等でカ
タログを用いて説明を行っ
た。 

・ASEAN のスマートシティ展
開に関する支援策である
Smart JAMP（Smart City 
supported by Japan ASEAN 
Mutual Partnership）を発表
（2020 年 12 月）し、具体
的な案件形成を開始。 

・引き続きスマートシティカタログを
用いて国際会議や研修等で日本のス
マートシティのコンセプトや事例等
について発信する。【内閣官房】 

・Smart JAMP に基づき、ASEAN10 か
国におけるスマートシティ案件形成
調査の加速、投融資の促進、省庁・
関係機関等によるスマートシティに
関する対応の強化、民間を含む関係
者間での円滑な情報共有・相互協力
を行う。【内閣官房、科技、総、外、
経、国】 

 
〇2021 年度以降も引き続き、国内外の標準の専

門家等と連携して、リファレンスアーキテクチ
ャやセキュリティガイドラインなどを対象に、
スマートシティに関連する国際標準の活用を
推進する。【内閣官房、地創、知財、科技、総、
外、経、国】          

・「標準活用推進タスクフォー
ス」の下で省庁横断的に標
準活用を推進する重点分野
として、「スマートシティ」
を設定。 

・引き続き、「標準活用推進タスクフォ
ース」の下の特別チームを中心に、標
準の戦略的な活用に向けた取組を実
施。【知財、科技】 

〇2025 年開催の大阪・関西万博において、「2025
年に開催される国際博覧会（大阪・関西万博）
の準備及び運営に関する施策の推進を図るた
めの基本方針」等を踏まえてスマートシティに
も資するプロジェクトを実施すること等によ
り、「いのち輝く未来社会のデザイン」を具現
化した Society 5.0 の姿を積極的に発信する。
【万博、科技、関係府省】     

・関係府省庁と連携し、基本
方針等を踏まえた取組を検
討中。 

・基本方針等を踏まえた取組の在り方
について検討を推進。【万博、科技、関
係府省】 

 
④ 持続的活動を担う次世代人材の育成 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇スマートシティの実現に必要な基礎知識・専
門知識を集約し、2021 年度中に、企画、構
築、運用に携わる人材の要件を整理し、役
割、レベルに応じた人材育成体系を整備す
る。これに基づき、人材に関する情報提供を
進め、技術に対する不安・不信感を和らげ
る。あわせて、大学等を核とした産学官連携
の共創の場を形成する。【科技、文】 

・各自治体・地域団体にとっ
て参考となるスマートシテ
ィ・ガイドブックを作成
し、スマートシティに関す
る取組事項を明確化。 

・これまでの COI プログラム
におけるスマートシティの
形成に係る取組の他、共創
の場形成支援プログラム
（18 拠点）においてスマー
トシティの次世代を担う人
材育成に資する共創の場の
構築を推進。 

・スマートシティ・ガイドブックの講習
会を開催し、一般への周知を行い、ス
マートシティに対する興味を喚起。
【科技】 

・大学等を核とした産学官連携の共創
の場を形成。【文】 

・2021 年度より地方大学等を核とした
地域の課題解決に資する共創の場の
形成を開始。【文】 

〇2021 年度内に、スマートシティの全体設計を
コーディネートできる先導的人材（＝アーキテ
クト）情報を集約し、地域での育成・配置、活
動をサポートする。【科技】    

・スーパーシティ区域の指定
基準の一つとして、スーパ
ーシティ構想全体を企画す
る「アーキテクト」の存在
を規定。 

・民間団体及び大学において
スマートシティ・アーキテ
クトの育成プログラムの検
討開始。 

・各地におけるスマートシティ・スーパ
ーシティ・アーキテクトとの連携を深
め、活動をサポートし、先導的人材を
育成するためのプログラムを 2021 年
度中に検討。さらに、人材登録につい
て検討。【科技】 
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（６）様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

人文・社会科学と自然科学の融合による「総合知」を活用しつつ、我が国と価値観を共有する国・地域・
国際機関等（ＥＵ、Ｇ７、ＯＥＣＤ等）と連携して、気候変動などの地球規模で進行する社会課題や、少子
高齢化や経済・社会の変化に対応する社会保障制度等の国内における課題の解決に向けて、研究開発と成果
の社会実装に取り組む。これにより、経済・社会の構造転換が成し遂げられ、未来の産業創造や経済成長と
社会課題の解決が両立する社会を目指す。 

広範で複雑な社会課題を解決するためには、知のフロンティアを開拓する多様で卓越した研究成果を社
会実装し、イノベーションに結び付け、様々な社会制度の改善や、研究開発の初期段階からのＥＬＳＩ対応
を促進する必要がある。このため、政府としては、国、各府省レベル、実施機関等の戦略を、エビデンスに
基づき体系的・整合的に立案し、ミッションオリエンテッド型の研究開発プログラムや制度改革を進めると
ともに、必要に応じて戦略を機動的に見直しできる体制を整備していく。 

また、社会課題を解決するための先進的な技術の社会実装の加速化や、国際競争の下での我が国企業によ
る海外展開の促進及び国際市場の獲得の重要な手段として、標準の戦略的・国際的な活用を官民で徹底して
推進する。このため、官民の体制整備とともに、科学技術・イノベーションの社会実装やこれに伴う研究開
発等に関して、官民で実施する事業を活用しつつ、官民の意識改革を図り、政府の政策や企業の経営戦略に
おいて幅広く、標準の戦略的・国際的な活用がビルトインされ、展開されるようにする。 

さらに、国際的な責務と総合的な安全保障の観点も踏まえつつ、我が国と課題や価値観を共有する国・地
域との間の国際的なネットワークを戦略的に構築するなどの科学技術外交を展開する。これにより、世界の
知と多様性を取り込み発展させつつ、Society 5.0 を世界へ発信し、その共通理解と我が国の国際競争力の維
持・強化を進める。国際的な研究活動等において核となり得る研究者を我が国から継続的に輩出し、国内外
の研究コミュニティにおいて、科学技術先進国としての存在感を発揮し、国内外の多様なバックグラウンド
を持つ優れた人材を我が国に引き付けるとともに、諸外国と調和した研究の健全性・公正性（研究インテグ
リティ）の自律的確保を支援する。 
 
【目標】 
・ 少子高齢化問題、都市と地方問題、食料などの資源問題などに関する我が国の社会課題の解決に向けた

研究開発を推進するとともに、課題解決先進国として世界へ貢献し、一人ひとりの多様な幸せ（well-
being）が向上する。 

 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 社会課題の解決の推進：次期ＳＩＰの全ての課題で人文・社会科学系の知見を有する研究者や研究機関

の参画を促進する仕組みと「総合知」を有効に活用するための実施体制を組み込み、成果の社会実装を
進める 

・ 国益を最大化できるような科学技術国際協力ネットワークの戦略的構築：科学技術外交を戦略的に推
進し、先端重要分野における国際協力取決め数や被引用数 Top１％論文中の国際共著論文数を着実に
増やしていく 

・ 国際的な合意形成や枠組み・ルール形成等における我が国のプレゼンス：国際機関におけるガイドライ
ン等の作成における我が国の関与を高めるとともに、社会課題の解決や国際市場の獲得等に向けた知
的財産・標準の国際的・戦略的な活用に関する取組状況（国際標準の形成・活用に係る取組や支援の件
数等）を着実に進展させていく 
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【現状データ】（参考指標） 
・ 戦略的な分野（ＡＩ、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアル等）における研究開発費：（2021 年度

実績からの計測に努める） 
・ 世界企業時価総額ランキング：トップ 100 社に米国は 47 社、中国は 24 社、日本は 3 社 
・ ＩＭＤ世界競争力ランキング：34 位/63 カ国中（2020 年） 
・ 政府事業等のイノベーション化の実施状況 
・ 総合知を活用した研究開発課題数の割合（2021 年度実績からの計測に努める） 
・ 食料自給率・輸出額、食品ロス量、自動走行車普及率・交通事故者数など社会課題関連指標 
・ 課題・分野別の論文、知財、標準化 
・ 研究データ基盤システムに収載された公的資金による研究データの公開メタデータ（機関、プログラムご

となど） 
・ 科学技術に関する国民意識調査 
 
① 総合知を活用した未来社会像とエビデンスに基づく国家戦略の策定・推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇人文・社会科学の知と自然科学の知の融

合による人間や社会の総合的理解と課題
解決に貢献する「総合知」に関して、基
本的な考え方や、戦略的に推進する方策
について 2021 年度中に取りまとめる。
あわせて、人文・社会科学や総合知に関
連する指標について 2022 年度までに検
討を行い、2023 年度以降モニタリング
を実施する。【科技、文】 

・NISTEP 定点調査 2020(2021 年 4
月公表)において、自然科学系と人
文・社会科学系の連携の状況を調
査 

・社会変革に寄与する「総合知」に関す
る基本的考え方、戦略的な推進方策に
ついて検討を推進。【科技】 

・指標に関する試行的な検討を行うと
十に、関連データを収集。【科技】 

・第６期基本計画を参照しつつ新たに
質問項目の設計等を行う NISTEP 定
点調査において、「総合知」に関する
質問を加え、その状況について継続的
に調査を実施。【科技、文】 

〇ＡＩ、バイオテクノロジー、量子技術、
マテリアルや、宇宙、海洋、環境エネル
ギー105、健康・医療、食料・農林水産業
等の府省横断的に推進すべき分野につい
て、国家戦略 106に基づき着実に研究開
発等を推進する。さらに、我が国が実現
すべき未来社会像を見据えつつ、エビデ
ンスに基づき、既存戦略の見直しや、新
たな戦略の策定を行い、明確なターゲッ
ト、産学官の役割分担、国際連携の在り
方などを具体的に盛り込む。特に分野横
断的で社会課題解決に直結するテーマに
ついては、次期ＳＩＰの課題として推進
する。【健康医療、科技、宇宙、海洋、
関係府省】  

・ＳＩＰ第１期では、防災・減災、
インフラ長寿命化、自動走行や次
世代農業の推進などについて、我
が国が抱える社会的課題の解決や
産業競争力の強化に貢献する成果
の社会実装を実現。 

・ＳＩＰ第２期では、光量子技術、
ＡＩホスピタルによる高度診断・
治療システムなど、我が国が抱え
る社会的課題の解決や産業競争力
の強化のための 12 課題に取り組ん
でおり、社会実装を目指し研究開
発を推進。 

・次期 SIP において、日本の経済・産業
競争力にとって重要で、かつ複数の府
省に関係する課題について、産学官に
よる効果的な連携体制を構築し、「総
合知」を活用しながら社会実装の実現
に向けて制度改革を包含した総合的
な研究開発を推進。【科技】 

〇エビデンスに基づく戦略策定に関して
は、e-CSTI や政策調査研究機関等の分
析結果を活用しながら、論文、研究資金
等の定量分析や専門家の知見（エキスパ
ートジャッジ）を踏まえ、重要科学技術
領域の抽出・分析を行い、これを統合戦
略の策定、分野別戦略等の見直しや新た
な国家戦略の策定等に活用する。2021
年度の統合戦略においては、分析の試行

・分野ごとに論文輩出状況と研究開
発投資の関係を見える化するとと
もに、日本語論文データを取り込
んだ上で、ファンディングデータ
との関係性が分析可能なサイエン
スマップと、特許データとの関係
性分析が可能なサイエンスマップ
を構築中。 

・全体俯瞰、個別分野 2 分野におけるエ
キスパートジャッジから開始し、その
後、複数分野（10 分野程度）に横展開
し、重要科学技術領域の抽出・分析、
分野別戦略の見直し等を実施。【科技、
関係府省】 

・競争的研究費等の各事業における効
果的・効率的な配分や事業の見直し等
につなげるため、内閣府を中心に、e-

                                                      
105 第 2 章１．（２）参照 
106 第３章２．参照 
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的活用を行い、その結果を踏まえ、今後
の活用方法を定める。【科技、関係府
省】               

CSTI 等を活用して競争的研究費等の
各事業ごとのインプット・アウトプッ
ト等を用いた分析を行う。【科技】 

〇未来社会像を具体化し、政策を立案・推
進する際には、人文・社会科学と自然科
学の融合による総合知を活用し、一つの
方向性に決め打ちをするのではなく、複
線シナリオや新技術の選択肢を持ち、常
に検証しながら進めていく必要がある。
公募型研究事業の制度設計も含む科学技
術・イノベーション政策の検討・策定の
段階から検証に至るまで、人文・社会科
学系の知見を有する研究者、研究機関等
の参画を得る体制を構築する。あわせ
て、各研究開発法人は、それぞれのミッ
ションや特徴を踏まえつつ、中長期目標
の改定において、総合知を積極的に活用
する旨、目標の中に位置づける。【科
技、関係府省】 

・公募型研究事業の制度設計を含む
総合知の戦略的な推進方策につい
て検討を推進することが今後の課
題。 

・各研究開発法人の中長期目標の改
定において、総合知を積極的に活
用する旨、目標の中に位置づけら
れるよう、関係府省との協力関係
を構築することが今後の課題。 

・公募型研究事業の制度設計や研究開
発法人の中長期目標の改定に関して
関係府省が連携して検討。【科技、関
係府省】 

・気候変動対策等に向けた国や地域の
技術革新や社会変革について、未来社
会像からバックキャストした道筋に
係る知見を創出するための研究開発
及びその社会実装を推進する。【文】 

〇デジタル社会を支える戦略的基盤技術で
ある半導体について、経済安全保障への
対応、デジタル革命や低消費電力化の推
進を図るため、戦略を策定し、我が国半導
体産業基盤の強靱化に向けた国内外一体
の各種対策を推進する。【経】 

           

・あらゆる社会・経済活動に深く関
係する半導体・デジタル産業につ
いて、時代の変化を正確に捉え、
競争力を高めるため、半導体・デ
ジタル産業関係の企業関係者、有
識者、関係省庁による「半導体・
デジタル産業戦略検討会議」を設
立。 

・会議では、半導体・デジタル産業
の環境変化について情報共有を行
った上で、経済・社会の持続的成
長を実現するための産業政策の方
向性について、意見交換を実施。 

・「半導体・デジタル産業戦略検討会議」
を踏まえ、「半導体・デジタル産業戦
略」を取りまとめ、我が国半導体産業
基盤の強靱化に向け、国際連携も含め
た各種対策を実施。【経】 

 

〇Society 5.0 時代においてサイバー空間と
フィジカル空間とをつなぐ役割を担うロ
ボットについて、「ロボットによる社会
変革推進計画 107」などを踏まえ、導入
を容易にするロボットフレンドリーな環
境の構築、人材育成枠組みの構築、中長
期的課題に対応する研究開発体制の構
築、社会実装を加速するオープンイノベ
ーションについて、産官学が連携して取
組を推進する。【総、文、農、厚、経、
国】 

           

・ロボットフレンドリーな環境の構
築に向けて、人手不足が顕著な分
野へのロボット導入のため、施設
管理、小売、食品製造の分野で研
究開発を実施。 

・ロボットメーカー、教育機関、職
業能力開発機関等が参加する「未
来ロボティクスエンジニア育成協
議会」を 2020 年６月に設立。産業
界から高専等に対する講師派遣や
教員に対する研修等を実施。 

・中長期的な視点で次世代産業用ロ
ボットの実現に向けた要素技術確
立のため産学が連携した基礎・応
用研究を実施。 

・公共事業でロボット等点検支援技
術による３次元成果品を納品する
際のマニュアルを公表。 

・ロボットフレンドリーな環境の構築
に向けて、施設管理、小売、食品製造
等の分野での研究開発を進め、ユーザ
ー視点のロボット開発や、データ連
携、通信、施設設計等に係る規格化・
標準化を推進。【農、経】 

・「未来ロボティクスエンジニア育成協
議会」において、教員や学生を対象と
する現場実習や教育カリキュラム等
の策定を支援。【文、厚、経】 

・中長期的な視点で次世代産業用ロボ
ットの実現に向けて、異分野の技術シ
ーズの取り込みも含めてサイエンス
の領域に立ち返った基礎・応用研究を
実施。【経】 

・産学官協議会を開催し、インフラ分野
へのロボット導入に向けてロードマ
ップを作成。【国】 

○産学官民が協調して高精度で利用価値の
高い地理空間情報を利用できる環境を整
備し、これらを高度に活用するＧ空間社
会を実現するため、次期地理空間情報活
用推進基本計画を 2021 年度末までに策
定する。【地理空間】              

・次期地理空間情報活用推進基本計
画の骨子案について 2021 年夏に開
催予定である地理空間情報活用推
進会議にて決定するべく調整中。 

 

・次期地理空間情報活用推進基本計画
を 2021 年度末までに策定し、高精度
で利用価値の高い地理空間情報を利
用できる環境を整備し、これらを高度
に活用するＧ空間社会を実現する。
【地理空間】 

② 社会課題解決のためのミッションオリエンテッド型の研究開発の推進 

                                                      
107 ロボットによる社会変革推進会議 報告書（2019 年７月） 
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基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇我が国や世界が抱える感染症対策、少子

高齢化、地球環境問題、防災、地方創生、
食品ロスの削減、食料や資源エネルギー
等といった社会課題について、国内外の
ニーズを取り込み、継続的に観測・収集さ
れる様々なデータの分析に基づき、市民
をはじめとする多様なセクターの参加を
得ながら課題解決に向けた具体的なミッ
ションを定め、次期ＳＩＰをはじめとす
る様々な枠組みで研究開発を推進する。
【科技、関係府省庁】         

・次期 SIP の在り方について検討を
開始。 

・ＳＩＰ第１期では、防災・減災、
インフラ長寿命化、自動走行や次
世代農業の推進などについて、我
が国が抱える社会的課題の解決や
産業競争力の強化に貢献する成果
の社会実装を実現。 

・ＳＩＰ第２期では、光量子技術、
ＡＩホスピタルによる高度診断・
治療システムなど、我が国が抱え
る社会的課題の解決や産業競争力
の強化のための 12 課題に取り組ん
でおり、社会実装を目指し研究開
発を推進。 

・次期 SIP において、日本の経済・産業
競争力にとって重要で、かつ複数の府
省に関係する課題について、産学官に
よる効果的な連携体制を構築し、「総
合知」を活用しながら社会実装の実現
に向けて制度改革を包含した総合的
な研究開発を推進。【科技】 

〇2018 年に創設した「ムーンショット型研
究開発制度」について、未来社会を展望
し、困難だが実現すれば大きなインパク
トが期待される社会課題等を対象とし
て、人々を魅了する野心的な目標及び構
想を掲げ、最先端研究をリードするトッ
プ研究者等の指揮の下、世界中から研究
者の英知を結集し、目標の達成に向けて
研究開発に着実に取り組む。また、基礎研
究力を最大限に引き出す挑戦的研究開発
を積極的に推進し、失敗も許容しながら
革新的な研究成果の発掘・育成を図る。さ
らに、マネジメントの方法についても、進
化する世界の研究開発動向を常に意識し
ながら、関係する研究開発全体を俯瞰し
て体制や内容を柔軟に見直すことができ
る形に刷新するとともに、将来の事業化
を見据え、オープン・クローズ戦略の徹底
を図る。この新たな研究手法により破壊
的イノベーションを実現していく。また、
必要に応じて、新たな目標の設定など、取
組の充実を図る。これらの取組にあたっ
ては、これまで取り組んできた最先端研
究開発支援プログラム（ＦＩＲＳＴ）や革
新的研究開発推進プログラム（ＩｍＰＡ
ＣＴ）で得た知見を生かしていく。【 健
康医療、AMED 室、科技、文、厚、農、
経】 

                

・ムーンショット型研究開発制度に
ついては、全てのムーンショット
目標においてプロジェクトマネー
ジャーが決定し、今後は、2040
年及び 2050 年の目標達成に向け
て研究開発を推進。 

・2021 年 1 月に若手中心の新たな
目標チームを決定し、本年秋頃に
新たな目標を設定。 

・関係府省庁一体となった推進体制の
下、ムーンショット目標の達成に向け
て研究開発を抜本的に強化。【健康医
療、AMED 室、科技、文、厚、農、経】 

・新型コロナウイルス感染症を受けた
社会経済情勢の変化に対応するため、
2021 年秋頃に若手研究者等の発想を
取り込みつつ、新たな目標を設定し、
2022 年春頃を目途に研究開発を開
始。【科技、文】 

・国民各層への理解促進や社会実装等
の促進のため、研究成果のアウトリー
チ／広報活動を強化。【健康医療、
AMED 室、科技、文、厚、農、経】 

・欧米等の諸外国との国際連携（先方の
興味関心の高い環境、農業、AI・ロボ
ット、量子、健康医療等）を強化し、
国際共同研究を促進。【健康医療、
AMED 室、科技、文、厚、農、経】 

・目標達成時までに研究成果を円滑に
社会実装するための ELSI を踏まえた
研究開発や、数理科学的手法の活用に
よる効果的な研究開発を進めるため
の横断的支援を推進。【健康医療、
AMED 室、科技、文、厚、農、経】 

・我が国としての重点分野（カーボンニ
ュートラル社会の実現等）や国際的な
連携強化が必要な領域（環境、農業、
AI・ロボット、量子、健康医療等）の
プロジェクトを強力に推進。【科技、
関係府省】 

 
〇我が国や世界が抱える社会問題の解決や

科学技術・イノベーションによる新たな
価値を創造するために、研究開発の初期
段階からのＥＬＳＩ対応における市民参
画など、人文・社会科学と自然科学との
融合による「総合知」を用いた対応が必
須となる課題をターゲットにした研究開
発について、2021 年度より、関連のフ
ァンディングを強化する。【文】 

              

・科学技術振興機構において、
2021 年４月に、科学技術の倫理
的・法制度的・社会的課題
（ELSI）への包括的実践 研究開
発プログラム（RInCA）（２年度
目）及び、SDGs の達成に向けた
共創的研究開発プログラム
（SOLVE for SDGs）（３年度
目）の公募を開始。選考プロセス
後、10 月頃研究開発の開始を予
定。2021 年 5 月、SDGs の達成
に向けた共創的研究開発プログラ

・関連のファンディングを強化するこ
とで、我が国や世界が抱える社会問題の
解決に貢献。【文】 
・公募したプログラムを着実に実施す
るとともに、「総合知」の更なる活用な
ど、関連のファンディングの改善方策に
ついて検討【文】 
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ム（SOLVE for SDGs）の新規枠
「社会的孤立・孤独の予防と多様
な社会的ネットワークの構築」の
公募開始。選考プロセス後、11
月上旬頃研究開発の開始を予定。 

〇福島の創造的復興に不可欠な研究開発及
び人材育成の中核となる国際教育研究拠
点について、国が責任を持って新法人を
設置する。既存施設との整理等を行い、
国立研究開発法人を軸に組織形態を検討
し、2021 年度に新拠点に関する基本構
想を策定する。【復、関係府省】           

・「国際教育研究拠点の整備につい
て」（2020 年 12 月 18 日復興推進
会議決定）に基づき、国際教育研
究拠点の組織形態等の検討を行う
ため、関係省庁会議を開催。 

・関係省庁会議において議論を進め、
2021 年秋までに新法人の形態を決定
するとともに、2021 年度に新拠点に
関する基本構想を策定。【復、関係府
省】 

 
③ 社会課題解決のための先進的な科学技術の社会実装 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇日本の経済・産業競争力にとって重要

で、かつ複数の府省に関係する課題につ
いては、引き続き、産学官による大規模
な連携体制を構築し、「総合知」を活用
しながら社会実装の実現に向けて制度改
革を包含した総合的な研究開発を推進す
る。このため、次期ＳＩＰをはじめとす
る国家プロジェクトの在り方、ＳＩＰ型
マネジメントの他省庁プロジェクトへの
展開方法について、2021 年中に検討を
行い、今後のプロジェクトに反映させ
る。すでに、ＳＩＰ第 2 期の自動運転な
どの一部の課題では、人文・社会科学分
野の研究に取り組んでおり、2021 年度
以降、こうした取組を発展させる。ま
た、次期ＳＩＰにおいては、社会課題解
決の実行可能性を向上していくために、
人文・社会科学系の知見を有する研究者
や研究機関の参画を促進する仕組みと
「総合知」を有効に活用するための実施
体制を全ての課題に組み込むことを要件
とし、その活動について評価を行う。
【科技】   

・SIP 第 1 期では、SIP4D、鍛造シ
ミュレータ、ダイナミックマッ
プ、スマートフォンによる路面性
状把握システムなど研究開発成果
の社会実装を実現。SIP 第２期に
おいても、自動運転、光量子技
術、国家レジリエンスの強化、Ａ
Ｉホスピタルによる高度診断・治
療システムなど、我が国が抱える
社会的課題の解決や産業競争力の
強化のための 12 課題に取り組んで
おり、社会実装を目指した研究開
発を実施。 

・SIP 制度の充実のため、運用指針
に基づき 2020 年度に制度中間評価
を実施し、社会実装定義の明確化
や研究開発計画立案期間の確保を
提言した。一方で、先進的な研究
開発の成果を活かした社会変革の
加速化を図ることが課題として顕
在化。 

・自動運転車の安全な利用に関する
効果的な教育方法、社会的受容性
の醸成を目的とした効果的な情報
伝達方法や効果測定手法、自動運
転が社会・経済に与える影響の推
計手法等について、人文・社会科
学系の研究者の参画や知見を得
て、自動運転の実用化に向け取り
組みを実施中。 

・産学官による大規模な連携体制を構
築し、「総合知」を活用しながら社会
実装の実現に向けて制度改革を包含
した総合的な研究開発を推進。【科技】 

・次期ＳＩＰにおいては、社会課題解決
の実行可能性を向上していくために、
人文・社会科学系の知見を有する研究
者や研究機関の参画を促進する仕組
みと「総合知」を有効に活用するため
の実施体制を全ての課題に組み込む
ことを要件とし、その活動を評価。【科
技】 

・次期ＳＩＰに向けては、より効果的・
効率的な運営となるよう、第２期の
運営について、最終評価等を含め官
民負担の在り方等を含めて検証を実
施。【科技】 

・SIP 第２期において、2021 年度以降、
人文・社会科学分野の研究を強化。【科
技】 

〇次期ＳＩＰの課題候補については、ＣＳ
ＴＩの司令塔機能を強化するため 2021
年末に向けて検討を行う。具体的には、
第６期基本計画や統合戦略、統合イノベ
ーション戦略推進会議が策定する各種分
野別戦略等に基づき、ＣＳＴＩが中期的
に取り組むべき社会課題の見極めを行
い、その社会課題の中で府省横断的に取
り組むべき技術開発テーマについて「総
合知」を活用しながら、調査・検討を行
う。【科技】        

・次期 SIP の課題候補の検討スケジ
ュールについてＣＳＴＩに説明を
実施。5 月中に関係省庁・産業界
に次期 SIP 課題候補の提案を依
頼。 

・次期ＳＩＰの課題候補について、第６
期基本計画や統合戦略、統合イノベー
ション戦略推進会議が策定する各種
分野別戦略等に基づき、ＣＳＴＩが中
期的に取り組むべき社会課題の見極
めを行い、その社会課題の中で府省横
断的に取り組むべき技術開発テーマ
について「総合知」を活用しながら、
2021 年末までに調査・検討。【科技】  

〇ＳＩＰ第 2 期の各課題については、成果
の社会実装に向けて、社会実装の体制構

・ＳＩＰ第 2 期の各課題について
は、成果の社会実装に向けて、社

・ＳＩＰ第 2 期の各課題については、成
果の社会実装に向けて、社会実装の体
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築を含めた研究開発を推進するととも
に、事業終了後には追跡調査及び追跡評
価を行い、成果の社会実装の実現状況を
確認する。【科技】 

               

会実装の体制構築を含めた研究開
発を推進。 

・ＳＩＰ第１期の研究成果の社会実
装の状況やＳＩＰ第１期参画機関
によるＳＩＰ終了後の取組状況を
把握するため、追跡調査を実施。 

制構築を含めた研究開発を推進する
とともに、事業終了後には追跡調査及
び追跡評価を行い、成果の社会実装の
実現状況を確認。【科技】  

○官民研究開発投資拡大プログラム（ＰＲ
ＩＳＭ）について、統合戦略や統合イノ
ベーション戦略推進会議が策定する各種
分野別戦略等を踏まえ、ＣＳＴＩが各府
省庁の施策を誘導し、事業の加速等を行
うことにより、官民の研究開発投資の拡
大や社会実装の促進に向け引き続き推進
する。【科技】 

・ＰＲＩＳＭにおいては、予算配分
事業ごとに、事業の進捗状況や各
種戦略等の実現に向けた位置付け
等に関するフォローアップを行う
とともに、事業の成果等について
毎年度評価を実施。 

・さらに、毎年度の効果検証に加え、
事業終了後の追跡評価を実施。 

・また、複数年度にわたり継続した
予算配分を求める事業について
は、年度ごとに事業の成果等をＰ
ＲＩＳＭ審査会において評価。 

・ＰＲＩＳＭについて、統合戦略や統合
イノベーション戦略推進会議が策定
する各種分野別戦略等を踏まえ、ＣＳ
ＴＩが各府省庁の施策を誘導し、事業
の加速等を行うことにより、官民の研
究開発投資の拡大や社会実装の促進
に向け引き続き推進。【科技】  

〇国が実施する各事業において、引き続
き、先進的な技術を積極的に導入し、先
進技術の実社会での活用の後押し、事業
のより効率的・効果的な実施、さらに
は、社会変革の推進を図る。【科技、全
府省】    

・各府省庁の事業について、事業の
イノベーション化を促すなど、
2020 年度政府事業のイノベーショ
ン化に取り組んだ。 

・政府開発援助（ODA）におけるイ
ノベーション化推進に向けた情報
の集約・分析等を行った。 

・府省庁協力の下で、イノベーション化
に係る情報の集約・分析等を引き続き
行い、先進技術の国内外での社会実装
等を推進。【科技、全府省】 

・政府事業等のイノベーション化の取
組の更なる推進、CSTI との連携。【全
府省】 

 
④ 知的財産・標準の国際的・戦略的な活用による社会課題の解決・国際市場の獲得等の推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
○諸外国の知財・標準活用の動向を把握し、

我が国における標準の戦略的・国際的な
活用を推進するため、政府全体として、司
令塔機能及び体制を整備し、国際標準化
をはじめ、標準の活用に係る施策を強化・
加速化する。2021 年度から、社会課題の
解決や国際市場の獲得等の点で重要な分
野等において、研究開発プロジェクト等
を通じて、フォーラム標準・デファクト標
準・デジュール標準の適切な使い分けを
含め、官民で標準の戦略的・国際的な活用
を重点的かつ個別具体的に推進する。【知
財、科技、総、経、関係府省】       

・「統合イノベーション戦略推進会
議」の下に省庁横断的に標準活用
を推進する「標準活用推進タスク
フォース」を設置。 

・各省庁による重要施策の加速化支
援を実施するために必要な体制の
整備を実施。 

・標準の戦略的な活用を省庁横断で
重点的に取り組むべき分野とし
て、スマートシティ、Beyond ５
G、グリーン成長（水素・燃料ア
ンモニア）及びスマート農業・ス
マートフードチェーンを選定。 

・「標準活用推進タスクフォース」の下
の特別チームを中心に、省庁横断で重
点的に取り組むべき分野等において、
標準の開発や技術実証等を加速化さ
せるための支援や、調査分析、専門家
派遣等の国際標準の形成に必要な活
動への支援等を推進するとともに、同
分野への国際商流・物流等の追加を検
討。【知財、科技、総、農、経、国、関
係府省】 

○標準の戦略的・国際的な活用に関して、
2020 年度から、官民連携体制を整備し、
官民の意識改革や産業界での活動の幅広
い底上げ、人材の強化等を推進するとと
もに、政府の研究開発プロジェクトや規
制・制度等との連携等も通じて、標準の活
用に係る企業行動の変容を促す環境を整
備する。また、政府系機関等が協働して、
民間企業等による実践的な活動を支援す
る、プラットフォーム体制を整備する。
【知財、科技、総、経、関係府省】   

・官民連携体制の整備に向けて、民
間等関係者と調整中。 

・支援プラットフォームについて、
産業技術総合研究所を窓口とし、
情報処理推進機構、情報通信研究
機構、日本規格協会が参加する支
援体制を整備。 

・官民連携体制を整備し、官民連携の推
進母体となる会議を開催。経営戦略と
しての標準活用の推進について、成功
事例・失敗事例の共有等を通じ、企業
における意識改革や人材の強化等を
促進。【知財】 

・支援プラットフォームによる民間の
標準戦略活動の支援として、実証用の
テストベッドの提供、専門人材の派遣
等を開始。【知財、科技、総、経、関係
府省】 

〇我が国の質の高いものづくりやサービス
の源泉となる知的基盤などの整備やプラ
ットフォーム化について、2025 年度を目
指して推進し、国民生活や社会課題の解
決に向けた社会経済活動を幅広く支え
る。【経】 

・第 3 期知的基盤整備計画案につい
て審議会で検討するとともにパブ
リックコメントを実施。 

・第 2 期知的基盤整備計画につい
て、レビューを実施し、目標の達
成を確認。 

・国民生活や社会課題の解決に向けた
社会経済活動を幅広く支える新たな
知的基盤整備計画を策定。【経】 

・第 3 期知的基盤整備計画策定後、2025
年度の中間フォローアップに向けた
知的基盤の整備を実施。 【経】 
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⑤ 科学技術外交の戦略的な推進 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇先端重要分野における戦略的な二国
間、多国間の win-win の協力・連携
や、成果の社会実装も見据えた産学国
際共同研究等に対する支援の抜本的強
化、「STI for SDGs」活動の国際展開
等の促進を通じて、科学技術外交の戦
略的な展開を図る。【科技、外、文】 

・米、フィンランド、インドとの間でそ
れぞれ科学技術協力協定に基づく合同
委員会を実施し、先端重要分野を含む
科学技術分野の協力促進を議論。 

・二国間の科学技術協力合同委員会等の
場において，量子技術を取り上げ，国
際研究開発協力を促進。2021 年度内
に、量子技術イノベーション拠点が主
体となった国際ワークショップの開催
を予定。更には、文科省・米国 DOE
間において、量子情報科学に係る
Project Arrangement を取り決め予
定。 

・国内８拠点からなる「量子技術イノベ
ーション拠点」が発足（2021 年２
月）。理化学研究所を中核組織として
位置付けて拠点横断的な取組を行うこ
とで、関係機関が総力を結集して基礎
研究から技術実証、人材育成に至る幅
広い取組を進めるとともに、国際連携
に展開予定。 

・ムーンショット型研究開発制度の関連
分野での国際的な研究連携を推進。 

・「STI for SDGs」について、世界銀行
への拠出により、ケニアにおける STI
の for SDGs ロードマップの作成支援
を開始。また国連開発計画への拠出に
より、インド、トルコ、フィリピン、
ベトナム、マラウイの SDGs に係る社
会課題に日本の STI の知見を活用する
プロジェクトを開始。さらに、STI の
国際展開に向けたプラットフォーム検
討において、ケニアにおける実証事業
を試行。 

・外務大臣科学技術顧問の下、科学技術
の各種分野における専門的な知見を集
め、外交政策の企画・立案に活用する
ため設置した「科学技術外交推進会
議」において、我が国の科学技術外交
の推進の方途について検討。 

・戦略的国際共同研究プログラム
（SICORP）においては、2020 年度は
非医療分野における新型コロナウイル
ス感染症関連研究等の公募を開始する
等、先進国及び開発途上国との国際共
同研究を推進。地球規模課題対応国際
科学技術協力プログラム
（SATREPS）では、我が国の優れた
科学技術と ODA との連携により、環
境・エネルギー、生物資源、防災、感
染症分野の国際共同研究を推進。 

・戦略的国際共同研究プログラム
（SICORP）を、価値観を共有する
国との戦略的な分野での協力や国
際産学連携の取組を含め着実に進
める。【文】 

・外交政策の中で日本が強みとする
科学技術をどう活用していくかの
具体的な方針について、「科学技術
外交推進会議」を活用しながら、
関係府省の協力を得つつ検討、具
現化。【外、関係府省】 

・量子、ＡＩ、宇宙探査分野、環境
エネルギー等の重要分野における
日米協力を強化。【外、文、科技、
宇宙、関係府省】 

・量子や環境エネルギー、持続的な
農業等の重要分野については、戦
略 的 国 際 共 同 研 究 プ ロ グ ラ ム
（SICORP）やムーンショット型
研究開発制度等の戦略的な活用も
図りながら、両国の研究拠点間の
連携を加速。【文、科技、農、関係
府省】 

・EU ホライズン・ヨーロッパのミッ
ションプログラムとムーンショッ
ト型研究開発制度との連携を推
進。【文、科技、経、農】 

・世界銀行への拠出を通じて、ケニ
アの STI for SDGs ロードマップ
の作成を、インドと連携しつつ実
施するとともに、国連開発計画へ
の拠出を通じて、インド等の現地
社会課題に対して、日本の STI を
活用しつつ、解決策を検討。【科技】 

・課題解決のシーズとニーズのマッ
チング・事業創造を図るためのプ
ラットフォームの調査・研究を踏
まえ、ビジネスモデルの検討や外
交に資する事例を確保。【科技】 

・地球規模課題対応国際科学技術協
力プログラム（SATREPS）につい
ては、これまでの成果を踏まえ、 
SDGs の達成や社会実装に関する
目標をより明確化した上で、新興
国・発展途上国との協力を戦略的
に実施。【文、外】 

〇研究活動の国際化、オープン化に伴い、
利益相反、責務相反、科学技術情報等の
流出等の懸念が顕在化しつつある状況
を踏まえ、基礎研究と応用開発の違い
に配慮しつつ、また、国際共同研究の重
要性も考慮に入れながら、政府として

・研究活動の国際化、オープン化に伴い、
利益相反・責務相反、科学技術情報の流
出等の懸念が顕在化しつつある状況を
踏まえ、内閣府委託調査事業の一環と
して、「研究インテグリティに関する検
討会」を開催し、国内外における動向の

・統合イノベーション戦略推進会議
において決定された「研究インテ
グリティの確保に係る対応方針」
を踏まえ、各府省で着実に取組を
推進。研究者・各大学・研究機関
等に周知・連絡を実施。また、競
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の対応方針を検討し、2021 年に競争的
研究費の公募や外国企業との連携に係
る指針等必要となるガイドライン等の
整備を進める。特に研究者が有すべき
研究の健全性・公正性（研究インテグリ
ティ）の自律的確保を支援すべく、国内
外の研究コミュニティとも連携して、
2021 年早期に、政府としての対応の方
向性を定める。これらのガイドライン
等については、各研究機関や研究資金
配分機関等の取組状況を踏まえ、必要
に応じて見直す。（再掲）【科技、文、
経、関係府省】     

調査分析、有識者ヒアリング、検討会に
おける議論等を通じ、国の研究者や研
究組織等が確保すべき研究インテグリ
ティとそのための取組の在り方を整
理。 

争的研究費事業の共通的なガイド
ラインについては、2021 年の出来
るだけ早期に改定を実施。【科技、
文、経、関係府省】 

〇科学技術・イノベーションに関する国
際的な合意形成や枠組み・ルール形成
等に我が国が主体的に関与しながら、
主導的役割を担えるよう、関係する国
際機関等の邦人職員ポストや国際会議
議長職の確保・拡充、候補人材の戦略的
育成、関係府省の職員や専門家等の積
極的な派遣を図る。【科技、外、文、経、
関係府省】 

               

・国際機関のトップ・幹部ポストの獲得
や、官民からの国際機関への人材送り
込みについて政府全体として戦略的に
取り組むための「国際機関幹部ポスト
獲得等に戦略的に取り組むための関係
省庁連絡会議」を開催。 

・OECD-Global Science Forum 専門家会
合への参加など、国際的な合意形成や
枠組み・ルール形成等に我が国が主体
的に関与しながら主導的役割を担うた
めの取組を推進中。 

・「国際機関幹部ポスト獲得等に戦
略的に取り組むための関係省庁連
絡会議」を活用し、国際機関にお
いて、邦人がトップを含む重要な
幹部ポストを獲得できるよう、ま
た、優秀な人材を積極的に輩出で
きるよう、長期的な視野に立ち、
候補者擁立等に関する省庁横断的
な総合調整及び官民の人材の派遣
や人材育成を効果的に行うための
体制を政府全体で整備。【科技、外、
文、経、関係府省】 

・国際機関等の邦人職員ポストや国
際会議の議長職や専門家派遣等に
関する情報の収集・集約を強化し
ながら、外務省と関係府省が連携
しつつ戦略的に対応。 【科技、
外、関係府省】 

〇科学技術外交に関する我が国としての
戦略の下、省庁横断での連携体制の強
化とともに、在外公館の科学技術担当
や国立研究開発法人等の海外事務所を
核とした情報収集・発信の体制を強化
することや、Ｇ７等の国際場裡におい
て Society 5.0 の実現に向けた取組等に
ついて積極的な情報発信を行うなど、
科学技術外交の戦略的な展開を支える
基盤の強化を図る。【科技、外、文、
経、関係府省】 

・米国・EU 等主要国との二国間、G7・
G20 等多国間の科学技術・イノベーシ
ョン分野での国際対応に際して、関係
省庁間で緊密に連携して対応。 

・外務大臣科学技術顧問の下、科学技術
の各種分野における専門的な知見を集
め、外交政策の企画・立案に活用する
ため設置した「科学技術外交推進会
議」において、我が国の科学技術外交
の推進の方途について検討。 

・外交政策の中で日本が強みとする
科学技術をどう活用していくかの
具体的な方針について、「科学技術
外交推進会議」を活用しながら、
関係府省の協力を得つつ検討、具
現化。【外、関係府省】（再掲） 

・ 科 学 技 術 外 交 ネ ッ ト ワ ー ク 
(STDN)の活性化とともに、国際
会議等を通じた、我が国の科学技
術政策や科学技術活動の発信を強
化。【外、内、関係府省】 

・G7 ホスト年(2023 年)を見据えて、
日本が EU とともに主導してきた
オープンサイエンスの議論におい
て、具体的なイニシアティブを日
本が主導することを目指すととも
に、国際的な共通基盤の整備を通
じて、同志国内の研究協力を加速。
【科技、関係府省】 

 
〇海外の研究資金配分機関等との連携を

通じた国際共同研究や、魅力ある研究
拠点の形成、学生・研究者等の国際交
流、世界水準の待遇や研究環境の実
現、大学、研究機関、研究資金配分機
関等の国際化を戦略的に進め、我が国
が中核に位置付けられる国際研究ネッ
トワークを構築し、世界の優秀な人材
を引き付ける。【健康医療、科技、

・世界トップレベルの大学との交流・連
携を実現、加速するための新たな取組
や、人事・教務システムの改革などの
体質改善、学生のグローバル対応力育
成のための体制強化など、徹底した国
際化に取り組む大学を重点支援。 

・地域毎の高等教育制度の相違を超え、
単位の相互認定や成績管理、学位授与
等を行う教育交流プログラムの開発・

・海外の研究資金配分機関等との連
携を深め、異分野融合（人文・社
会科学を含む）や国際産学連携の
視 点 を 強 化 す る と と も に 、
With/Post コロナにおける情勢の
変化を踏まえた国際共同研究を推
進。【文】 

・国際頭脳循環の促進に資するよ
う、AI、量子など戦略分野におけ
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総、文、厚、農、経】 
                

実施を行う大学を支援。これら質の保
証を伴ったプログラムにより、日本人
学生の海外派遣と外国人学生の受入を
促進。 

・世界トップレベル研究拠点プログラム
（WPI）においては、2021 年度予算案
において新ミッションの下で、新たに
1 拠点を形成する予算を計上。引き続
き、世界水準の待遇・研究環境などの
実現により、国際頭脳循環に資する国
際的な融合研究拠点を形成する取組を
支援。 

・新型コロナウイルス感染症の影響下に
おいても、国際共同研究や研究者交流
等の科学技術・学術の国際展開に関す
る取組について、対面のみならずオン
ラインの活用等も通じて、着実に実行
中。 

・戦略的国際共同研究プログラム
（SICORP）においては、2020 年度は
非医療分野における新型コロナウイル
ス感染症関連研究等の公募を開始する
等、先進国及び開発途上国との国際共
同研究を推進。地球規模課題対応国際
科学技術協力プログラム
（SATREPS）では、我が国の優れた
科学技術と ODA との連携により、環
境・エネルギー、生物資源、防災、感
染症分野の国際共同研究を推進。 

・フィチャー・アース（FE）構想に基づ
き、超学際研究手法を活用し、多国間
共同研究として、気候変動、防災分野
等の地球規模課題解決につながる国際
共同研究を推進。 

・海外特別研究員事業や外国人研究者招
へい事業等により、日本人研究者の海
外派遣や、外国人研究者の招へいを推
進し、国際頭脳循環を着実に促進。 

・Ｇ２０のクリーンエネルギー技術分野
のトップ研究機関のリーダーが参加す
る国際会合（ＲＤ２０）を開催。我が
国研究機関等が、諸外国の研究機関等
が有する先進的な技術・研究資源と連
携することにより、革新的なクリーン
エネルギー技術の国際的な共同研究開
発を実施。 

・戦略的情報通信研究開発推進事業
（SCOPE）において、ホライズン
2020 と連携しデジタル技術を活用した
高齢者のためのスマートな生活環境の
構築に関する国際共同研究を開始した
他、米国と IoT を活用した社会インフ
ラ維持管理に関する国際共同研究を実
施する等、EU 及び米国との共同研究
を推進。 

る海外ハイレベルの大学や研究機
関との組織対組織の長期的な研
究・人材交流の枠組みを検討し、
欧米を中心とした研究者ネットワ
ーク形成を推進。【文】 

・研究分野や、成長が著しいアジア・
太平洋地域等を含めた世界各国の
研究力の状況、相手国のニーズな
どの特性にも留意しつつ、研究者
や青少年の戦略的な派遣と受入れ
等の国際交流事業を推進。その際、
国際学術ネットワークの効果的・
効率的な構築の観点から、既存の
国際交流事業の構成の見直しにつ
いても検討。【文】 

・新型コロナウイルス感染症等、海
外との往来が困難な状況の下にお
いても、学術における国際交流を
着実に実施するため、オンライン
も活用した取組を推進。【文】 

・科研費について、世界が注目する
領域での国際共同研究の支援を強
化。【文】 

・戦略的創造研究推進事業等の公募
型研究事業において、共同公募等
の国際共同研究に係るファンディ
ング手法の導入を推進。【文】 

・世界トップレベル研究拠点プログ
ラム（WPI）において、博士後期
課程学生を含む若手研究者の国際
経験や海外研鑽の機会の拡充など
も見据えて策定された新たなミッ
ションに基づく 2021 年度中に整
備を予定する新規拠点を含め、国
際的な融合研究拠点形成を計画
的・継続的に推進するとともに、
ノウハウの横展開を行い、with/ポ
ストコロナ時代においても国際頭
脳循環を進める。【文】 

・大学の国際化に向け、徹底した国
際化に取り組む大学を重点支援す
るとともに、取組の成果を、組織
内や他大学へ横展開。【文】 

・国際的な研究動向の取り入れや国
内の研究の新陳代謝を促進するよ
う、研究インテグリティの確保等
にも留意しつつ、審査プロセス等
における海外研究者の参画など、
研究資金配分機関の運営の国際化
を推進。【科技、文】 

・学生の海外研鑽機会の充実等を図
るため、ジョイント・ディグリー
等の活用や海外連携大学との教育
交流プログラム構築等により、更
なる質の高い学生交流を促進。
【文】 

・ＲＤ２０を継続的に開催。また、
革新的なクリーンエネルギー技術
の国際的な共同研究開発を継続的
に実施。【経】 
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・ICT 分野における研究開発成果の
国際標準化や実用化を加速し、イ
ノベーションの創出や国際競争力
の強化に資するため、戦略的パー
トナーである国・地域との国際共
同研究をより一層強力に推進。
【総】 

〇先端重要分野における国際協力取決め
数や被引用数 Top１％論文中の国際共
著論文数といった指標の集計方法につ
いて 2021 年度までに検討する。【科
技、関係府省】 

・内閣府・科技内で、基本計画を踏まえ
た取組みについて検討中。 

・指標の集計方法を検討し、試行的
に集計を実施。【科技、関係府省】 

 
 
  



65 

２．知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化  
 
（１）多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

知のフロンティアを開拓する多様で卓越した研究成果を生み出すため、研究者が、一人ひとりに内在する
多様性に富む問題意識に基づき、その能力をいかんなく発揮し、課題解決へのあくなき挑戦を続けられる環
境の実現を目指す。 

このためには、まず優秀な若者が、将来の活躍の展望を描ける状況の下で、「知」の担い手として、博士
後期課程に進学するというキャリアパスを充実させる。具体的には、優秀な若手研究者が、時代の要請に応
じた「知」のグローバルリーダーとして誇りを持ち、研究に打ち込む時間を十分に確保しながら、自らの人
生を賭けるに値する価値を見出し、独立した研究者となるための挑戦に踏み出せるキャリアシステムを再
構築する。将来的には、希望する全ての優秀な博士人材が、アカデミア、産業界、行政等の様々な分野にお
いて正規の職を得て、リーダーとして活躍する展望が描ける環境を整備する。 

この実現に向けては、アカデミアと産業界の双方の努力が求められる。すなわち、産業界は、課題を自ら
設定しその解決を達成する、高度な問題解決能力を身に付けた博士人材が、その能力が発揮できる環境があ
れば、産業界等においても、イノベーションの創出に向け、やりがいを持って活躍できるということを認識
することが必要である。同時に、アカデミアは大学院教育改革を推進し、社会に対して、Society 5.0 を支え
るにふさわしい博士人材を輩出していくことに責任を持ち、社会から信頼を持って迎えられるようにする
必要がある。その際、博士後期課程学生を安価な研究労働力とみなすような慣習が刷新され、「研究者」と
しても適切に扱うとともに、次代の社会を牽引する人材として育成する。あわせて、博士課程修了後の社会
的活躍が担当教員の社会的な評価となる環境を実現していく。こうした環境の下で、優秀な学生・若者が、
博士の道を選択し、アカデミアと産業界双方の人材の厚みと卓越性の向上を図る。 

また、研究の卓越性を高めるため、厚みのある基礎研究・学術研究の振興とともに、多様な「知」の活発
な交流が必要である。個々の研究者が、腰を据えて研究に取り組む時間が確保され、自らの専門分野に閉じ
こもることなく、多様な主体と知的交流を図り、刺激を受けることにより、卓越性が高く独創的な研究成果
を創出する環境の実現を目指す。 

このため、多くの研究者が、海外の異なる研究文化・環境の下で研さん・経験を積めるようにし、研究者
としてのキャリアのステップアップと、海外研究者との国際研究ネットワークの構築を図る。あわせて、世
界中から意欲ある優秀な研究者を引き付ける魅力的な研究拠点を形成し、トップレベルの研究者をオンラ
インを含めて迎え入れる。これらのネットワークを活用した国際共同研究を推進することにより、互いに刺
激し合い、これまでにない新たな発想が次々と生まれる環境を整備する。 

さらに、研究のダイバーシティの確保やジェンダード・イノベーション 108 創出に向け、指導的立場も
含め女性研究者の更なる活躍を進めるとともに、自然科学系の博士後期課程への女性の進学率が低い状況
を打破することで、我が国における潜在的な知の担い手を増やしていく。 

また、「知」の創出に向けた取組の中核となる基礎研究・学術研究を強力に推進する。その際、研究者へ
の切れ目ない支援を実現するなど、知の創出と活用を最大化するための競争的研究費改革を進める。 

また、新しい価値観や社会の在り方を探究・提示することなどを目指す人文・社会科学について、総合
的・計画的に振興するとともに、自然科学の知と連携・協働を促進し、分野の垣根を超えた「総合知」の

                                                      
108 科学や技術に性差の視点を取り込むことによって創出されるイノベーション。 
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創出を進める。我が国のアカデミアの総体が、分野の壁を乗り越えるとともに、社会の課題に向き合い、
グローバルにも切磋琢磨しながら、より卓越した知を創出し続けていく。 
 
【目標】 
・ 優秀な若者が、アカデミア、産業界、行政など様々な分野において活躍できる展望が描ける環境の

中、経済的な心配をすることなく、自らの人生を賭けるに値するとして、誇りを持ち博士後期課程に
進学し、挑戦に踏み出す。 

・ 基礎研究・学術研究から多様で卓越した研究成果の創出と蓄積が進むとともに、これを可能とする研
究者に対する切れ目ない支援が実現する。 

・ ダイバーシティが確保された環境の下、個々の研究者が、腰を据えて研究に取り組む時間が確保さ
れ、自らの専門分野に閉じこもることなく、多様な主体と活発な知的交流を図り、海外研さん・海外
経験の機会も通じて、刺激を受けることにより、創発的な研究が進み、より卓越性の高い研究成果が
創出される。 

・ 人文・社会科学の厚みのある研究が進み、多様な知が創出されるとともに、国内外や地域の抱える複
雑化する諸問題の解決に向けて、自然科学の知と融合した「総合知」を創出・活用することが定着す
る。 

 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 生活費相当額程度を受給する博士後期課程学生：優秀な博士後期課程学生の処遇向上に向けて、2025

年度までに、生活費相当額を受給する博士後期課程学生を従来の 3 倍に増加 109（修士課程からの進学
者数の約７割に相当）。また、将来的に、希望する優秀な博士後期課程学生全てが生活費相当額を受
給。 

・ 産業界による理工系博士号取得者の採用者数：年当たりの採用者数について、2025 年度までに約
1,000 名増加（2018 年実績値は、理工系博士号取得者 4,570 人中 1,151 人 110）。 

・ 40 歳未満の大学本務教員の数：我が国の研究力強化の観点から、基本計画期間中に１割増加 111し、
将来的に、大学本務教員に占める 40 歳未満の教員の割合が３割以上になることを目指す。 

・ 研究大学（卓越した成果を創出している海外大学と伍して、全学的に世界で卓越した教育研究、社会実
装を機能強化の中核とする「重点支援③」の国立大学）における、35～39 歳の大学本務教員数に占め
るテニュア教員及びテニュアトラック教員の割合 112：基本計画期間中に、2019 年における割合の１割

                                                      
109 2019 年度文部科学省先導的大学改革推進委託事業「博士課程学生の経済的支援状況に係る調査研究」（2020 年 3 月）によれば、2018 年度

実績値は博士後期課程在籍学生の 10.1%。上記の数値目標の実現は、博士後期課程学生全体の約３割が生活費相当額を受給することに相
当。本計画において、博士後期課程学生が受給する生活費相当額は年間 180 万円以上としている。ただし、大学ファンドの運用益の活用や
それに先駆けた博士後期課程学生への支援を強化する取組のほか、競争的研究費等からのリサーチアシスタント（ＲＡ）経費の支出などに
より、日本学術振興会特別研究員(ＤＣ)並みの年間 240 万円程度の受給者を大幅に拡充するとともに、我が国の博士後期課程を世界水準の
ものとし、優秀な学生を海外からも引き付ける観点から、生活費相当額の見直しや、世界水準の待遇を可能とする仕組みについて検討す
る。 

110 2019 年度文部科学省先導的大学改革推進委託事業「大学院における教育改革の実態把握・分析等に関する調査研究」（2020 年３月 株式
会社リベルタス・コンサルティング）より算出。 

111 文部科学省「2019 年度学校教員統計調査」によれば、2019 年度における 40 歳未満の大学本務教員の数は 41,072 人、大学本務教員に占め
る 40 歳未満の教員の割合は 22.1％。 

112 各大学や分野ごとに研究者の置かれた状況や当該割合がそれぞれ異なっていることに留意が必要であり、各大学において、それぞれの状況
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増以上 113 
・ 大学における女性研究者の新規採用割合：2025 年度までに、理学系 20％、工学系 15％、農学系

30％、医学・歯学・薬学系合わせて 30％、人文科学系 45％、社会科学系 30％ 
・ 大学教員のうち、教授等（学長、副学長、教授）に占める女性割合 114：早期に 20％、2025 年度まで

に 23％（2020 年度時点、17.7％115） 
・ 大学等教員の職務に占める学内事務等の割合：2025 年度までに半減（2017 年度時点、18％116） 

 
【現状データ】（参考指標） 
・ 総論文数に占める被引用数 Top10％補正論文数の割合：8.3%（2016-2018 年）117 
・ 総論文数及びその国際シェア： 81,095 本、5.3%（2016-2018 年（3 年移動平均））118 
・ 国際的に注目される研究領域（サイエンスマップ）への参画数、参画割合：274 領域、30%（2013－

2018 年）119 
・ 人口当たりの博士号取得者数：人口 100 万人当たり 119 人（2017 年）120 
・ 若手研究者（40 歳未満の大学本務教員）の数と全体に占める割合:41,072 人、22.1％（2019 年度）121 
・ 民間企業を含めた全研究者に占める女性研究者の割合：16.9％（2019 年度）122 
・ 大学本務教員に占める女性研究者の割合：25.9％（2020 年度）123 
・ 博士後期課程在籍者に占める女性の割合（分野別）：理学系 20％、工学系 19％、農学系 36％、医・歯・

薬学系合わせて 31％、人文科学系 53％、社会科学系 37％（2020 年度）124 
 
① 博士後期課程学生の処遇向上とキャリアパスの拡大 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
○博士後期課程学生の処遇向上とキャリ

アパスの拡大に関しては、様々な支援
を必要とする学生の分析・フォローア
ップを継続的に進めるとともに、産業
界の協力も得ながら、様々な政策資源

・2019 年度に、博士後期課程学生の
経済状況や各大学における奨学金
制度の状況について、調査を実施
し結果を公表（「生活費相当額を受
給する博士後期課程学生：10.1%」

・博士後期課程学生の経済状況や各大
学における奨学金制度の状況につい
て、引き続き定期的に調査を実施し状
況を把握し、必要に応じて関連施策の
充実を図るとともに大学における取

                                                      
を踏まえ目標の達成を目指していくことが重要である。特に保健分野は医・歯学系の大学院において医療職の社会人院生などが在学してお
り、修了年齢が高くなる傾向がある。また、附属病院等に所属する医師や歯科医師などの医療職の教員が含まれており、当該教員は診療業
務や病院運営等において、大学部局と病院内を異動したり、連携する病院・診療所等へ派遣されたりするなど流動性が高い。これらのため
に「任期付き」で運用されているケースが多い点等を考慮する必要がある。 
このほか、研究者によっては出産や育児等による研究中断期間があることに配慮し、目標の達成を目指していくことが重要である。 

113 文部科学省の調査によれば、2019 年度における重点支援③の国立大学における 35～39 歳の大学本務教員数に占めるテニュア教員及びテニ
ュアトラック教員の割合は 44.8%。当該割合の１割増は、全体としては 49.3%に相当する。 

114 分野別・職階別に目標を設定することについては、各大学や研究科が分野や機関の特性に応じ、戦略的に目標を設定・公開・検証していく
ことが求められる。 

115 文部科学省「2020 年度学校基本調査」より算出。 
116 文部科学省「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」 
117 整数カウントにより算出。2016-2018 年の総論文数に占める被引用数 Top10%補正論文数の割合。文部科学省科学技術・学術政策研究所

「科学技術指標 2020」（調査資料-295、2020 年 8 月）を基に算出。 
118 整数カウントにより算出。文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標 2020」（調査資料-295、2020 年 8 月）を基に算出。 
119 文部科学省科学技術・学術政策研究所「サイエンスマップ 2018」（NISTEP REPORT-187、2020 年 11 月） 
120 文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標 2020」（調査資料-295、2020 年 8 月） 
121 2019 年度学校教員統計調査より算出。 
122 総務省「2020 年科学技術研究調査結果」（2020 年 12 月） 
123 文部科学省「2020 年度学校基本調査」より算出。 
124 文部科学省「2020 年度学校基本調査」より算出。 
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を総動員して一体的に取り組む。特別
研究員（ＤＣ）制度の充実、日本学生
支援機構奨学金（業績優秀者返還免
除）や各大学の大学院生に対する授業
料減免による継続的な支援、大学ファ
ンドの運用益の活用やそれに先駆けた
博士後期課程学生への支援を強化する
取組などを進める。あわせて、競争的
研究費や共同研究費からの博士後期課
程学生に対するリサーチアシスタント
（ＲＡ）としての適切な水準での給与
支給を推進すべく、各事業及び大学等
において、ＲＡ等の雇用・謝金に係る
ＲＡ経費の支出のルールを策定し、
2021 年度から順次実施する。 【科技、
文、関係府省】     

等）。 
・2021 年度、国立大学法人運営費交

付金において、国立大学の大学院
生に対する授業料減免予算を充実
するとともに、私立大学等経常費
補助金において、私立大学等の大
学院生に対する授業料減免を引き
続き支援。 

・10 兆円規模の大学ファンドを創設
するため、第 204 回通常国会にお
いて国立研究開発法人科学技術振
興機構法を改正するとともに、当
該ファンドの原資の一部として、
国立研究開発法人 科学技術振興機
構（JST）に対する 5000 億円の出
資金（2020 年度第３次補正予算）、
及び４兆円（2021 年度財政投融資
当初計画額）を計上。また、大学
ファンドに先駆けた博士後期課程
学生への支援強化策として、創発
的研究推進基金に追加で 200 億円
（2020 年度第 3 次補正予算）を計
上。 

・競争的研究費で雇用される博士課
程学生に対して適切な水準での給
与支給を推進すべく、関係府省申
し合わせとして「競争的研究費に
おける RA 経費等の適正な支出の促
進について」を 2021 年 3 月に策
定。 

組の充実を促進。【文】 
・大学ファンドの創設に向け、世界と伍

する研究大学に求められる要件と必
要な改革について 2021 年夏頃を目途
に中間とりまとめを行い、新たな法的
枠組みについて 2021 年中を目途に結
論をとりまとめ、次期通常国会に提出
する。【科技、文】 

・大学ファンドの運用に関する基本的
な考え方を 2021 年夏頃を目途に策定
するとともに、2021 年度中を目途に
運用を開始。また、大学改革の制度設
計等を踏まえつつ、10 兆円規模の大
学ファンドへの拡充について、2021
年度内に目途を立てる。【科技、文】 

・2020 年度に強化した博士課程学生支
援を着実に進めていく。【科技、文】 

〇大学が戦略的に確保する優秀な博士後
期課程学生に対し、在学中の生活から
修了後のポストの獲得まで両方を一体
的に支援する、大学フェローシップ創
設事業を 2021 年度に開始し、所属機関
を通じた経済的支援を促進する。【文】 

          

・「科学技術イノベーション創出に向
けた大学フェローシップ創設事業」
においては、2021 年２月に 47 大学
を選定し、2021 年度当初から合計約
1000 人の博士後期課程学生に対し
て支援を開始している 。 

・「科学技術イノベーション創出に向け
た大学フェローシップ創設事業」を通
じて、引き続き博士後期課程学生に対
する支援を実施。【文】 

 

〇博士の学位審査の透明性・公平性を確
保するとともに、博士後期課程学生の修
了後のポストや社会的活躍の結果等が
大学や担当教員評価としても活用され
るような方策を「大学支援フォーラムＰ
ＥＡＫＳ125」等の場で検討し、指導教員
は博士後期課程学生を次世代の研究者
等として育成していくことが責務であ
り、それが自身の評価に還元されるとい
う抜本的な意識改革を促す。【科技、文】 

・総合科学技術・イノベーション会議
（第 50 回）において、「博士後期課
程学生の修了後のポストや社会的
活躍の結果等を指導教員の評価と
すべき」と総合科学技術・イノベー
ション会議議員より提言。 

 

・博士後期課程学生の修了後のポスト
や社会的活躍の結果等が大学や担当
教員評価としても活用されるような
方策を「大学支援フォーラムＰＥＡＫ
Ｓ」等の場で検討。【科技、文】 

〇産業界と大学が連携して大学院教育を
行い、博士後期課程において研究力に裏
打ちされた実践力を養成する長期有給
インターンシップを 2021 年度より実施
するとともに、産学連携活動への参画を
促進し、博士後期課程在学中に産業界で
の多様な活躍の可能性について模索す
る機会を増加させる。あわせて、企業と
大学による優秀な若手研究者の発掘（マ

・博士後期課程における長期有給イン
ターンシップ実施に向けた委員会
を文科省・経団連で共同運営。 

・企業と大学による優秀な若手研究者
の発掘に向けた取組を実施すると
ともに産業界での博士人材の活躍
促進に関しての議論を実施。 

・「ジョブ型研究インターンシップ推進
委員会」の検討を踏まえ、「ジョブ型研
究インターンシップ推進事業」を通じ
て、博士後期課程における長期有給イ
ンターンシップを 2021 年度より実
施。【文】 

・企業と大学による優秀な若手研究者
発掘に向けた取組について、引き続き
推進。【経】 

                                                      
125 大学における経営課題や解決策等について議論し、イノベーションの創出につながる好事例の水平展開、規制緩和等の検討、大学経営層の

育成を進めることを目的として 2019 年度に創設された、大学関係者、産業界及び政府によるフォーラム。 
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ッチング）の仕組みを創設し、博士号取
得者の企業での採用等を促進すること
で、産業界等での博士の活躍のキャリア
パスを拡大していく。 【文、経】 

・産業界における博士人材の活躍の実
態を把握し、課題の所在を明らかにす
るための調査を実施。【科技、文、経】 

 
〇博士号取得者の国家公務員や産業界等

における国内外の採用、職務、処遇等
の状況について、実態やニーズの調査
結果と好事例の横展開を 2021 年度よ
り行うとともに、今後の国家公務員に
おける博士号取得者の専門的知識や研
究経験を踏まえた待遇改善について検
討を進め、早急に結論を得る。 

【内閣人事局、人、科技、文、経、全省
庁】     

・2020 年 7 月に、内閣人事局・科技・
文科省から各府省人事担当課室に
対し、官公庁における博士人材の活
用に関する検討に向けた調査を実
施し、2021 年 2 月に調査結果を取
りまとめ。 

・左記結果と好事例を横展開するとと
もに、関係府省等において、今後の国
家公務員における博士号取得者の専
門的知識や研究経験を踏まえた待遇
改善について検討を進め、早急に結論
を得ること。【内閣人事局、人、科技、
文、経、全省庁】 

 
② 大学等において若手研究者が活躍できる環境の整備 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
○外部資金を活用した若手研究者へのポ

スト提供、テニュアトラック制の活用
促進・基準の明確化を進める。また、
シニア研究者に対する年俸制やクロス
アポイントメント制度の活用、外部資
金による任期付き雇用への転換の促進
などを通じて、組織全体で若手研究者
のポストの確保と、若手の育成・活躍
促進を後押しし、持続可能な研究体制
を構築する取組を促進する。このた
め、2021 年度に、これらの取組の優良
事例等を盛り込んだ人事給与マネジメ
ント改革ガイドラインの追補版を作成
する。また、各大学が自らの戦略に基
づき、重点的に強化すべきと考える学
問分野の博士後期課程へ、より多くの
学生が進学できるような改革が積極的
に実施されるよう定員の再配分（定員
の振替、教育研究組織の改組）等に取
り組むことを促進する。【文】 

・人事給与マネジメント改革ガイド
ラインの追補版の作成に向け、優
良事例等の調査方法等を検討中。 

・国立大学法人運営費交付金におい
て、博士後期課程も含め、意欲的
な教育研究組織整備に対する重点
的な財政支援を実施。 

・組織全体で若手研究者のポストの確
保と、若手の育成活躍を後押しし、持
続可能な研究体制を構築するため、年
俸制やクロスアポイントメント制度
の活用や外部資金による任期付き雇
用への転換等の優良事例等を踏まえ、
2021 年度中に人事給与マネジメント
改革ガイドラインの追補版を作成。
【文】 

・各大学が自らの戦略に基づき教育研
究組織の改組等に取り組むことを促
進するため、国立大学法人運営費交付
金の重点的な配分を実施。【文】 

〇2021 年度より、大学・国立研究開発法
人等において競争的研究費や企業の共
同研究費から、研究に携わる者の人件
費の支出を行うとともに、それによっ
て、確保された財源から、組織のマネジ
メントにより若手研究者の安定的なポ
ストの創出を行うことを促進する。あ
わせて、優秀な研究者に世界水準の待
遇を実現すべく、外部資金を獲得して
給与水準を引き上げる仕組み（混合給
与）を 2021 年度より促進する。【 科
技、文、関係省庁】 

      

・競争的研究費からの研究代表者（PI）
の人件費の支出を可能とし、それに
よって確保された財源を PI 自身の
処遇改善や研究環境の整備等に活
用するための関係府省申し合わせ
を、2020 年 10 月に策定。 

・2021 年度国立大学法人運営費交付
金の配分において、人件費への外部
資金（寄附金、共同研究費、競争的
研究費等）の活用状況を反映。 

 

・2021 年度より、大学・国立研究開発
法人等において競争的研究費や企業
の共同研究費から、研究に携わる者の
人件費の支出を行うとともに、それに
よって、確保された財源から、組織の
マネジメントにより若手研究者の安
定的なポストの創出を行うことを促
進。【科技、文、関係府省】 

・優秀な研究者に世界水準の待遇を実
現するべく、2021 年度より、外部資
金の活用により標準を上回る高額給
与の支給を可能にする給与制度（混合
給与）の実施を促進。【科技、文、関係
府省】 

〇URA 等のマネジメント人材、エンジ
ニア（大学等におけるあらゆる分野の
研究をサポートする技術職員を含む）
といった高度な専門職人材等が一体と
なったチーム型研究体制を構築すべ
く、これらが魅力的な職となるよう、
専門職としての質の担保と処遇の改善
に関する取組を 2021 年度中に実施す

・エンジニア（大学等におけるあらゆ
る分野の研究をサポートする技術
職員を含む）については、2021 年度
に質の担保と処遇の改善を支援す
る取組を開始。 

・URA については、URA に必要とさ
れる知識の体系的な専門研修受講
の機会提供や、実務能力を踏まえた

・URA の能力に応じた認定制度を創設
し、質の向上及び能力の可視化を行
うとともに、URA 等のマネジメント
人材の役割や処遇の好事例の収集・
周知等を通じて、大学等における
URA の戦略的配置の有効性などの理
解増進と処遇改善を促進。【文】 

・エンジニア（大学等におけるあらゆる
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る。これにより、博士人材を含めて、
専門職人材の流動性、キャリアパスの
充実を実現し、あわせて育成・確保を
行う。【文】 

客観的な質保証（認定）を行う認定
機関の運営支援を 2021 年度に開始。 

分野の研究をサポートする技術職員
を含む。）のスキル向上や多様なキャ
リアパスの実現に向けて、全国的なネ
ットワーク構築等を推進。加えて、大
学全体として、研究設備・機器群を戦
略的に導入・更新・共用する組織体制
等の強化（コアファシリティ構築支援
プログラム）を通じた優れたエンジニ
アの育成・確保を実施。【文】 

〇博士課程修了者の雇用状況、処遇等の
追跡調査を基本計画期間中も定期的に
行うとともに、各大学においても、博
士課程修了者の就職・活躍状況を修了
後も継続して把握し、就職状況の詳細
をインターネット等で公表する。【科
技、文】      

・博士課程修了者に係る雇用状況、処
遇等の追跡調査を実施し、その第３
次報告書を 2020 年 11 月に公表。 

・各大学における博士課程修了者の就
職等状況の把握状況や進路内訳に
ついて、国において調査を実施し、
結果を公表。 

・各大学における博士課程修了者の雇
用状況、処遇等の追跡調査を行い、最
新の結果を公表し、各大学における取
組促進策を検討。【文】 

・博士課程修了者の雇用状況、処遇等の
追跡調査、俯瞰的分析を継続的に実
施。【文】 

 
③ 女性研究者の活躍促進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
○学内保育施設の設置、働き方改革の

推進、産休期の研究者がいる場合に
おけるポスドクの追加雇用、管理職
の業績評価におけるダイバーシティ
への配慮に係る項目の設定等、男
性・女性研究者双方が育児・介護と
研究を両立するための環境整備やサ
ポート制度等の充実を進める。その
一環として、2021 年度中に、若手研
究者向け支援事業の公募要領におけ
る年齢制限等において、産前産後休
業や育児休業の期間を考慮する旨を
明記する 126。また、大学等において
若手教員採用の際の年齢制限につい
ても同様の措置を図るなど、産前産
後休業や育児休業等を取った研究者
への配慮を促進する。【子子、文、
厚、経、関係府省】 

・「ダイバーシティ研究環境実現イニシ
アティブ」事業など、出産・育児等
のライフイベントと研究を両立する
ための環境整備やサポート制度等の
充実を進める事業を実施。 

・創発的研究支援事業、科研費等にお
いて産前産後休業や育児休業の期間
を考慮する旨を公募要領等に明記。 

・引き続き、男性・女性研究者双方が育
児・介護と研究を両立するための環境
整備やサポート制度等の充実を進め
る事業を推進。【文】 

・若手研究者向け支援事業の公募要領
における年齢制限等において、産前産
後休業や育児休業の期間を考慮する
ことについて、関係府省間の取組を共
有・促進。【文、科技、関係府省】 

 

〇大学、公的研究機関において、「女性
の職業生活における活躍の推進に関
する法律」も活用し、各事業主が、各
分野における博士後期課程在籍者数
に占める女性割合（理学系 20％、工学
系 19％、農学系 36％、医・歯・薬学
系合わせて 31％、人文科学系 53％、
社会科学系 37％（2020 年度） ）や機
関の特性等に応じ、採用割合や指導的
立場への登用割合などについて、戦略
的な数値目標設定や公表等を行う。
【男女、文、関係府省】 

・科学技術・学術関係団体に向けて、下
記の依頼を発出 

１．「女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律」に基づく事業主行動
計画の策定等の仕組みを活用し、女性
の参画拡大・活躍推進に向けた積極的
な取組を推進すること、特に 2022 年
から新たに義務の対象となる団体等
が同法に基づく適切な対応をするこ
と。 

２．役員登用にクオータ制を導入するな
どの積極的改善措置（ポジティブ・ア
クション）を実施している職能団体を
参考に、自主的且つ効果的な積極的改
善措置を実施すること。 

３．科学技術・学術分野における女性の
新規採用・登用に関する数値目標の達
成に向けて、大学、研究機関、学術団
体、企業等の各主体が自主的に採用・

・大学、公的研究機関において、各分野
における博士後期課程在籍者数に占
める女性割合や機関の特性等に応じ、
採用割合や指導的立場への登用割合
などについて、戦略的な数値目標設定
や公表等を行うことを要請。【男女、
文、関係省庁】 

・男女共同参画会議において、重要な事
項については毎年審議を行うととも
に、第 5 次男女共同参画基本計画期間
の中間年（2023 年）に、全成果目標
の達成状況についてフォローアップ
及び点検・評価を実施し、その際、成
果目標に関連する取組についてもフ
ォローアップを実施。【男女】 

                                                      
126 例えば、創発的研究支援事業では、応募要件を原則、博士号取得後から 15 年以内としつつ、出産・育児により研究専念できない期間があ

った者については、博士号取得後 20 年以内としている。 
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登用に関する目標を設定し、その目標
及び進捗状況を公表すること。 

〇国立大学における、女性研究者等多様
な人材による教員組織の構築に向け
た取組や女子生徒の理工系学部への
進学を促進する取組等を学長のマネ
ジメント実績として評価し、運営費交
付金の配分に反映する。また、私立大
学等経常費補助金において、女性研究
者をはじめ子育て世代の研究者を支
援することとしており、柔軟な勤務体
制の構築等、女性研究者への支援を行
う私立大学等の取組を支援する。       
 【文】 

・国立大学法人運営費交付金の機能強
化の方向性に応じた重点支援におい
て、女子生徒の理数系志向を高める取
組等も含め各 大学が自 ら設 定した
KPI の達成状況の評価等を実施。 

 

・第４期中期目標期間に向けて、新たな
国立大学法人運営費交付金の配分の
仕組みについて、2021 年度中に結論
を得る。【文】 

・私立大学等経常費補助金においては、
女性研究者をはじめ子育て世代の研
究者のための環境整備を促進するた
め、保育支援体制の整備やライフサイ
クルに対応した研究環境の整備を進
める大学の支援を実施。【文】 

 

〇中高生、保護者、教員等に対し理工系
の魅力を伝える活動や、理工系を中心
とした修士課程・博士課程学生の女性
割合を増加させるための活動におい
て、女性研究者のキャリアパスやロー
ルモデルの提示を推進する。女性の理
工系への進学を促進するため、2021
年度以降、更なる拡充を図る。【男女、
文】 

・「女子中高生の理系進路選択支援プロ
グラム」において、女子中高生の理工
系への進学を促進する取組を実施。 

・女子中高生等やその保護者、教員等を
対象として、理工選択の未来について
普及啓発する 動画公開 セミ ナーを
2020 年８月に公開。 

・男女共同参画に配慮した中学生向け
理数系教育に関する指導者用啓発資
料「男女共同参画の視点を取り込んだ
理数系教科の授業づくり～中学校を
中心として～」を 2020 年 3 月に作成。 

・「女子中高生の理系進路選択支援プロ
グラム」等の女子中高生の理工系への
進学を促進する取組を実施。【文】 

・女性の理工系への進路選択促進のた
め、女子中高生とその保護者・教員等
を対象として女性研究者等のキャリ
アパスやロールモデルの掲示等を行
うシンポジウムを開催【男女、文、科
技】 

・男女共同参画に配慮した中学生向け
理数系教育に関する指導者用啓発資
料「男女共同参画の視点を取り込んだ
理数系教科の授業づくり～中学校を
中心として～」の教育現場への周知・
普及を推進。【男女、文】 

 
 
④ 基礎研究・学術研究の振興 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇学術研究による多様な知の創出・拡

大に向け、基盤的経費をはじめとし
た機関の裁量で使用できる財源の確
保・充実を図るとともに、研究者の
キャリアに応じた独創的、挑戦的な
研究課題を支援する科学研究費助成
事業（科研費）について、若手研究
者支援、新興・融合研究や国際化の
一層の推進、審査区分の見直しなど
制度改善を不断に進めつつ、新規採
択率 30％を目指し、確保・充実を図
る。【文】 

・2021 年度予算においても、国立大
学・私立大学の基盤的経費を充実。 

・2021 年度予算において、科研費を拡
充。研究成果の切れ目ない創出に向
けた多様かつ継続的な研究活動の支
援の実現と、新興・融合研究の強化
のための予算を計上。 

 

・学術研究による多様な知の創出・拡大
に向け、基盤的経費をはじめとした機
関の裁量で使用できる財源の確保を
図る。【文】 

・科研費について、若手研究者の積極的
な採択を踏まえた切れ目ない研究費
の支援を目指し、「基盤研究」や新興・
融合研究における若手研究者のステ
ップアップや、世界が注目する領域で
の国際共同研究の支援強化、優秀な若
手の飛躍につながる応募機会の拡大
などの改善を不断に進めつつ、新規採
択率 30％を目指す。【文】 

〇戦略的創造研究推進事業 127について
は、2021 年度以降、若手への重点支
援と優れた研究者への切れ目ない支
援を推進するとともに、人文・社会科
学を含めた幅広い分野の研究者の結
集と融合により、ポストコロナ時代を
見据えた基礎研究を推進する。また、
新興・融合領域への挑戦、海外挑戦の
促進、国際共同研究の強化へ向け充
実・改善を行う。【文】 

・若手への重点支援を進めつつ、今まで
対象から漏れてしまっていた優れた
研究者や人文・社会科学を含めた幅広
い分野の研究者といった多様な研究
者の参画に向けた戦略目標の大括り
化を進めているところ。 

・若手への重点支援と優れた研究者へ
の切れ目ない支援の推進に向けて戦
略目標の大括り化を進めるとともに、
新興・融合領域への挑戦、海外挑戦の
促進、国際共同研究の強化に関し改善
を図る。【文】 

 
 
 
 

                                                      
127 国が定めた戦略目標の下、組織・分野の枠を越えた時限的な研究体制（ネットワーク型研究所）を構築し、イノベーションの源泉となる基

礎研究を戦略的に推進する事業。 
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〇若手研究者を中心とした、独立前後の

研究者に対し、自らの野心的な構想に
思い切って専念できる環境を長期的
に提供することで、短期的な成果主義
から脱却し、破壊的イノベーションを
もたらし得る成果の創出を目指す創
発的研究支援事業を着実に推進する
とともに、定常化も見据えた事業の充
実を図る。【文】 

・創発的研究支援事業の対象となる研
究について、2020 年度に公募・採択を
行い、2021 年４月から研究を開始。ま
た、2020 年度第 3 次補正予算案にお
いて、採択件数の拡充や RA 支援の充
実のために必要な予算を計上。 

・創発的研究に係る研究資金を最長 10
年間継続して支援する創発的研究支
援事業による支援を着実に実施する
とともに、事業に導入した新たな仕組
みの効果等の検証を進め、若手を中心
とした研究者が自由で挑戦的な研究
に専念できる環境の確保に向けた取
組の深化を図る。【文】 

 
〇大規模プロジェクトや競争的研究費

の評価に際し、研究において、当初想
定されていなかった成果やスピンア
ウトを創出していることや、挑戦的な
取組を継続していること等をより積
極的に評価する。その際、多様な視点
を入れる観点から、過度な負担になら
ない範囲で若手研究者が審査に参画
す る 仕 組 み も 導 入 す る 。     
【文】 

・文部科学省の一部の競争的研究費の
ステージゲート評価において、挑戦的
な取組を推進するという制度趣旨に
沿った審査の観点を導入。 

 

・文部科学省の一部の競争的研究費の
ステージゲート評価等において、挑戦
的な取組を推進するための評価基準
を設けており、引き続きそれらの観点
に基づき審査を実施するとともに、挑
戦的な取組を支援する事業を推進。
【文】 

 

〇世界の学術フロンティアを先導する
大型プロジェクトや先端的な大型施
設・設備等の整備・活用を推進する。
【文】 

・大型プロジェクトの優先度を明らか
にするロードマップを文部科学省の
審議会において策定。 

・次世代放射光施設について、官民地域
パートナーシップによる役割分担に
従い、2019 年度より整備を開始。2021
年 5 月末現在、基本建屋工事進捗率約
51％ 

・SPring-8・SACLA・J-PARC は、特定
先端大型研究施設として産学官の研
究者が幅広く利用。 

 

・年次計画を策定し、厳格な評価・進捗
管理を実施しながら、世界の学術フロ
ンティアを先導する大型プロジェク
トを戦略的・計画的に推進。【文】 

・次世代放射光施設について、官民地域
パートナーシップによる役割分担に
従い、2023 年度の稼働を目指し着実
に整備を推進。【文】 

・SPring-8・SACLA・J-PARC をはじめ
とする量子ビーム施設について、着実
な共用を進めるとともに、施設間連携
やリモート化・スマート化に向けた取
組を推進。【文】 

〇大学の研究ポテンシャルを最大限活
用し、効果的・効率的に共同利用・
共同研究を推進する共同利用・共同
研究拠点について、ネットワーク化
を促進するための制度改正 128 を踏
まえ、国立大学は、2022 年度より始
まる第４期中期目標期間において、
学術の発展や研究の多様化に応じた
柔軟な組織編成を通じ、異分野融合
や新分野の創成、社会課題の解決等
に資する活動を推進する。【文】 

・ネットワーク化を促進するため、2020
年 12 月に「共同利用・共同研究拠点
及び国際共同利用・共同研究拠点の認
定等に関する規程」を一部改正。 

・国立大学については、第 4 期中期目標
期間における新規・継続拠点の選定に
向けた検討を実施。【文】 

〇個々の大学等では運用が困難な大規
模施設・設備、データや貴重資料等
を全国の研究者に提供し、我が国の
大学の教育研究を支える大学共同利
用機関法人 129については、各大学共
同利用機関の教育研究活動の検証の
結果を踏まえ、2022 年度から始まる
第４期中期目標期間に向けて、当該
中期目標の設定や組織の見直し等に
反映することにより機能の強化を図

・第 3 期中期目標期間における各大学共
同利用機関の教育研究活動が学術研
究の動向に対応し、大学における学術
研究の発展に資するものとなってい
るか等について検証を実施し、結果を
公表。 

・各大学共同利用機関の研究体制を強
化し、学術研究の発展に寄与する観点
から、検証結果を踏まえた組織・業務
の見直しや第４期中期目標・中期計画
の検討を実施。【文】 

                                                      
128 2020 年 12 月 23 日付けで「共同利用・共同研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程」（2015 年 7 月 31 日文部科学

省告示第百三十三号）を一部改正。 
129 人間文化研究機構、自然科学研究機構、高エネルギー加速器研究機構、情報・システム研究機構の４法人。 
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る。【文】 
〇我が国の研究力を多角的に分析・評価

するため、researchmap130等を活用し
つつ効率的に研究者に関する多様な
情報を把握・解析する。さらに、海外
動向も踏まえ、従来の論文数や被引用
度といったものに加えて、イノベーシ
ョンの創出、新領域開拓、多様性への
貢献等、新たな指標の開発を 2022 年
中に行い、その高度化と継続的なモニ
タリングを実施する。【科技、文、経】 

・我が国の研究力の多角的な分析・評価
に向け、関係省庁による新たな指標開
発の検討を開始。 

・研究力を多角的に分析・評価する指標
に関する海外の動向の把握・整理及
び、有識者との意見交換を行い、新た
な指標開発の検討を実施。【科技、文、
経】 

 
⑤ 国際共同研究・国際頭脳循環の推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇米国、ＥＵ等の高い科学技術水準の

先進国との間で、国際共同研究を行
うとともに、インド、ケニア等の新
興国及び途上国とのＳＤＧｓを軸
とした科学技術協力を進め、中長期
的な視野を含めて、科学技術の発
展、人材育成、地球規模課題解決等
に貢献する。【科技、文、関係府省】  

・先進国との国際共同研究を推進 
・我が国の優れた科学技術と ODA との

連携により、地球規模課題解決につな
がる国際共同研究を推進。 

・戦略的国際共同研究プログラム
（SICORP）においては、2020 年度は
非医療分野における新型コロナウイル
ス感染症関連研究等の公募を開始する
等、先進国及び開発途上国との国際共
同研究を推進している。また、地球規
模課題対応国際科学技術協力プログラ
ム（SATREPS）では、我が国の優れ
た科学技術と ODA との連携により、
環境・エネルギー、生物資源、防災、
感染症分野において地球規模課題解決
につながる国際共同研究を推進。 

・ 戦 略 的 国 際 共 同 研 究 プ ロ グ ラ ム
（SICORP）を、価値観を共有する国
との戦略的な分野での協力や国際産
学連携の取組を含め着実に進める。
【文】 

・地球規模課題対応国際科学技術協力
プログラム（SATREPS）については、
これまでの成果を踏まえ、SDGs の達
成や社会実装に関する目標をより明
確化した上で、新興国・発展途上国と
の協力を戦略的に実施。【文、外】 

 
 

〇我が国の学生や若手研究者等の海
外研さん・海外経験の機会の拡充、
諸外国からの優秀な研究者の招へ
い、外国人研究者等の雇用促進に向
けて、そのための支援策と環境整備
（ポストの国際公募・採用方法の国
際化、国際水準の給与・待遇の措置、
家族も含めた生活支援、国際的な事
務体制の整備、国際的な研究拠点形
成等）を含む科学技術の国際展開に
関する戦略を 2021 年度までに策定
し、順次施策に取り組む。また、国
際頭脳循環に関する実態把握と課
題の分析に基づく数値目標を 2022
年度までに検討する。【科技、文】 

・文部科学省において、第 11 期科学技術・
学術審議会国際戦略委員会を開催し、第
６期基本計画で指摘された現状認識を
踏まえ、国際戦略策定に向けた議論・検
討を実施。 

・国際頭脳循環に関する実態把握と課題
の分析に基づく数値目標の検討を実施。 

・新型コロナウイルス感染症の影響下に
おいても、国際共同研究や研究者交流
等の科学技術・学術の国際展開に関す
る取組について、対面のみならずオン
ラインの活用等も通じて、着実に進め
られている。 

・戦略的国際共同研究プログラム
（SICORP）においては、2020 年度は
非医療分野における新型コロナウイル
ス感染症関連研究等の公募を開始する
等、先進国及び開発途上国との国際共
同研究を推進している。また、地球規
模課題対応国際科学技術協力プログラ
ム（SATREPS）では、我が国の優れ
た科学技術と ODA との連携により、
環境・エネルギー、生物資源、防災、
感染症分野において地球規模課題解決
につながる国際共同研究を推進。 

・文部科学省において、第 11 期科学技
術・学術審議会国際戦略委員会を開催
し、第６期基本計画で指摘された現状
認識を踏まえ、国際戦略策定に向けた
議論・検討を実施【文】 

・国際頭脳循環に関する実態把握と課
題の分析に基づく数値目標の検討を
実施【科技、文】 

・国際共同研究事業の実施に当たって
は、海外の研究資金配分機関等との連
携を深め、異分野融合（人文・社会科
学を含む）や国際産学連携の視点を強
化するとともに、With/Post コロナに
おける情勢の変化を踏まえた協力を
推進。【文】 

・国際頭脳循環の促進に資するよう、
AI、量子など戦略分野における海外ハ
イレベルの大学や研究機関との組織
対組織の長期的な研究・人材交流の枠
組みを検討し、欧米を中心とした研究
者ネットワーク形成を推進。【文】 

・研究分野や、成長が著しいアジア・太
平洋地域等を含めた世界各国の研究
力の状況、相手国のニーズなどの特性
にも留意しつつ、研究者や青少年の戦

                                                      
130 科学技術振興機構が運営する日本の研究者総覧データベース。研究者が自身の経歴や研究業績等の情報を登録することで、研究者の情報発

信、コミュニケーション促進や、研究情報の一元管理、事務負担の軽減に資する。システムの研究開発を国立情報学研究所が実施。 
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・海外特別研究員事業や外国人研究者招
へい事業等により、日本人研究者の海外
派遣や、外国人研究者の招へいを推進
し、国際頭脳循環を着実に促進。 

略的な派遣と受入れ等の国際交流事
業を推進。【文】 

・新型コロナウイルス感染症等、海外と
の往来が困難な状況の下においても、
学術における国際交流を着実に実施
するため、オンラインも活用した取組
を推進。【文】 

〇海外の研究資金配分機関等との
連携を通じた国際共同研究や、魅
力ある研究拠点の形成、学生・研
究者等の国際交流、世界水準の待
遇や研究環境の実現、大学、研究
機関、研究資金配分機関等の国際
化を戦略的に進め、我が国が中核
に位置付けられる国際研究ネッ
トワークを構築し、世界の優秀な
人材を引き付ける。（再掲）【 健
康医療、科技、総、文、厚、農、
経】    

・世界トップレベルの大学との交流・連
携を実現、加速するための新たな取組
や、人事・教務システムの改革などの
体質改善、学生のグローバル対応力育
成のための体制強化など、徹底した国
際化に取り組む大学を重点支援。 

・地域毎の高等教育制度の相違を超え、
単位の相互認定や成績管理、学位授与
等を行う教育交流プログラムの開発・
実施を行う大学を支援。これら質の保
証を伴ったプログラムにより、日本人
学生の海外派遣と外国人学生の受入を
促進。 

・世界トップレベル研究拠点プログラム
（WPI）においては、2021 年度予算案
において新ミッションの下で、新たに
1 拠点を形成する予算を計上。引き続
き、世界水準の待遇・研究環境などの
実現により、国際頭脳循環に資する国
際的な融合研究拠点を形成する取組を
支援。 

・新型コロナウイルス感染症の影響下に
おいても、国際共同研究や研究者交流
等の科学技術・学術の国際展開に関す
る取組について、対面のみならずオン
ラインの活用等も通じて、着実に実行
中。 

・戦略的国際共同研究プログラム
（SICORP）においては、2020 年度は
非医療分野における新型コロナウイル
ス感染症関連研究等の公募を開始する
等、先進国及び開発途上国との国際共
同研究を推進。地球規模課題対応国際
科学技術協力プログラム
（SATREPS）では、我が国の優れた
科学技術と ODA との連携により、環
境・エネルギー、生物資源、防災、感
染症分野の国際共同研究を推進。 

・フューチャー・アース（FE）構想に基
づき、超学際研究手法を活用し、多国
間共同研究として、気候変動、防災分
野等の地球規模課題解決につながる国
際共同研究を推進。 

・海外特別研究員事業や外国人研究者招
へい事業等により、日本人研究者の海
外派遣や、外国人研究者の招へいを推
進し、国際頭脳循環を着実に促進。 

・Ｇ２０のクリーンエネルギー技術分野
のトップ研究機関のリーダーが参加す
る国際会合（ＲＤ２０）を開催。我が
国研究機関等が、諸外国の研究機関等
が有する先進的な技術・研究資源と連
携することにより、革新的なクリーン

・海外の研究資金配分機関等との連携
を深め、異分野融合（人文・社会科学
を含む）や国際産学連携の視点を強化
するとともに、With/Post コロナにお
ける情勢の変化を踏まえた国際共同
研究を推進。【文】 

・国際頭脳循環の促進に資するよう、
AI、量子など戦略分野における海外ハ
イレベルの大学や研究機関との組織
対組織の長期的な研究・人材交流の枠
組みを検討し、欧米を中心とした研究
者ネットワーク形成を推進。【文】 

・研究分野や、成長が著しいアジア・太
平洋地域等を含めた世界各国の研究
力の状況、相手国のニーズなどの特性
にも留意しつつ、研究者や青少年の戦
略的な派遣と受入れ等の国際交流事
業を推進。その際、国際学術ネットワ
ークの効果的・効率的な構築の観点か
ら、既存の国際交流事業の構成の見直
しについても検討。【文】 

・新型コロナウイルス感染症等、海外と
の往来が困難な状況の下においても、
学術における国際交流を着実に実施
するため、オンラインも活用した取組
を推進。【文】 

・科研費について、世界が注目する領域
での国際共同研究の支援を強化。【文】 

・戦略的創造研究推進事業等の公募型
研究事業において、共同公募等の国際
共同研究に係るファンディング手法
の導入を推進。【文】 

・世界トップレベル研究拠点プログラ
ム（WPI）において、博士後期課程学
生を含む若手研究者の国際経験や海
外研鑽の機会の拡充なども見据えて
2020 年に策定された新たなミッショ
ンに基づく 2021 年度中に整備を予定
する新規拠点を含め、国際的な融合研
究拠点形成を計画的・継続的に推進す
るとともに、ノウハウの横展開を行
い、with/ポストコロナ時代において
も国際頭脳循環を進める。【文】 

・大学の国際化に向け、徹底した国際化
に取り組む大学を重点支援するとと
もに、取組の成果を、組織内や他大学
へ横展開。【文】 

・国際的な研究動向の取り入れや国内
の研究の新陳代謝を促進するよう、研
究インテグリティの確保等にも留意
しつつ、審査プロセス等における海外
研究者の参画など、研究資金配分機関
の運営の国際化を推進。【科技、文】
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エネルギー技術の国際的な共同研究開
発を実施。 

・戦略的情報通信研究開発推進事業
（SCOPE）において、ホライズン
2020 と連携しデジタル技術を活用した
高齢者のためのスマートな生活環境の
構築に関する国際共同研究を開始した
他、米国と IoT を活用した社会インフ
ラ維持管理に関する国際共同研究を実
施する等、EU 及び米国との共同研究
を推進。 

（再掲） 
・学生の海外研鑽機会の充実等を図る

ため、ジョイント・ディグリー等の活
用や海外連携大学との教育交流プロ
グラム構築等により、更なる質の高い
学生交流を促進。【文】 

・ＲＤ２０を継続的に開催。また、革新
的なクリーンエネルギー技術の国際
的な共同研究開発を継続的に実施。
【経】 

・ICT 分野における研究開発成果の国
際標準化や実用化を加速し、イノベー
ションの創出や国際競争力の強化に
資するため、戦略的パートナーである
国・地域との国際共同研究をより一層
強力に推進。【総】 

 
⑥ 研究時間の確保 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇URA 等のマネジメント人材、エン

ジニア（大学等におけるあらゆる
分野の研究をサポートする技術職
員を含む）といった高度な専門職
人材等が一体となったチーム型研
究体制を構築すべく、これらが魅
力的な職となるよう、専門職とし
ての質の担保と処遇の改善に関す
る取組を 2021 年度中に実施す
る。これにより、博士人材を含め
て、専門職人材の流動性、キャリ
アパスの充実を実現し、あわせて
育成・確保を行う。（再掲）
 【文】 

・エンジニア（大学等におけるあらゆる分
野の研究をサポートする技術職員を含
む）については、2021 年度に質の担保
と処遇の改善を支援する取組を開始。
（再掲） 

・URA については、URA に必要とされ
る知識の体系的な専門研修受講の機会
提供や、実務能力を踏まえた客観的な
質保証（認定）を行う認定機関の運営
支援を 2021 年度に開始。（再掲） 

・URA の能力に応じた認定制度を創設
し、質の向上及び能力の可視化を行
うとともに、URA 等のマネジメント
人材の役割や処遇の好事例の収集・
周知等を通じて、大学等における
URA の戦略的配置の有効性などの理
解増進と処遇改善を促進。（再掲）
【文】 

・エンジニア（大学等におけるあらゆる
分野の研究をサポートする技術職員
を含む）のスキル向上や多様なキャリ
アパス実現に向けて、全国的なネット
ワーク構築等を推進。（再掲）【文】 

〇大学のスマートラボラトリ化や、研
究時間の確保に資する民間事業者
のサービスの普及、大学運営業務の
効率化に関する好事例の横展開、国
立大学における事務処理の簡素化、
デジタル化等を 2021 年度より促進
する。【文】 

         

・大学運営業務の効率化に関する好事例
を取りまとめ公表。 

・2020 年度に国立大学法人等に対し、行
政手続きにおける書面主義、押印原則、
対面主義の見直しを依頼。 

・研究設備・機器のスマート化・リモート
化について予算を措置。 

・研究環境の向上に資する民間事業者の
サービスについて、2020 年度までに 9
件を認定。 

・研究時間の確保に資する民間事業者
のサービスについて、認定制度を通し
て、その普及を促進する。【文】 

・大学運営業務の効率化に関する好事
例等を参考に、事務処理の簡素化、デ
ジタル化等を促進。【文】 

〇競争的研究費について、現場の意見
を踏まえつつ、各種事務手続に係る
ルールの一本化、簡素化・デジタル
化・迅速化を図り、2021 年度から実
施する。 【科技、文、関係府省】     
  

・競争的研究費について、各種事務手続に
係るルールの一本化、簡素化・デジタル
化・迅速化を図るための関係府省申し合
わせを 2021 年３月に策定。 

・競争的研究費について、各種事務手続
きに関する関係府省申し合わせを踏
まえ、ルールの一本化、簡素化・デジ
タル化・迅速化に係る取組を推進。
【科技、文、関係府省】 

 
⑦ 人文・社会科学の振興と総合知の創出 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
○人文・社会科学分野の学術研究を

支える大学の枠を超えた共同利
用・共同研究体制の強化・充実を
図るとともに、科研費等による内
在的動機に基づく人文・社会科学

・ネットワーク化を促進するため、2020
年 12 月 23 日付けで「共同利用・共同
研究拠点及び国際共同利用・共同研究拠
点の認定等に関する規程」（2015 年 7 月
31 日文部科学省告示第百三十三号）を

・国立大学については、第 4 期中期目標
期間における新規・継続拠点の選定に
向けた検討を実施。【文】 

・各大学共同利用機関の研究体制を強
化し、学術研究の発展に寄与する観点
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研究の推進により、多層的・多角
的な知の蓄積を図る。【文】 

          

一部改正。（再掲） 
・第 3 期中期目標期間における各大学共

同利用機関の教育研究活動が学術研究
の動向に対応し、大学における学術研究
の発展に資するものとなっているか等
について外部検証を実施し、結果を公
表。（再掲） 

・2021 年度予算において、科研費を拡充。
研究成果の切れ目ない創出に向けた多
様かつ継続的な研究活動の支援の実現
と、新興・融合研究の強化のための予算
を計上。（再掲） 

から、検証結果を踏まえた組織・業務
の見直しや第４期中期目標・中期計画
を検討。【文】（再掲） 

・科研費については、引き続き人文学・
社会科学を含む全ての分野にわたる
「学術研究」を支援。【文】 

 

〇未来社会が直面するであろう諸問
題に関し、人文・社会科学系研究者
が中心となって研究課題に取り組
む研究支援の仕組みを 2021 年度中
に創設し推進する。その際、若手研
究者の活躍が促進されるような措
置をあわせて検討する。【文】     

・2013 年度より、異なる学問分野の研究
者の参画を得て、新たな研究領域への予
想外の飛躍をもたらすような課題の追
求や方法論の継続的な改良を目指すプ
ログラム、研究成果と実務を橋渡しでき
る者の参画を得て分野間連携による共
同研究を実施し、研究推進から成果発信
までの研究者と実務者の連携を目指す
プログラム、国際共同研究を実施し国際
的なネットワークの構築による海外の
研究者との対話やグローバルな成果発
信を目指プログラムに取り組み、人文・
社会科学の知見の創出に貢献。 

・2021 年度より、未来社会が直面するで
あろう諸問題に関し、人文・社会科学系
研究者が中心となって研究課題に取り
組むプログラムを開始。 

・未来社会が直面するであろう諸問題
に関し、人文・社会科学系研究者が中
心となって研究課題に取り組むプロ
グラムを推進。【文】 

〇人文・社会科学の研究データの共
有・利活用を促進するデータプラ
ットフォームについて、2022 年
度までに我が国における人文・社
会科学分野の研究データを一元
的に検索できるシステム等の基
盤を整備するとともに、それらの
進捗等を踏まえた 2023 年度以降
の方向性を定め、その方針に基づ
き人文・社会科学のデータプラッ
トフォームの更なる強化に取り
組む。また、研究データの管理・
利活用機能など、図書館のデジタ
ル転換等を通じた支援機能の強
化を行うために、2022 年度まで
に、その方向性を定める。 
【文】 

・人文・社会科学分野のデータ共有・利活
用、権利関係等に関するガイドラインを
策定。 

・人文・社会科学に関する５拠点の有する
データのメタデータの自動収集や一括
検索機能を備えた総合データカタログ
について、試験運用を開始。 

 

・総合データカタログについて、2021 年
度までに本格運用を開始。【文】 

・データ駆動型研究の振興を図るため、
人文・社会科学のデータプラットフォ
ームの更なる強化策について、2021
中に結論を導出するとともに、必要な
取組を推進。【文】 

 

〇「総合知」の創出・活用を促進する
ため、公募型の戦略研究の事業にお
いては、2021 年度から、人文・社会
科学を含めた「総合知」の活用を主
眼とした目標設定を積極的に検討
し、研究を推進する。また、「総合知」
の創出の積極的な推進に向けて、世
界最先端の国際的研究拠点におい
て、高次の分野融合による「総合知」
の創出も構想の対象に含むことと
する。 【科技、文】 

  

・世界トップレベル研究拠点プログラム
（WPI）2021 年度の新規拠点公募にお
いて、人文・社会科学の「知」と自然科
学の「知」を高次に融合した「総合知」
を創出する構想も公募の対象とした。 

・戦略的創造研究推進事業の戦略目標の
策定に当たって、「総合知」に関連した
目標設定を検討し、2021 年３月に戦略
目標として決定・公表。今後、科学技術
振興機構において、戦略目標の達成に最
適な研究領域と研究総括等を選定し、戦
略的に基礎研究を推進。 

・人文・社会科学との融合による「総合知」
の創出に向け、2020 年 6 月に国立研究

・人文・社会科学のみに係るものを含む
科学技術の振興や総合知の創出に向
けた取組を効果的に推進。【文】 



77 

開発法人科学技術振興機構法（JST 法）
及び国立研究開発法人理化学研究所法
（理研法）が改正され、2021 年４月に
施行されたことに伴い、2021 年度予算
において、社会的課題を見据え、人文学・
社会科学により科学技術の社会実装に
向けた ELSI や複雑化する社会の諸課題
の解決を目指す研究を振興する取組を
強化。 

〇関係省庁の政策課題を踏まえ、人
文・社会科学分野の研究者と行政官
が政策研究・分析を協働して行う取
組を 2021 年度から更に強化する。
また、未来社会を見据え、人文・社
会科学系の研究者が、社会の様々な
ステークホルダーとともに、総合知
により取り組むべき課題を共創す
る取組を支援する。こうした取組を
通じて、社会の諸問題解決に挑戦す
る人的ネットワークを強化する。
【文】 

・人文・社会科学分野の研究者と行政官が
協働するプログラムを 2021 年度に開
始。 

・2020 年度に、未来社会を見据え、人文・
社会科学系の研究者が社会の様々なス
テークホルダーとともに総合知により
取り組むべき課題を共創する事業を開
始。 

・左記取組を着実に実施するとともに、
得られた成果を具体の研究開発や社
会課題解決につなげるべく、多様なス
テークホルダーと逐次連携。【文】 

〇人文・社会科学の知と自然科学の知
の融合による人間や社会の総合的
理解と課題解決に貢献する「総合
知」に関して、基本的な考え方や、
戦 略 的 に 推 進 す る 方 策 に つ い て
2021 年度中に取りまとめる。あわせ
て、人文・社会科学や総合知に関連
する指標について 2022 年度までに
検討を行い、2023 年度以降モニタリ
ングを実施する。【科技、文】 

 

・「総合知」に関する基本的な考え方や戦
略的に推進する方策に係る検討に着手。 

・NISTEP 定点調査 2020(2021 年 4 月公
表)において、自然科学系と人文・社会
科学系の連携の状況を調査。 

・「総合知」に関する基本的な考え方や
戦略的に推進する方策に係る検討を
進め、2021 年度中に結論を得る。【科
技】 

・第６期基本計画を参照しつつ新たに
質問項目の設計等を行う NISTEP 定
点調査において、「総合知」に関する質
問を加え、その状況について継続的に
調査を実施予定。【科技、文】（再掲） 

〇上述の「総合知」に関する方策も踏
まえ、社会のニーズに沿ったキャリ
アパスの開拓を進めつつ、大学院教
育改革を通じた人文・社会科学系の
人材育成の促進策を検討し、2022 年
度までに、その方向性を定める。【科
技、文】 

・人文・社会科学系大学院の課題を含む大
学院教育改革に関して、今までの審議を
整理。 

・上述の「総合知」に関する方策を踏ま
え、大学院教育改革を通じた人文・社
会科学系の人材育成の促進策を検討
し、2022 年度までに、その方向性を
決定。【文】 

 
⑧ 競争的研究費制度の一体的改革 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
○プロジェクト評価結果の共有、人的

交流、情報共有の場の設定等による
コミュニケーションの活発化、研究
者や研究成果を推薦する仕組みの構
築等の研究資金配分機関間の連携強
化に向けた取組を 2021 年度より加
速する。【科技、文、経、関係府省】 

・JST と JSPS、NEDO の間で、連携強
化に向けた取組について調整中。 

・事業に採択された研究者情報の共有、機
関間の人事交流の推進や、他機関のプロ
ジェクト評価への参画により研究資金
配分機関間の連携を強化【文、経】 

〇競争的研究費について、現場の意
見を踏まえつつ、各種事務手続に係
るルールの一本化、簡素化・デジタ
ル化・迅速化を図り、2021 年度か
ら実施する。（再掲）【科技、文、関
係府省】  

・競争的研究費について、各種事務手続に
係るルールの一本化、簡素化・デジタル
化・迅速化を図るための関係府省申合せ
を 2021 年３月に策定。 

・競争的研究費について、各種事務手続き
に関する関係府省申し合わせを踏まえ、
ルールの一本化、簡素化・デジタル化・
迅速化に係る取組を推進。【科技、文、
関係府省】 

〇競争的研究費における間接経費の
扱いについて、直接経費に対する
割合等を含めたルールの一本化、

・競争的研究費における間接経費の扱い
について、関係府省と連携し、検討に着
手。 

競争的研究費における間接経費の扱いに
ついて、直接経費に対する割合等を含め
たルールの一本化、使途報告、証拠書類の
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使途報告、証拠書類の簡素化につ
いて検討を行い、2022 年度から実
施する。 【科技、文、関係省庁】   

簡素化について関係府省と連携し検討を
行い、2021 年度中に関係府省申合せを策
定する。【科技、文、関係省庁】 
  

〇基礎研究力の強化に向けた、研究に
対する切れ目ない支援を実現する
ための取組を、具体的な実行プラン
に基づき、2021 年度より加速する。
科研費や戦略的創造研究推進事業
に関しては、若手支援充実に加え、
実力ある中堅以上の研究者が安定
的かつ十分に研究費を確保できる
ための取組（配分や審査の見直し
等）の強化、新興・融合研究の促進
等を図る。基礎研究の成果を産業界
へつなぐ事業に関しては、学術的価
値を評価する体制及び産業界との
マッチング支援をはじめ研究フェ
ーズに応じた柔軟な支援体制の強
化を図る。【文】 

          

・研究成果の切れ目ない創出に向け、多様
かつ継続的な研究活動を支援する競争
的研究費の最適配分及び新興・融合研究
の促進を可能とする予算を拡充。 

・優れた研究成果がイノベーションの創
出に至るまでシームレスに研究費がつ
ながるよう、制度・法人間の連携方策を
検討中。 

・文部科学省において、論文動向等の分析
の他、有識者へのヒアリング等を通じ
て、科学的価値や経済・社会的インパク
ト等、多角的な観点から議論し、戦略目
標を策定 131。 

・戦略的創造研究推進事業における戦略
目標の策定に当たっては、NISTEP 等の
協力も得て、科研費から創出された成果
等を把握・分析するとともに、JSPS 学
術システム研究センターにヒアリング
を実施するなど、競争的研究費の一体改
革の議論も踏まえ、研究成果の切れ目な
い支援に配慮。 

・引き続き、優れた基礎研究への支援を着
実に進め、優秀な若手の柔軟なステップ
アップを含む若手支援を充実させると
ともに、若手から中堅、シニアまで優秀
な研究者が切れ目なくステップアップ
できる仕組みを構築する。科研費や戦略
的創造研究推進事業において新興・融合
領域や国際的な活動への支援を強化す
る。【文】 

〇e-CSTI を活用した研究開発成果の
見える化・分析に加え、社会課題の
解決に向けた次の重点領域の特定・
研究実施という新たな政策サイク
ルの構築に取り組む等、2021 年度中
に重点領域の設定を試行する。ま
た、世界的な研究開発の動向の変化
も踏まえた検討を可能とするため、
定期的なフォローアップが可能な
仕組みとして構築する。【 科 技 、
文、関係府省】 

・分野ごとに論文輩出状況と研究開発投
資の関係を見える化するとともに、日本
語論文データを取り込んだ上で、ファン
ディングデータとの関係性が分析可能
なサイエンスマップと、特許データとの
関係性分析が可能なサイエンスマップ
を構築中。（再掲） 

・全体俯瞰、個別分野 2 分野におけるエキ
スパートジャッジから開始し、その後、
複数分野（10 分野程度）に横展開し、
重要科学技術領域の抽出・分析、分野別
戦略の見直し等を実施。【科技、関係府
省】（再掲） 

・競争的研究費等の各事業における効果
的・効率的な配分や事業の見直し等につ
なげるため、内閣府を中心に、e-CSTI 等
を活用して競争的研究費等の各事業ご
とのインプット・アウトプット等を用い
た分析を行う。【科技】（再掲） 

  

                                                      
131 2021 年度は、グリーン社会の実現、デジタル社会の形成、コロナ後の新たな社会の創造の３本柱に対応した８つの戦略目標を策定。 
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（２）新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進） 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

社会全体のデジタル化や世界的なオープンサイエンスの潮流を捉えた研究そのもののＤＸを通じて、よ
り付加価値の高い研究成果を創出し、我が国が存在感を発揮することを目指す。特に新型コロナウイルス感
染症の研究においても、論文のオープンアクセス化やプレプリントの活用が更に拡大する中、研究プロセス
全般で生まれるデータについて、戦略性を持って適切な共有と利活用を図るとともに、それによりインパク
トの高い研究成果を創出していくための研究基盤の実現が求められる。 

このため、まず、データの共有・利活用については、研究の現場において、高品質な研究データが取得さ
れ、これら研究データの横断的検索を可能にするプラットフォームの下で、自由な研究と多様性を尊重しつ
つ、オープン・アンド・クローズ戦略に基づいた研究データの管理・利活用を進める環境を整備する。特に
データの信頼性が確保される仕組みが不可欠となる。また、これらに基づく、最先端のデータ駆動型研究、
ＡＩ駆動型研究の実施を促進するとともに、これらの新たな研究手法を支える情報科学技術の研究を進め
る。 

同時に、ネットワーク、データインフラや計算資源について、世界最高水準の研究基盤の形成・維持を図
り、産学を問わず広く利活用を進める。また、大型研究施設や大学、国立研究開発法人等の共用施設・設備
について、遠隔から活用するリモート研究や、実験の自動化等を実現するスマートラボの普及を推進する。
これにより、時間や距離の制約を超えて、研究を遂行できるようになることから、研究者の負担を大きく低
減することが期待される。また、これらの研究インフラについて、データ利活用の仕組みの整備を含め、全
ての研究者に開かれた研究設備・機器等の活用を実現し、研究者が一層自由に最先端の研究に打ち込める環
境が実現する。 

以上の質の高い研究データの適切な管理・利活用や、ＡＩを含めた積極的なデータサイエンスの活用、そ
して先進的なインフラ環境の整備は、単に研究プロセスの効率化だけではなく、研究の探索範囲の劇的な拡
大、新たな仮説の発見や提示といった研究者の知的活動そのものにも踏み込んだプロセスを変革し、従前、
個人の勘や経験に頼っていた活動の一部が代替されていくことになる。これにより、データを用いたインパ
クトの高い研究成果の創出につなげるほか、研究者の貴重な時間を、研究ビジョンの構想や仮説の設定な
ど、より付加価値の高い知的活動へと充当させていく。同時に、グローバルな視点からも、オープンサイエ
ンスの発展に貢献する。 

さらに、このような研究活動の変革や我が国全体の雇用慣行の変化によって、研究者の在り方も変わる面
があり、既に世界各地では見られる、シチズンサイエンスとしての市民の研究参加や研究者のフリーランス
化など、多様な主体が研究活動に参画し活躍できる環境が我が国でも実現し、研究者とそれ以外の者が、信
頼感を醸成しながら、知の共有と融合を進め、新たな形での価値創造を実現する環境整備を図っていく。 
 
【目標】 

・ オープン・アンド・クローズ戦略に基づく研究データの管理・利活用、世界最高水準のネットワーク・
計算資源の整備、設備・機器の共用・スマート化等により、研究者が必要な知識や研究資源に効果的に
アクセスすることが可能となり、データ駆動型研究等の高付加価値な研究が加速されるとともに、市民
等の多様な主体が参画した研究活動が行われる。 
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【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
機関リポジトリを有する全ての大学・大学共同利用機関法人・国立研究開発法人において、2025 年まで
に、データポリシーの策定率が 100％になる。公募型の研究資金 132の新規公募分において、2023 年度ま
でに、データマネジメントプラン（ＤＭＰ）及びこれと連動したメタデータの付与を行う仕組みの導入率
が 100％になる。 

 
【現状データ】（参考指標） 
・ 国立研究開発法人における研究データポリシーの策定法人数：24 法人・機関（2020 年度） 
・ 競争的研究費制度におけるデータマネジメントプラン（ＤＭＰ）の導入済み府省・機関数：9 省・機関（2020

年度） 
・ 国内における機関リポジトリの構築数：811 個（2019 年度） 
・ 研究データ公開の経験のある研究者割合：51.9%（2018 年度） 
・ プレプリント公開の経験のある研究者割合：20.4%（2020 年度） 
・ ＨＰＣＩ提供可能資源量：年間 27.6 ペタ flops（2020 年度） 
・ 研究設備・機器の共用化の割合：大学等における研究機器のうち相当程度の市場規模のある 10 機器（2012

～2016 年度購入）について、競争的資金で購入したもののうち９割は研究者個人や研究室単位での利用
にとどまる。（2017 年度） 

 
① 信頼性のある研究データの適切な管理・利活用促進のための環境整備 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇研究データの管理・利活用のための我

が国の中核的なプラットフォームとし
て 2020 年度に本格運用を開始した研
究データ基盤システム（NII Research 
Data Cloud）の普及・広報と必要な改
良を引き続き進める。また、公的資金
により得られた研究データについて、
産学官における幅広い利活用を図るた
め、2023 年度までに体系的なメタデー
タ 133の付与を進め、同年度以降、研究
データ基盤システム上でこれらのメタ
データを検索可能な体制を構築する。
さらに、メタデータをＥＢＰＭに活用
するため、e-Rad の改修に合わせて、
相互運用性を確保する。研究データ基
盤システムについて、持続的な運営体
制の確保に向け 2022 年度までに方策
を検討する。 【科技、文、関係府省】 

・2020 年度に研究データ基盤システ
ムの本格運用を開始。 

・ナショナルレベルのデータポリシ
ーとして、「公的資金による研究デ
ータの管理・利活用に関する基本的
な考え方」を統合イノベーション戦
略推進会議において策定し、メタデ
ータ共通項目等を設定。 

・研究データ基盤システムの普及・広
報や必要な改良・整備を行うことに
より、研究データの管理・利活用を
促進。【科技、文、関係府省】 

・研究データ基盤システムについて、
持続的な運営体制の確保に向け 2022
年度までに方策を検討。【科技、文、
関係府省】 

・メタデータをＥＢＰＭに活用するた
め、e-Rad の改修に合わせて、デー
タ連携内容を検討。【科技】 

〇公的資金により得られた研究データの
機関における管理・利活用を図るた
め、大学、大学共同利用機関法人、国
立研究開発法人等の研究開発を行う機
関は、データポリシーの策定を行うと

・国立研究開発法人における研究デー
タポリシーの策定を促進。 

・大学、大学共同利用機関法人、国立研
究開発法人等の研究開発を行う機関
によるデータポリシーの策定と機関
リポジトリへの研究データの収載を
推進。【科技、文、関係府省】 

                                                      
132 「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について」（https://www.e-rad.go.jp/dl_file/particulars_e-rad.pdf）において、システムの対象

として規定される公募型の研究資金。 
133 体系的なメタデータとは、統一した様式により研究データの概要を示したデータであり、研究データの名称や説明、管理者、保管場所、共

有・公開の有無等の情報を含む。「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」において、メタデータの共通項目
を定めている。 
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ともに、機関リポジトリへの研究デー
タの収載を進める。あわせて、研究デ
ータ基盤システム上で検索可能とする
ため、研究データへのメタデータの付
与を進める。【科技、文、関係府省】    

・データポリシーに沿って、研究者に管
理・利活用の対象とする研究データの
範囲を決定させ、メタデータの付与を
促進。【科技、文、関係府省】 

〇公募型の研究資金の全ての新規公募分
について、研究データの管理・利活用
を図るため、データマネジメントプラ
ン（ＤＭＰ）及びこれと連動したメタ
データの付与を行う仕組みを 2023 年
度までに導入する。次期ＳＩＰにおい
ても同様に、ＤＭＰの策定とメタデー
タの付与を実施することとする。 

【科技、文、関係府省】 
        

・公的資金による研究活動により生み
出された研究データの利活用を含
む先進的なデータマネジメントを
促進するため、ムーンショット型研
究開発制度において、先行的に研究
データ基盤システムの活用を図る
など、先進的なデータマネジメント
を推進。 

 

・公募型の研究資金の全ての新規公募
分について、2023 年度までに、ＤＭ
Ｐ及びこれと連動したメタデータの
付与を行う仕組みの導入を推進し、公
募要領等において実施内容を実現す
るための説明を記載。【科技、文、関係
府省】 

・次期ＳＩＰにおいても同様に、ＤＭＰ
の策定とメタデータの付与を実施。
【科技】 

・国民の健康寿命の延伸や世界最高水
準の医療の提供のため日本医療研究
開発機構（ＡＭＥＤ）において、ＡＭ
ＥＤが支援した研究開発から得られ
たデータの利活用プラットフォーム
として、産学の研究開発において品質
管理されたデータを安全・安心かつ効
率的に利活用するための仕組みにつ
いて検討し、早期の運用開始を目指
す。【健康医療、文、厚、経】 

・ムーンショット型研究開発制度にお
ける先進的データマネジメントの実
施を促進。【科技】 

〇研究データ基盤システムと内閣府が実
施する研究開発課題（ＳＩＰ等）で構
築する分野ごとデータ連携基盤との間
で、相互にデータの利活用を図るため
の仕組みを 2023 年度中に構築する。
【科技、文】     

・研究データ基盤システムと分野ごと
データ連携基盤との連携項目の検
討を開始。 

・研究データ基盤システムと分野ごと
データ連携基盤との連携項目及び仕
様を検討。【科技、文】 

〇研究者の研究データ管理・利活用を促
進するため、例えば、データ・キュレ
ーター、図書館職員、URA、研究の第
一線から退いたシニア人材、企業等に
おいて研究関連業務に携わってきた人
材、自らの研究活動に資する場合には
ポスドク等の参画や、図書館のデジタ
ル転換等の取組について、2022 年度ま
でにその方向性を定める。【科技、文、
関係府省】 

・研究データの管理・利活用を促進す
るため、図書館のデジタル転換等の
取組等の方向性について、今年度中
に検討体制を構築し検討を開始す
る予定。 

・研究開発を行う機関において、研究者
がデータポリシーに則って研究デー
タマネジメントを実施するための環
境や支援体制等に関する事例を収集
し、横展開を実施。【科技、文、関係府
省】 

〇自由で開かれた研究活動を尊重し、我
が国と価値観を共有する国・地域・国
際機関等（ＥＵ、Ｇ７、ＯＥＣＤ等）
との間で、研究データの管理・利活用
に関する連携を進める。我が国の研究
データ基盤システムとこれに相当する
取組との国際連携を図り、研究データ
の管理・利活用に関する国際的な相互
運用性を高めることにより、本計画期
間中に、グローバルプラットフォーム
の構築を目指す。【科技、文】 

・G7 では日本と EU が共同議長をつ
とめるオープンサイエンス WG で、
各国における好事例などを共有。 

・EU とは研究データ基盤間の連携を
促進するため、双方の政策や技術面
における課題の特定を進めること
を検討。 

・G7 でパイロットプロジェクトなどの
取組を検討し、基盤システムの相互運
用性だけでなく、政策面でも研究デー
タの管理・利活用推進の在り方を検
討。【科技、文】 

・EU の EOSC と日本の NII Research 
Data Cloud 間でインターオペラビリ
ティを検証する具体的なパイロット
プロジェクトを実施し、段階を踏んで
連携の深化を追求。【科技、文】 

 
〇研究データの管理・利活用に関する取

組を更に促す観点から、2022 年まで
に、これらの取組の状況を、研究者、
プログラム、機関等の評価体系に導入
する。 【科技、関係府省】 

・ムーンショット型研究開発制度にお
いて、評価の基準として研究データ
の保存、共有、公開の状況を導入。 

・研究データの管理・利活用に関する取
組の状況を研究者、プログラム、機関
等の評価体系に導入するため、ムーン
ショット型研究開発制度における事
例を収集し、SIP 及び他の公募型の研
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究資金における具体的評価項目等を
検討。【科技、関係府省】 

 
 
② 研究ＤＸを支えるインフラ整備と高付加価値な研究の加速 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇2022 年度に、我が国の大学、研究機関

等の学術情報基盤として、全国をつな
ぐ超高速・大容量ネットワーク（ＳＩ
ＮＥＴ）を増強し、これを研究データ
基盤システムと一体的に運用すること
で、最先端の研究教育環境を提供す
る。また、引き続きこれらの学術情報
基盤を支える技術の研究開発を推進す
る。さらに、2021 年度までに、学術情
報基盤としての役割のみならず、大学
等の知を生かせる我が国の社会基盤イ
ンフラとして、民間と連携しつつ利活
用できる環境整備の方策を検討する。 

【科技、文】 

・ＳＩＮＥＴについて、更なる研究
環境の向上のためのネットワーク基
盤の増強に加え、研究の多様な局面
で発生する研究データの管理・利活
用のみならず、大学等の知を生かせ
る我が国の社会基盤インフラとし
て、民間と連携しつつ利活用できる
環境整備の方策の検討も含め、研究
データ基盤システムを従来のネット
ワーク基盤と融合した総合プラット
フォームへの機能拡充を推進。 

・ 次世代学術研究プラットフォームと
して最先端の研究・教育環境を提供
するため、超高速・大容量のネット
ワーク基盤（SINET）と研究データ
基盤の一体的整備・運用を 2022 年４
月より開始するとともに、その高度
化や必要な技術の研究開発を引き続
き推進。【文】 

・研究データ基盤の普及・改良等を進
めるとともに、大学等の知を生かせ
る我が国の社会基盤インフラとして
の利用方策を検討。【科技、文】 

〇スパコン計算資源については、2021
年よりスーパーコンピュータ「富岳」
の本格的な共用を進めるとともに、国
内の大学、国立研究開発法人等のスパ
コン計算資源について、全国の研究者
の多様なニーズに応える安定的な計算
基盤として増強する。加えて、次世代
の計算資源について、我が国が強みを
有する技術に留意しつつ、産学官で検
討を行い、2021 年度までに、その方
向性を定める。この検討の結果を踏ま
え、必要な取組を実施する。【文、関
係府省】 

・スーパーコンピュータ「富岳」は、
当初目標としていた 2021 年度の共
用開始を前倒し、2021 年 3 月から
共用を開始。 

・2020 年 11 月より、我が国の次世代
計算基盤についての議論を開始。 

・2021 年 3 月に共用を開始したスーパ
ーコンピュータ「富岳」を着実に運用
するとともに、我が国が直面する社会
的・科学的課題に対し機動的に対応で
きるよう、成果創出を加速する研究開
発、利用環境整備を促進。【文、関係府
省】 

・2021 年度中に我が国の次世代の計算
資源の在り方について検討を行い、そ
の方向性を踏まえた調査研究など必
要な取組を速やかに実施。【文、関係府
省】 

〇研究設備・機器については、2021 年度
までに、国が研究設備・機器の共用化
のためのガイドライン等を策定する。
なお、汎用性があり、一定規模以上の
研究設備・機器については原則共用と
する。また、2022 年度から、大学等
が、研究設備・機器の組織内外への共
用方針を策定・公表する。また、研究
機関は、各研究費の申請に際し、組織
全体の最適なマネジメントの観点から
非効率な研究設備・機器の整備が行わ
れていないか精査する。これらによ
り、組織的な研究設備の導入・更新・
活用の仕組み（コアファシリティ化）
を確立する。既に整備済みの国内有数
の研究施設・設備については、施設・
設備間の連携を促進するとともに、
2021 年度中に、全国各地からの利用ニ
ーズや問合せにワンストップで対応す
る体制の構築に着手し、2025 年度まで
に完了する。さらに、現在、官民共同
の仕組みで建設が進められている次世
代放射光施設の着実な整備や活用を推
進するとともに、大型研究施設や大
学、国立研究開発法人等の共用施設・

・大学等における研究設備・機器の整
備・共用のためのガイドライン／ガ
イドブック策定のための議論を審
議会において実施。 

・全国各地からの利用ニーズや問合せ
にワンストップで対応する体制を
構築するための事業を開始。 

・研究設備・機器のスマート化・リモ
ート化の予算を計上。 

・次世代放射光施設について、官民地
域パートナーシップによる役割分
担に従い、2019 年度より整備を開
始。2021 年５月末現在、基本建屋工
事進捗率約 51％。 

・SPring-8・SACLA・J-PARC は、特
定先端大型研究施設として産学官
の研究者が幅広く利用。 

・文部科学省の審議会において「我が
国全体を俯瞰した量子ビーム施設
の在り方（とりまとめ）」を 2021 年
２月に策定（国内外の動向を踏まえ
た我が国全体の量子ビーム施設を
取り巻く課題を整理、施設間連携の
強化、施設の DX 化、中長期的な整
備計画の必要性等について提言）。 

・基本計画に掲げた取組を推進。【科技、
文、関係府省】 

・研究設備・機器の共用の加速化のた
め、汎用性があり一定規模以上の研究
設備・機器については原則共用とする
等、研究設備・機器の整備・共用化の
ためのガイドライン等を策定し、共用
化に関する取組を推進。【文】 

・組織的な研究設備の導入・更新・活用
の仕組み（コアファシリティ化）の確
立を推進。【文】 

・2021 年度中に、全国各地からの利用
ニーズや問合せにワンストップで対
応する体制の構築に着手。【文】 

・次世代放射光施設について、官民地域
パートナーシップによる役割分担に
従い、2023 年度の稼働を目指し着実
に整備を推進。【文】 

・SPring-8・SACLA・J-PARC をはじめ
とする量子ビーム施設について、着実
な共用を進めるとともに、施設間連携
やリモート化・スマート化に向けた取
組を推進。【文】 
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設備について、リモート化・スマート
化を含めた計画的整備を行う。【科技、
文、関係府省】 

・大型研究施設 RIBF について、リモ
ート化・スマート化に向けた取組を
推進。 

〇データ駆動型の研究を進めるため、
2023 年度までに、マテリアル分野にお
いて、良質なデータが創出・共用化さ
れるプラットフォームを整備し、試験
運用を開始する。また同様に、ライフ
サイエンス分野においても、データ駆
動型研究の基盤となるゲノム・データ
をはじめとした情報基盤や生物遺伝資
源等の戦略的・体系的な整備を推進す
る。さらに、環境・エネルギー分野、
海洋・防災分野等についてもデータ駆
動型研究の振興に向けた環境整備を図
る。加えて、プレプリントを含む文献
など、研究成果に係る情報を広く利用
できる環境の整備を推進するととも
に、これらを支える基盤分野（ＯＳ、
プログラミング、セキュリティ、デー
タベース等）を含めた数理・情報科学
技術に係る研究を加速する。【文、経】 

        

・良質なマテリアルデータ創出・蓄積・
利活用のための基盤整備を開始。 

・ゲノム・データ基盤の構築にかかる
取組を推進。 

・生物遺伝資源等の戦略的・体系的な
整備を推進。 

・データ駆動型の研究を推進するた
め、地球環境ビッグデータ（予測情
報等）を創出するとともに、これら
デ ー タ を 利 活 用 で き る 情 報 基 盤
（DIAS)の利用環境の強化等を推
進。 

・2050 年カーボンニュートラルを支
える超省エネ・高性能なパワーエレ
クトロニクス機器の創出を推進す
る取組を 2021 年度に開始。 

・海洋・防災分野における DX 基盤と
してのデータ・計算資源のリモート
共用基盤を構築・強化。 

・マテリアル分野、ライフサイエンス
分野、地球環境分野をはじめとする
多様な分野において、全国の先端共
用設備や大型研究施設も活用した研
究データの戦略的な収集・共有・活
用のための取組の強化や、AI・デー
タ駆動型研究の振興を図るととも
に、これらを支える基盤分野を含め
た数理・情報科学技術に係る研究を
加速するなど、研究ＤＸを推進。
【文】 

・整備を開始するマテリアル DX プラッ
トフォームについて、AI 解析機能の
実装や、良質なデータを取得可能な先
端共用施設・設備の整備など実現に向
けた取組を実施するとともに、マテリ
アルズ・インフォマティクス（MI）研
究の実施・全国展開を計画。【文】 

・データ駆動型研究推進のため、引き続
き生物遺伝資源等の戦略的・体系的な
整備を推進。【文】 

・我が国の素材産業の競争力の源泉で
あり経済安全保障上も重要な「製造プ
ロセス」の更なる高度化に向け、機能
性化学品や超高信頼性セラミックス
の性能向上に資する AI モデル・シミ
ュレーション等を活用したプロセス
インフォマティクスの基盤技術開発
を推進するとともに、中小企業等の開
発支援のため、製造プロセスデータを
一気通貫、ハイスループットで収集で
きる拠点を整備。【経】 

・脱炭素化やデータ駆動型研究推進等
の観点から、重要な技術・実装領域の
中で特に重点的に取り組むべき技術
課題を具体化し、研究開発を推進。
【文、経】 

・我が国を取り巻く広大な海洋におけ
る観測の無人化技術を開発するとと
もに、洋上・海中・深海・海底等のビ
ッグデータを収集し、その共用化や他
分野データとの連携を計画。これらに
より、気候変動対応、国民の安全・安
心、海洋資源開発等に資するデータ駆
動型研究を推進するなど、海洋分野の
DX 実現に向けた取組を加速。【文】 

・数理科学を活用したイノベーション
に資するため、数理的高度人材との
国際頭脳循環を促進。【文】 

・データ駆動型研究の振興を図るた
め、人文・社会科学のデータプラッ
トフォームの更なる強化策につい
て、2021 中に結論を導出するととも
に、必要な取組を推進。（再掲）
【文】 

〇2020 年度に実施した試行的取組をベー
スとして、ＤＸによる研究活動の変化等

・プレプリントサーバ利用状況に係る
俯瞰調査を実施し、2020 年 8 月に

・研究データの公開・共用やプレプリン
トサーバ利用状況等のオープンサイ
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に関する新たな分析手法・指標の開発を
行い、2021 年度以降、その高度化とモ
ニタリングを実施する。【文】 

       

公表 134。  
・プレプリントの利活用状況に関する

アンケート調査を実施し、結果を
2021 年 2 月に公表 135。 

・研究データの公開・共用などオープ
ンサイエンスに関する調査を実施
136。 

・新型コロナウイルス感染症に関する
プレプリント分析を 2020 年度に 2
回実施 137。 

エンスに係る実態調査を引き続き実
施。【文】 

・主要プレプリントサーバに関するデ
ータ収集・分析と指標の検討を引き続
き実施。【文】 

 

 
③ 研究ＤＸが開拓する新しい研究コミュニティ・環境の醸成 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇地方公共団体、ＮＰＯやＮＧＯ、中

小・スタートアップ、フリーランス型
の研究者、更には市民参加など、多様
な主体と共創しながら、知の創出・融
合といった研究活動を促進する。ま
た、例えば、研究者単独では実現でき
ない、多くのサンプルの収集や、科学
実験の実施など多くの市民の参画（１
万人規模、2022 年度までの着手を想
定）を見込むシチズンサイエンスの研
究プロジェクトの立ち上げなど、産学
官の関係者のボトムアップ型の取組と
して、多様な主体の参画を促す環境整
備を、新たな科学技術・イノベーショ
ン政策形成プロセスとして実践する
【科技、文】 

・知の創出・融合といった研究活動
の促進に貢献する多様な主体の共創
の在り方について検討中。 

・多様な主体の共創の取組を加速し、
サイエンスアゴラ 138等の場を通じ知
の創出・融合といった研究活動を促
進。【科技、文】 

 
 
  

                                                      
134 科学技術・学術政策研究所「arXiv に着目したプレプリントの分析」（調査資料-187、2020 年 8 月） 
135 科学技術・学術政策研究所「プレプリントの利活用と認識に関する調査」（調査資料-301、2021 年 2 月） 
136 科学技術・学術政策研究所「研究データ公開と論文のオープンアクセスに関する実態調査 2018」（調査資料-289、2020 年 5 月） 
137 科学技術・学術政策研究所「COVID-19 / SARS-CoV-2 に関する研究の概況 ─ 2020 年 4 月時点の論文出版等の国際的なデータからの考

察」（調査資料-181、2020 年 5 月）および科学技術・学術政策研究所「COVID-19 / SARS-CoV-2 関連のプレプリントを用いた研究動向の
試行的分析」（調査資料-186、2020 年 6 月） 

138 科学技術振興機構主催のイベント。科学と社会の関係をより深めていくことを目的としたオープンフォーラム。（「サイエンスアゴラについ
て」（科学技術振興機構）（https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/about/）） 
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（３）大学改革の促進と戦略的経営に向けた機能拡張 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

不確実性の高い社会を豊かな知識基盤を活用することで乗り切るため、今後、全ての大学が同一のある
べき姿を目指すのではなく、個々の強みを伸ばし、各大学にふさわしいミッションを明確化することで、
多様な大学群の形成を目指す。これにより、人々は大学が提供する教育研究の内容や環境などの付加価値
そのもので大学を選択することが可能となり、大学が、多様な価値観に基づく個人の自己実現を後押し
し、人々の人生や生活を豊かにするとともに、時代の変化や組織・個人のニーズに合わせて人材が自由に
流動することで、大学発の新たな社会変革を次々と起こしていく。同時に、多様化する大学の中で、世界
と伍する研究大学のより一層の成長が促進され、卓越した研究力の強化の実現を目指す。 

このため、特に国立大学については、その独自性とポテンシャルをより発揮できる環境を実現するため、
運営費交付金を配分する国との関係を中心に置いたガバナンスから、国だけでなく、学生や卒業生、研究
者、産業界、地域をはじめとする多くのステークホルダーに対する説明と結果責任を果たすようなガバナン
スへと大胆に転換し、大学が国のパートナーとして自らの裁量を拡大し、社会と常に対話を行う環境を実現
する。これにより、国や地域の知の基盤としての高度な教育研究のみならず、自らが持つ知的資産を最大限
に活用した新たな価値創造サービスを担うなどの機能の拡張を図る。 

その際、世界と伍する研究大学と地方創生のハブになる大学 139では、そのミッションの違いから、関係
するステークホルダーや財政構造、国との関係や最適な経営システムも必然的に相違している。特に前者で
は、強靱なガバナンス体制を実現するための大胆な大学改革が行われ、世界レベルの研究環境や給与水準を
実現するための民間資金の大幅な拡大、新たに創設する大学ファンドによる支援、大学の自主的な基金の充
実などによって、堅固な財政基盤の形成を図る。 

他方、地方創生のハブを担うべき大学では、地域産業を支える社会人の受入れの拡大、最新の知識・技術
の活用や異分野との人材のマッチングによるイノベーションの創出、地域産業における生産性向上の支援、
若手研究者が経験を積むことができるポストの確保・環境整備といった取組を進め、これにより、地域や企
業から投資を呼び込み、地域と大学の発展につなげるエコシステムの形成を図る。また、複数の国公私立大
学や研究所で連携するような活動を進める。 
国立研究開発法人については、それぞれのミッション・特性に応じてその責務を果たすとともに、外部機
関との積極的な連携・協力により、民間資金や寄附金なども含め多様な財源を確保し、財政基盤を強化し
つつ、研究開発成果の最大化を着実に実施する。 
 
【目標】 

・ 多様で個性的な大学群が、個人の自己実現を後押しし、人々の人生や生活を豊かにするとともに、卓越
した研究力を含めた知識基盤が、新たな社会変革を牽引する。 

 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・大学等及び国立研究開発法人における民間企業からの共同研究の受入額：2025 年度までに、対 2018 年

度比で約 7 割増加（再掲） 
・国立大学法人の寄附金収入増加率：2021 年度から 2025 年度までに、年平均５％の増加 

 

                                                      
139 人口減少や雇用創出、デジタル人材の育成など地方の課題解決をリードする大学。 
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【現状データ】（参考指標） 
・ 国立大学法人の 2007～2018 年度の寄附金収入増加率の年平均：1.3％ 
・ 大学等及び国立研究開発法人における民間企業からの共同研究の受入額：882 億円（2018 年度） 
・ 主要大学における 2005～2019 年度の経常支出の成長率（病院経費除く）：東京大学（1.7%）、京都大学

（2.0%）、大阪大学（1.7％）、東北大学（1.1％）、参考：スタンフォード大学（6.4%） 
 
① 国立大学法人の真の経営体への転換 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇第４期中期目標期間に向けて、規制

による事前管理型から、事後チェッ
ク型を基本思想とし、社会変革の駆
動力として成長し続ける戦略的な
組織として真の経営体に転換すべ
く、中期目標の在り方の見直しを行
う。また、国による法人評価につい
て、毎年度の年度評価を廃止し、原
則として 6 年間を通じた業務実績
を評価するよう制度の見直しを行
う。あわせて、各国立大学法人が公
表する「国立大学法人ガバナンス・
コード 140」への適合状況等の報告
について確認を行い、各国立大学法
人が大学経営の状況や意思決定の
仕組みについて透明性を確保し、関
係者への説明責任を果たすように
する。【文】 

・中期目標の在り方の見直しに際して
は、「国立大学法人の戦略的経営実現に
向けた検討会議」の最終とりまとめを
受けて、第 4 期中期目標期間における
中期目標の在り方について関係機関と
調整。 

・国立大学法人評価については、2021 年
通常国会において、国立大学法人法を
改正し、年度評価を廃止し、６年間を
通した業務実績を評価する仕組みを導
入。・「国立大学法人ガバナンス・コー
ド」については、2021 年 2 月に全ての
国立大学法人が同コードへの適合状況
等の報告を公表。公表された報告につ
いては、2021 年 3 月に有識者会議の意
見を踏まえて、文部科学省において確
認を行い、確認の結果及び次年度以降
の適合状況等の報告にあたり参考とな
る事例集を周知。 

・「国立大学法人ガバナンス・コード」
については、引き続き有識者会議の
意見を得ながら、同コードへの適合
状況等の報告について確認を行うと
ともに、更新の必要性に応じて見直
しを実施。【文】 

 

 
② 戦略的経営を支援する規制緩和 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇学長選考会議への学長の関与の排

除や学長選考会議の持つ牽制機能
の明確化を図るとともに、国立大学
法人の学生定員の変更や組織の再
編手続の簡素化、優秀な留学生の確
保のための定員管理や授業料設定
の弾力化を、第４期中期目標期間よ
り実施する。 【文】 

       

・2021 年通常国会において、下記の事項
を内容とする国立大学法人法の改正を
実施。 
－学長選考会議の委員に学長を加える

ことが出来ないこと等とすること。 
－監事に学長に不正行為や法令違反等

があると認める時には文部科学大臣
や学長本人への報告に加え、学長選
考会議にも報告することを義務付け
ること。 

－学長選考会議は、監事から上記の報
告を受けた場合や学長が解任要件に
該当するおそれがあると認める場合
に、学長に職務の執行状況について
報告を求めることができるようにす
ること。 

－学長選考会議の名称を「学長選考・
監察会議」とすること。 

・国立大学における優秀な留学生確保
に向け、大学院における定員設定を
行うとともに、留学生の授業料設定
の弾力化のため、2021 年度中に省令
改正を実施。【文】 

・国立大学における組織の再編手続に
ついて、学位の分野の変更なく収容
定員の総数が増えない場合の学部・
学科の再編手続を簡素化し、2022 年
度開設予定の案件から実施。【文】 

〇2025 年度までに、大学への寄附税
制に係る優遇措置を拡大し、大学の
自主財源の拡大を促進する【科技、

・国立大学法人に対する寄附税制につい
て、国立大学法人等が実施する修学支
援事業及び研究等支援事業への個人寄

・改正内容の周知・広報によって制度
の適用を促すとともに、改正の効果
を定量的に検証する。【科技、文】 

                                                      
140 国立大学法人が経営の透明性を高め、教育・研究・社会貢献機能を強化し、社会の変化に応じた役割を果たし続けていくために、自らの経

営を律しつつ、その機能を更なる高みへと進めるための基本原則となる規範。 
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文】   付を税額控除の対象とすることや、国
立大学法人等に対する現物寄附へのみ
なし譲渡所得税の非課税承認要件の緩
和等の税制改正を実施。 

〇第４期中期目標期間に向けて、多様
なステークホルダーの目線からも
理解しやすいよう国立大学法人会
計基準を見直すとともに、国立大学
法人が自ら獲得した多様な財源を
戦略的に積み立てる仕組みの創設
や、次期中期目標期間に繰り越しが
できるよう目的積立金の見直しを
行う。【文】 

・多様なステークホルダーの目線から理
解しやすいよう損益計算書の表示方法
の見直しや、施設等の取替更新のための
資金を積み立てる仕組みなど、会計基準
等の改訂について、有識者会議において
検討。 

・会計基準等の改訂に関する有識者会
議での検討を踏まえ、関係省庁と協
議を実施。目的積立金の見直しにつ
いても、引き続き検討を実施。【文】 

〇第４期中期目標期間に向けて、国立
大学による債券発行の対象事業及
び償還期間の更なる拡大・延長や
償還財源の多様化、公的研究費の
間接経費の使途の柔軟化（中長期
積立・設備更新への活用等）に向
けた検討を進めるなど、安定的な
財務運営を可能とする。【科技、文】 

・国立大学法人による債券発行の対象事
業及び償還期間の拡大について、「国立
大学法人の戦略的経営実現に向けた検
討会議」において議論を実施。 

・国立大学法人による債券発行の対象
事業及び償還期間の拡大について
は、2020 年 12 月の「国立大学法人
の戦略的経営実現に向けた検討会
議」の最終とりまとめを踏まえて、
引き続き検討を実施。【文】 

 

〇大学関係者、産業界及び政府による
「大学支援フォーラムＰＥＡＫＳ」
において、大学における経営課題や
解決策等について具体的に議論し、
イノベーションの創出につながる
好事例の水平展開、規制緩和等の検
討、大学経営層の育成を進めるとと
もに、政府は現場からの規制緩和等
の提案について迅速に検討し、必要
な政策を実行する。【科技、文、経】 

    

・イノベーションの創出につながる好事
例の水平展開、規制緩和等の検討、大
学経営層の育成のための具体的取組を
実施。 

・PEAKS の提言を踏まえた文部科学省
での議論を踏まえ、2022 年度からの国
立大学の第４期中期目標期間に向け
て、会計基準見直し等、国立大学法人
の経営裁量の拡大を可能とする方策を
検討中。 

・大学ファンド創設と併せて必要とな
る制度改革に係る提言の発信を行う
ワーキンググループや、海外研修プ
ログラムの活動に重点的に取り組
み、規制緩和等の検討や大学経営層
の育成を一層推進する。【科技、文、
経】 

・PEAKS の提言を踏まえた文部科学省
での議論を踏まえ、2022 年度からの
国立大学の第４期中期目標期間に向
けて、会計基準見直し等、国立大学
法人の経営裁量の拡大を可能とする
方策について 2021 年度中に結論を得
る。【文】 

 
③ 10 兆円規模の大学ファンドの創設 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇我が国の大学の国際競争力の低下

や財政基盤の脆弱化といった現状
を打破し、イノベーション・エコ
システムの中核となるべき大学
が、社会ニーズに合った人材の輩
出、世界レベルの研究成果の創
出、社会変革を先導する大学発ス
タートアップの創出といった役割
をより一層果たしていくため、こ
れまでにない手法により世界レベ
ルの研究基盤の構築のための大胆
な投資を実行する。具体的には、
10 兆円規模のファンドを早期に実
現し、その運用益を活用すること
により、世界に比肩するレベルの
研究開発を行う大学の共用施設や
データ連携基盤の整備、若手人材
育成等を長期かつ安定的に支援す
ることで、我が国のイノベーショ

・１0 兆円規模の大学ファンドを創設す
るため、第 204 回通常国会において、
国立研究開発法人科学技術振興機構法
を改正するとともに、当該ファンドの
原資の一部として、国立研究開発法人 
科学技術振興機構（JST）に対する
5000 億円の出資金（2020 年度第３次
補正予算）、及び４兆円（2021 年度財
政投融資当初計画額）を計上。 

 

・大学ファンドの創設に向け、世界と
伍する研究大学に求められる要件
と必要な改革について 2021 年夏頃
を目途に中間とりまとめを行い、
新たな法的枠組みについて 2021 年
中を目途に結論をとりまとめ、次
期通常国会に提出する。 
また、大学ファンドの運用に関す
る基本的な考え方を 2021 年夏頃を
目途に策定するとともに、2021 年
度中を目途に運用を開始。また、
大学改革の制度設計等を踏まえつ
つ、10 兆円規模の大学ファンドへ
の拡充について、本年度内に目途
を立てる。【科技・文】 
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ン・エコシステムを構築する 141。
本ファンドへの参画にあたって
は、自律した経営、責任あるガバ
ナンスなど、大学改革へのコミッ
トやファンドへの資金拠出を求め
るとともに、関連する既存事業の
見直しを図る。また、将来的には
参画大学が自らの資金で基金を運
用することを目指す観点から、外
部資金獲得増加や、その一部を基
金へ積み立てる等の仕組みを導入
する。【科技、文】 

 

④ 大学の基盤を支える公的資金とガバナンスの多様化 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇2021 年度における国立大学法人運
営費交付金の配分について、研究
や教育等の成果指標に基づく配分
についてその規模を拡大し、より
メリハリのある配分とする。ま
た、第４期中期目標期間に向け
て、ワールドクラスの研究大学や
地方創生のハブとなる大学といっ
た大学ごとのミッションも踏まえ
つつ、共通の成果指標について e-
CSTI 等も活用し更に客観的・定量
的なものとなるよう厳選して見直
すなど、新たな国立大学法人運営
費交付金の配分ルールを導入し
て、毎年度評価しメリハリある配
分を実施する。【文】 

・国立大学法人運営費交付金の研究や教
育等の成果指標に基づく配分について
は、2021 年度予算において配分対象
額、変動幅を拡大。 

・第４期中期目標期間に向けて、新た
な国立大学法人運営費交付金の配分
の仕組みについて、2021 年度中に結
論を得ること。【文】 

〇国立大学について、戦略的経営を実
現する学長の選考方法や執行をチ
ェックする仕組み、非国家公務員型
の給与体系による世界トップクラ
スの研究者を招へいできる給与・評
価制度の導入、学生定員や授業料の
自律的な管理・決定、戦略的経営を
促す新たな財務・会計システム、固
有の国の管理・評価の仕組みの導入
など、ワールドクラスの研究大学を
実現するための新たな法的枠組み
を 2021 年度中に検討し、結論を得
る。【科技、文】 

・2020 年 12 月に公表した「国立大学法
人の戦略的経営実現に向けた検討会
議」の最終とりまとめを踏まえ、2021
年通常国会において、国立大学法人の
ガバナンスの改善や出資の範囲の拡大
等を内容とする国立大学法人法を改
正。 

 

・大学ファンドの創設の動向も踏まえ
つつ、「公共を担う経営体」に相応し
い新たな法的枠組みの在り方につい
て検討し、2021 年度中に結論を得る
こと。【科技、文】 

〇 国立大学法人の戦略的経営を支え
る上で欠かせない職員について、
高度な専門スキルや能力に応じた
専門職を配置するなど、公務員準
拠や年功序列によらない給与制度
を導入するため、国は、国立大学法
人職員の給与水準の検証の在り方
について検討する。また、国立大学
法人は、こうした経営を支える職
員のキャリア形成や専門性の強化

・「国立大学法人等の役員の報酬等及び
職員の給与の水準の公表方法等につい
て（ガイドライン）」に基づき、毎年
度、各国立大学法人の事務・技術職員
の給与水準の妥当性について検証・公
表。 

・各国立大学法人の事務・技術職員の
給与水準の妥当性の検証結果の記載
の在り方等について今後検討。【科
技、文】 

 

                                                      
141 世界の主要大学のファンドは、ハーバード大（約 4.5 兆円）、イェール大（約 3.3 兆円）、スタンフォード大（約 3.1 兆円）など米国大学合

計（約 65 兆円）。その他、ケンブリッジ大（約 1.0 兆円）、オックスフォード大（約 8,200 億円）。 
※各大学は 2019 年数値、米国大学合計は 2017 年数値（いずれも最新値） 
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等を進める上で、他大学のみなら
ず、国や企業等との対等な人事交
流や大学マネジメントのデジタル
化を積極的に進める。【科技、文】 

〇国立大学法人等（国立大学法人、大
学共同利用機関法人及び国立高等
専門学校を指す。以下同じ。）の施設
については、キャンパス全体が有機
的に連携し、あらゆる分野、あらゆ
る場面で、あらゆるプレーヤーが共
創できる拠点「イノベーション・コ
モンズ 142」の実現を目指す。こうし
た視点も盛り込んで国が国立大学
法人等の全体の施設整備計画を策
定し、継続的な支援を行うととも
に、国立大学法人等が自ら行う戦略
的な施設整備や施設マネジメント
等も通じて、計画的・重点的な施設
整備を進める。【文】 

・2019 年 6 月に設置した「今後の国立大
学法人等施設の整備充実に関する調査
研究協力者会議」にて議論を行い、最
終報告書を 12 月に公表。 

・「今後の国立大学法人等施設の整備充
実に関する調査研究協力者会議」の最
終報告書を踏まえ、2021 年度から
2025 年度までを計画期間とする「第５
次国立大学法人等施設整備５か年計
画」（2021 年 3 月 31 日 文部科学大臣
決定）を策定。 

 

・国立大学法人等施設整備費補助金や
多様な財源の活用等により、各国立
大学法人等が実施する「イノベーシ
ョン・コモンズ」の実現に向けた施
設整備を支援。【文】 

 

○私立大学については、建学の精神及
び私学の特色を生かした質の高い
教育研究等に取り組むことができ
るよう、私学助成等について、国は
一層のメリハリのある配分を行う。
【文】 

・私立大学等経常費補助金において、ア
ウトカム指標を含む教育の質に係る客
観的指標の本格導入等を通じたメリハ
リある資金配分により、教育の質の向
上を促進。また、人口減少・少子高齢
化の進行や社会経済のグローバル化を
背景に、「Society 5.0」の実現や地方創
生の推進等、我が国が取り組む課題を
踏まえ、自らの特色を活かして改革に
取り組む大学等を重点的に支援。 

・引き続き、私学助成等について、メ
リハリのある配分を実施。【文】 

〇大学の投資対象としての価値向上
や学内リソースの効果的な配分の
ため、大学が持つ研究シーズや人材
などのリソースを可視化する大学
ＩＲ（Institutional Research）シス
テムの導入を、「大学支援フォーラ
ムＰＥＡＫＳ」等の活動を通じて推
進し、企業のニーズとのマッチング
や戦略的な大学経営基盤の構築を
進める。【科技、文】 

・「大学支援フォーラム PEAKS」等の活
動を通じて、大学経営基盤の構築を目
的として、大学 IR システムの大学へ
の導入を推進。 
・企業ニーズとのマッチングについ
て、それを実現するための機能の実装
とその大学・企業への導入が今後の課
題。 

 

・大学 IR システムについて、大学経営
基盤構築への活用等、好事例の
PEAKS 等における横展開を通して、
一層の普及を図ること。【科技、文】 

・企業ニーズとのマッチングのための
機能について、試行例の積み上げに
基づき、実装に至るまでの課題と解
決策を整理。【科技、文】 

○大学の研究力強化を図るため、2021
年度から、文部科学省における組
織・体制の見直し・強化を進め、第
６期基本計画期間中を通じて、国公
私立大学の研究人材、資金、環境等
に係る施策を戦略的かつ総合的に
推進する。 【文】 

       

・文部科学省における組織・体制の見直
し・強化を検討。 

・大学研究力強化に向けて、各大学が
知の蓄積や地域の実情等に応じた強
み・特色を発揮できるよう、世界ト
ップレベルの研究拠点での取組の推
進や産学連携による「共創の場」の
構築、研究基盤の着実な整備などを
通じて、国公私立大学等がイノベー
ション・エコシステムの中核となる
よう取組を進める。【文】 

・2021 年から見直し・強化される文部
科学省の組織・体制において、新た
に大学研究力強化室（仮称）を設置
するなど、国公私立大学の研究人
材、資金、環境等に係る施策を戦略
的かつ総合的に検討。【文】 

・地域の活性化や我が国全体の研究力
強化に資するため、大学の強化に向

                                                      
142 イノベーション・コモンズとは、教育、研究、産学連携、地域連携など様々な分野・場面において、学生、研究者、産業界、自治体など

様々なプレーヤーが対面やオンラインを通じ自由に集い、交流し、共創することで、新たな価値を創造できるキャンパスのこと。 
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けた地方大学の振興パッケージを策
定し、共創拠点としての地方大学を
整備するとともに、地域が求める人
材育成や地域の課題解決に繋がる研
究開発、強みを生かした多様な研究
活動を推進。【文】 

 
⑤ 国立研究開発法人の機能・財政基盤の強化 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇国は、国立研究開発法人がその

責務を果たし、研究開発成果の
最大化に向けて、効果的かつ効
率的に業務運営・マネジメント
を行えるよう、各法人等の意見
も踏まえつつ、運用事項の改善
に努める。また、国立研究開発
法人が、民間企業との共同研究
の推進等、財政基盤の強化に取
り組めるよう必要な取組を推
進する。さらに、特定国立研究
開発法人は、世界最高水準の研
究開発成果を創出し、イノベー
ションシステムを強力に駆動
する中核機関としての役割を
果たす。 【科技、関係府省】 

・2020 年通常国会において、科学技術・
イノベーション創出の活性化に関する法
律を改正し、成果を活用する事業者等に
出資可能な研究開発法人を拡大するとと
もに、研究開発法人の出資先事業者にお
いて共同研究等が実施できることとなっ
た。 

・2020 年度に文部科学省主催で、国立研
究開発法人の自己資金調達に向けたセミ
ナー等を開催。 

・国立研究開発法人の寄附の受け入れ
方法の簡素化に関する好事例を周知
し、財政基盤の強化を促進。【科技、
関係府省】 

・国立研究開発法人におけるオープン
イノベーションの促進に向け、シン
ポジウムを開催。【科技】 
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３．一人ひとりの多様な幸せ（well-being）と課題への挑戦を実現する教育・人材育成 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

Society 5.0 時代において重要な、自ら課題を発見し解決手法を模索する、探究的な活動を通じて身につ
く能力・資質を磨き高めることにより、多様な幸せを追求し、課題に立ち向かう人材を育成することを目
指す。 

このため、初等中等教育の段階から、児童・生徒の自発的な「なぜ？」「どうして？」を引き出し、好奇
心に基づいた学びを実現する。これは、人類の繁栄を支えてきた科学研究のプロセスそのものであり、こ
うした取組こそが、試行錯誤しながら課題に立ち向かう「探究力」を育成する学びそのものである。 

この過程で、地域の人的資源等を活用し、学校教育と社会との連携を進めていく。例えば、最前線の研
究者や起業家の教育現場への参画を促進し、「一流」や「本物」に触れる機会の拡大を通じて、生徒の好奇
心を高める。科学技術・イノベーション政策と教育政策の連携により、その効果をより一層高めることが
可能であり、政策的な連携を戦略的に進める。あわせて、教育分野におけるＤＸやデジタルツールの活用
を通じて、生徒一人ひとりへの個別最適で協働的な教育機会の提供と、教育現場の教師の過剰な負担の軽
減を実現する。その際、理想論や理念を単純に教育現場に押し付けるべきではなく、業務内容の見直しや
地域社会との協力など、産業界や家庭を含め、社会全体で学びを支える。 

また、高等教育段階においては、多様で個性的な知識基盤としての大学群の整備とともに、高等専門学
校の教育の高度化によって、個人の多様なニーズに応じた学びを提供し、人々の人生や生活を豊かなもの
にしていく。特にイノベーションの創出の観点から、今後の予測不可能な時代においては、いわゆる文系
や理系という区分を超え、複眼的に物事を捉え、課題解決をしていくスキルが重要となり、これを身に付
ける教育課程、教育手法を積極的に取り入れた学びをより一層活発化する。 

さらに、社会人の学び直しの機会の拡充や個人の兼業、副業、転職等の後押しにより、意欲と能力を持っ
た人材の流動性を高め、社会全体としての「知」の循環を促進し、新たな価値の創造につなげる。社会人と
なってからも、個人の能力が最大限発揮されるよう、複線型のキャリアパスの中で、希望する者が、多様で
質の高いリカレント教育を受けることが可能な環境を実現する。 
 
【目標】 
・ 社会の多様な主体の参画の下、好奇心に基づいた学びにより、探究力が強化される。 
・ 個人が「やりたいこと」を見出し、それに向かって能力・資質を絶えず磨いていく。 
 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 小中学校段階における算数・数学・理科が「楽しい」と思う児童・生徒の割合につき、2025 年度まで

に、国際的に遜色のない水準 143を視野にその割合の増を目指す。 
・ 2022 年度までに、大学・専門学校等でのリカレント教育の社会人受講者数を 100 万人とする。 

 
 
 

                                                      
143 文部科学省「国際数学・理科教育動向調査（ＴＩＭＳＳ2019）のポイント」によれば、算数・数学・理科が「楽しい」と思う児童・生徒の

割合の国際平均は、小学校算数 84％、中学校数学 70％、小学校理科 86％、中学校理科 81％であり、日本は小学校理科のみ国際平均以上
に達している。 
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【現状データ】（参考指標） 
・ 算数・数学・理科が「楽しい」と思う児童・生徒の割合：算数（小学校）77％、数学（中学校）56％、

理科（小学校）92％、理科（中学校）70％（いずれも 2019 年 144） 
・ 社会のために役立つことをしたいと思う若者の割合：70.8％（2019 年度 145） 
・ 時間外勤務時間が 80 時間を超える教職員の割合：小学校 13.2％、中学校 27.5％、高校 19.9％（いずれ

も 2019 年 6 月 146） 
・ 学校におけるＩＣＴ環境整備の状況：普通教室の大型掲示装置整備率 60.0％、統合型校務支援システム

整備率 64.8％、学習者用デジタル教科書整備率 7.9％（いずれも 2020 年 3 月 147） 
・ 教育訓練休暇制度の導入割合：8.5％（2019 年度 148） 
・ キャリアコンサルタントの数：59,557 人（2021 年 3 月末 149） 
 
① STEAM 教育の推進による探究力の育成強化 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇ＳＴＥＡＭ教育を推進するため、2022 年度か
ら年次進行で全面実施される高等学校新学習
指導要領に基づき、「理数探究」や「総合的な
探究の時間」等における問題発見・課題解決的
な学習活動の充実を図る。また、スーパーサイ
エンスハイスクール（ＳＳＨ）において、科学
技術人材育成システム改革を先導するような
卓越した研究開発を進めるとともに、ＳＳＨの
これまでの研究開発の成果の普及・展開に向け
て、2022 年度を目途に一定の実績を有する高
校等を認定する制度を新たに創設し、その普及
を図ることなどにより、ＳＴＥＡＭ教育を通じ
た生徒の探究力の育成に資する取組を充実・強
化する。【文】       

・2022 年度から年次進行で実
施される高等学校新学習指
導要領について、全国への
周知を実施中。 

・SSH 指定校（2021 年度：
218 校）において、先進的
な理数系教育に取り組み、
科学技術人材育成システム
改革を先導するような卓越
した研究開発を推進中。 

・引き続き、高等学校新学習指導要領の
周知を実施。【文】 

・SSH 事業を積極的に推進し、各指定校
の中から科学技術人材育成システム
改革を先導するような卓越した研究
開発を促進。【文】 

・SSH 事業において一定の実績を有す
る高校等を認定する制度の詳細設計
を実施。【文】 

・義務教育段階の理数教育における系
統的な学びの充実等を図るため、教員
免許制度の在り方検討を含め小学校
高学年における教科担任制の推進を
図る。【文】 

〇広く我が国の初等中等教育で利活用可能なＳ
ＴＥＡＭライブラリー の整備を加速する。あ
わせて、初等中等教育段階で利活用可能な教育
コンテンツについて、モデルプランの提示や全
国への周知を進める。また、初等中等教育機関
のみならず、社会全体でＳＴＥＡＭ教育を推進
できるよう、2021 年度に、ＣＯＣＮ が構築す
るプラットフォームと連携し、全国に分散する
人材や知見、コンテンツの横展開や連携を促進
する。加えて、最先端の研究内容を題材とした
初等中等教育の教育コンテンツ作成を図るた
め、公的資金により実施している研究の中で、
児童・生徒の知的好奇心を刺激し、題材として
適切な研究内容について、その教材化の方策を
2021 年度までに検討し、結論を得る。【科技、
文、経】          

・STEAM ライブラリーの整備
は着実に進捗。 

・STEAM 教育の充実に向けて
利活用可能な教育コンテン
ツについて、整理・検討を実
施。 

 

・STEAM 教育の充実に向けて、社会全
体が支える学びのエコシステムの具
体の連携方策等を検討。【科技、文、
経】 

・STEAM 教育の推進に当たり、COCN
や産業界とも連携しつつ、構築したラ
イブラリーやコンテンツの拡充・磨き
上げを行うとともに、教員等のネット
ワーク化を図り、学校や教員による当
該コンテンツ活用事例の創出・普及を
推進。【科技、文、経】 

・公的資金により実施している研究に
おける児童生徒を対象としたアウト
リーチ活動を推進するために、その具
体的の方策について 2021 年度中に検
討し、結論を得る。【科技、文、経】 

〇突出した意欲・能力を有する児童・生徒の能力
を大きく伸ばし、「出る杭」を伸ばすため、大

・「グローバルサイエンスキャ
ンパス（GSC）」（高校生向け）

・突出した意欲・能力のある者の能力を
伸ばしていくため、初等中等教育段階

                                                      
144 文部科学省「国際数学・理科教育動向調査（ＴＩＭＳＳ2019）のポイント」 
145 内閣府「子供・若者の意識に関する調査（2019 年度）」 
146 文部科学省「2019 年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」 
147 文部科学省「2019 年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査」 
148 厚生労働省「2019 年度能力開発基本調査」 
149 厚生労働省「2021 年 3 月末都道府県別登録者数」 
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学・民間団体等が実施する合同合宿・研究発表
会など学校外での学びの機会や、国際科学コン
テストの支援など国内外の生徒が切磋琢磨し
能力を伸長する機会の充実等を図る。【文】 

 

や「ジュニアドクター育成
塾」（小中学生向け）におい
て、地域で卓越した意欲・能
力を有する児童生徒等の幅
広い発掘、及び、選抜者の年
間を通じた高度で実践的講
義や研究を実施する大学等
を引き続き支援。2021 年度
は、GSC は全国 14 機関、ジ
ュニアドクター育成塾は全
国 30 機関で実施。 

から必要となる取組や大学・民間企業
等が実施する取組の効果的な連携方
策について 2021 年度に検討を実施
し、結論を得る。【科技、文】 

・2021 年度中に CSTI のもとに中央教
育審議会の委員の参画を得た有識者
会議を設置するとともに特異な才能
がある子供の力を伸長していくため
の教育環境の構築に向けた検討を実
施。【科技、文】 

〇社会に開かれた教育の観点から、最新のテクノ
ロジーの動向も踏まえつつ、Society 5.0 の実現
に向けた取組の加速に向け、ＳＴＥＡＭ教育を
通じた児童・生徒・学生の探究力の育成や、そ
の重要性に関する社会全体の理解の促進等に
ついて、ＣＳＴＩに検討の場を設置し、中央教
育審議会の委員の参画を得つつ、2021 年度か
ら調査・検討を行うとともに、その検討結果に
ついて科学技術・イノベーション政策や教育政
策へのフィードバックを行う。【科技、文】 

・検討の場の設置に向け、関係
省庁と調整を継続。 

・2021 年度中に CSTI のもとに中央教
育審議会の委員の参画を得た有識者
会議を設置するとともに、検討を実
施。なお、産業界との連携等を図るた
め、適宜、産業構造審議会の委員の参
画を得る。【科技、文、経】 

 

 
② 外部人材・資源の学びへの参画・活用 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇地域の大学や技術系ベンチャー企業等と連携
を図りながら、高校生が研究活動に実際に触
れる機会を創出するなど、地方創生に資する
教育・人材育成エコシステムの事例を 2021 年
内に取りまとめ、全国に普及展開することに
より、取組の促進を図る。【文】 

 

・2019 年度より開始した「地
域との協働による高等学校
教育改革推進事業」におい
て地域の大学や地元市町村
等と連携・協働した教育活
動に関する先行事例の創出
を実施中。 

・地方創生に資する教育・人材育成エコ
システムの事例を 2021 年内に取りま
とめを実施。【文】 

〇社会に開かれた多様な学校教育を実現してい
くため、例えば、博士号取得者や優れた知識
経験等を有する民間企業経験者等を迎え入れ
ることができるよう、2020 年度中に改訂する
特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関
する指針について、2021 年度以降、地方公共
団体等に周知を図ることなどを通じて、特別
非常勤講師制度や特別免許状の活用等を更に
促進する。【文】      

・2021 年 1 月に取りまとめら
れた「『令和の日本型学校教
育』を担う教師の人材確
保・質向上プラン」に基づ
き、特別免許状の授与に係
る教育職員検定等に関する
指針の改訂を実施。 

・地方公共団体等への周知を通じて、特
別非常勤講師制度や特別免許状の活
用等の更なる促進を実施。【文】 

〇2021 年度に、大学の入学者選抜や企業の就職
採用試験の際に、探究的な活動を通じて身に
つく能力・資質等 の評価を適切に活用してい
るグッドプラクティスを調査し、積極的に横
展開を進める。また、2022 年度より、こうし
た取組を実施している大学や企業の件数（又
は割合）等について集計し、公表する。【科
技、文、経】      

・グッドプラクティスについ
て、大学、企業等へのヒア
リング・調査を実施すべく
調査内容等について精査を
実施。 

・2021 年度中に、グッドプラクティス
について大学、企業等へのヒアリン
グ・調査を実施するとともに、好事例
の横展開の方策を検討。【科技、文、
経】 

 
③ 教育分野におけるＤＸの推進 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇「ＧＩＧＡスクール構想」に基づく１人１台
端末の実現に合わせて、教育現場におけるＩ
ＣＴ人材の配置を促進する。【文】 

 

・2020 年度末までに、全自治
体等のうち 1,748 自治体等
（96.5％）において、端末
整備が完了見込み。 

・各学校において日常的な教

・「GIGA スクール構想」の着実な実現
に向けて 2021 年度も「GIGA スクー
ルサポーター」及び「ICT 活用教育ア
ドバイザー」の各事業を通じ、教育現
場における ICT 人材の配置等を促進。
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師の ICT 活用の支援等を行
う「ICT 支援員」や、一人
一台端末環境の整備をはじ
めとする初期対応等を行う
「GIGA スクールサポータ
ー」の配置を促進するとと
もに、各教育委員会等に対
し ICT 活用に関する専門的
な助言や研修支援などを行
う「ICT 活用教育アドバイ
ザー」の派遣などの支援を
実施中。 

【文】 
・「ICT 支援員」については、全国の好

事例を周知することで、その配置をよ
り一層促進。【文】 

〇日々の学習等によって生じる教育データを用
いて、個々の児童・生徒が自らの学習の振り返
り等を行ったり、教員が個別最適な学習指導や
生徒指導を行ったり、教授法・学習法などの新
たな知見の創出や国・自治体における政策の企
画立案に反映したりすることができるよう、
「教育データ標準」（第２版）を 2021 年度内に
公表する。【文】       

・教育データ標準（第２版）の
公表に向け、検討を実施中。 

・2021 年度内に、これまでの制度に基
づき学校現場において普遍的に活用
されてきた統計データや学校健診情
報などに関するデータ等を「教育デー
タ標準」（第２版）としてまとめ公表。
【文】 

 

〇2022 年度までに、教員の業務負担の軽減を可
能とする統合型校務支援システムの導入を完
了する。【文】       

・現在、全国の公立学校のうち、
統合型支援システム整備率
は 64.8％。（2020 年 3 月現
在） 

・都道府県単位での共同調達の
実証研究事業を実施し、共同
調達に関するガイドブック
の作成・周知を行うなど、自
治体における導入を促進。 

・2022 年度までに、教員の業務負担の
軽減を可能とする統合型校務支援シ
ステムの導入を完了。【文】 

 
④ 人材流動性の促進とキャリアチェンジやキャリアアップに向けた学びの強化 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇高校生が、地域課題やグローバルな社会課題の
解決に向けて、産業界や大学、国際機関等と連
携・協働した学びを実現する機会を拡充し、自
分の将来に向けて積極的な行動を起こせるよ
う、地域の産業界や国内外の大学、国際機関と
の連携・協働システムを 2023 年度までに全国
に整備する。【文】     

・文部科学省が実施している
「地域との協働による高等
学校教育改革推進事業」、
「WWL コンソーシアム構
築支援事業」、「マイスタ
ー・ハイスクール事業」に
おいて関係機関等と連携・
協働した教育活動に関する
先行事例の創出を実施中。 

・地域の産業界や国内外の大学、国際機
関との連携・協働システムを 2023 年
度までに全国に整備を実施。【文】 

・起業家教育等の特色ある取組を牽引
する教員同士のネットワーク化を図
るとともに、これらの取組の横展開を
進める仕組みを検討。【文】 

〇2019 年度から運用を開始した職業情報提供サ
イト（「日本版 O-NET 」）と、大学等における
社会人向けプログラムを紹介するサイト（「マ
ナパス 」）との機能面での連携に 2021 年度内
に着手する。あわせて、2022 年度までに、こ
れら二つのサイトの機能強化を行う。また、キ
ャリアコンサルタントの専門性の向上と更な
る普及を図る。これらの取組を通じ、個人がキ
ャリアアップやキャリアチェンジに踏み出し
やすい環境を整備する。【文、厚】 

 

・2021 年 2 月に「日本版 O-
NET」の各職業解説ページ
に、希望する職業に必要な職
業スキルや知識などの訓練
コースや講座を検索できる
サイトへのリンクを追加。 

・キャリアコンサルタント登録
者数は 2021 年 3 月時点で
59,557 人。 

・キャリアコンサルタント向け
オンライン研修の充実等に
より、キャリアコンサルタン
トの専門性向上に向けた取
組を実施中。 

・「日本版 O-NET」と、大学等における
社会人向けプログラムを紹介するサ
イト（「マナパス」）との機能面での連
携について、2021 年度内に着手。【文、
厚】 

・引き続き、オンライン研修の充実等よ
りキャリアコンサルタントの専門性
の向上を推進。【厚】 

〇技術士制度について、関係府省が連携し、産業
界等での活用促進・普及拡大に取り組むととも
に、国際的通用性の確保、若手人材の参入促進、

・技術士の国際的通用性の確保
や資格の活用を図り、より多
くの若手技術者や修習技術

・技術士の国際的通用性の確保や資格
の活用を図るため、生涯に亘り一貫し
た整合性のあるシステムの構築・改善
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技術士の資質・能力の向上に向けて、必要な制
度の見直しを行う。【文、関係府省】 

者が技術士を目指せるよう、
生涯に亘り一貫した整合性
のあるシステムの構築・改善
に向けて、具体の取組を検討
中。 

に向けた検討を行い、2021 年度末を
目途に一定の結論を得る。【文】 

〇イノベーションの創出に関わるマネジメント
人材をはじめとした多様なイノベーション人
材の層の厚みを増すとともに、人材流動性を高
めることで質の向上を図るため、イノベーショ
ン人材の育成と活躍の場を創出する。そのた
め、これまでの人材育成に関する議論の蓄積も
踏まえ、2023 年度までにイノベーション人材
育成環境の整備に関する実態調査やベストプ
ラクティスの周知等に取り組む。（再掲）【経】 

・2020 年 7 月から 2021 年 3 月
にかけて「産学イノベーショ
ン人材循環育成研究会」を設
置し、イノベーション人材育
成環境の整備に関しての議
論を実施。 

・イノベーション人材育成環境の整備
に関する実態調査やベストプラクテ
ィスの周知等を実施。【経】 

〇大学等と企業の間で研究人材の流動性の向上
に向け、それぞれの機関におけるクロスアポイ
ントメント制度や兼業等の活用、利益相反等の
リスクマネジメントの実施、組織ルールの緩和
等の促進に向けて産学官連携ガイドラインの
周知を図る。【文、経】     

・2020 年 6 月に経済産業省と
文部科学省が合同で「産学官
連携による共同研究強化の
ためのガイドライン【追補
版】」を作成。経済界・大学等
に配布するとともに、2021
年 1 月から 2 月にかけてシン
ポジウムやセミナーを開催
し、関係者へ周知を実施。 

・大学や企業等の理解が深まるよう、引
き続きクロスアポイントメント制度
や兼業等の活用、利益相反等のリスク
マネジメントの実施、組織ルールの緩
和等の促進に向けて産学官連携ガイ
ドラインの周知を実施。 【文、経】 

 
⑤ 学び続けることを社会や企業が促進する環境・文化の醸成 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇2023 年度までに、リカレント教育の社会人受
講者数のほか、その教育効果や社会への影響を
評価できる指標を開発する。【科技、文 、厚、
経】         

・指標開発に向けた検討を実
施中。 

・関係省庁と連携して、新たな指標の開
発を行う。【科技、文 、厚、経】 

 

〇いくつになっても学び直しを行うことで、個人
が能力を最大限発揮できる環境を整備する観
点から、雇用がジョブ型に移行する動きも踏ま
えながら、働き方改革の後押しも得た個人の学
びの継続に資するよう、教育訓練休暇制度の活
用促進や、企業における従業員のリカレント教
育の導入を促進するため、2021 年度から関係
府省庁が合同で具体的な取組について検討し、
その結果を取りまとめる。【科技、文、厚、経】 

・教育訓練休暇制度の活用促
進や、企業における従業員
のリカレント教育の導入を
促進するための取組につい
て検討を継続。 

・関係省庁による検討の場を設置し、教
育訓練休暇制度の活用促進や、企業に
おける従業員のリカレント教育の導
入を促進するための取組について検
討を実施。【科技、文、厚、経】 

○社員の学び直しに対し、サバティカル休暇の付
与や経済的支援等を行う企業について、人材育
成のリーディングカンパニーとして評価し、企
業イメージの向上等につなげる方策を導入す
る。【経】          

・2020 年 7 月から 2021 年 3
月にかけて「産学イノベー
ション人材循環育成研究
会」を設置し、学び直し
（リスキル・リカレント）
に関しての検討を実施。 

・2021 年度内にサバティカル休暇の付
与や経済的支援等を行う企業につい
て、人材育成のリーディングカンパニ
ーとして評価し、企業イメージの向上
等につなげる方策の導入に向けた調
査研究を実施。【経】   

○博士人材の産業界へのキャリアパスの拡大と、
企業人材の学び直しの双方に寄与するような
企業と大学の共同研究・共同教育を加速させる
取組を行う。【経】     

・2020 年 7 月から 2021 年 3
月にかけて「産学イノベー
ション人材循環育成研究
会」を設置し、産業界での
博士人材の活躍促進、学び
直し（リスキル・リカレン
ト）に関しての検討を実
施。 

・2021 年度内に産業界での博士人材の
活躍促進、学び直し（リスキル・リカ
レント）に向けた調査研究を実施。
【経】  
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⑥ 大学・高等専門学校における多様なカリキュラム、プログラムの提供 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇様々な価値観に基づく個人の自己実現を後押
しする個性豊かな大学群を整備する。具体的に
は、高等教育において、その享受者として最も
重要なステークホルダー、大学の構成員である
学生を、大学の発展に長期的に利害を共有する
者と位置づけ、国立大学法人に対しては、ガバ
ナンス・コードにおいて学生がどのような教育
成果を享受することができたのかを示す情報
の公表を求めるとともに、各大学は、学生の満
足度や卒業後、学生の能力が社会でどのように
評価されているかなどの長期的な視点も含め
て調査・分析・検証し、その結果を教育課程や
入学者選抜につなげるのみならず、学生が適切
な大学選択を行えるよう、比較可能な形で情報
公開を充実させることで、学生や学生になり得
る国民への教育に関する説明と結果責任を果
たす。【科技、文】     

・2020 年 3 月に策定した「国
立大学法人ガバナンス・コ
ード」において、各国立大
学法人に対し、学生が享受
した教育成果を示す情報の
公表を求めている。 

・2021 年 2 月に全ての法人
が、同コードへの適合状況
等の報告を公表。公表され
た報告については、2021 年
3 月に有識者会議の意見を
踏まえ、文部科学省におい
て確認を行い、確認の結果
及び次年度以降の適合状況
等の報告にあたり参考とな
る事例集を各法人に周知。 

・事例集においては、教育成
果を示す情報として、単に
ディプロマポリシーなど各
大学が定める「方針」だけ
を示している例を課題のあ
る事例として挙げ、教育成
果の客観的根拠を示すべき
であることを周知し、各法
人の適切な情報の公表を促
進。 

・引き続き有識者会議の意見を踏まえ、
同コードへの適合状況等の報告につ
いて確認を行い、各法人による学生が
享受した教育成果を示す情報の公表
を促進。【文】 

〇学部・研究科などの枠を超えて教育課程を設置
できる学位プログラム制度や、ダブルメジャー
等の学位取得が可能な制度について積極的な
活用を促す。あわせて、大学教育における文理
を横断したリベラルアーツ教育の幅広い実現
を図るため、当該制度を活用して全学的な共通
教育から大学院教育までを通じて広さと深さ
を両立する新しいタイプの教育プログラム（レ
イトスペシャライゼーションプログラム等）を
複数構築する。【文】     

・2020 年度に「知識集約型社会
を支える人材育成事業」にお
いて、6 件の取組を採択し、
各採択大学では、2021 年度
より学生を受け入れ、プログ
ラムを本格実施。 

・「知識集約型社会を支える人材育成事
業」に採択された大学の取組につい
て、フォローアップ等を実施。【文】 

〇2022 年度からの国立大学法人の第 4 期中期目
標期間に合わせ、地域課題や大学の強みなどに
基づくリカレント教育を経営の柱とする大学
を、積極的に評価する。あわせて、地域の産業
界のニーズ情報が集積している、産学連携本
部、地域連携本部等の組織の窓口機能と、地域
の産業界等のニーズに対応したリカレント教
育、人材育成プログラムとの連携についても、
積極的に促進するとともに、プログラムの設計
や広報等、コーディネーターとしての役割を担
う専門人材を確保する。【文、経】 

・2021 年度国立大学法人運営
費交付金の成果を中心とす
る実績状況に基づく配分に
おいて、社会人学生の在籍状
況を初めとするダイバーシ
ティ環境醸成の状況に基づ
いて評価・配分を実施。 

・社会人や企業等のニーズに応
じて大学等が行う実践的・専
門的プログラムを「職業実践
力育成プログラム」（BP)とし
て文部科学大臣が認定。 

（2021 年 3 月時点：314 課程） 

・第４期中期目標期間に向けて、新たな
国立大学法人運営費交付金の配分の
仕組みについて、2021 年度中に結論
を得る。【文】 

・プログラムの設計や広報等、コーディ
ネーターとしての役割を担う専門人
材を確保するために必要な取組につ
いて調査検討を実施。【経】 

〇リカレント教育・人材育成の機能を、各大学が
外部機関と連携して戦略的に実施することを
促進するため、全ての国立大学法人が研修・講
習等を実施する事業者への出資を行うことを
可能とする等の環境整備を行う。【文】 

・指定国立大学法人のみに限定
されている大学の研究成果
を活用したコンサルティン
グ、研修・講習等を実施する
事業者への出資を、全ての国
立大学法人等について可能
とするため、2021 年通常国

・制度改正の内容を周知し、各国立大学
法人における同制度を活用した事業
の実施を促進。【文】 
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会において国立大学法人法
を改正。 

〇ＭＯＯＣを含めた多様なデジタルコンテンツ
を活用し、社会人等を対象にしたリカレント教
育のプログラムを拡充する。このため、特に社
会人のリカレント教育に有効と考えられる講
座の認定や体系化等、大学等へのインセンティ
ブ設計を行う。また、対面とオンラインのハイ
ブリッド化など、多様な学修者が学び合うこと
ができる、ニューノーマルにおける大学教育を
実現するための仕組みの構築等について、大学
設置基準の弾力化も含め検討を行い、2021 年
度末を目途に一定の結論を出す。【文、経】 

・教育再生実行会議や中央教育
審議会等において、ニューノ
ーマルにおける大学教育を
実現するための仕組み構築
等について検討中。 

・対面とオンラインのハイブリッド化
など、多様な学修者が学び合うことが
できる、ニューノーマルにおける大学
教育を実現するための仕組みの構築
等について、大学設置基準の弾力化も
含め検討を行い、2021 年度末を目途
に一定の結論を得る。【文、経】 

○高等専門学校について、実践的技術者育成に向
けた教育の高度化を図るため、企業の第一線で
活躍する者が教員として教育へ参画すること
を促進するとともに、2021 年度から介護・医
工、マテリアルに加え、防災・減災・防疫など、
幅広い知識・技術が求められる社会課題に対
し、ＡＩと他分野を融合して課題解決につなげ
る人材育成体制を構築する。【文】 

・実務家教員の高等専門学校教
育への参画促進のため 2020
年 11 月に高等専門学校設置
基準の一部を改正。 

・2021 年度から介護・医工、マテリア
ルに加え、防災・減災・防疫など、幅
広い知識・技術が求められる社会課題
に対し、ＡＩと他分野を融合して課題
解決につなげる人材育成体制を構築。
【文】 

 
⑦ 市民参画など多様な主体の参画による知の共創と科学技術コミュニケーションの強化 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇2021 年度より、新型コロナウイルス感染症に
よる社会事象や社会変革等を踏まえた科学技
術リテラシーやリスクリテラシーの取組、科
学館や博物館等における一般社会の意見収集
や市民による政策過程への参画の取組、Ｉｏ
ＴやＡＩなど Society 5.0 の実現に不可欠な最
先端技術も活用した年齢、性別、身体能力、
価値観等の違いを乗り越える対話・協働活動
の取組など、多層的な科学技術コミュニケー
ションを強化する。【科技、文】 

・ICT や AI の活用による、
様々な人たちが Society 5.0
の具体像を体感できる科学
コミュニケーション基盤の
構築に向けて検討中。 

・Society 5.0 の具体像を体感できる科学
コミュニケーション基盤として、AI
の活用等によるセンシングシステム
などの構築に着手。【科技、文】 

 
 

〇科学技術リテラシーやリスクリテラシーの取
組、共創による研究活動を促進するために
は、多様な主体をつなぐ役割を担う人材とし
て、科学技術コミュニケーターによる能動的
な活動が不可欠であり、国は、こうした取組
に対して支援を行う。【文】  

・新型コロナウイルス感染症
における社会事象を踏まえ
た科学技術リテラシーやリ
スクリテラシーの取組や、
科学技術基本法改正等を踏
まえた共創による研究活動
の促進に貢献する科学コミ
ュニケーターの育成に向け
た検討中。 

・新型コロナウイルス感染症における
社会事象を踏まえた科学技術リテラ
シーやリスクリテラシーの取組や、科
学技術基本法改正等を踏まえた共創
による研究活動の促進に貢献する科
学コミュニケーターの育成に着手。
【文】 

○地方公共団体、ＮＰＯやＮＧＯ、中小・スタ
ートアップ、フリーランス型の研究者、更に
は市民参加など、多様な主体と共創しなが
ら、知の創出・融合といった研究活動を促進
する。また、例えば、研究者単独では実現で
きない、多くのサンプルの収集や、科学実験
の実施など多くの市民の参画（１万人規模、
2022 年度までの着手を想定）を見込むシチズ
ンサイエンスの研究プロジェクトの立ち上げ
など、産学官の関係者のボトムアップ型の取
組として、多様な主体の参画を促す環境整備
を、新たな科学技術・イノベーション政策形
成プロセスとして実践する。（再掲）【科技、
文】        

・知の創出・融合といった研
究活動の促進に貢献する多
様な主体の共創の在り方に
ついて検討中。 

・多様な主体の共創の取組を加速し、サ
イエンスアゴラ等の場を通じ知の創
出・融合といった研究活動を促進。【科
技、文】 
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４．官民連携による分野別戦略の推進 
これまでに、基盤技術分野として、ＡＩ技術、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアル、また、応用分

野として環境エネルギー、安全・安心、健康・医療、宇宙、海洋、食料・農林水産業についての分野別戦略を
策定してきた。これらの戦略に基づき、第６期基本計画期間中、以下の点に留意するとともに、ＳＩＰやムー
ンショット型研究開発制度など関係事業と連携しつつ、社会実装や研究開発を着実に実施する。また、分野別
戦略は、定量分析や専門家の知見（エキスパートジャッジ）等を踏まえ、機動的に策定、見直し等を行う。 

なお、環境エネルギー分野については第２章１．（２）に、安全・安心分野については第２章１．（３）に既
述されているので、当該部分を参照のこと。 
 
（戦略的に取り組むべき基盤技術） 
 
（１）ＡＩ技術 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
人工知能（ＡＩ）の利活用が広く社

会の中で進展してきており、米国、中
国をはじめとした諸外国ではＡＩに
関する国家戦略を策定し、世界をリー
ドすべくしのぎを削っている。こうし
た中、ＡＩが社会に多大なる便益をも
たらす一方で、その影響力が大きいこ
とを踏まえ、適切な開発と社会実装を
推進していくことが必要である。 

このため、第６期基本計画期間中
は、「ＡＩ戦略 2019」に掲げた教育改
革、研究体制の再構築、社会実装、デ
ータ関連基盤整備、倫理等に関する具
体目標を実現すべく、関係府省庁等で
の各取組を進めていく。また、深層学
習の原理解明による次世代の機械学
習アルゴリズム、同時通訳等の高度な
自然言語処理、医療やものづくり分野
等への適用に重要な信頼性の高いＡ
Ｉ等の諸外国に伍する先端的な研究
開発や人材・研究環境・データの確保・
強化など、戦略の進捗状況やＡＩの社
会実装の進展等を踏まえた不断の見
直しを行い、国民一人ひとりがＡＩの
具体的な便益を実感できるよう、戦略
を推進していく。 

・「AI 戦略 2019」及びそのフォローアッ
プに基づき、各施策を推進中。主な成果
は次のとおり。 
（教育改革） 
－大学等における優れた教育プログラ

ムを認定する「数理・データサイエン
ス・ＡＩ教育プログラム認定制度（リ
テラシーレベル）」の開始 

（研究開発） 
（1． (1)④参照） 

（社会実装） 
－国立情報学研究所（NII）による画像

診断支援に関する 6 医学会共通クラ
ウド基盤の構築。ＡＩを活用した医
療機器等の特性に応じた承認制度導
入（関係法令の改正） 

－148 地区において「スマート農業実証
プロジェクト」を実証中（2021 年 3
月時点） 

－インフラの点検・診断などにおける
新技術を導入した施設管理者（国土
交通省所管）の割合が[35％]（2021
年 3 月時点） 

－関係府省のスマートシティ関連事業
に 90 件の実証事業が採択・事業実施
中 

（倫理等） 
－ＧＰＡＩ（Global Partnership on 

AI）等の国際的な専門家会合等への
参画 

・本年度のフォローアップを踏まえ、「AI
戦略 2021」に改定。 

・「AI 戦略 2021」に基づき、各施策を推
進。主な取組は以下のとおり。 
（教育改革） 
－「数理・データサイエンス・ＡＩ教

育プログラム認定制度」へ賛同・協
力する企業等を掲載する HP の開
設等【経】 

－大学等における優れた教育プログ
ラムを認定する「数理・データサイ
エンス・ＡＩ教育プログラム認定
制度（応用基礎レベル）」の制度を
構築し、運用を開始。【文・経・科
技】 

－デジタル人材の育成のため、数理・
データサイエンス・AI のモデルカ
リキュラムを踏まえた教材等を全
国の大学及び高等専門学校に展開
し、リテラシーレベルに加え、文理
を問わず自らの専門分野へ応用す
る基礎力の習得を進めるととも
に、教えられるトップ人材層育成
に向けた国際競争力のある分野横
断型の博士課程教育プログラムの
創設、人社系大学院教育における
ダブルメジャーを促進する。【文・
経】 

－政府職員に対するＡＩ等に関する
教育の試行的実施【科技】（1．(1)
⑤再掲） 

（研究開発） 
（1． (1)④参照） 

（社会実装等） 
－「包括的データ戦略」に基づく、ベ

ース・レジストリ、分野ごとのデー
タ交換基盤、包括的なトラスト基
盤の整備等の促進や、分野間デー
タ連携基盤の連携拡大など、デー
タ利活用環境の構築や整備された
データを活用した AI サービスの社
会実装を推進【ＩＴ、科技、関係府
省】 
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－本年４月に施行された日本版ＳＢ
ＩＲ制度を活用し研究開発型スタ
ートアップ等への予算の支出機会
の増大、社会ニーズや政策課題に
基づく研究開発を推進【科技】 

－透明性、公平性等を確保しつつ、政
府においてＡＩの活用が進展する
よう、総合的な対策の取りまとめ・
実施【科技】 

－新たな AI 戦略を 2021 年内目途に
策定【科技】 

 
（２）バイオテクノロジー 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
バイオエコノミーの推進は、新型コ

ロナウイルス感染症収束に向けた対
応、食料、医薬品等の戦略的なサプラ
イチェーンの構築、環境負荷の低減等
に貢献するとともに、我が国経済の迅
速な回復にも資するものであり、その
重要性は一層高まっている。 

こうした認識の下、第６期基本計画
期間中は、「バイオ戦略 2019」を具体
化・更新した「バイオ戦略 2020（基盤
的施策）150」及び「バイオ戦略 2020（市
場領域施策確定版）151」に基づき、高
機能バイオ素材、持続的一次生産シス
テム、バイオ医薬品・再生医療等関連
産業等の９つの市場領域について、
2030 年時点の市場規模目標を設定し
た市場領域ロードマップに盛り込ま
れた取組を着実に実施していく。具体
的には、各分野に応じて、バイオデー
タ連携・利活用ガイドラインの策定及
びガイドラインに基づく取組の推進、
グローバルバイオコミュニティ・地域
バイオコミュニティの形成と投資促
進、グローバルバイオコミュニティに
おけるバイオ製造実証・人材育成拠点
機能の整備等を進めていく。      

・バイオデータの連携や利活用のための
ガイドラインについては、2021 年半ば
までの中間取りまとめに向けて検討
中。 

・バイオコミュニティについては、「バイ
オコミュニティに関する形成に関する
基本的考え方」を 2021 年 3 月上旬に公
表し、2021 年夏までに第一弾となる地
域バイオコミュニティを認定できるよ
う、認定要件の策定や認定審査等を行
うための会議を開催。 

・バイオ製造実証・人材育成拠点機能の整
備については、実証設備の構築、人材育
成に必要な機器の設置・教育コンテン
ツの作成を実施中。また、2020 年度中
に大規模な生産実証を行うことができ
る実証拠点について新たに１件の公募
を開始。 

・大規模コホートの一つである子どもの
健康と環境に関する全国調査（エコチ
ル調査）については、バイオバンクの構
築に向けてゲノム・遺伝子解析研究計
画を策定。 

・3 大バイオバンクである東北メディカ
ル・メガバンク（TMM）計画、バイ
オバンク・ジャパン（BBJ）及びナシ
ョナルセンター・バイオバンクネット
ワーク（NCBN）の成果を連携・発展
させ、大規模ゲノム・データ基盤の構
築を推進。【健康医療、文、厚】 

・健康・医療データ利活用基盤協議会に
おいて、健康・医療に関する先端的研
究開発及び新産業創出に資するオー
ルジャパンでのデータ利活用基盤を
整備するための検討を実施。【健康医
療、個人、文、厚、経】 

・地域バイオコミュニティの公募・認定
状況も踏まえ、2021 年度末までに東
京圏と関西圏のグローバルバイオコ
ミュニティを公募・認定することで、
我が国として最適なバイオコミュニ
ティの全体像を描き、市場領域の拡大
を加速。【科技】 

・国内のワクチン開発・生産体制の強化
のため、「ワクチン開発・生産体制強
化戦略」を着実に推進。【健康医療、
文、厚、経、外】 

・大規模コホートの一つである子ども
の健康と環境に関する全国調査（エコ
チル調査）について、遺伝子解析に関
する具体的な検討を進める。【環】 

 
（３）量子技術 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
量子技術は、我が国及び世界の社

会、経済、産業、安全保障に大きな変
革をもたらす可能性を秘めた革新的
な技術である。近年、欧米や中国をは
じめとする諸外国では、各国が巨額の
投資と大型の研究開発に取り組むな
ど、将来の覇権をかけた国家間・企業
間競争が激化しており、我が国におい

・米欧中を中心に諸外国では、量子技術を
将来の経済・社会の変革をもたらす国
家戦略上の重要技術と位置付け、国家
戦略の策定や研究開発投資の拡充、拠
点形成等の戦略的取組を急速に展開 

・我が国が量子技術の発展において諸外
国に伍しつつ、将来の国の成長や国及
び国民の安全・安心を確保するために、

経済安全保障上の懸念の高まりやカー
ボンニュートラル等の環境変化に対応
すべく、戦略の見直しを含め、取組みを
抜本的に強化。 
① 量子コンピュータの社会実装に向

け、超伝導量子コンピュータ、量子
AI システム等の研究開発を進める
とともに、量子計測・センシングシ

                                                      
150 2020 年６月 26 日統合イノベーション戦略推進会議決定 
151 2021 年 1 月 19 日統合イノベーション戦略推進会議決定 
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ても量子技術の研究開発や社会実装
に向けた戦略的な取組が求められて
いる。 

このため、第６期基本計画期間中
は、「量子技術イノベーション戦略」に
基づき、量子コンピュータ、量子計測・
センシング、量子通信・暗号等をはじ
めとする主要技術に関する研究開発
の抜本的強化、量子技術イノベ―ショ
ン拠点の形成、国際協力の促進、戦略
的な知的財産マネジメントと国際標
準化、優秀な人材の育成に加え、既存
技術と組み合わせることによる短中
期での実用化も含めた、量子技術の産
業・社会での利活用の促進等、基礎基
盤的な研究開発から社会実装に至る
幅広い取組を、我が国の産学官の総力
を結集して強力に推進する。   

量子技術が拓く将来の社会像を明確に
設定した上で、国全体を俯瞰し、2020 年
１月に策定した、「量子技術イノベーシ
ョン戦略」の下、①重点的な研究開発、
②国際協力、③研究開発拠点の形成、④
知的財産・国際標準化戦略、⑤優れた人
材の育成・確保を進めている。このう
ち、研究開発拠点の形成については、国
内８拠点からなる「量子技術イノベー
ション拠点」を整備。 

・カーボンニュートラル対応への世界的
機運が急速に上昇。人々の行動変容を
促すリアルタイムデータの活用高度化
では、セキュア且つエコなデータ活用
技術が鍵、中核技術である量子技術の
開発競争が熾烈化。 

ステムの実現を目指し、固体量子セ
ンサの高度制御、量子生命技術等の
研究開発を推進。また、量子技術を
支える優れた若手研究者・技術者
や、早期から量子技術を使いこなす
「量子ネイティブ」を戦略的に育
成。 

・光・量子飛躍フラッグシッププログラ
ム（Q-LEAP）【文】 

・科学技術イノベーション創出に向け
た大学フェローシップ創設事業【文】 

② 量子暗号技術の社会実装に向けた
実証及び様々な方式による量子暗
号通信に係る研究開発を推進： 

・グローバル量子暗号通信網構築のた
めの研究開発【総】 

・衛星通信における量子暗号技術の研
究開発【総】 

・グローバル量子暗号通信網構築のた
めの衛星量子暗号通信の研究開発
【総】 

③ 国内 8 つの量子技術イノベーショ
ン拠点における研究開発等を本格
化するとともに、理研を中核とした
拠点間連携を推進。また、2021 年 4
月の日米首脳共同声明に基づき、量
子科学技術分野における共同研究
や研究者交流を強化。： 

・８拠点による「量子技術イノベーショ
ン拠点推進会議」（2021 年 4 月設置）
により横断的な取組を推進。【文・総・
経】 

・2021 年下期に量子技術イノベーショ
ン拠点が中心となった国際シンポジ
ウムを開催。また、海外の量子拠点と
の連携・協力関係を構築するととも
に、欧米等との共同研究を促進。【文・
総・経】 

・各拠点における産学官が連携した研
究開発等を着実に推進。【文・総・経】 

 
（４）マテリアル 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
マテリアルは、我が国の科学技術・

イノベーションを支える基盤技術で
あるとともに、リチウムイオン電池や
青色発光ダイオードなど、これまで数
多くのイノベーションを生み出し、世
界の経済・社会を支えてきた。一方、
近年、マテリアルを巡る国際競争が熾
烈になり、従来、我が国がこの分野で
有していた強みが失われつつある中、
残された「強み」を生かしつつ、戦略
的な取組を強化する必要がある。 

このため、第６期基本計画期間中
は、「マテリアル革新力強化戦略」に基
づき、国内に多様な研究者や企業が数
多く存在し、世界最高レベルの研究開
発基盤を有している強みを生かし、産

・日本のマテリアル関連産業は、製品力、
技術開発力に支えられた産業競争力を
有する。また、アカデミア・基盤研究に
ついても青色発光ダイオードやリチウ
ムイオン電池の開発はじめ、革新的な
マテリアルを数多く生み出してきた。
しかしながら、近年、新興国等における
積極的な研究開発、製品のコモディテ
ィ化、価格競争の激化などの結果、いく
つかの部素材において日本の生産シェ
アが奪われており、危機が顕在化。 

・そのため、2030 年の社会像・産業像を
見据え、Society 5.0 の実現、ＳＤＧｓ
の達成、資源・環境制約の克服、強靭な
社会・産業の構築等に重要な役割を果
たす、「マテリアル革新力」を強化する

・マテリアル DX プラットフォームの実
現に向け、AI 解析機能の実装や、良質
なデータを取得可能な共用施設・設備
の整備等を進めるとともに、マテリア
ル分野のデータ駆動型研究を実施し、
2022 年度より全国に展開。【文】 

・データ駆動型研究開発手法の活用に
よる脱炭素化やレアメタル・レアアー
スをはじめとした資源制約の克服等
の観点から、特に重点的に取り組むべ
き技術課題を具体化し、研究開発を推
進。【文、経】 

・我が国の素材産業の競争力の源泉で
あり経済安全保障上も重要な「製造プ
ロセス」について、プロセスデータベ
ースの構築に取り組むとともに、いわ
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学官関係者の共通ビジョンの下、産学
官共創による迅速な社会実装、データ
駆動型研究開発基盤の整備と物事の
本質の追求による新たな価値の創出、
人材育成等の持続発展性の確保等、戦
略に掲げられた取組を強力に推進す
る。 

ために、研究開発、産官学連携、人材育
成を含めた総合的な政策パッケージと
して、マテリアル革新力強化戦略（2020
年 4 月 27 日統合イノベーション戦略推
進会議決定）を策定。 

ゆる６G 向け電子機器や高性能半導
体製造に必要となる超高性能セラミ
ックスやレジスト等の性能向上に資
する基盤技術開発を推進。【経】 

・有識者会議等において、着実にフォロ
ーアップを実施するとともに、政府と
産学の有識者による一層の議論と連
携により、不断に改善。【内、文、経】 

 
 
（戦略的に取り組むべき応用分野） 
 
（５）健康・医療 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
第４次産業革命 152のただ中、世界的

に医療分野や生命科学分野で研究開発
が進み、こうした分野でのイノベーショ
ンが加速することで、疾患メカニズムの
解明や新たな診断・治療方法の開発、Ａ
Ｉやビッグデータ等の利活用による創
薬等の研究開発、個人の状態に合わせた
個別化医療・精密医療等が進展していく
ことが見込まれている。 

このような状況変化等を背景に、第６
期基本計画期間中は、2020 年度から
2024 年度を対象期間とする第２期の
「健康・医療戦略」及び「医療分野研究
開発推進計画」等に基づき、医療分野の
研究開発の推進として、ＡＭＥＤによる
支援を中核として、他の資金配分機関、
インハウス研究機関、民間企業とも連携
しつつ、医療分野の基礎から実用化まで
一貫した研究開発を一体的に推進する。
特に喫緊の課題として、国産の新型コロ
ナウイルス感染症のワクチン・治療薬等
を早期に実用化できるよう、研究開発へ
の支援を集中的に行う。また、医療分野
の研究開発の環境整備として、橋渡し研
究支援拠点や臨床研究中核病院におけ
る体制や仕組みの整備、生物統計家など
の専門人材及びレギュラトリーサイエ
ンスの専門家の育成・確保、研究開発に
おけるレギュラトリーサイエンスの普
及・充実等を推進する。さらに、新産業
創出及び国際展開として、公的保険外の
ヘルスケア産業の促進等のための健康
経営の推進、地域・職域連携の推進、個
人の健康づくりへの取組促進などを行
うとともに、ユニバーサル・ヘルス・カ
バレッジ（ＵＨＣ）の達成への貢献を視
野に、アジア健康構想及びアフリカ健康
構想の下、各国の自律的な産業振興と裾
野の広い健康・医療分野への貢献を目指

・第２期医療分野研究開発推進計画に
基づき、モダリティ（技術・手法）等
を軸とした６つの統合プロジェクト
（医薬品、医療機器・ヘルスケア、再
生・細胞医療・遺伝子治療、ゲノム・
データ基盤、疾患基礎研究、シーズ開
発・研究基盤）を推進。 

・目指すべき未来像を展望した野心的
な目標に基づくムーンショット型研
究開発制度については、100 歳まで健
康不安なく人生を楽しめる社会の実
現を目標として設定した上で、目標達
成のための研究課題を担う５人のプ
ロジェクトマネージャーを決定し、研
究開発を推進。 

・関係府省が所管するインハウス研究
機関が行う医療分野のインハウス研
究については、健康・医療戦略推進本
部事務局、関係府省、インハウス研究
機関及び AMED の間で情報共有・連
携を恒常的に確保する仕組みを構築。 

・医療分野の研究開発の環境整備とし
て、橋渡し研究支援拠点や臨床研究中
核病院における体制や仕組みの整備、
生物統計家などの専門人材及びレギ
ュラトリーサイエンスの専門家の育
成・確保、研究開発におけるレギュラ
トリーサイエンスの普及・充実等を推
進。 

・健康・医療新産業協議会を設置し、公
的保険外のヘルスケア産業の促進等
のための健康経営の推進、地域・職域
連携の推進、個人の健康づくりへの取
組促進などについて検討・推進。 

・健康・医療国際展開協議会を設置し、
アジア健康構想及びアフリカ健康構
想の下、各国の自律的な産業振興と裾
野の広い健康・医療分野への貢献を目
指し、我が国の健康・医療関連産業の

＜医療分野の研究開発の推進＞  
・他の資金配分機関、インハウス研究機

関、民間企業とも連携しつつ、ＡＭＥ
Ｄによる支援を中核として、医療分野
の基礎から実用化まで一貫した研究
開発を一体的に推進。【健康医療、総、
文、厚、経】  

・2040 年までに、主要な疾患を予防・
克服し 100 歳まで健康不安なく人生
を楽しむためのサステナブルな医療・
介護システムを実現するため、挑戦的
な研究開発を推進し、先端技術の速や
かな社会実装を加速。【科技、AMED
室、文、厚、経】 

＜医療分野の研究開発の環境整備等＞  
・これまでの検討で整理された課題を

踏まえ、我が国における臨床研究拠点
としての国立高度専門医療研究セン
ターの組織の在り方について早急に
検討。 【健康医療、厚】  

・生物統計家などの専門人材及びレギ
ュラトリーサイエンスの専門家の育
成・確保等を推進するとともに、研究
者に対してレギュラトリーサイエン
スや知財等の実用化に必要な教育を
推進。【文、厚、経】  

・我が国の臨床研究に対する国民の信
頼の更なる向上と研究の推進を図る
ため、臨床研究法を適切に運用し、そ
の施行状況等を踏まえ、必要に応じて
見直しを行う。【厚】  

・研究開発成果を効率的に薬事承認に
繋げられるように、独立行政法人医薬
品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）のレ
ギュラトリーサイエンス戦略相談制
度や優先的な治験相談制度等の必要
な運用改善を行い、革新的な医薬品等
の迅速な実用化を図る。【厚】  

・国際的な規制調和を前提とした医薬

                                                      
152 第 4 次産業革命とは、18 世紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化である第 1 次産業革命、20 世紀初頭の分業に基づく電力を用い

た大量生産である第 2 次産業革命、1970 年代初頭からの電子工学や情報技術を用いた一層のオートメーション化である第３次産業革命に続
く、ＩｏＴ、ビッグデータやＡＩのようないくつかのコアとなる技術革新 
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し、我が国の健康・医療関連産業の国際
展開を推進する。 

国際展開を推進。 
・喫緊の課題としての新型コロナウイ

ルス感染症に対しては、健康・医療戦
略推進本部の下で、第１弾から第７弾
に亘る新型コロナウイルス感染症に
係る研究開発等の関係府省の支援施
策(合計約 1930 億円)を取りまとめ、
関連する研究開発等を支援。 

 

品等の品質、有効性及び安全性に関す
る研究の支援、審査ガイドラインの整
備、審査員に対する専門的知識の向上
等を通じて、研究開発におけるレギュ
ラトリーサイエンスを普及・充実させ
る。【厚】  

・国民の健康寿命の延伸や世界最高水
準の医療の提供のため、AMED にお
いて、AMED が支援した研究開発か
ら得られたデータの利活用プラット
フォームとして、産学の研究開発にお
いて品質管理されたデータを安全・安
心かつ効率的に利活用するための仕
組みについて検討し、早期の運用開始
を目指す。【健康医療、文、厚、経】（再
掲） 

・「全ゲノム解析等実行計画」を着実に
推進し、治療法のない患者に新たな個
別化医療を提供するべく、産官学の関
係者が幅広く分析・活用できる体制整
備を進める。【健康医療、厚】 

＜新産業創出及び国際展開＞  
・公的保険外のヘルスケア産業の促進

等のため、健康経営の推進、地域・職
域連携の推進、個人の健康づくりへの
取組促進などを行う。また、適正なヘ
ルスケアサービス提供のための環境
整備として、ヘルスケアサービスの品
質評価の取組、公的保険サービスと公
的保険外サービスの連携などに取り
組む。【総、厚、経】  

・官民ファンド等による資金支援や、ワ
ンストップ窓口による情報発信、コン
サル支援や支援機関とのネットワー
ク支援等の取組を推進し、健康・医療
分野の新産業創出に向けたイノベー
ション・エコシステムの強化を図る。
【ＲＥＶＩＣ室、文、厚、経】  

・UHC の達成への貢献を視野に、アジ
ア健康構想及びアフリカ健康構想の
下、各国の自律的な産業振興と裾野の
広い健康・医療分野への貢献を目指
し、我が国の健康・医療関連産業の国
際展開を推進する。対象分野について
は、医療・介護のみならず、裾野の広
いヘルスケアサービスを含む全体を
パッケージとして展開。 【健康医療、
総、法、外、財、文、厚、農、経、国】 

＜ワクチン開発・生産体制強化＞ 
・「ワクチン開発・生産体制強化戦略」

に基づき、政府が一体となって必要な
体制を再構築し、長期継続的に取り組
む国家戦略として取組を行う。【健康
医療、文、厚、経、外】（再掲） 

 
（６）宇宙 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
今日、測位・通信・観測等の宇宙シス

テムは、我が国の安全保障や経済・社会
・我が国の安全保障や経済社会におけ

る宇宙システムの役割が大きくなっ
宇宙基本計画及び宇宙基本計画工程表
に基づき、以下を含む施策を通じて、宇
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活動を支えるとともに、Society 5.0 の実
現に向けた基盤としても、重要性が高ま
っている。こうした中、宇宙活動は官民
共創の時代を迎え、広範な分野で宇宙利
用による産業の活性化が図られてきて
いる。また、宇宙探査の進展により、人
類の活動領域が地球軌道を越えて月面、
深宇宙へと拡大しつつある中、「はやぶ
さ２」による小惑星からのサンプル回収
の成功は、我が国の科学技術の水準の高
さを世界に示し、その力に対する国民の
期待を高めた。宇宙は科学技術のフロン
ティア及び経済成長の推進力として、更
にその重要性を増しており、我が国にお
けるイノベーションの創出の面でも大
きな推進力になり得る。 

こうした認識の下、第６期基本計画期
間中は、「宇宙基本計画」に基づき、産学
官の連携の下、準天頂衛星システムや情
報収集衛星等の開発・整備、災害対策・
国土強靱化や地球規模課題の解決に貢
献する衛星開発、アルテミス計画による
月面探査に向けた研究開発、宇宙科学・
探査の推進、基幹ロケットの開発・高度
化、将来宇宙輸送システムの検討、各省
連携による戦略的な衛星開発・実証の推
進、衛星データ利用の拡大・高度化、ス
ペースデブリ対策や宇宙交通管理を含
む将来の宇宙活動のルール形成、宇宙活
動を支える人材基盤の強化等を推進し
ていく。 

ており、この傾向は更に強まってい
る。宇宙は科学技術のフロンティアと
して、また、経済成長の推進力として、
ますますその重要性を増している。我
が国の経済成長にとっても宇宙が大
きな推進力になり得る。 

・宇宙活動は従来の官主導から官民共
創の時代を迎え、広範な分野で宇宙の
利用による産業の活性化が図られて
きている。 

・宇宙探査の進展により、人類の活動領
域は地球軌道を越えて、月面、更に深
宇宙へと拡大しつつある。 

・小型・超小型衛星のコンステレーショ
ンの構築が進み、宇宙産業のゲームチ
ェンジが起こりつつある。我が国の宇
宙機器産業はこの動きに遅れを取り
つつあり、我が国が宇宙活動の自立性
を維持していくために、産業・科学技
術基盤の再強化が不可欠。 

・このような宇宙の大きな可能性と、現
在我が国が直面している厳しい状況
を認識し、今後 20 年を見据えた 10
年間の宇宙政策の基本方針として決
定した宇宙基本計画の着実な実行に
向け、工程表に基づき進めている状
況。 
 

 

宙開発利用を推進する。【宇宙、関係府
省】 
 
（１）宇宙安全保障の確保 
・ 準天頂衛星システム、情報収集衛星、

SSA 衛星等の宇宙システムの着実な
整備 

・多頻度での情報収集を可能とする小
型衛星コンステレーションの利活用
の推進 

・ 机上演習の取組強化 
・サイバーセキュリティ対策の推進 
（２）災害対策・国土強靭化や地球規模

課題の解決への貢献 
・災害時に被災状況を迅速かつ効果的

に把握できる体制の構築 
・次期気象衛星の整備・運用体制の検討 
・衛星等を活用した国際的な温室効果

ガス観測ミッション構想の策定・推進 
・ 宇宙太陽光発電の実現に向けた取組

の強化 
（３）宇宙科学・探査による新たな知の

創造 
・火星衛星探査計画（ＭＭＸ）等の宇宙

科学・探査の推進 
・ アルテミス計画等の推進、持続的な

月面活動を視野に入れた技術開発 
（４）宇宙を推進力とする経済成長とイ

ノベーションの実現 
・衛星データ利用の拡大に向けた取組

の強化 
・ 新たな宇宙ビジネスのための制度環

境整備 
・軌道利用に関する国際的な規範形成

に向けた取組の推進 
（５）産業・科学技術基盤をはじめとす

る総合的な基盤の強化 
・小型衛星コンステレーションの構築

に向けた官民連携での戦略的な取組
の推進 

・ 衛星開発・実証プラットフォームの
下での、基盤技術開発・実証（宇宙コ
ンピューティング、量子暗号通信、衛
星コンステレーションに必要な基盤
技術、デジタル化、先進的なセンサ等） 

・ 基幹ロケット開発、将来宇宙輸送シ
ステムの研究開発 

・ 宇宙人材の育成等 
 
（７）海洋 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
四方を海に囲まれ、世界有数の広大な

管轄海域 153を有する我が国には、領土・
領海の保全と国民の安全を確保すべく
海を守り、経済社会の存立・成長の基盤

・海洋基本計画に基づき、海洋に関する
施策を総合的かつ計画的に推進。 

・地球規模課題への対応としては例え
ば、海洋プラスチックごみ対策につい

・海洋プラスチックごみ問題の解決に
向けて、その分布実態と 2023 年頃に
向けた世界的なデータ集約、生物・生
態系への影響の調査研究を推進。ま

                                                      
153 我が国の領海（内水を含む。）及び排他的経済水域の面積は世界第６位、各国の海外領土の持つ海域も当該国のものとすると世界第８位と

される。 
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として海を生かし、貴重な人類の存立基
盤として海を子孫に継承していくこと
が求められている。また、海洋の生物資
源や生態系の保全、エネルギー・鉱物資
源確保、地球温暖化や海洋プラスチック
ごみなどの地球規模課題への対応、地
震・津波・火山等の脅威への対策、北極
域の持続的な利活用、海洋産業の競争力
強化等において、海洋に関する科学的知
見の収集・活用は不可欠である。2021 年
からの「国連持続可能な開発のための海
洋科学の 10 年」では、我が国の強みで
ある科学技術の力をもって世界に貢献
していくことが求められている。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「海洋基本計画 154」に基づき、海洋に関
する施策を総合的かつ計画的に推進す
る。特に海洋観測は海洋科学技術の最重
要基盤であり、ＭＤＡの能力強化や、カ
ーボンニュートラル実現に向けた広大
な海洋環境の把握能力を高めるため、氷
海域、深海部、海底下を含む海洋の調査・
観測技術の向上を目指し、研究船の他、
ＲＯＶ155やＡＵＶ、海底光ファイバケー
ブル、無人観測艇等の観測技術の開発を
進めていく。さらに、データや情報の処
理・共用・利活用の高度化を進めるため、
データ・計算共用基盤の構築・強化によ
る観測データの徹底的な活用を図ると
と も に 、 海 洋 観 測 の Internet of 
Laboratory156の実現により、海洋分野に
おけるデータ駆動型研究を推進するこ
とを通じて、人類全体の財産である海洋
の価値創出を目指す。 

これらを進めるために、産学官連携を
強力に推進し、海洋分野のイノベーショ
ンの創出を目指す。      

ては、「海洋プラスチックごみ対策ア
クションプラン」等を踏まえた国内取
組の推進のほか、2019 年 G20 大阪サ
ミットの「G20 海洋プラスチックごみ
対策実施枠組」等を踏まえ、国際的に
連携しながら各種取組を推進。 

・海洋観測については、研究船やフロー
ト、ブイ等による観測を展開するとと
もに、AUV 等をはじめとした無人観
測技術開発を推進。 

・ＳＩＰ第２期の「革新的深海資源調査
技術」 においては、海洋資源調査技術
の開発・実証の取組を進め、深海ター
ミナルの浅海域試験や長期 運用型
ASV を開発。 

・海洋状況表示システムの掲載情報の
充実化を行うとともに、海洋情報の連
携を進めるため API 公開に向けた環
境整備を実施。また、データ連携に関
する官民フォーラムを開催。 

・北極域研究船の建造に着手するとと
もに、2020 年度から開始した「北極
域研究加速プロジェクト」（ArCSⅡ）
等を通じて、北極域の観測・研究、人
材育成を実施。 

・海洋再生可能エネルギー発電設備の
整備に係る海域の利用の促進に関す
る法律に基づき、2021 年３月時点で
全国４ヵ所（５区域）において公募手
続きを実施しており（計約 150 万
KW）、案件獲得に向けて発電事業者を
中心にサプライチェーン全体での取
組を活発化。 

・国際海事機関（IMO）において、日本
主導により、既存船の燃費性能規制
（EEXI）及び燃費実績の格付け制度
を提案し、2020 年 11 月に原則合意に
至る等、燃費規制等のルール作りに取
り組み、性能が劣る船舶の新造代替を
促進。 

た、海洋生分解性プラスチックなどの
代替素材に関するイノベーションや
リサイクルの強化を通じた資源循環
産業の育成、海岸漂着物の処理や発生
抑制、G20 大阪サミットの成果である
国際協働の枠組で示された取組を実
施。【科技、文、経、環】  

・MDA の能力を強化し、我が国の広大
な排他的経済水域を最大限利用する
ためには、海洋観測技術の高度化・効
率化が不可欠である。船舶等による有
人観測に加え、AUV や海底光ファイ
バケーブル等を活用した無人観測に
より、海洋をより広く、詳細かつ効率
的に観測することを可能とする技術
を開発。【文】  

・ＳＩＰ第２期の「革新的深海資源調査
技術」 においては、海洋資源調査技
術の開発・実証の取組を進め、複数機
運用技術、深海ターミナル技術などを
含むＡＵＶの技術開発をはじめ、海洋
観測技術等に関する研究開発を推進。
【科技】 

・収集した海洋データについては、社会
実装を見据えた利用分野の拡大のた
め、МＤＡの能力強化の一環として、
地球環境ビッグデータを蓄積・統合解
析するＤＩＡＳや地図上に様々な海
洋情報を重ね合わせて表示できる海
洋状況表示システムなど、先進的な情
報共有システムの更なる活用を見据
えた機能強化を実施。また、海洋情報
の充実を加速度的に高めるため、政府
機関のみならず、地方公共団体・民間・
外国の機関等が保有するシステムと
の連携を強化。さらに、データの流通
と利活用を促進するため、ＡＰＩ連携
や必要なデータの標準化等の環境整
備を進める。これらのデータを活用し
て、海洋分野におけるデータ駆動型研
究を加速。【文、国】 

・北極に関する動きが活発化する中、 
気候変動等の地球規模課題への対応
や北極域の持続可能な利活用に貢献
するため、北極域研究船を確実に建造
するとともに、北極域の観測・研究や
研究人材の育成を引き続き実施。さら
に、第３回北極科学大臣会合の成果等
を活かして、各国との国際連携・協力
等に取り組み、科学技術を通じた我が
国のプレゼンス向上を促進。【文】 

・洋上風力発電の導入促進に向け海洋
再生可能エネルギー発電設備の整備
に係る海域の利用の促進に関する法

                                                      
154 第３期海洋基本計画は 2018 年５月 15 日閣議決定。海洋基本法は、おおむね５年ごとに、海洋基本計画の見直しを行うこととしている。 
155 ＲＯＶ：Remotely Operated Vehicle。遠隔操作型無人探査機。 
156 種々の機器やデータ等が大容量のデータ通信を可能とするネットワークインフラでリアルタイムにつながり、場所を問わずシームレスに研

究活動を行える仕組みのこと。 
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律を適切に運用するとともに、2020
年 12 月に策定された洋上風力産業ビ
ジョン（第 1 次）に基づき、魅力的な
国内市場の創出に政府としてコミッ
トすることで、国内外からの投資の呼
び水とし、事業環境整備等を通じて投
資を促進することにより、競争力があ
り強靱な国内サプライチェーンを構
築。更に、アジア展開を見据えて次世
代の技術開発や国際連携に取り組み、
国際競争に勝ち抜く次世代産業の創
造を促進。【経、国】 

・国際海運分野における気候変動対策
に積極的に貢献するとともに我が国
海事産業の国際競争力強化を図るべ
く、船舶における低・脱炭素化技術の
開発・実用化の推進、環境性能の高い
新造船の普及を促進するための国際
ルール策定に貢献。【国】 

 
（８）食料・農林水産業 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
今日、科学技術の力の活用により、我

が国の豊かな食と環境を守り発展させ
るとともに、拡大する海外需要の獲得に
よる輸出拡大等に向け、農林水産業の国
際競争力の強化を図ることが求められ
ている。特に、農業従事者の多様なニー
ズへの対応を図るため、担い手がデータ
をフル活用し、スマート農業技術を導入
した革新的農業を実践することで、生産
性を飛躍的に向上させ、所得向上に貢献
することが必要である。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「食料・農業・農村基本計画 157」に基づ
き、農林水産省において「農林水産研究
イノベーション戦略」を毎年度策定し、
農林水産業以外の多様な分野との連携
により、スマート農林水産業政策、環境
政策、バイオ政策等を推進する。その中
で、我が国発のスマート農業技術・シス
テムを生かした生産拠点をアジア太平
洋地域等に展開することで、我が国の農
業のブランド力向上、食品ロス削減等に
貢献する。また、林業・水産業において
も、現場へのＩＣＴ、ＡＩ、ロボット技
術等の新技術実装を着実に進める。さら
に、「農林水産業・地域の活力創造プラ
ン 158」に基づき、2021 年５月までに策
定する「みどりの食料システム戦略」に
おいて、2050 年に目指す姿を示した上
で、食料・農林水産業の生産力向上と持
続性の両立をイノベーションで実現す
る。     

・「ほ場間での移動を含む遠隔監視によ
る無人自動走行システム」の実演を行
い、「日本再興戦略 2016」で掲げた目
標を達成。 

・農業データ連携基盤の機能を生産部
分だけでなく、加工・流通・消費まで
含めたフードチェーン全体に機能拡
充するための研究開発を推進。 

・「スマート農業」を実証し、スマート農
業の社会実装を加速させていく「スマ
ート農業実証プロジェクト」を 2019
年度から開始し、これまで、全国 179
地区において実証。 

・ムーンショット目標５「2050 年まで
に、未利用の生物機能等のフル活用に
より、地球規模でムリ・ムダのない持
続的な食料供給産業を創出」の実現に
向けて、挑戦的な研究開発を推進。 

・2020 年５月に「農林水産研究イノベ
ーション戦略 2020」を策定し、スマ
ート農林水産業政策、環境政策、バイ
オ政策の各種施策を推進。 

・2020 年 12 月に「みどりの食料システ
ム戦略策定に当たっての考え方」を公
表。2021 年 1 月から生産者・団体・
企業等との意見交換を開始、３月に中
間取りまとめを公表。５月に戦略を策
定。 

「みどりの食料システム戦略」に基づ
き、中長期的な観点から、調達から消費
までの各段階の取組とカーボンニュー
トラル等の環境負荷軽減のイノベーシ
ョンを推進し、雇用の拡大、地域所得の
向上及び豊かな食生活の実現を目指す。
具体的には、 
・持続可能な資材やエネルギーの調達、

地域・未利用資源の一層の活用に向け
た取組、資源のリユース・リサイクル
に向けた体制構築・技術開発を進め、
資材・エネルギー調達における脱輸
入・脱炭素化・環境負荷軽減を推進。
【農、関係府省】 

・高い生産性と両立する持続的生産体
系への転換、スマート農林水産業の推
進、機械の電化・水素化等、資材のグ
リーン化、地球にやさしいスーパー品
種等の開発・普及、農地・森林・海洋
への炭素の長期・大量貯蔵、労働安全
性・労働生産性の向上と生産者のすそ
野の拡大、水産資源の適切な管理を進
め、イノベーション等による持続的生
産体制を構築。【農、関係府省】 

・持続可能な輸入食料・輸入原材料への
切替えや環境活動の促進、データ・AI
の活用等による加工・流通の合理化・
適正化、長期保存・長期輸送に対応し
た包装資材の開発、脱炭素化、健康・
環境に配慮した食品産業の競争力強
化を進め、ムリ・ムダのない持続可能
な加工・流通システムを確立。【農、関
係府省】 

                                                      
157 2020 年 3 月 31 日閣議決定 
158 2013 年 12 月 10 日農林水産業・地域の活力創造本部（本部長：内閣総理大臣）決定（2020 年 12 月 15 日改訂） 
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・食品ロスの削減など持続可能な消費
の拡大、消費者と生産者の交流を通じ
た相互理解の促進、栄養バランスに優
れた日本型食生活の総合的推進、建築
物の木造化・暮らしの木質化の推進、
持続可能な水産物の消費拡大を進め、
環境にやさしい持続可能な消費を拡
大するとともに、食育を推進。【農、関
係府省】 

・基盤整備の推進、農山漁村発イノベー
ションの推進、多様な機能を有する都
市農業の推進、多様な農地利用の推
進、食料生産・生活基盤を支える森林
の整備・保全、藻場・干潟の保全・創
造と水産業・漁村の多面的機能の発揮
を進め、食料システムを支える持続可
能な農山漁村を創造。【農、関係府省】 

・人・知・資金が好循環する産学官の連
携、イノベーション推進のための基盤
整備と活用、人材育成、未来技術への
投資拡大、グローバルな研究体制の構
築、知的財産の戦略的活用、品種開発
力の強化、スマートフードチェーンの
構築等を進め、サプライチェーン全体
を貫く基盤技術を確立・連携。【農、関
係府省】 

・林業イノベーション等による森林吸
収の向上、木材利用拡大による炭素貯
蔵・CO2 排出削減効果の最大化など、
カーボンニュートラルに向けた森林・
木材のフル活用による CO2 吸収と固
定の最大化を推進。【農、関係府省】 
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５．知と価値の創出のための資金循環の活性化 
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

Society 5.0 の実現に向け、サイバー空間とフィジカル空間を融合し、新たな価値を創出することが可能と
なるよう、質の高い多種多様なデータによるデジタルツインをサイバー空間に構築し、それを基にＡＩを積
極的に用いながらフィジカル空間を変化させ、その結果をサイバー空間へ再現するという、常に変化し続け
るダイナミックな好循環を生み出す社会へと変革することを目指す。 

Society 5.0 を実現するための知の創出と経済的・社会的な価値の創出に向けた活動に対する投資（経団連
等の試算 159では、2030 年までの 15 年間で必要な累積投資総額は 844 兆円。）とともに、それによるビジネ
スの拡大に向けて、多用な財源を活用しながら、官民による投資を大幅に拡充することを目指す。 

このため、政府の科学技術関係予算の着実な確保、産学共同研究の推進、そして、世界と伍するファンド
の創設などを通じて、基礎研究への十分な投資を確保するとともに、官民が連携・協力して、国家的重要課
題への対応を強化する。 

政府は、これらに加え、研究開発税制、ＳＢＩＲ制度、政府事業等のイノベーション化、研究成果の公共
調達の促進等の政策ツールを総動員して、民間投資を誘発する環境を整備するとともに、持続可能性をビジ
ネスの根幹に据えるイノベーション経営を推進する。 
 
【目標】 
・ 諸外国がポストコロナ時代を見据えて大規模な研究開発投資を計画する中、我が国として、諸外国との

熾烈な国家間競争を勝ち抜くため、大胆な規模の政府研究開発投資を確保する。 
・ また、民間の研究開発投資の誘発に努める。 
 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 2021 年度より 2025 年度までの、政府研究開発投資 160の総額の規模：約 30 兆円 
・ 2021 年度より 2025 年度までの、官民合わせた研究開発投資の総額：約 120 兆円（政府投資が呼び水

となり民間投資が促進される相乗効果や我が国の政府負担研究費割合の水準等を勘案） 
 

 
【現状データ】（参考指標） 
・ 官民の研究開発費総額：対ＧＤＰ比４％の目標に対して 3.50％（2019 年度）161 
・ 第５期基本計画期間中における「科学技術関係予算」：約 26.1 兆円（グリーンイノベーション基金事業及

び 10 兆円規模の大学ファンドを含む場合：28.6 兆円）162（2021 年３月時点） 
・ 国立大学法人、研究開発法人、大学共同利用機関法人における研究費の予算執行額の合計：約 6,000 億円

163（2018 年度） 

                                                      
159 経団連・東京大学・ＧＰＩＦの共同報告書「ＥＳＧ投資の進化、Society 5.0 の実現、そしてＳＤＧｓの達成へ」（2020 年３月 26 日） 
160 大学ファンドの創設をはじめ、科学技術・イノベーション政策への投資財源の多様化が進んでいることを勘案し、ＯＥＣＤフラスカティマ

ニュアルの動向等を注視しながら、第６期基本計画期間中の研究開発投資の適切な把握方法について適宜検討を行う。 
161 総務省「2020 年科学技術研究調査結果」（2020 年 12 月） 
162 経済・財政再生計画との整合性を確保しつつ、対ＧＤＰ比１％との目標を置き、期間中のＧＤＰ名目成長率を平均 3.3％という前提で試算

した場合に約 26 兆円を目指すとしている。 
163 e-CSTI において把握した全 119 機関のうち 117 機関から収集した 26～70 歳の研究者分は 6,047 億円。 
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・ 企業の能力開発投資を含む日本の無形資産投資：53.9 兆円（2015 年）164 
・ ＥＳＧ投資：日本の投資残高約 336 兆円（2019 年）165 
・ インパクト投資：日本の投資残高約 3,179 億円（2019 年）166 
 
① 官民投資の拡充 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇科学技術・イノベーション政策の恒常

的な質の向上及び財政の持続可能性に
十分に留意しつつ、第６期基本計画の
期間中、政府科学技術関係予算を拡充
する。【科技、関係府省】 

 

・諸外国においても科学技術イノベー
ションに対する投資を大幅に増や
す状況となっており、我が国が、諸
外国との熾烈な国家間競争を勝ち
抜くため、大胆な規模の政府研究開
発投資を確保することが重要。 

・我が国の科学技術関係予算の規模
は、対 GDP 比についてドイツや英
国等を上回るなど高い水準となっ
ているものの、研究力の低下が指摘
されており、研究の生産性や科学技
術・イノベーション政策の質の向上
を本質的な課題として取り組むこ
とが重要。 

・2021 年度予算において、必要な科学
技術関係予算を確保。 

・内閣府と関連府省が連携し、e-CSTI 等
を活用することで、エビデンスに基づ
く事業の見直し等により科学技術・イ
ノベーション政策の質の向上を図る
とともに、政府の科学技術関係予算の
拡充に努める。【関係府省】 

〇世界に比肩するレベルの研究開発を行
う大学の、共用施設やデータ連携基盤
の整備、若手人材育成等を推進するた
め、10 兆円規模のファンドを早期に実
現し、その運用益を活用することによ
り、世界レベルの研究基盤を構築する。
【科技、文】       

・世界の主要大学が数兆円規模の基金
により潤沢な財政基盤を有してい
るのに対し、我が国の大学の資金力
は著しく乏しく、世界トップ大学と
の差が拡大の一途。 

・若手研究者に十分な給与やポストを
提供することが困難な状況になり
若手研究者の安定的ポストは年々
減少の一途。将来のポストに対する
不安等により博士進学率が低迷。 

・国際的な競争が激化する中、我が国
では研究基盤が脆弱化し、我が国の
研究力（良質な論文数）は相対的に
低下。 

・１0 兆円規模の大学ファンドを創設
するため、第 204 回通常国会におい
て、国立研究開発法人科学技術振興
機構法を改正するとともに、当該フ
ァンドの原資の一部として、国立研
究 開 発 法 人  科 学 技 術 振 興 機 構
（JST）に対する 5000 億円の出資金
（令和２年度第３次補正予算）、及
び４兆円（令和３年度財政投融資当
初計画額）を計上。 

・2021 年夏頃を目途に、大学ファンド
の運用に関する基本的な考え方を策
定するとともに、世界と伍する研究大
学に求められる要件と必要な改革に
つい中間取りまとめを行い、新たな法
的枠組みについて 2021 年中を目途に
結論をとりまとめ、次期通常国会に提
出する。【科技、文】 

・大学ファンド運用に関する基本的な
考え方を 2021 年夏頃を目途に策定す
るとともに、2021 年度内を目途に運
用を開始する。また、大学改革の制度
設計等を踏まえつつ、10 兆円規模の
大学ファンドへの拡充について、
2021 年度内に目途を立てる。【科技、
文】 

 

〇我が国の基礎研究力強化の観点から、
国公私立大学、大学共同利用機関等の
研究費の傾向を分析し、モニタリング
を実施する。【文】 

 

・「研究力の分析に資するデータ標準
化の推進に関するガイドライン」に
基づいたデータ収集を継続。 

・e-CSTI の分析機能の構築に当たり、
研究費の傾向分析のために有効と
考えられる分析結果については関

・「研究力の分析に資するデータ標準化
の推進に関するガイドライン」に基づ
いたデータ収集を継続【科技】 

・e-CSTI の分析機能の構築に当たり、
研究費の傾向分析のために有効と考
えられる分析結果については関係府

                                                      
164 ＪＩＰデータベース 2018。日本の無形資産投資対ＧＤＰ比は他国と比べて低く、特に経済的競争力投資は低水準で推移。 
165 サステイナブル投資調査 2019 
166 ＧＳＧ国内諮問委員会「日本におけるインパクト投資の現状 2019」修正版（2020） 
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係府省と共有、公表。 省と共有、公表【科技】 
・各種統計を用いて研究費の動向のモ

ニタリングを実施する。【文】 
 

② 民間投資環境の整備 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

〇民間企業の中長期・革新的な研究開発
等を促し、研究開発投資の維持・拡大と、
それによる知や価値の創出、イノベーシ
ョンの創出を図るため、研究開発税制を
拡充する。【経、関係府省】             

・2021 年度税制改正大綱（2020 年１
2 月 21 日閣議決定）において、試験
研究費の特例措置、税額控除額上
限、クラウド提供型のソフトウェア
に関する改正を実施。 

・2021 年度においては改正内容の周知・
広報によって制度の適用を促す。
2022 年度以降においては、改正の効
果を検証。 

〇知や価値を絶え間なく創出していくた
め、ブランドの構築、経営組織の改善、
教育訓練による人材の質の向上、ソフト
ウェアやデータベースといった無形資
産に対する投資を促す環境整備に努め
る。【経】      

・2021 年度税制改正大綱（2020 年１
2 月 21 日閣議決定）において、試験
研究費の特例措置、税額控除額上
限、クラウド提供型のソフトウェア
に関する改正を実施。 

・2021 年度においては改正内容の周知・
広報によって制度の適用を促す。
2022 年度以降においては、改正の効
果を検証。【経】 

〇ＥＳＧ金融や、その発展形としてのイ
ンパクトファイナンスなどの推進によ
り、社会・経済・環境にポジティブなイ
ンパクトを追求する金融の主流化に取
り組む。特にインパクトファイナンスに
ついて、全ての機関投資家・金融機関等
が全てのアセットクラスにおいてイン
パクトファイナンスを実践することを
目指し、2021 年度中に大手金融・機関
投資家が取り組むための促進体制を整
備した上で、その次の段階として、地域
金融機関や中小・個人投資家への取組へ
の波及を促す。【金融、経、環】 

・ESG 金融ハイレベル・パネル下のポ
ジティブインパクトファイナンス
タスクフォースにおいて、「インパ
クトファイナンスの基本的考え方」
（2020 年７月）及び「グリーンから
始 め る イ ン パ ク ト 評 価 ガ イ ド 」
（2021 年３月）を取りまとめ。 

・「インパクトファイナンスの基本的考
え方」及び「グリーンから始めるイン
パクト評価ガイド」の普及やモデル事
業による具体的な案件形成等を通じ、
全てのアセットクラスにおけるイン
パクトファイナンスの実践を推進。
【環】 

〇Society 5.0 実現に向けた投資の状況を
把握するための指標を 2022 年度中に開
発する。【科技】             

・Society5.0 実現に向けた科学技術・
イノベーション投資の資金循環の
活性化方策について検討を実施。 

・Society 5.0 実現に向けた投資の詳細や
関連する統計について調査。【科技】 
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６．総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能の強化 
 
（１）「総合知」を活用する機能の強化と未来に向けた政策の立案・情報発信 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
社会課題を解決するためには、従来の延長線上

の取組のみならず、新たな価値観を示し、制度的
なアプローチをとることが求められる。新たな技
術を社会で活用するにあたり生じる制度面や倫
理面、社会における受容などの課題に対応するた
め、人文・社会科学も含めた「総合知」を活用で
きる仕組みを構築する。その際、2030 年、更に
その先の目指すべき社会像を描き、その社会像か
らのバックキャスト的アプローチで政策の体系
化を図るとともに、現状をしっかりと把握・分析
し、未来に向けた新たな政策をフォーキャスト的
なアプローチで立案し、これらを総合してフォー
サイト 167を行う。 

また、政策立案にあたっては、社会との多層的
な科学技術コミュニケーションや国民をはじめ
とする多様なセクターへの情報発信も重要であ
る。トランス・サイエンス 168が重視される時代
に お け る 「 政 策 の た め の 科 学 （ Science for 
Policy）」の重要性にも鑑み、アカデミアと政治・
行政との間で、課題認識や前提を共有した上で、
科学的知見に基づく独立かつ的確な助言や提言
が行われることが重要であり、例えば、これらの
関係者間をつなぐ仕組みの構築を検討する。 

・第６期基本計画について、フ
ォーサイトのアプローチを
用いて策定。また、統合戦略
イノベーション戦略 2021 に
ついても同様に策定。 

・内閣府において、科学技術・
イノベーション政策に関す
る SNS を用いた情報発信を
2021 年３月から開始。 

・年次戦略である統合イノベーション
戦略について、総合知やフォーサイト
のアプローチを用いて策定。【科技】 

・SNS をはじめとする多様なメディア
を通じた情報発信を継続。【科技】 

・各ステークホルダーによるトランス・
サイエンス的構造を持つ問題への対
処法を考えていく取組をフォロー。
【科技】 

 

 
（２）エビデンスシステム（e-CSTI）の活用による政策立案機能強化と政策の実効性の確保 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
科学技術・イノベーション行政において、客観

的な証拠に基づく政策立案を行うＥＢＰＭを徹
底し、2023 年度までに全ての関係府省において
エビデンスに基づく政策立案等を行う。その際、
エビデンスシステム（e-CSTI）を活用し、民間投
資の呼び水となるような政府研究開発投資のマ
ネジメント、国立大学・研究開発法人における高
度な法人運営（EBMgt169）をはじめとする各施
策、国家戦略の企画立案等のパフォーマンスの向
上を図る。      

・e-CSTI の分析機能の更なる
高度化に努めるとともに、関係
府省や国立大学・研究開発法人
等の関係機関に対する分析機
能の共有を推進。 

・関係府省における EBPM 実施に当た
って e-CSTI データの円滑な利用を図
ることができるようなスキームを構
築。【科技】 

 
（３）第６期基本計画に連動した政策評価の実施と統合戦略の策定 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
第６期基本計画において示された中長期的な

政策の方向性を踏まえ、2013 年度からは年次戦
略として統合戦略を策定し、毎年の状況変化を踏
まえその年度に特に重点を置くべき施策につい
て定めてきた。 

第６期基本計画期間中においても、毎年度、特
に重点を置くべき施策について、第６期基本計画

・第６期科学技術基本計画を推
進するための年次計画とし
て、統合イノベーション戦略
2021 を策定。 

・第６期基本計画の進捗をモニ
タリングするための指標を
設定。 

・各種指標とアウトプットの関係性を
分析することにより、各種政策の推進
によるアウトプットの変化をシミュ
レートできる評価基盤の開発を e-
CSTI において進めるとともに、評価
専門調査会において当該機能の活用
の在り方について検討。【科技】 

                                                      
167 変化が激しく、複雑で、不確実な未来に対して様々な情報を組み合わせて考察する活動。 
168 科学に問うことはできるが、科学だけでは答えることができない問題。 
169 エビデンスに基づくマネジメント。 
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との関連性を明確にして年次戦略で示していく。
その際、第６期基本計画について、指標を用いな
がら進捗状況の把握、評価を評価専門調査会にお
いて継続的に実施し、その結果を年次戦略や次期
基本計画の策定に活用するとともに、必要に応じ
て第６期基本計画の見直しを行うなど、社会情勢
等の変化に対した柔軟な科学技術・イノベーショ
ン政策を推進していく。このため、e-CSTI を継
続的に機能拡張し、モニタリング指標の収集の自
動化や府省横断的に評価を行う基盤を 2023 年度
中に稼働させるとともに、分析手法の開発等ＥＢ
ＰＭ高度化のための調査研究を行い、継続的に指
標の改良・見直しをする。   

・評価専門調査会において、基
本計画の評価・分析・モニタ
リングを実施する上での視
点等について整理。 

・基本計画の主要指標及び参考指標の
モニタリングにより基本計画の進捗
状況を把握。【科技】 

 あわせて、進捗に関する評価・分析手
法の開発に取り組む。【科技】 

・基本計画の進捗に関する評価・分析を
支える情報を集約する仕組みを構築
するための調査・検討を実施。【科技】 

 
（４）司令塔機能の実効性確保 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
科学技術・イノベーション政策に関連が深いＣ

ＳＴＩ、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略
本部、知的財産戦略本部、健康・医療戦略推進本
部、宇宙開発戦略本部、総合海洋政策本部等の司
令塔会議が進める政策を横断的に調整する司令
塔機能を強化することが求められている。このた
め、内閣府設置法の改正により、内閣府に「科学
技術・イノベーション推進事務局」等を 2021 年
４月に設置することとされた。 

関係司令塔会議や関係府省庁が進める科学技
術・イノベーション関連政策について、政策の重
複を排し、連携を促進するなどの調整機能を同事
務局が効果的に働かせる仕組みを早急に構築す
る。 

また、ＣＳＴＩは、Society 5.0 の実現に向け、
上述の司令塔会議や日本学術会議との更なる連
携を深めるとともに、関係府省庁の各審議会等と
の政策検討の協力関係を強化する。また、日本学
術会議に関する我が国の科学者の代表機関とし
てより良い役割を発揮するための今後の具体的
な改革の進捗を踏まえた上で、日本学術会議に求
められる役割等に応じた新たな連携関係を構築
する。      

・2021 年４月、内閣府に科学技
術・イノベーション推進事務
局を設置。 

・統合イノベーション戦略推進
会議を通じて関係司令塔会
議や関係府省庁との連携体
制を強化。 

・日本学術会議において、「日本
学術会議のより良い役割発
揮に向けて」を報告（2021 年
４月 22 日）。 

・司令塔機能の実効性の確保のため、
引き続き、統合イノベーション戦略
推進会議等を通じた関係司令塔会議
や関係府省庁との連携を促進。【科
技】 

・科学技術・イノベーション推進事務
局による司令塔機能の強化の状況に
ついて検討を加え、必要に応じて、
司令塔機能やその体制について見直
しを図る。【科技】 

・有識者議員懇談会の中で「日本学術
会議の在り方に関する政策討議」を
行い、議論を深めていく。【内】 
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略称一覧 

 ※【 】中において用いられる府省庁の略称は、以下のとおり 
 

略称 府省庁名 

内閣人事局 

内閣官房 

内閣人事局 

ＩＴ 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 

地理空間 地理空間情報活用推進室 

万博 国際博覧会推進本部事務局 

人 人事院 

復 復興庁 

社シス 

内閣府 

政策統括官（経済社会システム担当） 

規制 規制改革推進室 

科技 科学技術・イノベーション推進事務局 

健康医療 健康・医療戦略推進事務局 

防災 政策統括官（防災担当） 

男女 男女共同参画局 

地創 地方創生推進事務局 

知財 知的財産戦略推進事務局 

宇宙 宇宙開発戦略推進事務局 

子子 子ども・子育て本部 

海洋 総合海洋政策推進事務局 

公取 公正取引委員会 

警 国家公安委員会 警察庁 

個人 個人情報保護委員会事務局 
金融 金融庁 

総 総務省 

外 外務省 

文 文部科学省 

厚 厚生労働省 

農 農林水産省 

経 経済産業省 

国 国土交通省 

環 環境省 

防 防衛省 
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